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5034 5034011 G14 z13001 厚生労働
省

確定拠出
年金法施
行令第11
条、第36
条

確定拠出年金の拠出限度額は、平成
16年10月より以下のとおり引き上げら

れたところ。
（企業型）

他の企業年金がない場合
　　3． 6万円　→　4． 6万円
他の企業年金がある場合
　　1． 8万円　→　2． 3万円

（個人型）
企業年金がない場合

　　1． 5万円　→　1． 8万円

c  Ⅱ  

確定拠出年金の拠出限度額については、年金制度
改正における公的年金の給付水準の見直し等を踏
まえ、平成16年10月より引き上げられており、施行後
の活用状況を見守る必要がある。なお、制度改正時

の検討課題であると考えている。

拠出限度額は、特に個人型（2号）は180,000円から
216,000円へ拡大したに過ぎない。自助努力、自己責
任による老後の安定した生活の確保を支援するには
不十分である。少なくとも企業型（企年無）と同額に
なるよう限度額の拡大を検討願いたい。限度額引き
上げが個人の自助努力を促し、制度の普及を促進す
るものと考える。なお、検討時期を明示されたい

（社）日本損害保険
協会

11 A 
確定拠出年金の拠出限度額の更

なる拡大

　確定拠出年金の拠出限度額を更に拡大していただきた
い。特に、個人型の第２号被保険者について、少なくとも企
業型（企年無）と同額となるよう限度額の拡大を認めていた

だきたい。

　確定拠出年金の制度普及が図られる。
少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会
経済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢期における
所得の確保に係る自主的な努力を支援し、国民の生活

の安定と福祉の向上に寄与する効果がある。

（理由）
　2004年10月より拠出限度額が拡大したが、例えば個人型(2
号）は180,000円から216,000円へ拡大したに過ぎない。少なく
とも企業型(企年無）と同額となるよう限度額の拡大によって

確定拠出年金制度の普及を促進する。
（現状）

現行の年間拠出限度額は以下のとおり。
企業型（企年有）276,000円
企業型（企年無）552,000円
個人型（１号）　816,000円
個人型（２号）　216,000円

確定拠出年金法第
20条、第69条

確定拠出年金法施
行令第11条および
第36条、法人税
法、所得税法

厚生労働省、
財務省

確定拠出年金の拠出限度額は、平成
16年10月より以下のとおり引き上げら

確定拠出
れたところ。
（企業型） 確定拠出年金の拠出限度額については、年金制度

拠出限度額は、特に個人型（2号）は180,000円から
216,000円へ拡大したに過ぎない。自助努力、自己責

・企業型確定拠出年金の拠出限度額は、以下のとおりと
なっている。

5053 5053014 G14 z13001 厚生労働
省

年金法施
行令第11
条、第36

他の企業年金がない場合
　　3． 6万円　→　4． 6万円
他の企業年金がある場合

c  Ⅱ  
改正における公的年金の給付水準の見直し等を踏
まえ、平成16年10月より引き上げられており、施行後
の活用状況を見守る必要がある。なお、制度改正時

任による老後の安定した生活の確保を支援するには
不十分である。少なくとも企業型（企年無）と同額に
なるよう限度額の拡大を検討願いたい。限度額引き

社団法人信託協会 14 A 
企業型確定拠出年金の拠出限度

額の引き上げ

　他の企業年金がない場合・・・4．6万円
　他の企業年金がある場合・・・2．3万円

・企業型確定拠出年金の拠出限度額を引き上げること。少

事業主において退職給付制度を変更して、企業型確定拠出
年金制度を導入する場合、拠出限度額があることにより、想
定通りの給付設計ができないケースが多々あるため。

確定拠出年金法施
行令第11条

厚生労働省

条 　　1． 8万円　→　2． 3万円
（個人型）

の検討課題であると考えている。 上げが個人の自助努力を促し、制度の普及を促進す
るものと考える。なお、検討時期を明示されたい

なくとも、他の年金制度がある場合の拠出限度額を、他の
年金制度がない場合と同様の額まで引き上げること。

企業年金がない場合
　　1． 5万円　→　1． 8万円

確定拠出年金の拠出限度額は、平成
16年10月より以下のとおり引き上げら

れたところ。 拠出限度額は、特に個人型（2号）は180,000円から
　確定拠出年金における掛金の拠出限度額は、2004年改正
により厚生年金基金の上乗せ部分の望ましい給付水準を掛

　企業型確定拠出年金の拠出
限度額は、①企業年金に加入し
ていない場合月額4万6千円、②

5057 5057041 G14 z13001 厚生労働
省

確定拠出
年金法施
行令第11
条、第36
条

（企業型）
他の企業年金がない場合
　　3． 6万円　→　4． 6万円
他の企業年金がある場合
　　1． 8万円　→　2． 3万円

c  Ⅱ  

確定拠出年金の拠出限度額については、年金制度
改正における公的年金の給付水準の見直し等を踏
まえ、平成16年10月より引き上げられており、施行後
の活用状況を見守る必要がある。なお、制度改正時

の検討課題であると考えている。

216,000円へ拡大したに過ぎない。自助努力、自己責
任による老後の安定した生活の確保を支援するには
不十分である。少なくとも企業型（企年無）と同額に
なるよう限度額の拡大を検討願いたい。限度額引き
上げが個人の自助努力を促し、制度の普及を促進す

（社）日本経済団体
連合会

41 A 掛金の拠出限度額の引上げ 　拠出限度額を大幅に引き上げるべきである。

金ベースに置き換えた金額に引き上げられたが、老後の安
定した生活を保障するには十分ではなく、また、退職一時金
制度からの移行を促進する観点からも十分ではない。自助
努力、自己責任による老後の生活保障の確保を支援するた
めには、拠出限度額を大幅に引き上げるべきである。これに

確定拠出年金法第
20条、第69条

確定拠出年金法施
行令第11条、第36

条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

企業年金に加入している場合月
額2万3千円である。同様に、個
人型確定拠出年金については、
①自営業者の場合月額6万8千
円②企業年金、企業型確定拠

（個人型）
企業年金がない場合

　　1． 5万円　→　1． 8万円

るものと考える。なお、検討時期を明示されたい より、利便性が向上し、退職金の代替で制度普及にも資す
る。

出年金のない企業の従業員の
場合月額1万8千円となってい

る。

①確定拠出年金法
第62条、法人税
法、所得税法

5086 5086007 4 G14 z13001 厚生労働
省

確定拠出
年金法施
行令第11
条、第36
条

確定拠出年金の拠出限度額は、平成
16年10月より以下のとおり引き上げら

れたところ。
（企業型）

他の企業年金がない場合
　　3． 6万円　→　4． 6万円
他の企業年金がある場合
　　1． 8万円　→　2． 3万円

（個人型）
企業年金がない場合

　　1． 5万円　→　1． 8万円

c  Ⅱ  

確定拠出年金の拠出限度額については、年金制度
改正における公的年金の給付水準の見直し等を踏
まえ、平成16年10月より引き上げられており、施行後
の活用状況を見守る必要がある。なお、制度改正時

の検討課題であると考えている。

拠出限度額は、特に個人型（2号）は180,000円から
216,000円へ拡大したに過ぎない。自助努力、自己責
任による老後の安定した生活の確保を支援するには
不十分である。少なくとも企業型（企年無）と同額に
なるよう限度額の拡大を検討願いたい。限度額引き
上げが個人の自助努力を促し、制度の普及を促進す
るものと考える。なお、検討時期を明示されたい

損害保険労働組合
連合会

7 B 確定拠出年金の制度拡充④
確定拠出年金制度について、以下の制度拡充を検討して

頂きたい。
④拠出限度額のさらなる引き上げをはかる

確定拠出年金の制度普及が図られる。従業員の自助
努力による老後資金形成の促進に寄与する。少子高齢
化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢
の変化にかんがみ、国民の高齢期における所得の確
保に係る自主的な努力を支援し、国民の生活の安定と

福祉の向上に寄与する効果がある。

新たな企業年金制度として導入された確定拠出型年金制度
については、当該導入企業退職時のポータビリティが不十分
であるほか、年金資産の中途引き出しが６０ 歳までは高度障
害時を除き不可とされているなど、老後の生活保障の確保
の手段として、また資産形成の手段の一つとしては、不十分
な点が多く存在する。ついては、制度面の拡充をはかるべ

く、検討を進めていただきたい。

②確定拠出年金法
第２８ 条、法人税
法、所得税法

③確定拠出年金第
１９条、第２０条、確
定拠出年金法施行
令第１１ 条, 法人税
法、所得税法

④確定拠出年金法
第２０条、第６９条、
確定拠出年金法施
行令第11条および
第36条、法人税

厚生労働省
財務省
金融庁

法、所得税法
⑤確定拠出年金法

第３３条
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（理由）
　拠出限度額の枠内で、個人による自助努力を認めることに

5034 5034009 G15 z13002 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
19条

企業型年金においては事業主拠出の
み、個人型年金においては個人拠出の

みが認められている。
c ⅠⅡⅢ 

企業型年金における個人の上乗せ拠出の導入につ
いては、確定拠出年金のみならず、企業年金の拠出
の在り方そのものを問う問題であり、現時点での対
応は困難である。なお、制度改正時の検討課題であ

ると考えている。

マッチング拠出は、米国において認められていること
や自助努力による年金制度の拡充を促進する観点
から、引き続き検討いただきたい。なお、検討時期を

明示されたい。

（社）日本損害保険
協会

9 A 
確定拠出年金の企業型における
拠出限度額の枠内での個人によ

る上乗せ拠出の容認

　拠出限度額の枠内で企業型に対する個人の上乗せ拠出
を認めていただきたい。

　確定拠出年金の制度普及が図られる。従業員の自助
努力による老後資金形成の促進に寄与する。少子高齢
化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢
の変化にかんがみ、国民の高齢期における所得の確
保に係る自主的な努力を支援し、国民の生活の安定と

福祉の向上に寄与する効果がある。

よって確定拠出年金制度の普及を促進する。米国の確定拠
出年金では個人による上乗せ拠出が認められている。

　現状、中小企業を中心として、企業型の拠出額は拠出限度
額の一部に止まっており、勤労者の老後の資産形成ニーズ
を満たすためには、拠出限度額の枠内での自助努力による

個人の上乗せ拠出が必要なため。
（現状）

　企業型の場合、企業による拠出しか認められておらず、個

確定拠出年金第19
条、第20条、

確定拠出年金法施
行令第11条、
法人税法、所得税

法

厚生労働省、
財務省

人が上乗せ拠出できない。

5053 5053013 G15 z13002 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
19条

企業型年金においては事業主拠出の
み、個人型年金においては個人拠出の

みが認められている。
c ⅠⅡⅢ 

企業型年金における個人の上乗せ拠出の導入につ
いては、確定拠出年金のみならず、企業年金の拠出
の在り方そのものを問う問題であり、現時点での対
応は困難である。なお、制度改正時の検討課題であ

ると考えている。

マッチング拠出は、米国において認められていること
や自助努力による年金制度の拡充を促進する観点
から、引き続き検討いただきたい。なお、検討時期を

明示されたい。

社団法人信託協会 13 A 
企業型確定拠出年金における本
人拠出（いわゆるマッチング拠出）

の容認

・企業型確定拠出年金においては、事業主の拠出しか認
められていない。

・企業型確定拠出年金において、現行の事業主拠出の他、
加入者本人の希望により、加入者拠出すること（ マッチング

拠出すること） を可能にすること。

マッチング拠出を認めることは自己責任に基づく確定拠出年
金制度の趣旨にも合致し、また、従業員の老後の所得確保
に係る自助努力の選択肢拡充により、制度のさらなる普及に

繋がることが見込まれるため。

確定拠出年金法第
19条

厚生労働省

5057 5057040 G15 z13002 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
19条

企業型年金においては事業主拠出の
み、個人型年金においては個人拠出の

みが認められている。
c ⅠⅡⅢ 

企業型年金における個人の上乗せ拠出の導入につ
いては、確定拠出年金のみならず、企業年金の拠出
の在り方そのものを問う問題であり、現時点での対
応は困難である。なお、制度改正時の検討課題であ

ると考えている。

マッチング拠出は、米国において認められていること
や自助努力による年金制度の拡充を促進する観点
から、引き続き検討いただきたい。なお、検討時期を

明示されたい。

（社）日本経済団体
連合会

40 A 
企業型確定拠出年金における掛

金の本人拠出の容認
　企業型確定拠出年金の掛金について、事業主の拠出に
加えて本人拠出が可能となるよう措置すべきである。

　確定拠出年金法の趣旨を踏まえ、自助努力、自己責任の
意識醸成を支援するためには、本人拠出ができる仕組みが
必要である。また、財形年金制度からの移行を進める観点か
らも本人拠出が求められる。本人拠出を認めることにより利

便性が向上し、制度普及にも資する。

確定拠出年金法第
19条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

　企業型確定拠出年金の掛金に
ついては、事業主からの拠出し
か認められず、本人拠出ができ

ない。

①確定拠出年金法
第62条、法人税
法、所得税法

②確定拠出年金法
第２８ 条、法人税
法、所得税法

5086 5086007 3 G15 z13002 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
19条

企業型年金においては事業主拠出の
み、個人型年金においては個人拠出の

みが認められている。
c ⅠⅡⅢ 

企業型年金における個人の上乗せ拠出の導入につ
いては、確定拠出年金のみならず、企業年金の拠出
の在り方そのものを問う問題であり、現時点での対
応は困難である。なお、制度改正時の検討課題であ

ると考えている。

マッチング拠出は、米国において認められていること
や自助努力による年金制度の拡充を促進する観点
から、引き続き検討いただきたい。なお、検討時期を

明示されたい。

損害保険労働組合
連合会

7 B 確定拠出年金の制度拡充③
確定拠出年金制度について、以下の制度拡充を検討して

頂きたい。
③企業拠出に対する個人の上乗せ拠出を認める

確定拠出年金の制度普及が図られる。従業員の自助
努力による老後資金形成の促進に寄与する。少子高齢
化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢
の変化にかんがみ、国民の高齢期における所得の確
保に係る自主的な努力を支援し、国民の生活の安定と

福祉の向上に寄与する効果がある。

新たな企業年金制度として導入された確定拠出型年金制度
については、当該導入企業退職時のポータビリティが不十分
であるほか、年金資産の中途引き出しが６０ 歳までは高度障
害時を除き不可とされているなど、老後の生活保障の確保
の手段として、また資産形成の手段の一つとしては、不十分
な点が多く存在する。ついては、制度面の拡充をはかるべ

く、検討を進めていただきたい。

③確定拠出年金第
１９条、第２０条、確
定拠出年金法施行
令第１１ 条, 法人税
法、所得税法

④確定拠出年金法
第２０条、第６９条、

厚生労働省
財務省
金融庁

確定拠出年金法施
行令第11条および
第36条、法人税
法、所得税法

⑤確定拠出年金法
第３３条
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要望理由 根拠法令等
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確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保のた

5034 5034010 G16 z13003 厚生労働
省

確定拠出
年金法附
則第2条の
2、第3条

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、60 
歳前の中途引き出しは認めていない。

c Ⅰ 

めに導入されるものであり、貯蓄とは異なるものであ
ることから、原則として中途引出しは認められない。
平成17年10月に中途脱退の要件が緩和されたが、
それ以外に具体的にどのような場合に緩和が可能で
あるかについては、制度改正時の検討課題であると

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかか
わらず、現状においては取り崩し等が認められてい
ないことが、制度の普及の阻害要件にもなっており、
他制度との整合性を勘案しつつ引き続き検討いただ

きたい。なお、検討時期を明示されたい。

（社）日本損害保険
協会

10 A 
確定拠出年金の経済的困窮時に
おける年金資産取り崩しの容認

　経済的困窮時においては、米国の401k制度の様に、①
税のペナルティを課した上での年金資産の取り崩し、②年
金資産を担保としたローン制度を認めるようにしていただき

たい。

　確定拠出年金の制度普及が図られる。少子高齢化の
進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変
化にかんがみ、国民の高齢期における所得の確保に係
る自主的な努力を支援し、国民の生活の安定と福祉の

向上に寄与する効果がある。

　確定拠出年金では６０ 歳までは高度障害時を除き理由の
如何を問わず、年金資産の取り崩しが認められていない。
　困窮時の年金資産取り崩しニーズは高く、このままでは確

定拠出年金普及を阻害する。

確定拠出年金法第
28条、法人税法、
所得税法

厚生労働省、
財務省

考えている。

確定拠出年金制度は貯蓄のための制度でないこと
確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保のた は理解できるが、例えば、老齢給付金は、確定給付
めに導入されるものであり、貯蓄とは異なるものであ 企業年金では６０ 歳前でも退職時に受給が可能であ

5052 5052016 G16 z13003 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
32条第1項

確定拠出年金制度においては、受給権
の担保差入れが禁止されている。

c Ⅰ 

ることから、原則として中途引出しは認められない。
また、将来の老後の所得として確実に確保しておくた
めに、受給権を担保とした貸付を認めるのは困難で
ある。平成17年10月に中途脱退の要件が緩和され
たが、それ以外に具体的にどのような場合に緩和が

るのに対して、確定拠出年金では６０ 歳まで受給が
不可能であるなど、同じ企業年金制度でも整合性が
取れていない部分があると考えられる。より多くの国
民が安心して加入できる制度的な素地を設けること
が制度普及に資することから、確定拠出年金の受給

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
16 A 確定拠出年金の受給権を担保と

した貸付けの容認
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様

確定拠出年金加入者等に対して、確定拠出年金の受
給権を担保とした貸付けができるようにする。

確定拠出年金制度は、一部の例外を除き中途換金ができな
い制度であることを勘案すると、加入者が受給資格を満たす
時期までに生活困窮等に陥り生活資金を必要とするケース

等を想定しておくことが肝要である。

確定拠出年金法第
３２ 条第１項

厚生労働省 継続

可能であるかについては、制度改正時の検討課題で 権を担保とした貸付けの容認について、他制度との
あると考えている。 整合性を勘案しつつ検討いただきたい。なお、検討

時期を明示されたい。

確定拠出年金は、国民が公的年金に上乗せして自己の老後
生活資金を確保するため税制優遇措置を付して設けられて

確定拠出年金制度は貯蓄のための制度でないこと いる制度であるため、受給は原則６０ 歳以降とされており、中
は理解できるが、例えば、老齢給付金は、確定給付 途引出しは、諸条件を満たしたうえで脱退一時金を受け取る

5052 5052019 G16 z13003 厚生労働
省

確定拠出
年金法附
則第2条の
2、第3条

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、60 
歳前の中途引き出しは認めていない。

c Ⅰ 

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保のた
めに導入されるものであり、貯蓄とは異なるものであ
ることから、原則として中途引出しは認められない。
平成17年10月に中途脱退の要件が緩和されたが、
それ以外に具体的にどのような場合に緩和が可能で
あるかについては、制度改正時の検討課題であると

考えている。

企業年金では６０ 歳前でも退職時に受給が可能であ
るのに対して、確定拠出年金では６０ 歳まで受給が
不可能であるなど、同じ企業年金制度でも整合性が
取れていない部分があると考えられる。より多くの国
民が安心して加入できる制度的な素地を設けること
が制度普及に資することから、確定拠出年金の中途
引出し要件の緩和について、他制度との整合性を勘

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
19 A 確定拠出年金の年金資産の中途

引出し要件の緩和
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様

現状の脱退一時金制度のほか、加入者が一定の課税
条件（ペナルティ課税）を負うことにより、任意で確定拠
出年金の資産の中途引出しを行うことを可能とする。

以外にはできない。
しかし、現実には、長期に渡る加入期間中に不測の事態が
生じても中途引出しができないことに不安感を抱き、加入希
望者であっても加入を躊躇するケースが考えられる。

これらの規制を、年金資産が５０ 万円までであれば受け取れ
るようにする等の脱退一時金制度とは別に、金額や時期に
かかわらず、加入者の任意で中途引出しができるように緩和
すれば、女性や若年層を含むより多くの国民が安心して確定

確定拠出年金法附
則第３条

厚生労働省 継続

案しつつ検討いただきたい。なお、検討時期を明示さ 拠出年金に加入するようになり、国民の老後生活に対する不
れたい。 安感の軽減につながるものと考えられる。また、企業型年金

は、企業の退職給付制度としての性格をより強めることがで
き、普及促進ができる。

5053 5053015 G16 z13003 厚生労働
省

確定拠出
年金法附
則第2条の
2、第3条

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、60 
歳前の中途引き出しは認めていない。

c Ⅰ 

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保のた
めに導入されるものであり、貯蓄とは異なるものであ
ることから、原則として中途引出しは認められない。
平成17年10月に中途脱退の要件が緩和されたが、
それ以外に具体的にどのような場合に緩和が可能で
あるかについては、制度改正時の検討課題であると

考えている。

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかか
わらず、現状においては取り崩し等が認められてい
ないことが、制度の普及の阻害要件にもなっており、
他制度との整合性を勘案しつつ引き続き検討いただ

きたい。なお、検討時期を明示されたい。

社団法人信託協会 15 A 
確定拠出年金の中途引出要件の

緩和（１） 

① 企業型確定拠出年金においては、現在、脱退一時金支
給要件が個人別管理資産額が1.5万円以下の場合に限ら

れている。
　確定拠出年金制度が企業の退職金制度の一部を担う制
度となっている現状を勘案し、制度普及・加入者増大のた
め、現状、個人別管理資産額が1.5万円以下の場合に限ら
れている企業型年金における脱退一時金支給要件を緩和

すること。
② 個人型確定拠出年金の脱退一時金の支給要件は、現
在、通算拠出期間に係る要件（通算拠出期間1ケ月以上３
年以下）および脱退一時金請求時の個人別勘定残高に係

る要件（50万円）が存在する。
　個人型確定拠出年金における脱退一時金の支給要件に
ついて、通算拠出期間に係る要件（通算拠出期間1ケ月以
上３年以下）および脱退一時金請求時の個人別勘定残高

に係る要件（50万円）を緩和すること。

① 現状では、個人別管理資産額が1.5万円以下の場合に限
り企業型脱退一時金として支給を受けることが可能である
が、この要件に該当する対象者は限定的となっている。年金
制度とはいえ実質的企業の退職金の一部（または全部）を担
う制度となっている現状を勘案すると、企業型脱退一時金の
支払枠を大幅に引き上げることで、企業および加入者の本
制度の利便性（加入しやすさ）が大幅に改善すると考える。
② 現行の個人別勘定残高に係る要件（50万円）については
「年間手数料5,000円・利回り年１%程度で資産が目減りしな
い額」をベースに検討されたと認識しているが、受給権が発
生するまで手数料等負担による個人別管理資産の目減りを
恒常的に十分まかなって運用が続けられる残高は50万円程
度では足りないと思料される。また、加入者の高齢期の所得
の確保という観点からは、「資産が目減りしない」ことを根拠
とするのではなく、「安定的な運用による収益が期待できる
額」等を基準にすべきとも考えられ、本件増額を要望するも
の。また、当該資産に到達するには３年以上の拠出期間が
必要と考えられ、通算拠出期間に係る要件の緩和について

も併せて要望するもの。

①について
・ 確定拠出年金法
附則第2条の2第1

項
・ 確定拠出年金法
施行令第59条第2

項
②について

・ 確定拠出年金法
附則第3条

・ 確定拠出年金法
施行令第60条

厚生労働省



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

・企業型確定拠出年金においては、現在、脱退一時金支給

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保のた
要件が個人別管理資産額が1.5万円以下の場合に限られ

ている。

5053 5053016 G16 z13003 厚生労働
省

確定拠出
年金法附
則第2条の
2、第3条

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、60 
歳前の中途引き出しは認めていない。

c Ⅰ 

めに導入されるものであり、貯蓄とは異なるものであ
ることから、原則として中途引出しは認められない。
平成17年10月に中途脱退の要件が緩和されたが、
それ以外に具体的にどのような場合に緩和が可能で
あるかについては、制度改正時の検討課題であると

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかか
わらず、現状においては取り崩し等が認められてい
ないことが、制度の普及の阻害要件にもなっており、
他制度との整合性を勘案しつつ引き続き検討いただ

きたい。なお、検討時期を明示されたい。

社団法人信託協会 16 A 
確定拠出年金の中途引出要件の

緩和（２） 

・個人型確定拠出年金の脱退一時金の支給要件は、現
在、通算拠出期間に係る要件（通算拠出期間1ケ月以上３
年以下）および脱退一時金請求時の個人別勘定残高に係

る要件（50万円）が存在する。
・脱退一時金の受給をやむを得ない事情がある場合（自然

年金支給開始までは長期に渡るため、加入者において将
来、経済的に困窮状態に陥る可能性もある。こうした止むを
得ない事情において中途の引出しが認められない現状で
は、加入者等の不安は大きく、制度導入の阻害要因となって

いるため。

・確定拠出年金法
附則第2条の2
・確定拠出年金法
施行令第59条

厚生労働省

考えている。 災害時や経済的困窮時等）にも認め（中途引き出し要件を
緩和）、60歳までに個人別管理資産を取り崩すことができ

る選択肢を拡大すること。

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保のた 確定拠出年金制度においては、受給権の担保差入れが禁

5053 5053017 G16 z13003 厚生労働
省

確定拠出
年金法附
則第2条の
2、第3条

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、60 
歳前の中途引き出しは認めていない。
また、確定拠出年金制度においては、
受給権の担保差入れが禁止されてい

る。

c Ⅰ 

めに導入されるものであり、貯蓄とは異なるものであ
ることから、原則として中途引出しは認められない。
また、将来の老後の所得として確実に確保しておくた
めに、受給権を担保とした貸付を認めるのは困難で
ある。平成17年10月に中途脱退の要件が緩和され
たが、それ以外に具体的にどのような場合に緩和が
可能であるかについては、制度改正時の検討課題で

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかか
わらず、現状においては取り崩し等が認められてい
ないことが、制度の普及の阻害要件にもなっており、
他制度との整合性を勘案しつつ引き続き検討いただ

きたい。なお、検討時期を明示されたい。

社団法人信託協会 17 A 
確定拠出年金の個人別管理資産
額を担保とした公的借入制度の整

備

・確定拠出年金制度においては、受給権の担保差入れが
禁止されている。

・個人別管理資産額を担保とした公的借入制度を実現する
こと。

止されていることが、例えば退職金を返済原資とした社内融
資制度を実施している事業所について、確定拠出年金制度
の採用の足かせとなっているケースが存在する。一方で確定
拠出年金制度は、個人毎の資産額の把握が容易であること
から、当該資産を担保とした貸付制度の創設は可能と考えら
れ、事業所の恣意性を排したかたちでの公的借入制度を創
設することにより、加入者の一時的な資金ニーズへ対応する

・確定拠出年金法
第32条

厚生労働省

あると考えている。 ことができ、制度普及が図られると思料するもの。

5057 5057042 G16 z13003 厚生労働
省

確定拠出
年金法附
則第2条の
2、第3条

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、60 
歳前の中途引き出しは認めていない。
また、確定拠出年金制度においては、
受給権の担保差入れが禁止されてい

る。

c Ⅰ 

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保のた
めに導入されるものであり、貯蓄とは異なるものであ
ることから、原則として中途引出しは認められない。
また、将来の老後の所得として確実に確保しておくた
めに、受給権を担保とした貸付を認めるのは困難で
ある。平成17年10月に中途脱退の要件が緩和され
たが、それ以外に具体的にどのような場合に緩和が
可能であるかについては、制度改正時の検討課題で

あると考えている。

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかか
わらず、現状においては取り崩し等が認められてい
ないことが、制度の普及の阻害要件にもなっており、
他制度との整合性を勘案しつつ引き続き検討いただ

きたい。なお、検討時期を明示されたい。

（社）日本経済団体
連合会

42 A 中途引出し要件の緩和

　将来的には、退職時の脱退一時金について、年齢到達
要件および資産額の大小にかかわらず支給を可能とすべ
きである。そのためにも、まず以下について早急に実施す

べきである。
①脱退一時金を受給できる要件の緩和（例えば確定給付
企業年金法施行規則第30条と同様な一時金選択が可能な
特別条件の一部の容認、及び少額の脱退一時金の拡充）
②経済的困窮状態にある加入者の個人別管理資産の取り
崩し、もしくは個人別管理資産を担保とした借入の容認

　2005年10月の改正以降においても、非常に厳しい中途脱
退要件であることには変わりなく、実質的に認められる事例
は少ない。そのため、企業型確定拠出年金は、特に女性の
加入率が低く、制度自体の普及の阻害要因の一つとなって
いる。中途脱退要件については、本人のライフスタイルに
よって有利不利が出ることがないよう、中立性を重視すべき

である。

確定拠出年金法第
28条、第33条、附
則第3条

確定拠出年金法施
行令第60条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

①個人型確定拠出年金におい
て、脱退一時金を受給できる要
件は、通算拠出期間が3年以下
の場合または資産額が50万円
以下で制度上掛金を納められな

い場合となっている。
②60歳未満の加入者で給付を
受けられるのは、高度障害（障
害給付金）、死亡（死亡一時金）
の要件を満たした場合に限られ

ている。

①確定拠出年金法
第62条、法人税
法、所得税法

②確定拠出年金法
第２８ 条、法人税

5086 5086007 2 G16 z13003 厚生労働
省

確定拠出
年金法附
則第2条の
2、第3条

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、60 
歳前の中途引き出しは認めていない。

c Ⅰ 

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保のた
めに導入されるものであり、貯蓄とは異なるものであ
ることから、原則として中途引出しは認められない。
平成17年10月に中途脱退の要件が緩和されたが、
それ以外に具体的にどのような場合に緩和が可能で
あるかについては、制度改正時の検討課題であると

考えている。

困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いにもかか
わらず、現状においては取り崩し等が認められてい
ないことが、制度の普及の阻害要件にもなっており、
他制度との整合性を勘案しつつ引き続き検討いただ

きたい。なお、検討時期を明示されたい。

損害保険労働組合
連合会

7 B 確定拠出年金の制度拡充②

確定拠出年金制度について、以下の制度拡充を検討して
頂きたい。

②一定の要件を満たす場合は、別途課税等の対処を講じ
たうえで年金資産の取り崩しを認める

確定拠出年金の制度普及が図られる。従業員の自助
努力による老後資金形成の促進に寄与する。少子高齢
化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢
の変化にかんがみ、国民の高齢期における所得の確
保に係る自主的な努力を支援し、国民の生活の安定と

福祉の向上に寄与する効果がある。

新たな企業年金制度として導入された確定拠出型年金制度
については、当該導入企業退職時のポータビリティが不十分
であるほか、年金資産の中途引き出しが６０ 歳までは高度障
害時を除き不可とされているなど、老後の生活保障の確保
の手段として、また資産形成の手段の一つとしては、不十分
な点が多く存在する。ついては、制度面の拡充をはかるべ

く、検討を進めていただきたい。

法、所得税法
③確定拠出年金第
１９条、第２０条、確
定拠出年金法施行
令第１１ 条, 法人税
法、所得税法

④確定拠出年金法
第２０条、第６９条、
確定拠出年金法施

厚生労働省
財務省
金融庁

行令第11条および
第36条、法人税
法、所得税法

⑤確定拠出年金法
第３３条
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退職時の資金ニーズが根強く存在する中で、退職後
・昨今の雇用の流動化を背景に退職時の資金ニーズは今後
より一層高まることが予想され、特に退職金規定からの全面

も60歳に到達するまで受給できない仕組みが、特に 移行ニーズの強い中小企業等への更なる制度普及を促進

5089 5089008 G16 z13003 厚生労働
省

確定拠出
年金法附
則第2条の
2、第3条

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、60 
歳前の中途引き出しは認めていない。

c Ⅰ 

確定拠出年金制度は国民の老後の所得の確保のた
めに導入されるものであり、貯蓄とは異なるものであ
ることから、原則として中途引出しは認められない。
平成17年10月に中途脱退の要件が緩和されたが、
それ以外に具体的にどのような場合に緩和が可能で
あるかについては、制度改正時の検討課題であると

考えている。

退職金からの全面移行ニーズが強い中小企業への
確定拠出年金普及のネックとなっていることに鑑み、
企業型における退職時の脱退一時金について、年
齢到達要件および資産額の多寡にかかわらず支給
可能とすべく、支給要件緩和を要望している。

また、かかる要望が実現しない間にあっても、中途脱
退の要件について、現行の要件では運営管理手数
料等による資産の減少を防止するのに不十分である

ことから更なる緩和を要望している。
確定拠出年金法については、法施行後５年を経過し
た後において必要に応じ見直しの検討が行われるこ
ととなっている。本年１０ 月で５年を経過することか

生命保険協会 8 A 
確定拠出年金制度における支給

要件の緩和

・企業型における退職時の脱退一時金について、年齢到達
要件および資産額の多寡にかかわらず支給可能とすべく、

支給要件を緩和する。
・かかる要望が実現しない間にあっても、企業型から個人
型に移行した者であって、第3号被保険者等個人型に拠出
できない者について、中途脱退の要件である資産にかかる
基準を現行の50万円以下から少なくとも100万円以下に引

き上げていただきたい。
・また、退職時の企業型での中途脱退の要件である資産に
かかる基準を現行の1.5万円以下から少なくとも100万円以

下に引き上げていただきたい。

するためにも、支給要件の緩和は非常に有効である。
・企業年金制度は一般的に退職金制度からの移行となって
いるのが現状であり、厚生年金基金、確定給付企業年金等
の企業年金制度では中途脱退に伴う給付が認められてい
る。これらの制度との整合性の欠如から、円滑な制度間移行

および制度普及の障害となっている。
・なお、中途脱退の要件については、平成17年10月に、資産
が少額の場合は運営管理手数料等で資産が減少する状況
にあることを理由として一定の緩和が図られたが、現行の基
準では、なおその趣旨を実現するのに不十分であり、更なる

緩和が必要である。
・また、企業型から個人型に移行後、掛金拠出を認められて
いる者が掛金を拠出するかは任意であるから、個人型での

・確定拠出年金法
第28条、第33条
・確定拠出年金法
附則第2条の2、第3

条

厚生労働省

・企業型において、退職しても６ 
０ 歳に到達するまで受給できな

い。
・企業型から個人型に移行した
者であって、第3号被保険者等
個人型に拠出できない者につい
ては、資産が少額の場合（50万
円以下）に脱退が認められてい
る。また、資産が極めて少額（1.5 
万円以下）の者は、個人型に移
行することなく退職時に企業型
で脱退を認められている。

ら、具体的な検討時期の明示をお願いするとともに、 掛金拠出が認められているか否かによって、中途脱退の要

是非とも前向きな検討をお願いしたい。 件である資産にかかる基準に差異を設けるのは合理的でな
い。

5034 5034008 G17 z13004 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
62条第1項

第3号被保険者や公務員は確定拠出年
金に加入できない。

企業型の資格を喪失した後、他の企業
年金制度があり確定拠出年金を実施し
ていない企業に転職した場合等は、個
人型の運用指図者となり加入者とはな

らない。

c ⅠⅡⅢ 

確定拠出年金の加入対象者の拡大（第3号被保険
者、公務員への拡大）については、公的年金制度に
おける位置づけ、共済年金における職域部分の取扱
い等を踏まえる必要があり、現時点での対応は困難
である。なお、制度改正時の検討課題であると考え

ている。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員にも制度加入を
認めることによって、確定拠出年金制度のポータビリ
ティを確保することが、制度の普及につながることか
ら、今後の具体的なスケジュールを明示のうえ検討

いただきたい。

（社）日本損害保険
協会

8 A 
確定拠出年金の加入対象者の拡
大（第３号被保険者、公務員）

　確定拠出年金制度において、個人型年金への専業主
婦、公務員の加入を認めていただきたい。

　確定拠出年金の制度普及が図られる。専業主婦、公
務員個人の自助努力による老後資金形成の促進に寄
与する。少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等
の社会経済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢期に
おける所得の確保に係る自主的な努力を支援し、国民
の生活の安定と福祉の向上に寄与する効果がある。

　確定拠出年金制度に加入できないものが存在することによ
り、確定拠出年金のポータビリティーが確保されず、十分なも

のとならない。
（現状）

　確定拠出年金において、個人型への専業主婦（第3号被保
険者）、公務員の加入が認められていない。

確定拠出年金法第
62条、法人税法、
所得税法

厚生労働省、
財務省

5052 5052017 G17 z13004 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
62条第1項

第3号被保険者や公務員は確定拠出年
金に加入できない。

企業型の資格を喪失した後、他の企業
年金制度があり確定拠出年金を実施し
ていない企業に転職した場合等は、個
人型の運用指図者となり加入者とはな

らない。

c ⅠⅡⅢ 

確定拠出年金の加入対象者の拡大（第3号被保険
者、公務員への拡大、）については、公的年金制度
における位置づけ、共済年金における職域部分の取
扱い等を踏まえる必要があり、現時点での対応は困
難である。なお、制度改正時の検討課題であると考

えている。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員にも制度加入を
認めることによって、確定拠出年金制度のポータビリ
ティを確保することが、制度の普及につながることか
ら、今後の具体的なスケジュールを明示のうえ検討

いただきたい。

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
17 A 

確定拠出年金企業型年金の資格
喪失者に対する個人型年金加入
者としての継続加入条件の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様
確定拠出年金企業型年金の資格喪失者についても個
人型年金の加入者として継続的に掛金の拠出を行うこ

とを選択できるようにする。

個人型年金の運用指図者は、それまで積み立てた資産を個
人型年金に移換したうえで引き続き資産の運用を行うことは
できるが、新たに掛金を拠出することはできないため、個人
型運用指図者にならざるをえない転職者は、当初の資産形
成プランを実現できないことはもちろんのこと、拠出期間を長
期に分散させることによる運用リスクの軽減化を図ることもで
きず、健全な資産形成に支障をきたす懸念がある。したがっ
て、確定拠出年金企業型年金の資格喪失者についても、個
人型年金の加入者として継続的に掛金の拠出を行うことを

選択できるようにしていただきたい。

確定拠出年金法第
６２ 条第１項

厚生労働省 継続

・第2号被保険者の配偶者となり企業型年金の加入資格を

5053 5053019 G17 z13004 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
62条第1項

第3号被保険者や公務員は確定拠出年
金に加入できない。

企業型の資格を喪失した後、他の企業
年金制度があり確定拠出年金を実施し
ていない企業に転職した場合等は、個
人型の運用指図者となり加入者とはな

らない。

c ⅠⅡⅢ 

確定拠出年金の加入対象者の拡大（第3号被保険
者、公務員への拡大）については、公的年金制度に
おける位置づけ、共済年金における職域部分の取扱
い等を踏まえる必要があり、現時点での対応は困難
である。なお、制度改正時の検討課題であると考え

ている。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員にも制度加入を
認めることによって、確定拠出年金制度のポータビリ
ティを確保することが、制度の普及につながることか
ら、今後の具体的なスケジュールを明示のうえ検討

いただきたい。

社団法人信託協会 19 A 
確定拠出年金の加入対象者の拡

大

・現在は第3号被保険者に個人型確定拠出年金の加入資
格がない。

・第3号被保険者に個人型確定拠出年金への加入資格を
付与すること。

失った場合も、引き続き個人型確定拠出年金へ拠出できるこ
ととなれば、利便性が拡大され、加入者増大に繋がると考え

られるため。
・このような場合は、その者は個人型年金運用指図者になる
が、資産が少額な場合は、将来的に運用のみを継続したとし
ても、少額の給付しか受け取れず、確定拠出年金制度の目
的を達することができない可能性がある。第3号被保険者に
個人型の加入資格を付与することにより一定の拠出を認め
ることで、前述の問題点が改善されるほか、制度の普及にも

・確定拠出年金法
第62条

厚生労働省

大きく寄与すると考える。
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5057 5057043 G17 z13004 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
62条第1項

第3号被保険者や公務員は確定拠出年
金に加入できない。

企業型の資格を喪失した後、他の企業
年金制度があり確定拠出年金を実施し
ていない企業に転職した場合等は、個
人型の運用指図者となり加入者とはな

らない。

c ⅠⅡⅢ 

確定拠出年金の加入対象者の拡大（第3号被保険
者、公務員への拡大）については、公的年金制度に
おける位置づけ、共済年金における職域部分の取扱
い等を踏まえる必要があり、現時点での対応は困難
である。なお、制度改正時の検討課題であると考え

ている。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員にも制度加入を
認めることによって、確定拠出年金制度のポータビリ
ティを確保することが、制度の普及につながることか
ら、今後の具体的なスケジュールを明示のうえ検討

いただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

43 A 加入対象者の拡大
　個人型確定拠出年金への専業主婦の加入を認めるべき

である。

　専業主婦の加入を認めることで、個々人の自助努力による
老後資金の形成に寄与することになる。あわせて、確定拠出
年金のポータビリティが拡充され、制度普及が図られる。

確定拠出年金法第
2条、第9条、第62

条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

　確定拠出年金では、専業主婦
の加入が認められていない。

①確定拠出年金法
第62条、法人税
法、所得税法

②確定拠出年金法
第２８ 条、法人税

5086 5086007 1 G17 z13004 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
62条第1項

第3号被保険者や公務員は確定拠出年
金に加入できない。

企業型の資格を喪失した後、他の企業
年金制度があり確定拠出年金を実施し
ていない企業に転職した場合等は、個
人型の運用指図者となり加入者とはな

らない。

c ⅠⅡⅢ 

確定拠出年金の加入対象者の拡大（第3号被保険
者、公務員への拡大）については、公的年金制度に
おける位置づけ、共済年金における職域部分の取扱
い等を踏まえる必要があり、現時点での対応は困難
である。なお、制度改正時の検討課題であると考え

ている。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員にも制度加入を
認めることによって、確定拠出年金制度のポータビリ
ティを確保することが、制度の普及につながることか
ら、今後の具体的なスケジュールを明示のうえ検討

いただきたい。

損害保険労働組合
連合会

7 B 確定拠出年金の制度拡充①

確定拠出年金制度について、以下の制度拡充を検討して
頂きたい。

①専業主婦・公務員を加入対象とし転職時のポータビリ
ティを向上させる

確定拠出年金の制度普及が図られる。従業員の自助
努力による老後資金形成の促進に寄与する。少子高齢
化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢
の変化にかんがみ、国民の高齢期における所得の確
保に係る自主的な努力を支援し、国民の生活の安定と

福祉の向上に寄与する効果がある。

新たな企業年金制度として導入された確定拠出型年金制度
については、当該導入企業退職時のポータビリティが不十分
であるほか、年金資産の中途引き出しが６０ 歳までは高度障
害時を除き不可とされているなど、老後の生活保障の確保
の手段として、また資産形成の手段の一つとしては、不十分
な点が多く存在する。ついては、制度面の拡充をはかるべ

く、検討を進めていただきたい。

法、所得税法
③確定拠出年金第
１９条、第２０条、確
定拠出年金法施行
令第１１ 条, 法人税
法、所得税法

④確定拠出年金法
第２０条、第６９条、
確定拠出年金法施

厚生労働省
財務省
金融庁

行令第11条および
第36条、法人税
法、所得税法

⑤確定拠出年金法
第３３条

5053 5053018 G18 z13005 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
11条、第
62条第3項

確定拠出年金の加入者資格は60歳で
喪失する。

c Ⅰ 
60歳以降の加入者資格の取扱いは、制度改正時の

検討課題であると考えている。

確定拠出年金法については、法施行後５年を経過し
た後において必要に応じ見直しの検討が行われるこ
ととなっており、本年１０ 月で５年を経過することか
ら、具体的な検討時期の明示をお願いするとともに、

是非とも前向きな検討をお願いしたい。

社団法人信託協会 18 A 
確定拠出年金の資格喪失年齢の

見直し
・現在は60歳に達したときに資格喪失となるが、65歳まで
は加入者であり続けられるような措置を認めること。

高年齢者雇用安定法による定年延長等の義務化に伴い、60
歳超の者について雇用延長するケースが多くなると考えられ
るが、60歳資格喪失を改めることにより自助努力による老後
の所得確保の選択肢が広がることは、法の目的にも合致す

るため。

・確定拠出年金法
第2条、第11条、第

62条
厚生労働省

　高年齢者雇用安定法の改正により、企業には60歳以降の
就労機会確保が義務づけられることとなったが、確定拠出年

5057 5057046 G18 z13005 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
11条、第
62条第3項

確定拠出年金の加入者資格は60歳で
喪失する。

c Ⅰ 
60歳以降の加入者資格の取扱いは、制度改正時の

検討課題であると考えている。

確定拠出年金法については、法施行後５年を経過し
た後において必要に応じ見直しの検討が行われるこ
ととなっており、本年１０ 月で５年を経過することか
ら、具体的な検討時期の明示をお願いするとともに、

是非とも前向きな検討をお願いしたい。

（社）日本経済団体
連合会

46 A 加入者資格喪失年齢の見直し

  公的年金支給開始年齢の引上げや、高年齢者雇用安定
法の改正等に伴う60歳以降の就労機会の拡大等の環境
変化を踏まえ、確定拠出年金の加入者資格喪失年齢につ
いても、労使合意に基づいて柔軟に設定できるようにすべ

きである。

金については60歳到達に伴い一律的に加入者資格が喪失
し、柔軟性を欠いた対応となっている。特に、処遇面で60歳
前との連続性を維持しつつ定年延長を行うような場合は、確
定拠出年金の掛金拠出のみが60歳時点で打ち切られること
となり、バランスを失した対応とならざるを得ない。一方、確
定給付企業年金においては、年齢による加入者資格喪失時
期の定めはなく、老齢給付金の給付に係る年齢要件が60歳

確定拠出年金法第
11条、第62条3項

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

　企業型年金及び個人型年金
の加入者は、60歳に到達した日
に加入者資格を喪失する。

以上65歳以下であることを踏まえて、「65歳以下の規約で定
める時期」とされている。
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5089 5089013 G18 z13005 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
11条、第
62条第3項

確定拠出年金の加入者資格は60歳で
喪失する。

c Ⅰ 
60歳以降の加入者資格の取扱いは、制度改正時の

検討課題であると考えている。

確定拠出年金法については、法施行後５年を経過し
た後において必要に応じ見直しの検討が行われるこ
ととなっており、本年１０ 月で５年を経過することか
ら、具体的な検討時期の明示をお願いするとともに、

是非とも前向きな検討をお願いしたい。

生命保険協会 13 A 
確定拠出年金制度の加入者資格

喪失年齢の引上げ

確定拠出年金の加入者資格喪失年齢について、労使合意
に基づく柔軟な設定を認め、現行の資格喪失年齢（60歳）
からの引上げが可能となるようにしていただきたい。

公的年金の支給開始年齢の引上げや高年齢者雇用安定法
改正等により、60歳以降の就労機会は拡大しているにもか
かわらず、確定拠出年金については60歳到達により一律に

加入者資格を喪失することとなっている。

確定拠出年金法第
11条第6号

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

確定拠出年金の加入者は60歳
に達したときに資格を喪失する

こととなっている。

確定拠出年金においては、60歳以降の拠出が認め

5034 5034012 G19 z13006 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
33条第1
項、第73
条

確定拠出年金を60歳から受給するため
には、通算加入者等期間が10年以上

必要。
c Ⅰ 

60歳前の数ヶ月間のみ掛金を拠出し、その後直ちに
受給できることを認めると、貯蓄との区別がつかなく
なるため、最初の拠出から一定期間経過後に給付を
受けられるようにすることが必要である。60歳以降の
加入者資格の取扱いと併せ、制度改正時の検討課

題であると考えている。

られていない中で、通算加入期間による受給開始年
齢の制限があることで制度が硬直化し、普及阻害の
一因となっている。60歳以降で退職した場合、少なく
とも退職時に受給できるようにすべきである。確定拠
出年金法附則に示されている検討規定（施行5年経
過後の見直し）の時期を本年10月に迎えることから、
具体的な検討の場、検討スケジュールを明示頂きた

（社）日本損害保険
協会

12 A 
確定拠出年金の老齢給付金の支

給要件の緩和

　老齢給付金の通算加入者等期間による受給開始年齢の
制限を撤廃していただきたい。現在の法令では、通算加入
者等期間が１０ 年に満たない場合には、６０ 歳から老齢給

付金の支給を受けることができない。

　制度の普及に寄与する。

　制度導入時において、５０ 歳以上の従業員の加入を阻害す
る要因になる。また、本来企業の退職金制度の一環として導
入した制度であるのに、従業員からすると６０ 歳で定年退職
した際に受給権がないというのは制度の趣旨に反する。

確定拠出年金法第
33条

厚生労働省、
財務省

い。

5057 5057045 G19 z13006 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
33条第1
項、第73
条

確定拠出年金を60歳から受給するため
には、通算加入者等期間が10年以上

必要。
c Ⅰ 

60歳前の数ヶ月間のみ掛金を拠出し、その後直ちに
受給できることを認めると、貯蓄との区別がつかなく
なるため、最初の拠出から一定期間経過後に給付を
受けられるようにすることが必要である。60歳以降の
加入者資格の取扱いと併せ、制度改正時の検討課

題であると考えている。

確定拠出年金においては、60歳以降の拠出が認め
られていない中で、通算加入期間による受給開始年
齢の制限があることで制度が硬直化し、普及阻害の
一因となっている。60歳以降で退職した場合、少なく
とも退職時に受給できるようにすべきである。確定拠
出年金法附則に示されている検討規定（施行5年経
過後の見直し）の時期を本年10月に迎えることから、
具体的な検討の場、検討スケジュールを明示頂きた

い。

（社）日本経済団体
連合会

45 A 
企業型確定拠出年金における老
齢給付金の支給要件の弾力化

　老齢給付金の通算加入者等期間による支給開始年齢の
制限を緩和すべきである。

　確定給付企業年金では、加入時期にかかわらず60歳以
降、支給要件を満たすことが可能である。一方、確定拠出年
金において、60歳以降に受給開始となる者は、制度上個人
拠出が認められないため、運用成績や手数料によって資産
額が目減りする恐れもある。加入期間によって支給年齢を一
律に定めるのではなく、60歳以降の退職時点で支給できるよ

うにすべきである。

確定拠出年金法第
33条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

　支給要件を満たすための通算
加入者等期間（10年：60歳以上
61歳未満、　8年：61歳以上62歳
未満、6年：62歳以上63歳未満、
4年：63歳以上64歳未満、2年：
64歳以上65歳未満、1ヵ月：65歳
以上）を有する企業型確定拠出
年金の加入者であった者は、老
齢給付金の支給を請求すること

ができる。

①確定拠出年金法
第62条、法人税
法、所得税法

②確定拠出年金法

5086 5086007 5 G19 z13006 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
33条第1
項、第73
条

確定拠出年金を60歳から受給するため
には、通算加入者等期間が10年以上

必要。
c Ⅰ 

60歳前の数ヶ月間のみ掛金を拠出し、その後直ちに
受給できることを認めると、貯蓄との区別がつかなく
なるため、最初の拠出から一定期間経過後に給付を
受けられるようにすることが必要である。60歳以降の
加入者資格の取扱いと併せ、制度改正時の検討課

題であると考えている。

確定拠出年金においては、60歳以降の拠出が認め
られていない中で、通算加入期間による受給開始年
齢の制限があることで制度が硬直化し、普及阻害の
一因となっている。60歳以降で退職した場合、少なく
とも退職時に受給できるようにすべきである。確定拠
出年金法附則に示されている検討規定（施行5年経
過後の見直し）の時期を本年10月に迎えることから、
具体的な検討の場、検討スケジュールを明示頂きた

い。

損害保険労働組合
連合会

7 B 確定拠出年金の制度拡充⑤

確定拠出年金制度について、以下の制度拡充を検討して
頂きたい。

⑤１０ 年間の通算加入者期間による受給開始年齢の制限
を撤廃し、確定拠出年金の老齢給付金の支給要件を緩和

する

確定拠出年金の制度普及が図られる。従業員の自助
努力による老後資金形成の促進に寄与する。少子高齢
化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢
の変化にかんがみ、国民の高齢期における所得の確
保に係る自主的な努力を支援し、国民の生活の安定と

福祉の向上に寄与する効果がある。

新たな企業年金制度として導入された確定拠出型年金制度
については、当該導入企業退職時のポータビリティが不十分
であるほか、年金資産の中途引き出しが６０ 歳までは高度障
害時を除き不可とされているなど、老後の生活保障の確保
の手段として、また資産形成の手段の一つとしては、不十分
な点が多く存在する。ついては、制度面の拡充をはかるべ

く、検討を進めていただきたい。

第２８ 条、法人税
法、所得税法

③確定拠出年金第
１９条、第２０条、確
定拠出年金法施行
令第１１ 条, 法人税
法、所得税法

④確定拠出年金法
第２０条、第６９条、
確定拠出年金法施
行令第11条および

厚生労働省
財務省
金融庁

第36条、法人税
法、所得税法

⑤確定拠出年金法
第３３条
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企業型DCは個人が拠出する制度ではないため、「貯 ・現行は月単位での限度額を定めている。

5053 5053020 G20 z13007 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
21条

確定拠出年金の掛金は、翌月の末日ま
でに拠出することとされている。

c Ⅰ 
資金があるときにまとめて拠出することは貯蓄と変
わらなくなることから、長期に渡る納付の猶予を認め

ることは困難である。

蓄と変わらない」という位置付けにはあたらないと思
われ、また、規約において定めたルールにしたがい
拠出を行うことにより、「資金があるときにまとめて拠
出」及び「長期にわたる納付の猶予」のような指摘に
はあたらないものと考えられるため、再検討をお願い

社団法人信託協会 20 A 
企業型確定拠出年金における掛

金拠出方法の弾力化

・企業型確定拠出年金においては、毎月の事業主掛金を
翌月末までに納付することとなっている。

・企業型確定拠出年金における掛金拠出方法について、毎
月以外の拠出方法（年2回拠出、年1回拠出等）を認めるこ

と。

・別途賞与月等を対象として拠出を可能とすることにより、
　①拠出額が低水準となっている加入者への年金原資の確

保、
　②企業にとっては拠出方法の多様性の確保、

等により確定拠出年金制度の魅力を高め制度普及の効果

・ 確定拠出年金法
第21条

・ 確定拠出年金法
施行令第11条

厚生労働省

したい。 が期待できると思料するもの。

①事業主にとって、毎月の掛金拠出事務負担は過大であり、
何らかの理由で翌月末に納付できないこともあり得る。次回 　企業型確定拠出年金におい
以降の追加拠出が認められなければ、結果として、給与で支 て、事業主は、毎月の事業主掛

5057 5057044 G20 z13007 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
21条

確定拠出年金の掛金は、翌月の末日ま
でに拠出することとされている。

c Ⅰ 
資金があるときにまとめて拠出することは貯蓄と変
わらなくなることから、長期に渡る納付の猶予を認め

ることは困難である。

確定給付企業年金等においては、拠出洩れであって
も遡っての修正が可能であるように、掛金拠出事務
の負担軽減の観点から、少なくとも翌々月に2カ月分
を納付できるような拠出の弾力的な運用を認め、制

度運営の円滑化を促進すべきである。

（社）日本経済団体
連合会

44 A 掛金の拠出時期の弾力化

①特段の事情によって拠出が翌月にできなかった場合で
も、労使の合意があれば、次回に2ヵ月分を納付する等の
遅れた拠出を認める弾力的運用とすべきである。

②さらに、事情により翌々月に2ヵ月分を納付できない場
合、遡及して拠出対象とする場合などが想定されるため、1
加入者について12ヵ月分の拠出額を超えない範囲でキャ

リーオーバーを認めるべきである。

払われる可能性が高く、所得税や社会保険料の対象となっ
て、加入者の手取額が減少してしまう。一方、手違いによる
過剰拠出の場合には過剰分を返金させることができるという
こともあり、拠出洩れもしくは過少拠出による不足分の追加
拠出が認められていないのはバランスを欠いている。確定給
付企業年金、厚生年金基金では遡っての修正が認められて
いるように、確定拠出年金においても同様の措置が図られる

べきである。

確定拠出年金法第
21条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

金を翌月末日までに資産管理機
関に納付しなければならない。
何らかの理由により拠出できな
かった場合は、労使の合意に
よって「給与として加入者に支払
う等」の拠出以外の補填措置を
とる事例が多いが、現実的に
は、月末の入社、新規事業所設

②①に加えて、遡及して拠出対象とするなどの人事的措置も
想定されることから、加入者について年度で12ヵ月を超えな

立の場合など、事務的に対応し
きれない場合がある。

い範囲でキャリーオーバーを認めるべきである。

本要望は、システムトラブルや制度運営者の万一の
事務疎漏等の特段の事情により翌月末日までに掛 ・システムトラブルや制度運営者の万一の事務疎漏等によ

5089 5089014 G20 z13007 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
21条

確定拠出年金の掛金は、翌月の末日ま
でに拠出することとされている。

c Ⅰ 
資金があるときにまとめて拠出することは貯蓄と変
わらなくなることから、長期に渡る納付の猶予を認め

ることは困難である。

金を納付できなかった場合に、次回納付時に２～３ ヶ
月分の納付を認める等の弾力化を求めるものであ
り、資金があるときにまとめて拠出することを要望す
るものではない。また、２～３ ヶ月という短期間の猶
予であれば、「長期に亘る納付の猶予を認めること

生命保険協会 14 A 
確定拠出年金制度の企業型にお
ける掛金の納付期限の弾力化

特段の事情によって、翌月末日までに掛金を納付できな
かった場合には、次回の納付時に２～３ ヶ月分の納付を認
める等の納付期限の弾力化を図っていただきたい。

り、当月分の掛金が翌月末日までに資産管理機関に納付で
きなかった場合、当月分の掛金拠出は行われず、加入者に
不利益が生じることとなるため、納付期限の弾力化が必要で

ある。
・また、納付期限が翌月末に限定され、何ら猶予期間が認め
られていないことは、他の年金制度と比較しても硬直的であ

確定拠出年金法第
21条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

企業型では、毎月の掛金を翌月
末日までに資産管理機関に納
付することとされている。

は困難」との指摘はあたらないと考えられる。このよ ると考えられる。
うな事情を踏まえ、再度検討をお願いしたい。

本要望は、掛金の収納事務の効率化や他の年金制

5089 5089015 G20 z13007 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
21条

確定拠出年金の掛金は、翌月の末日ま
でに拠出することとされている。

c Ⅰ 
資金があるときにまとめて拠出することは貯蓄と変
わらなくなることから、長期に渡る納付の猶予を認め

ることは困難である。

度との整合性確保の観点から、毎月ではなく年１ 回
以上の定期的な拠出が可能となるよう求めるもので
あり、事業主が任意に資金があるときにまとめて拠
出することを要望するものではない。また、定期的な
拠出を認めることは、「長期に亘る納付の猶予を認
める」ことにはならない。このような事情を踏まえ、再

生命保険協会 15 A 
確定拠出年金制度の企業型にお
ける掛金の払込方法の弾力化

確定給付企業年金と同様に、事業主は掛金を年１回以上
定期的に払込むことが可能となるよう払込方法の弾力化を

図っていただきたい。

・収納事務の効率化により、運営コストの削減に資する。
・また、確定給付企業年金では、事業主は規約で定めるとこ
ろにより、年１回以上、定期的に掛金を拠出することが認め
られており、他の年金制度との整合性を図る必要がある。

確定拠出年金法第
19条、20条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

企業型では、事業主は、一月に
つき拠出することができる事業
主掛金の額の上限の範囲内で、
各月につき掛金を拠出すること

とされている。

度検討をお願いしたい。
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厚生年金

5053 5053021 G21 z13008 厚生労働
省

基金令第
41条の6
確定給付
企業年金
法施行令

厚生年金基金、確定給付企業年金から
確定拠出年金へ移行するための積立
不足に係る掛金の一括拠出について
は、規約変更日を計算基準日とするこ

とが定められている。

c Ⅰ 

確定拠出年金へ移行するための積立不足に係る掛
金の一括拠出については、確定拠出年金への移換
の時点（規約変更日）を計算基準日とすることとして
おり、ご要望の趣旨のような問題は生じないと考えて

いる。

- 社団法人信託協会 21 A 
制度移行後の企業型確定拠出年
金制度への一括拠出の容認

・移換元制度の債務の計算基準日及び掛金払い込みの時
期と確定拠出年金への移換の時期が異なることにより、不

足が生じる可能性がある。
・他の年金制度からの移換資産額に不足が無いよう、確定
拠出年金制度施行後に積立不足を一括拠出できるように

すること。

施行日直前に移行元の年金制度の年金資産が減少すること
等により、労使合意した移換額に満たないことを避けるた

め。

・確定拠出年金法
第19条、第20条

厚生労働省

第91条

現行は退職一時金制度から企業型確定拠出年金への資産

5053 5053022 G21 z13008 厚生労働
省

確定拠出
年金法施
行令第22
条第1項第
5号

退職一時金制度から企業型確定拠出
年金への資産移換について、一括移換

は認められていない。
c  Ⅱ  

退職一時金制度から確定拠出年金への資産移換に
ついては、厚生年金基金や適格退職年金への資産
移換と同様過去に遡って制度を導入したとした場合
の過去勤務債務を償却するとの考え方に基づくもの
であり、一括移換を認めることは困難である。

- 社団法人信託協会 22 A 
制度移行時の企業型確定拠出年
金制度への資産移換における一

括移換の容認

・現在は、退職一時金制度の改正または廃止が行われた
日の属する年度から、その翌年度から起算して3年度以上
7年度以内の各年度に均等に分割して移換することとなっ

ている。
・退職一時金制度から企業型確定拠出年金への資産移換

の方法について、一括移換を認めること。

移換は４年から８年の間で均等に分割移換を行うこととなっ
ているが、その間退職者が出るたびに未移換金を一括移換
する等の事務負担が事業主に発生している。一括移換を実
施することにより、これらの事務負担の軽減が図れる。また、
分割移換では移換途中で企業が倒産した場合、加入者の資
産が十分に保全されない可能性もあるが、一括移換を実施

・確定拠出年金施
行令第22条第1項

第5号
厚生労働省

すればこの問題も回避できると思料するもの。

5053 5053025 G22 z13009 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
26条

運用商品除外には、一部の例外を除い
て、当該運用商品を選択して運用の指
図を行っている加入者等全員の同意が

必要とされている。

c Ⅰ 

運用商品の除外を運用指図を行っている加入者等
の同意なく行うことは、事実上運営管理機関が運用
指図を一部行ったのと同じこととなるので、認められ
ていないものである。なお、制度改正時の検討課題

であると考えている。

検討時期を明示されたい。 社団法人信託協会 25 A 
企業型確定拠出年金における運
用の方法の除外に係る手続きの

緩和

現在は、運用商品除外時には、一部の例外を除いて、当
該商品購入者全員の同意が必要とされているが、現実的
に困難なことも想定されることから、制度運営の改善のた
め、あらかじめ加入者等に周知期間を設けた上で、その間
に特に異論がない場合には商品購入者全員の同意があっ

たものとして運用商品除外を可能とすること。

・運用商品も時間の経過とともにより良いものが開発される
ことから、商品選択メニューを更新するニーズも高まっている

ため。
・一方で古い運用商品を除外できなければ、管理コストも嵩
み、また加入者等の商品選択を煩雑にし、かえって加入者等

の利益を損なうことになると考えられること。

・確定拠出年金法
第26条

厚生労働省

例えば、一定の周知期間を設け、その間に加入者か

5057 5057047 G22 z13009 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
26条

運用商品除外には、一部の例外を除い
て、当該運用商品を選択して運用の指
図を行っている加入者等全員の同意が

必要とされている。

c Ⅰ 

運用商品の除外を運用指図を行っている加入者等
の同意なく行うことは、事実上運営管理機関が運用
指図を一部行ったのと同じこととなるので、認められ
ていないものである。なお、制度改正時の検討課題

であると考えている。

らの特段の異議がないことを確認した上でニーズの
低くなった運用商品を除外するなどのように、運営管
理機関が運用指図を行なったことにはならない方法
は考えられる。見直しにあたっては、確定拠出年金
法附則に示されている検討規定（施行5年経過後の
見直し）の時期を本年10月に迎えることから、具体的

（社）日本経済団体
連合会

47 A 
企業型確定拠出年金における運
用方法（商品）除外にかかる手続

きの緩和【新規】

　一定の要件を満たせば、商品を購入している加入者等全
員の同意がなくても運用方法（商品）の除外を可能とすべき

である。

　現状の、購入者全員からの同意取付けでは、ニーズの低く
なった商品を運用対象から除外することが困難である。例え
ば、一定の周知期間を設け、加入者から特段の異議申出が
なければ除外できるなどの方法を認めるべきである。制度導
入時から時間が経過するにつれ、新商品が追加されて運用
方法（商品）が過多になることから、商品選択メニュー更新の

ニーズは高い。

確定拠出年金法第
26条

確定拠出年金法施
行規則第20条の2

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

　企業型運用関連運営管理機
関等が、提示運用方法から運用
の方法を除外しようとするとき
は、当該除外しようとする運用の
方法を選択して運用の指図を
行っている加入者等の同意を得

なければならない。
な検討の場、検討スケジュールを明示頂きたい。
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5034 5034013 G23 z13010 厚生労働
省

確定拠出
年金法施
行規則第
15条、第
56条

記録関連運営管理機関は、他の企業
年金制度等の資格の得喪に関する事
項を原簿に記載しておかなければなら

ない。

c  Ⅲ  

他の企業年金制度等の資格の得喪に関する事項
は、退職所得の課税計算に必要であり、また拠出限
度額の管理の際にも必要であるため、原簿の記録事

項から除外することはできない。

他年金等の資格の得喪及び支給に関する情報の主
要な使途は、退職所得の課税計算と考えられ、実際
には退職所得の受給に関する申告書の提出を受け
た際に本人から確認すればよいと考える。引き続き

ご検討いただきたい。

（社）日本損害保険
協会

13 A 
確定拠出年金の原簿記録事項の

緩和

　企業型年金実施事業主または加入者・運用指図者から
通知を義務付けている他年金等の資格の得喪および支給
に関する情報に関し、原簿の記録事項から除外してほし

い。

　確定拠出年金におけるコストの削減に繋がり、手数料
等の引き下げが可能となる。

　退職所得の課税計算に使用するとされるこれらの事項は、
実際には退職所得の受給に関する申告書の提出を受けた
際に本人から確認すればよい事項であり、制度加入時に事
業主・加入者等に提出を求めかつ記録関連運営管理機関が
長期にわたって記録を保存しなければならないのは、制度を
煩雑にし、かつ記録関連コストの増加につながり加入者利益

に反する。

確定拠出年金法第
18条、第67条

確定拠出年法施行
規則第15条、第56

条

厚生労働省、
財務省

5053 5053026 G23 z13010 厚生労働
省

確定拠出
年金法第6
条第2項、
確定拠出
年金法施
行規則第7
条

規約変更にあたっては、一部の例外を
除き労働組合等の同意が必要とされて

いる。
c  Ⅲ  

確定拠出年金の規約の制定・変更にあたって労働組
合等の同意を必要としているのは、加入者等の利益
に直接関係する事項については加入者等の立場に
立ったチェックを及ぼすことが受給権保護のために
必要不可欠であることによる。撥ね改正についても、
実質的内容の変更を伴うものは、加入者等の利益に
直接関係する事項である。このため、実質的内容の
変更を伴うか否かについても労働組合等の同意手
続きを通じてチェックを行うことが適切であり、一律労
働組合等の同意を不要とすることは困難である。

- 社団法人信託協会 26 A 
企業型確定拠出年金における規
約変更手続きの簡素化

・現在、一部の例外を除き、規約変更手続きについては、
労使合意が必要とされている。

・現在、法改正に伴い一斉に行われる変更や事業主の就
業規則等の変更に伴う撥ね改正（制度内容の変更を伴わ
ない条ズレ）等、労使合意を必須としなくとも受給権保護等
の問題は生じないと考えられる規約変更まで労使合意を求
められているため、労使合意不要の規約変更範囲を拡大
すること等、規約変更手続きを簡素化していただきたい。

法改正に伴い一斉に行われる変更や事業主の就業規則等
の変更に伴う撥ね改正（制度内容の変更を伴わない条ズレ） 
等については、労使合意を必須としなくとも受給権保護等の

問題は生じないと考えられる。
また、上述の変更等、加入者等の利益を害する恐れのない
と認められる場合には労使合意を不要とすることで制度運営

コストの軽減に繋がることが見込まれるため。

・確定拠出年金法
第5条

・確定拠出年金法
施行規則第5条

厚生労働省

5053 5053027 G23 z13010 厚生労働
省

確定拠出
年金法施
行規則第3
条第1項第
3号

規約承認の申請手続きにおいては、運
営管理機関の登録通知書の写し、勧誘
方針、運営管理機関選定理由書の添

付が必要とされている。

c Ⅰ 

確定拠出年金制度を適切に実施するためには、運
用商品の提供、運用商品に係る情報提供、運用指
図の取りまとめといった運営管理業務が適切に行わ
れることが必要不可欠である。したがって、規約承認
の申請にあたって、適正な運営管理機関に委託して
行うことを証明する添付書類を省略することは、適正
な運営の監督及び加入者保護を担保する観点から

認めることは困難である。

- 社団法人信託協会 27 A 
企業型確定拠出年金における規
約承認の申請手続きの簡素化

現在、規約承認の申請手続きにおいて、運営管理機関の
登録済証・勧誘方針、運営管理機関選定理由書の添付が

必要とされているが、これを不要とすること。

・登録済証・勧誘方針については、運営管理機関が登録制と
なっている現状では、申請に添付する必然性に乏しいと思わ

れる。
・また、運営管理機関選定理由書については、特に比較表に
つき事業主の作成負担が大きいとの声があるため。

・確定拠出年金法
施行規則第3条
・「確定拠出年金の
企業型年金に係る
規約の承認基準等
について」（平成13
年9月27日企国発
第18号）別紙１

厚生労働省

現行では、商品情報の提供を電磁的方法のみで行う場合

5053 5053028 G23 z13010 厚生労働
省

「確定拠出
年金制度
について」
（平成13年
8月21日年
発第213
号）別紙第
3、1（1） 

預貯金等に関しては、銀行法施行規則
第13条の3第1項各号に規定する内容
に相当するものについて、同条に準じ
た方法（電磁的方法による提供を含
む。）により情報提供を行うものとするこ

と、となっている。

c  Ⅳ  

確定拠出年金制度における運用商品の選定・提示
及び運用商品に係る情報提供は運営管理機関が加
入者等に対し運用商品を販売していることと実質的
に変わらないため、少なくとも一般の金融商品を購
入する顧客への保護と同等の保護を図る必要があ
る。したがって、銀行による預金者等への情報提供
における取扱いを確定拠出年金における運用商品
に係る情報提供には適用しないことを認めることは

困難である。

- 社団法人信託協会 28 A 
企業型確定拠出年金における運
用方法に係る金融商品の情報提
供方法に関する制約の緩和

・現行では、商品情報の提供を電磁的方法のみで行う場合
は、加入者の同意が必要と解される部分がある。（確定拠
出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について（法令
解釈）第三 一(1)にて銀行法施行規則第13条の3を引用し
ており、同条第2項においては商品情報を電磁的方法で提
供する場合には当該預金者等の承諾が必要とされてい

る。）
・運営管理業務における、商品選定理由書ならびに商品に
関する情報提供については、例えばイントラネットでの提供
など、磁気媒体での提供に係る制約を緩和いただきたい。

は、加入者の同意が必要と解される部分がある。（確定拠出
年金法並びにこれに基づく政令及び省令について（法令解
釈）第三 一(1)にて銀行法施行規則第13条の3を引用してお
り、同条第2項においては商品情報を電磁的方法で提供する
場合には当該預金者等の承諾が必要とされている。）しかし
ながら、電磁的方法による情報提供はもはや一般化してお
り、また紙媒体による情報提供が情報保護や環境保護の観
点から実態に沿わなくなってきている面もある。少なくとも継
続時の商品情報提供については、加入者等の事前の同意な
しで電磁的方法のみで行うことができるよう、緩和を要望する

・「確定拠出年金制
度について」（平成
13年8月21日年発
第213号） 別紙 第

三 一
・「確定拠出年金Ｑ
＆Ａ 」 №144

厚生労働省

もの。
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要望理由 根拠法令等
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所管官庁等
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（特記事項）

平成１７ 年１０ 月の法改正により、新たに企業型年金

5089 5089016 G23 z13010 厚生労働
省

確定拠出
年金法第5
条第1項、
確定拠出
年金法施
行規則第5
条

規約の変更には、確定拠出年金法施
行規則第5条に定める軽微な変更を除
き、厚生労働省の承認が必要である。

c  Ⅲ  

脱退一時金相当額等の移換に関する事項は、加入
者等の給付の額等に直接影響する重要な事項であ
る。このように変更の契機自体が企業年金内部での
判断ではなく関係法令の改正という外部的要因で
あっても内容の重要性には変わりなく、軽微な変更と
はいえないため、届出とすることは困難である。

に係る規約に定めなければならないとされた脱退一
時金相当額等の移管に関する事項では、単に資産
管理機関が他の年金制度における脱退一時金相当
額等の移管を受ける旨を定めるのみである。このよ
うな関係法令の改正に基づく機械的な規約変更につ
いてまで承認を得なければならないとする必要性は
低いため、届出を認めることについて再度検討をお

生命保険協会 16 A 
確定拠出年金の規約変更手続き

の簡素化

平成17年10月の確定拠出年金法改正により脱退一時金相
当額等の移換に関する事項（法第54条の2第1項）につい
て、新たに規約に定めることとなったが、このような関係法
令の改正により義務付けられる規約の変更については、届

出による変更を認めていただきたい。

平成18年3月に、事業主等の増加・減少を伴わない事業主の
名称・住所の変更等について労働組合等の同意を不要とす
る取扱いが認められ、規約変更手続の簡素化が一定程度図
られたが、現在届出による規約変更が認められている軽微
な変更以外の変更について、全て厚生労働省の承認を要す
るとすることは、事業主等にとって大きな負荷であり、更なる

手続の簡素化を図る必要がある。

確定拠出年金法第
3条・第5条・第6条
確定拠出年金法施
行令第3条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

企業型の規約の変更には、確定
拠出年金法施行規則に定める
軽微な変更の場合を除き、厚生
労働省の承認が必要である。

願いしたい。

営業職員による運営管理業務の兼務が禁止されて
いるのは、加入者に対する中立性を維持できないと

5052 5052018 G24 z13011 
金融庁、
厚生労働
省

確定拠出
年金運営
管理機関
に関する
命令第10
条第1号

営業職員による運用関連業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販
売等の事務の兼務は認められていな

い。

c  Ⅲ  
営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等
の事務の兼務については、運営管理業務の中立性
確保の必要性の観点から、認めることはできない。

の考え方を前提にした措置であると考えられる。その
恐れがあるのは理解できるが、例えば、確定拠出年
金における運用商品が確定拠出年金専用のもので
あり、通常に販売される金融商品とは異なる場合な
ど、兼務しても中立性の維持に支障がないと考えら
れる場合もある。中立性の維持のために禁止すべき

社団法人全国信用
金庫協会・信金中央

金庫
18 A 

確定拠出年金運営管理業務にか
かる金融商品営業担当者による

兼務禁止の緩和
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様

金融機関の金融商品営業担当者について、確定拠出
年金運営管理業務のうちの運用関連業務の兼務禁止
を緩和する。兼務禁止の緩和に際しては、営業担当者
が加入者に対して中立的な立場で運用関連業務を行う

ことを前提とする。

確定拠出年金業務を取り扱う中小金融機関の体制整備にお
いて、兼務禁止規制は、その推進上極めて負担が大きいこと
から、中立性確保を条件に本兼務禁止措置を緩和すること
は、金融機関業務の効率性を高めるとともに、確定拠出年金

の普及に資するものと考えられる。

確定拠出年金運営
管理機関に関する
命令第１０ 条第１号

厚生労働省、
金融庁

継続

実務上の具体的行為を明確化したうえで、原則とし
て兼務を容認するよう検討していただきたい。

営業職員による運用管理業務（運用の方法に係る情報提

5071 5071013 G24 z13011 
金融庁、
厚生労働
省

確定拠出
年金運営
管理機関
に関する
命令第10
条第1号

営業職員による運用関連業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販
売等の事務の兼務は認められていな

い。

c  Ⅲ  
営業職員による運用関連業務と運用商品の販売等
の事務の兼務については、運営管理業務の中立性
確保の必要性の観点から、認めることはできない。

実務面において運用担当者と販売担当者を分離せ
ずとも、運営管理業務に係る不正等の防止は組織の
牽制機能、内部監査により確保されている。再度検

討して頂きたい。

社団法人全国信用
組合中央協会

13 A 
確定拠出年金制度における営業
職員による運用関連業務の兼務

禁止を撤廃すること

営業職員による運用管理業務（運用の方法に係る情報提
供）と運用商品の販売等の事務の兼務禁止を撤廃するこ

と。

供）と運用商品の販売等の事務の兼務禁止を撤廃すること。
本規制が撤廃されることにより、確定拠出年金制度の概要
や各運用商品に関する説明から販売事務まで一担当者が一
貫して行うことが可能となり、利便性の向上に資することとな
る。また、人的余力に乏しい信用組合においては、規模・特
性に応じた組織運営、業務展開が可能となり、収益機会の

確定拠出年金法第
１００ 条第７号、確
定拠出年金運営管
理機関に関する命
令第１０ 条第１号

厚生労働省

拡大等を図ることができる。

企業型確定拠出年金の資格喪失における掛金の事

5053 5053023 G25 z13012 厚生労働
省

確定拠出
年金法第3
条第3項第
10号、第4
条第1項第
7号

企業型年金加入者が資格喪失した日
において実施事業所に使用された期間
が三年未満である場合、掛金を事業主
に返還するよう規約に定めることができ

る。

c Ⅰ 

業主返還を勤続期間3年未満の者に限定しているの
は、企業年金による老後の所得保障という機能を重
視して、一定の勤続期間を条件に受給権を付与した
ものである。このため、懲戒解雇者について、勤続期
間にかかわらず掛金を事業主に返還させる取扱い
は、受給権を剥奪するものであり、認めることは困難

- 社団法人信託協会 23 A 
企業型確定拠出年金における個
人別管理資産額の事業主返還の

容認

・現在は、企業型確定拠出年金の加入者が資格喪失した
日において実施事業所に使用された期間が三年未満であ

る場合に事業主返還が可能となっている。
・懲戒解雇者からは、規約に定めることにより、勤続期間に

かかわらず、事業主返還を可能とすること。

確定拠出年金制度を退職金制度の一部と位置づけている企
業が多く、かつ、懲戒解雇者には退職金に給付制限を設け
るケースが多いことから、企業の退職給付制度内での不整

合が生じていること。

・確定拠出年金法
第3条第3項第10号

厚生労働省

である。
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5053 5053024 G25 z13012 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
40条

加入者等が死亡したときに、その者の
遺族に死亡一時金を支給することとし

ている。
c Ⅰ 

確定拠出年金制度においては、年金受給者は運用
指図者となるが、もともと従業員でない者による運用
指図を継続的に管理し続けることは困難である。よっ
て、遺族に対して年金での受給を認めることは困難

である。

- 社団法人信託協会 24 A 
確定拠出年金の遺族給付におけ
る給付方法の選択肢追加

・現在は遺族に関する給付としては一時金のみが認められ
ている。

・遺族への給付方法について、年金による支払を可能とし
ていただきたい。

現行は遺族に関する給付としては一時金のみが認められて
おり、年金での受給は認められていない。遺族に対して年金
による受給を可能とすることにより、遺族給付に係る選択肢
を用意することで、確定拠出年金制度の利便性が高まると思

料するもの。

・確定拠出年金法
第40条

厚生労働省

5057 5057058 G25 z13012 厚生労働
省

確定拠出
年金法第9
条、第11
条

確定給付
企業年金
法第25
条、第27
条

実施事業所に使用される被用者年金
被保険者等は加入者となり、使用され
なくなったときに加入者資格を喪失す

る。
加入者資格は、労使合意により規約で

定めることが可。

c、d Ⅰ 

確定給付企業年金及び確定拠出年金は、労使合意
により、その事業所に使用される労働者の老後の所
得確保を図るために導入されるものであるため、事
業所単位で導入することとなっている。加入者資格
については、労使合意により規約で定めることができ

る。
なお、確定給付企業年金においては、出向先事業所
を確定給付企業年金の適用事業所とした上で、出向
者のみを加入者として扱うことは可能だが、制度実
施が事業所単位ではなくなるようにすることは企業
年金の在り方を考慮する必要があるため、困難であ

る。

例えば適格退職年金の廃止に伴う他の企業年金へ
の移行の際、出向等により出向元の厚生年金の適
用を外れている者については、移行前制度の過去分
の資産移換ができないことや、それによりやむを得
ず過去分資産を一時金で分配された場合に退職所
得扱いとはならないため税のメリットが享受できない
など、当該被用者の責任によらない不利益が生じ
る。厚生年金適用事業所単位の適用を廃止し、加入
者の範囲については、当該企業及び従業員（労組）
との合意に基づき決定することを可能とすべきであ

る。

（社）日本経済団体
連合会

58 A 
確定給付企業年金および確定拠
出年金における加入者範囲の見

直し

①厚生年金適用事業所単位の適用を廃止し、加入者の範
囲については、当該企業および従業員（労組）との合意に

基づき決定することを可能とすべきである。
②確定拠出年金法第9条、確定給付企業年金法第25条の
「実施事業所に使用される被用者年金被保険者」の現行解
釈を改め、実施事業所と雇用関係にあり、実施事業所以外
の事業所で厚生年金の被保険者資格を取得している者
（具体的には、企業外への出向者）についても、企業年金

の加入者と認めるべきである。

　確定給付企業年金制度および確定拠出年金制度は、退職
金の一部として導入されることが多いにも関わらず、企業外
への出向者は一旦脱退扱いとなるため、企業は当該従業員
の出向期間について掛金の拠出ができず、また、確定給付
企業年金の場合は従業員の掛金拠出も停止され、企業側、
従業員側の双方にとって不利益となるおそれがある。グルー
プ内の系列企業間での出向のような場合に、出向先事業所
を出向元事業所とともに確定給付企業年金の適用事業所と
する特殊な事例はあり得るが、一般的には、ごく一部の出向
者のために出向先を適用事業所とすることは困難である。労

使合意による出向元での加入を要望する。

確定給付企業年金
法第2条、第25条、

第27条
確定拠出年金法第
2条、第9条、第11

条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

　確定給付企業年金および確定
拠出年金は、企業と従業員によ
りその制度内容を決定する私的
年金の一つであるにも関わら
ず、厚生年金適用事業所単位
の実施となっている。そのため、
企業外への出向者（出向先の厚
生年金被保険者資格を取得す
る者）は一旦脱退することとな
り、制度運営上の制約がある。

本要望は、退職給与規定の改正・廃止による資産管 退職給与規定の改正・廃止によ

5089 5089017 G25 z13012 厚生労働
省

確定拠出
年金法第
11条、確
定拠出年
金法施行
令第22条
第1項第5
号

加入者が使用される事業所が実施事
業所でなくなったとき、加入者資格を喪

失する。
c  Ⅱ  

加入者資格の取扱いについては、厚生年金の上乗
せの給付であることから、厚生年金本体の取扱いに
準じて行っているところである。分割移換の取扱い等
については、記録管理への影響等が大きいことから

直ちに認めることは困難である。

理機関への資産の分割移管中に厚生年金適用事業
所の統廃合等が生じた場合、加入者資格を喪失する
こととなる加入者に係る未移管分について、当該加
入者が同一規約内に留まる等実質的な変更がない
と考えられる場合には、企業の資金繰りに影響が及
ぶことがないよう、従前の分割移管の継続を可能と

することを要望するものである。
記録管理への影響等を理由に直ちに認めることは困
難としても、確定拠出年金制度の円滑な運営を確保

生命保険協会 17 A 
確定拠出年金制度における企業
型年金加入者の資格喪失時の取

扱いの弾力化

企業再編に伴う厚生年金適用事業所の統廃合等の場合、
消滅事業所の加入者や実施事業所が変更となる加入者は
加入者資格を喪失することとなるが、退職給与規定の改
正・廃止により資産管理機関に移換する資産のうち、これ
らの加入者に係る未移換分については、当該加入者が同
一規約内に留まる等実質的な変更がないと考えられる場
合には、一括移換の対象外とし、従前の分割移換を継続で

きるようにしていただきたい。

退職給与規程の改正・廃止により資産管理機関に移換する
資産のうち、これらの加入者に係る未移換分について一括移
換が必要となると、企業の資金繰りに影響が及ぶことがあ

り、会社再編等の障害となることがある。

確定拠出年金法第
11条

確定拠出年金法施
行令第22条第1項

第5号

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

り資産管理機関に資産を分割移
管することが可能とされている
が、その分割移管中に企業再編
に伴う厚生年金適用事業所の
統廃合等が生じた場合、消滅事
業所の加入者や実施事業所が
変更となる加入者は、加入者資
格を喪失することとなるため、こ
れらの加入者に係る未移換分を
一括して移換しなければならな

する観点から、再度検討をお願いしたい。 い。

①老齢給付金は、従業員の老後の生活の安定を図
るために支給するものであるため、一定の年齢に達 ①確定給付企業年金制度は企業の退職金制度を移
した場合に支給することとしている。ただし、従来の
適格退職年金の多くが、退職時に支給することとして

行させているケースが多いが、退職金制度等の福利
厚生制度は個々の企業の実態ごとに様々である。そ

①ア．既に退職という事象が発生しており、かつ、50歳以上
の規約に定める年齢到達という要件を満たした状態であるに

①老齢給付金の支給開始は60
歳～65歳の到達日であり、50歳

いる実態を踏まえ、50歳以上60歳未満の規約で定め れぞれの企業の実態に沿った制度設計を可能とする もかかわらず、退職という事象の発生時期の問題のみによっ 以上で退職した場合には、退職
る年齢に達した日以後に退職した場合も、年金とし ことが、より実効性の高い従業員の老後保障を可能 て年金受給を制限されることは、受給権者本人の納得が得 時から年金支給が可能となって

5057 5057052 G26 z13013 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法第36条

①、③　確定給付企業年金の老齢給付
金の受給資格は、以下のときに与えら

れる。
・ 60歳以上65歳以下の規約で定める年

齢に達したとき
・ 50歳以上60歳未満の規約で定める年
齢に達した日以後に実施事業所に使用

されなくなったとき
②　20年を超える加入期間を老齢給付
金の給付を受けるための要件として定

めてはならない。

c Ⅰ 

て受給できることとしているもの。このように、退職時
の年金受給は例外的なものであり、「老齢給付金」の
趣旨を逸脱する措置を認めることは困難である。
60歳から65歳までの間の退職時支給については、制

度改正時の検討課題であると考えている。

②確定給付企業年金は、事業主が従業員の老後の
生活を安定したものにすべく行うものであり、当該事
業主に20年以上従事していた従業員の受給権保護

の観点から、認めることは困難である。

にするものと考える。より実効性のある老後保障を
実現すべく、要望に沿った検討をお願いしたい。なお
確定給付企業年金法附則に示されている検討規定
（施行5年経過後の見直し）の時期を来年4月に迎え
ることから、具体的な検討の場、検討スケジュールを

明示頂きたい。
②20年以上従事していた者が退職する時点では老
齢にないケースもあり、必ずしも20年以上従事してい
た従業員の受給権保護が従業員の老後の生活の安
定につながるものではないと考える。企業の実態に
即した制度設計を可能とすべく、要望に沿った検討を

（社）日本経済団体
連合会

52 A 
確定給付企業年金における老齢
給付金の支給要件の弾力化

①ア．50歳未満で退職した者についても、50歳以上60歳未
満の規約に定める年齢に到達した時点で年金の支給開始

を可能とすべきである。
　イ．60歳から65歳までの到達日以外の、例えば退職日な
どの規約に定める到達日から年金の支給開始を可能とす

べきである。
②加入期間が20年以上の場合でも、老齢給付金を設定し

ない取扱いを可能とすべきである。
③65歳超で定年年齢が設定されている場合、65歳超の規
約で定める年齢に達した時点での支給開始を可能とすべ

きである。

られない。また、企業内における制度運営の観点から、50歳
以上退職者との均衡を図る必要がある。さらには、ライフサ
イクルなどの観点からも、50歳未満退職者について、50歳～
60歳の間における年金受給ニーズは高いと考えられる。
イ． 年金は退職後の所得保障を目的とするため、在職中に
年金が開始することは制度の趣旨に合わない。また、弾力化

の措置により事務負担の軽減を図ることができる。
②加入期間が20年以上の場合であっても、年金の支給要件
を定め、一時金のみの設定としたいニーズが企業には強い。
また、制度設計の自由化により、適格退職年金など企業の

退職金制度からの移行を促すことが期待できる。
③2004年の高年齢者雇用安定法の改正により65歳までの継

確定給付企業年金
法第36条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

いる。しかし、
ア． 50歳未満で退職(加入者資
格の喪失)した場合は、60歳到
達時まで年金の支給ができな

い。
イ． 企業の定年が、例えば年齢
満60歳の誕生日以降に到来す
る3月末日である場合は、年金
の開始（60歳誕生日）は在職中

となってしまう。
②老齢給付金について、20年を
超える加入者期間を支給要件と

③老齢給付金は、企業の従業員の老後の安定を図 お願いしたい。 続雇用が義務化され、65歳超の定年年齢設定や定年制を廃 して定めてはならないことになっ

るために支給するものであるとの位置付けから、一
定の年齢に達した場合に支給を開始することとして
いるもの。65歳以上で働く者は給与が下がっている

③65歳超で定年年齢が設定される企業もあるなど高
齢者の働き方が多様化していくことを踏まえ、労使合
意に基づく企業の実状に合った支給開始年齢の選

止する企業も出ることが想定される。労使合意のもと、企業
の実情に合った支給開始年齢が選択できるようにすべきで

ある。

ている。
③老齢給付金の支給開始は65
歳を超えることができない。

現状を踏まえると、65歳以上の規約で定める日での 択を認めるべきである。
支給を認めることは困難である。



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望種

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

別
（規制改
革A/民
間開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

B） ＜支給年齢要件＞ 
老齢給付金の支給開始は60歳

・老齢給付金は、企業の従業員の老後の安定を図る ～65歳の到達日（50歳以上で退

ために支給するものであるとの位置付けから、一定 職した場合は退職から年金受給

5089 5089009 G26 z13013 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法第36条

確定給付企業年金の老齢給付金の受
給資格は、以下のときに与えられる。
・ 60歳以上65歳以下の規約で定める年

齢に達したとき
・ 50歳以上60歳未満の規約で定める年
齢に達した日以後に実施事業所に使用

されなくなったとき
20年を超える加入期間を老齢給付金の
給付を受けるための要件として定めて

はならない。

c Ⅰ 

の年齢に達した場合に支給を開始することとしてい
るもの。65歳以上で働く者は給与が下がっている現
状を踏まえると、65歳以上の規約で定める日での支

給を認めることは困難である。
・60歳から65歳までの間の退職時支給については、
制度改正時の検討課題であると考えている。

・老齢給付金は、従業員の老後の生活の安定を図る
ために支給するものであるため、一定の年齢に達し
た場合に支給することとしている。ただし、従来の適
格退職年金の多くが、退職時に支給することとしてい
る実態を踏まえ、50歳以上60歳未満の規約で定める
年齢に達した日以後に退職した場合も、年金として
受給できることとしているもの。このように、退職時の
年金受給は例外的なものであり、「老齢給付金」の趣
旨を逸脱する措置を認めることは困難である。
・確定給付企業年金は、事業主が従業員の老後の
生活を安定したものにすべく行うものであり、当該事
業主に20年以上従事していた従業員の受給権保護

の観点から、認めることは困難である。
・脱退一時金の額については、老齢給付金の現価相
当額と脱退一時金の比較時点を老齢給付金の支給
開始時点とすると、脱退一時金の受給者が、受給額
を自ら運用することにより、容易に一時金の額を年
金原資より大きくし得る。このような取扱いは、確定
給付企業年金法が年金に重点を置いた法律である
にもかかわらず、脱退一時金の受給を促進すること
につながるおそれがあることから、認めることは困難

①確定給付企業年金制度は企業の退職金制度を移
行させているケースが多いが、退職金制度等の福利
厚生制度は個々の企業の実態ごとに様々である。そ
れぞれの企業の実態に沿った制度設計を可能とする
ことが、より実効性の高い従業員の老後保障を可能
にするものと考える。より実効性のある老後保障を
実現すべく、要望に沿った検討をお願いしたい。なお
確定給付企業年金法附則に示されている検討規定
（施行5年経過後の見直し）の時期を来年4月に迎え
ることから、具体的な検討の場、検討スケジュールを

明示頂きたい。
②20年以上従事していた者が退職する時点では老
齢にないケースもあり、必ずしも20年以上従事してい
た従業員の受給権保護が従業員の老後の生活の安
定につながるものではないと考える。企業の実態に
即した制度設計を可能とすべく、要望に沿った検討を

お願いしたい。
③65歳超で定年年齢が設定される企業もあるなど高
齢者の働き方が多様化していくことを踏まえ、労使合
意に基づく企業の実状に合った支給開始年齢の選

択を認めるべきである。

生命保険協会 9 A 
確定給付企業年金制度における
老齢給付金の支給要件等の緩和

65歳超で定年年齢が設定されている場合、65歳超の規約
で定める年齢に到達した時点で年金の受給開始を可能と

していただきたい。
60歳から65歳までの到達日以外の、例えば退職日などの
規約に定める到達日から年金の支給開始を可能としてい

ただきたい。
50歳未満で退職した者についても、50歳以上60歳未満の
規約に定める年齢に到達した時点で年金の受給開始を可

能としていただきたい。
加入期間が20年以上の場合でも、老齢給付金を設定しな

い取扱いを可能としていただきたい。
老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を満たす者に支
給する脱退一時金の額について、老齢給付金の受給権者
になったときに支給する給付の現価相当額と支給開始時

点で比較する取扱いを認めて頂きたい。

既に退職という事象が発生しており、かつ、50歳以上の規約
に定める年齢到達という要件を満たした状態であるにもかか
わらず、退職という事象の発生時期の問題のみによって年金
受給を制限されることは、受給権者本人の納得が得られな
い。また、企業内における制度運営の観点から、50歳以上退
職者との均衡を図る必要がある。さらには、ライフサイクルな
どの観点からも、50歳未満退職者について、50歳～60歳の

間における年金受給ニーズは高いと考えられる。
年金は退職後の所得保障を目的とするため、在職中に年金
が開始することは制度の趣旨に合わない。また、弾力化の措

置により事務負担の軽減を図ることができる。
加入期間が20年以上の場合であっても、年金受給の資格を
付与しないで、一時金だけの設定としたいニーズが強い。ま
た、制度設計の自由化により、適格退職年金など企業の退
職金制度からの円滑な移行を促すことが期待できる。

老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を満たす者に支給
する脱退一時金を繰下げする際に、付利は要件とされてい
ないため、取扱いの緩和により適格退職年金など企業の退
職金制度からの円滑な移行を促すことが期待できる。

確定給付企業年金
法第36条、第41条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

が可能）
年齢50歳0ヶ月で退職した場合
は即座に年金開始が可能であ
るが、年齢49歳11ヶ月で退職し
たな場合は年齢60歳まで年金開
始をすることができない。

企業の定年年齢が65歳を超える
場合は、在職中の年金開始とせ

ざるを得ない。
企業の定年が、例えば年齢満60
歳の誕生日以降に到来する3月
末日であるような場合、年金開
始は在職中の60歳に達した時ま
たはそれ以降65歳までの年齢に
達した時となり、定年退職直後
から年金開始を行うことができな

い。
＜加入期間要件＞

老齢給付金は少なくとも加入20
年のものには年金の受給資格を
付与しなければならないため、
加入20年以上であれば中途脱
退者にも年金受給の資格を付与
しなければならない。（一時金の
み設定したいというニーズが高

い）
＜脱退一時金の額＞

・ 老齢給付金の支給年齢要件
以外の要件を満たす者に支給
する脱退一時金の額は、その者

である。 が老齢給付金の受給権者に
なったときに支給する給付の現
価相当額を上回らないこととさ

・平成18年4月に高年齢者雇用安定法が改正施行されるこ

5053 5053029 G27 z13014 厚生労働
省

厚生年金
保険法
確定給付
企業年金
法

（1）給付設計の変更前後で総給付現価
又は裁定積立基準額が減少する場合、

給付減額に該当する。
（2）給付減額は、実施事業所の経営の
状況が悪化したことにより、給付の額を
減額することがやむを得ない場合など、
一定の要件の下で認められている。
（3）確定給付企業年金の老齢給付金の
受給資格は、以下のときに与えられる。
・ 60歳以上65歳以下の規約で定める年

齢に達したとき
・ 50歳以上60歳未満の規約で定める年
齢に達した日以後に実施事業所に使用

されなくなったとき
（4）現状では、雇用延長と「つなぎ年
金」の受給を選択させることは認めてい

ない。

c、d Ⅰ 

（1）厚生年金基金、確定給付企業年金においては、
年金での受給を基本としているため、給付減額につ
いても給付現価での比較を行う必要がある。した
がって、一時金ベースで給付減額に該当するか否か
を判断する取扱いを認めることは困難である。
（2）「雇用延長の見合いでの制度変更」は様々な
ケースが想定されるが、雇用延長を契機になんらか
の給付内容を見直すという趣旨であれば、労働協約
等の変更が行われるものと思料され、それで減額と
なるのであれば確定給付企業年金法施行規則第5
条第1号により減額できるものと考えている。

（3）60歳から65歳までの間の退職時支給について
は、制度改正時の検討課題であると考えている。
（4）60歳支給開始にして、再雇用された者に繰下げ
を行うことで、ご要望の内容は対応可能であると考え

ている。

- 社団法人信託協会 29 A 
確定給付企業年金・厚生年金基
金における制度設計の自由度向

上

とに伴い、確定給付企業年金においても定年延長（雇用延
長）に係る制度変更が想定されるが、同法の趣旨を勘案
し、支給要件の緩和等、以下の項目についての制限を緩

和いただきたい。
(1)現状では、一時金ベースで減額がない場合においても、
最低積立基準額及び給付現価が減少すると給付減額とみ

なされる。
・一時金ベースで減額がない場合、最低積立基準額及び
最低保全給付の減少を給付減額とみなさないこと。

(2)現状では、雇用延長の見合いで給付減額を行うことは、
給付減額の合理的な理由とされていない。

・雇用延長との見合いでの制度変更は給付減額の合理的
な理由とみなすこと。

(3)現状では法第36条第2項第1号では、60歳以上65歳以下
では規約で定める年齢到達が支給の条件とされている。
・法第36条第2項第1号では、60歳以上65歳以下では規約
で定める年齢到達が支給の条件とされている一方で、同条
同項第2号では、60歳未満では事業所に使用されなくなっ
たとき支給が可能であるとされているが、雇用延長に伴っ
て60歳以上においても第2号と同様、事業所に使用されなく

なったときの即時支給を認めること。
(4)現状では、雇用延長と「つなぎ年金」の受給を選択させ

ることは認められていない。
・再雇用制度や定年延長等の整備に伴い、再雇用を選択

(1), (2)高年齢者雇用安定法の施行により支給開始年齢の引
上げ、あるいは、雇用条件の改善と引換えに年金の支給方
法を見直すことも予想される。雇用延長に係る労働条件の見

直しを行いやすくする。
(3)現状、老齢給付金支給要件は60歳以上65歳以下の規約
で定める年齢に達したときとされているが、同法の改正施行
により、高齢者に係る勤労形態が多様化するなかで、加入者
本人及び企業の双方に、「雇用か年金か」の選択肢がある
方が望ましいと考えられ、60歳以上での退職について、老齢
給付金支給開始要件としたいというニーズがあることから、

要望するもの。
(4)65歳定年延長に伴い、再雇用を選択しなかった者につい
て、65歳までの間の生活保障としての年金の支給を可能と
し、また、65歳まで勤務した者については「つなぎ年金」は支
給しないことも可とすることにより、高年齢者の所得確保の
選択肢を増やすこと。老後の安定という観点からも加入者に

とって特段の支障はないと考える。
（制度全体として支給期間の下限の５年を緩和してほしいと

いうものではない。） 

(1), (2)「厚生年金基
金の設立認可につ
いて」（昭和41年9
月28日年発第363
号、年数発第4号）
第3の7、確定給付
企業年金法施行規
則第5条、第12条
(3)確定給付企業年
金法第36条第2項
(4)「厚生年金基金
の設立要件につい
て」（平成元年3月
29日企年発第23
号、年数発第4号）
第2の4(9)、「確定
給付企業年金制度
について」（平成14
年3月29日年発第
0329003号）第3の

一の①

厚生労働省

しなかった者に給付する「つなぎ年金」の導入を認めるこ
と。

（１ ）確定
給付企業
年金法第
２６条、第
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省

２８条、確
定給付企
業年金法
施行令第
２１条、第
２２条、確
定給付企
業年金制
度につい
て（平成１
４年３月２ 
９ 日年発
第0329003
号）

（２ ）確定
給付企業
年金法第
２６条、第
２８条
（３ ）確定
給付企業
年金法施
行令第２３ 
条第１項
第１号、確

（１ ）現行では、例えば、勤続５年以上の
従業員については、少なくともこれを加
入者とするなど、加入待期期間につい

て規制を設けている。
（２ ）加入者の資格を有している期間を
加入者期間から控除する取扱いは認め
ていない。ただし、加入者期間から休職
期間を除いた期間を「給付算定期間」と
して定め、それを基に給付額を算定す

ることは可能。
（３ ）いわゆる選択一時金の支給上限で
ある「保証期間に係る現価相当額」の
計算に用いる割引率は、前回の財政計
算の計算基準日以降、最も低い下限予
定利率を用いることとしている。

（４ ）確定給付企業年金の以外の制度
における給付額如何によって、確定給
付企業年金における給付額が増減する
完全調整は認めていない。なお、給付
減額を実施する場合には、減額対象者
の３分の２以上の同意取得等のほか、

給付減額の理由が必要。

（１）：ｃ 
（２）：ｃ 、ｄ 
（３）：ｃ 
（４）：ｃ 

Ⅰ～Ⅳ 

（１ ）受給権保護の観点から、現行の加入者期間及
び加入待期期間に係る規制を緩和することは考えて
いない。なお、ご要望に当たっては、具体的にどのよ
うな緩和を求めているのか明確化していただきたい。
（２ ）休職開始時に資格を喪失しなければ、休職中も
加入者の資格を有しているので、その期間を加入者
期間に算入しない取扱いは認められない。なお、休
職中の掛金については、退職金規程等に、休職中の
加入者の給与、ポイント等が零となることが定められ
ている場合には、掛金を拠出しない取扱いを認めて

いるところ。
（３ ）選択一時金の支給上限である「保証期間に係る
現価相当額」の計算に用いる割引率は、前回の財政
計算の計算基準日以降、最も低い下限予定利率を
用いることとしている。さらに、給付利率についても、
前回の財政計算の計算基準日以降、最も低い下限
予定利率を下回らないものとする（確定給付企業年
金法施行規則第２６ 条第３項）こととしていることか
ら、要望理由にあるような、割引率が給付利率を上
回るケースはあり得ない。したがって、現行の規制の

緩和は必要ないと考えている。
（４ ）他の制度の事情により、給付の内容が容易に変
更できる完全調整の導入は、受給権保護の観点か

ら認められない。

- 社団法人信託協会 30 A 
確定給付企業年金における制度
設計の自由度向上（その１） 

・確定給付企業年金では、適格退職年金や退職一時金に
おいて認められている加入資格、給付設計等の要件につ

いて適用できないものがある。
・退職一時金制度や適格退職年金からの円滑な移行を促
進するために、以下の項目についての制限を緩和ないし弾

力化すること。
(1) 加入者期間・加入待期期間に係る制限の緩和

(2) 休職等の扱いについて、会社退職金で休職等の期間を
勤続期間に含めない場合は、確定給付企業年金において
も喪失扱いとせず加入者のまま、加入者期間非通算およ
び掛金非拠出とすることを認めていただきたい。

(3) 選択一時金の支給上限に係る制限の緩和（例えば、選
択一時金の支給上限である「保証期間に係る現価相当額」
の計算に用いる割引率として、「一時金選択時に支給され
ている年金額または支給される予定の年金額の給付利

率」を使用する取扱いを認めること。）
(4) 給付において厚生年金基金給付との完全調整を認め

ていただきたい。

(1) 企業のニーズに合わせた柔軟な制度要件による制度間
の円滑な移行を促進し、公的年金を補完する役割を負って
いる各企業年金制度の普及、拡充への基盤を整備するも

の。
(2) 確定給付企業年金において、休職等の間の加入者期間
を通算しないためには一旦喪失させることになるが、当該喪
失時点で脱退一時金の受給資格を有する者は、一時金を受
給できることとなってしまい、会社退職金の扱いと不一致が

生じることとなるため。
(3) 現状、本件の計算に係る割引率として、「前回の財政計
算の下限予定利率」を用いることとされており、今後これが給
付利率を上回ると一時金支給が年金支給に対し不利益とな
るため、一時金支給への制限緩和を要望するもの。なお、平
成17年10月の省令改正において割引率の一定の見直しは

行われたが、一層の制限緩和をお願いしたい。
(4) 現在、総合型厚生年金基金の給付と完全調整を行ってい
る適格年金制度が数多く存在しているが、今後それらの制度
の確定給付企業年金への移行が本格化する。確定給付企
業年金において完全調整が実施できない場合、移行に際し
て大幅な制度変更が必要となり円滑な移行の障害となるた
め、完全調整に関する企業のニーズは大きい。労使合意や
規約に調整を行う旨を明確にすること等によりこのような制

度設計を認めていただきたい。

(1)確定給付企業年
金法第26条、第28
条、「確定給付企業
年金制度について」
（平成14年3月29日
年発第0329003号）
第1 1(1)、(2)

(2)確定給付企業年
金法第28条、確定
給付企業年金法施
行令第21条、第22

条
(3)確定給付企業年
金施行令第23条第
1項第1号、確定給
付企業年金法施行
規則第24条第1号
(4)法第32条、「確
定給付企業年金制
度について」（平成
14年3月29日年発
第0329003号）第3
の一の①

厚生労働省

定給付企
業年金法
施行規則
第２４条第

・適格年金において掛金の加入者負担を設ける場合、加入
者負担をする者について事業主も追加で掛金を負担するこ
とにより、加入者が負担する掛金相当額以上の給付の上乗
せを行うことが多い。これは、加入者と事業主双方で掛金を

確定給付
企業年金 　掛金に加入者負担のある制度におけ ・現状では、掛金に加入者負担のある制度においては、加

負担し、一層の給付の充実を図るものである。
・しかし、確定給付企業年金においては、加入者負担をする
者としない者の給付額の差は「当該掛金の負担額に相当す

「確定給付企業年
金規約の承認及び
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省

制度につ
いて（平成
１４年３月
２９ 日年発

る給付の額は、当該加入者負担をしな
いものにかかる給付の額を定めなけれ
ばならない。また、給付額について、当
該掛金の負担額に相当する額程度の

c  Ⅰ  、Ⅳ  
　確定給付企業年金法第31条第2項に定める「不当
な差別」につながるおそれがあることから、現時点で

の緩和措置は考えていない。
- 社団法人信託協会 32 A 

確定給付企業年金における制度
設計の自由度向上（その３） 

入者負担をする者としない者の給付額には、「当該掛金の
負担額に相当する額程度の差を設けること」とされている。
・加入者負担掛金は加入者自身が負担するか否かを選択
できることから、「当該掛金の負担額に相当する額」より大

る額程度」とされているため、加入者にとっては、加入者負担
をする場合の事業主による掛金の上乗せというメリットが得

られないこととなる。
このため、適格年金から確定給付企業年金に移行する際

認可の基準等につ
いて」（平成14年3
月29日年企発第
0329003号・年運発

厚生労働省

第0329003
号）

差を設けなければならない。 きい差額を設けることも認めていただきたい。 に、加入者負担制度への理解が得られず、加入者負担制度
を廃止する事例がある。

・加入者負担掛金は加入者自身が負担するか否かを選択で

第0329002号） 別
紙1　3-2-(4)

きることから、不当差別の問題も生じないと考えられ、確定給
付企業年金においても、掛金の加入者負担及び事業主の追
加負担に基づいて一層の給付の充実を図ることができるよ

う、上記のとおり要望する。
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所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

確定給付企業年金は、従業員の老後の生活の安定 確定給付企業年金 　適格退職年金では、加入待機
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省

確定給付
企業年金
法第26条

加入者資格は、労使合意により規約で
定めることが可（確定給付企業年金法

第26条）。
c Ⅰ 

を図るために支給する年金制度であり、加入者資
格、待期期間は、支給要件の判定又は給付額の算
定基礎として重要な役割を果たす加入者期間に影響
を及ぼすものであることから、緩和することは困難で

ある。

2012年までの適格退職年金からの円滑な移行を促
進するためにも、退職一時金制度、適格退職年金制
度への準拠を目処とした労使合意に基づく加入資格

の設定を可能とすべきである。

（社）日本経済団体
連合会

49 A 加入資格の弾力化
　確定給付企業年金について、勤続条件が5年以上の場合
でも、年齢条件が30歳以上の場合でも、加入資格を付与し

ないことを可能とすべきである。

　実施中の退職一時金制度や適格退職企業年金制度に合
わせた柔軟な制度設計を認めることで、制度間の円滑な移
行を促進し、公的年金を補完する役割を担う各企業年金制

度の普及、拡充への基盤整備が図られる。

法第4条、第26条
確定給付企業年金
法並びにこれに基
づく政令及び省令
について（法令解

釈）

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

期間の設定を弾力的に行うこと
が可能だが、確定給付企業年金
については、5年を超える勤続条
件や30歳を超える年齢条件を加
入資格の要件として定めてはな
らないことになっている。

①給付額の計算のための給付算定期間では、休職
期間を除いた期間とする取扱が認められているが、
支給要件の加入者期間では、休職期間を除いた期

5057 5057053 G27 z13014 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法第２６ 
条、第２８ 
条、第３６ 
条、第４１ 
条

確定給付
企業年金
法施行令
第２３条第
１ 項第２
号、第２４ 
条第１項

①加入者の資格を有している期間を加
入者期間から控除する取扱いは認めて
いない。ただし、加入者期間から休職期
間を除いた期間を「給付算定期間」とし
て定め、それを基に給付額を算定する

ことは可能。
②老齢給付金の支給年齢要件以外の
要件を満たす者に支給する脱退一時金
の額は、その者が老齢給付金の受給
権者になったときに支給する給付の現
価相当額を上回らないこととされてい
て、その比較時点は脱退時点としてい

る。

c  Ⅰ  、Ⅱ  

①休職開始時に資格喪失をしなければ、休職中も加
入者資格を有しているので、その期間を加入者期間

に算入しない取扱いは認められない。
②老齢給付金の現価相当額と脱退一時金の比較時
点を老齢給付金の支給開始時点とすると、脱退一時
金の受給者が、受給額を自ら運用することにより、容
易に一時金の額を年金原資より大きくし得る。このよ
うな取扱いは、確定給付企業年金法が年金に重点を
置いた法律であるにもかかわらず、脱退一時金の受
給を促進することにつながるおそれがあることから、

認められない。

間とする取扱いが認められていない。そのため、支
給要件と給付額計算で加入者期間の取扱が相違
し、事業主の労働協約等と異なる取扱いをする必要
等が生じている。休職期間を除いた期間とすること
は、合理的な理由があると考えられるため企業等の
事態に促した制度設計を可能とすべく、要望に沿っ

た検討をお願いしたい。
②脱退一時金の受給者が下限予定利率以上で運用
し容易に原資を大きくし得るとは必ずしも言えず、本
要望によって脱退一時金受給を促進するとまでは言
えない。据置加給利率の水準が下限予定利率に縛
られることによって、例えば、金利上昇局面に過年度
の低金利の段階に脱退した繰下中の者に対してま
で、引上げ後の据置加給利率を適用しなければなら
ず、事業主に追加負担を強いることとなる。据置加給
利率については、事業主側が一方的に決めるので
はなく、適格退職年金と同様、労使合意を前提とす

（社）日本経済団体
連合会

53 A 
確定給付企業年金における老齢
給付金の給付額等の算定方法の

弾力化

①労働協約等に規定する休職期間を加入期間から控除す
る取扱いを可能とすべきである。

②『老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を満たす者に
支給する脱退一時金の額』と『老齢給付金の現価相当額』
を、老齢給付金の支給開始時点において比較する取扱い

とすべきである。

①資格喪失により加入期間から休職期間の控除は可能では
あるが、受給権の発生等が伴うため、取扱いの緩和により複

雑な制度運営の負担の軽減を図ることができる。
②老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を満たす者に支
給する脱退一時金を繰下げする際に、付利は要件とされて
いないため、取扱いの緩和により適格退職年金など企業の
退職金制度からの円滑な移行を促すことが期待できる。

確定給付企業年金
法第36条、第41条
確定給付企業年金
施行令第23条、第

24条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

①加入期間について、休職は資
格喪失として取扱われ、脱退手
続をとることになるが、加入年数
によっては受給権が発生してし
まう。現状は、復職時に再加入
させ、従前の受給権を失権させ
たうえで、休職前期間を通算す

ることとしている。
②脱退一時金の額について、老
齢給付金の支給年齢要件以外
の要件を満たす者に支給する脱
退一時金の額は、その者が老齢
給付金の受給権者になったとき
に支給する給付の現価相当額
を上回らないこととされている
が、その比較時点が脱退時点と
され、実態として繰下げに伴う付
利が必要となっている。

べきである。適格退職年金などからの円滑な移行を
促すことにも資する。

確定給付

5053 5053046 G28 z13015 厚生労働
省

企業年金
法第６４条
確定給付
企業年金
法施行規

確定給付企業年金の事業年度の末日
における積立上限額は、数理債務又は
最低積立基準額のいずれか大きい額
に１．５ を乗じて得た額としている。

ｃ  Ⅰ  、Ⅲ  

確定給付企業年金における事業主負担の掛金は、
法人税制上、損金に算入することが認められている
ところ、現行の積立上限額は、過大な損金算入を防
止するという、税制上の観点から定められたものであ
り、これを撤廃又は引き上げることは考えていない。

- 社団法人信託協会 46 A 
確定給付企業年金における積立

上限額の制限の撤廃

・現状では、事業年度の末日における積立上限額は、数理
債務または最低積立基準額のいずれか大きい額に1.5 を乗

じて得た額とされている。
・積立上限を定めた150％基準の撤廃もしくは引上げを検
討願いたい。（米国も上限規制緩和の方向であると聞いて

おります） 

米国においても上限規制緩和の方向であること、安定的な財
政運営及び受給権者保護の観点より、当該基準の撤廃もし

くは引上げが必要であると思われるもの。

確定給付企業年金
法第64条

確定給付企業年金
法施行規則第62条

厚生労働省

則第６２条

5053 5053049 G28 z13015 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法施行規
則第５８ 
条、附則
第２条

確定給付企業年金においては、現在、
経過措置によって、平成１９ 年３ 月末ま
で、非継続基準に抵触する積立比率を
１．０ から０．９ に、回復計画の最長期間

を７ 年から１０ 年にしている。

ｂ  Ⅲ  
非継続基準に係る経過的な弾力化措置の延長につ
いては、今後、その必要性も含め、検討してまいりた

い。
具体的なスケジュールについて明示されたい。 社団法人信託協会 49 A 

確定給付企業年金における財政
検証に係る経過措置の延長

・確定給付企業年金における財政検証については、現在、
経過措置によって、平成19年3月末まで、非継続基準の抵
触ラインは0.9倍、回復計画の期間は10年とされている。
・現在、経過措置によって、非継続基準の抵触ラインが0.9 
倍となっている点及び回復計画の期間を10年としている点
につき、平成19年4月1日以降も継続して実施いただきた

い。
・適格年金からの円滑な移行を図るため、少なくとも、適格
年金の移行期限である平成24年3月末まで延長していただ

きたい。

・厚生年金基金からの移行に伴う最低責任準備金相当額の
国への返還により、厚生年金基金時代より著しく非継続基準
の積立比率が低下している制度があることを勘案し、当該経
過措置を平成19年4月1日以降についても継続することが必

要であると思われることから要望するもの。
・適格年金からの円滑な移行を図るため、少なくとも、適格年
金の移行期限である平成24年3月末まで延長していただきた

い。

確定給付企業年金
法第63条

確定給付企業年金
法施行規則第58条
確定給付企業年金
法施行規則附則第

2条

厚生労働省
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（特記事項）

　確定給付企業年金の財政検証につい
ては、確定給付企業年金の財政運営基 ・確定給付企業年金については、制度間移行等の有無に

5053 5053050 G28 z13015 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法施行規
則第58条

準上、最低積立基準額までの不足分を
一括して拠出するほか、シミュレーショ
ン方式（積立不足を一定期間内に償却
するように掛金引上げを設定する方式）
の選択肢をとることも可能となってい

c  Ⅲ
 積立期限の弾力化により、年金財政の早期健全化
が妨げられるおそれがあり、受給権保護の観点か

ら、認められない。
- 社団法人信託協会 50 A 

確定給付企業年金における財政
検証に係る積立期限の延長

関わらず、非継続基準の適用により一定期間内の積立基
準確保が求められている。

・代行返上等の制度間移行によって大幅に掛金負担が増
加することがないよう、非継続基準に抵触した場合の積立

期限を弾力化していただきたい。

企業年金制度は長期に亘って継続されることに鑑み、環境
変動による制度運営負荷を軽減する観点から、非継続基準

抵触時の積立期限の延長を求めるもの。

確定給付企業年金
法施行規則第58条

厚生労働省

る。

・非継続基準の財政検証に抵触した場合の対応として、現
状の法令では

確定給付 ①積立比率に応じた掛金を追加拠出する方法

企業年金 ②回復計画を策定する方法

5053 5053053 G28 z13015 厚生労働
省

法施行規
則第58
条、第59
条

厚生年金
基金の財

　非継続基準の財政検証に抵触した場
合の対応として、現状の法令では

①積立比率に応じた掛金を追加拠出す
る方法

②回復計画を策定する方法
の2通りが定められている。

ｂ  Ⅲ  、Ⅳ  
　ご要望をふまえ、今後、対応を検討することとした

い。
具体的なスケジュールについて明示されたい。 社団法人信託協会 53 A 

確定給付企業年金における財政
運営の自由度向上（その１） 

の2通りが認められている。
・財政検証に抵触した決算年度の翌々年度初において制
度変更や繰越不足金の解消を行うことを決定した場合、上
記の②では当該変更等を考慮した上で翌々年度初からの
掛金を設定することができるが、①では当該変更等による
最低積立基準額や翌々年度以降の掛金水準の変動を見

込んで追加拠出額を設定することができない。

給付減額や繰越不足金の解消のような財政健全化策を実施
した場合であっても、それとは無関係に追加拠出の額が決ま
るとなると、財政健全化の意欲が削がれ、健全な財政運営
の遂行の妨げとなる可能性があるので、回復計画と同様の

取扱いを要望するもの。

確定給付企業年金
法施行規則第58
条、第59条

厚生労働省

政運営に ・この部分につき、②の取扱いと同様、決算以降の制度変
ついて 更や繰越不足金の解消による最低積立基準額や翌々年

度以降の掛金水準の変動を考慮して追加拠出額を算定で
きるようにして頂きたい。

（１ ）確定給付企業年金における事業主負担の掛金
は、法人税制上、損金に算入することが認められて
いるところ、財政計算を行わずに、いわゆる特例掛
金を拠出を認めることは、実施事業所の利益操作等
を目的とした恣意的な掛金の拠出を防止する観点か
ら、認められない。また、要望理由の「財政計算を行
わずに、柔軟に特例掛金の拠出を行うことを可能に

5053 5053054 G28 z13015 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法施行規
則第４４ 
条、第４７ 
条

確定給付企業年金における、いわゆる
特例掛金の額は、規約で定めるところ
により、次回の財政再計算までに積立
不足の予想額の償却が完了するように

計算されるものとしている。

ｃ  Ⅲ  

することで、財政の安定化を図ることができる」との
主張の根拠が不明であり（財政計算を行って特例掛
金を拠出しても年金財政の安定化は図られる）、規

制の緩和が必要とは考えられない。
（２ ）同じ確定給付企業年金制度であるにもかかわら
ず、規約型と基金型の間で、特例掛金の拠出に係る
取扱いを差別化することは認められない。また、厚生
年金基金の予算は、厚生労働大臣に届け出なけれ

- 社団法人信託協会 54 A 
確定給付企業年金における財政
運営の自由度向上（その２） 

現状、次回再計算までの不足見込みに基づく特例掛金を
拠出することが認められていますが、それに加え、以下に

ついて規制の緩和を認めていただきたい。
(1) 次回再計算までの不足見込みに基づく特例掛金につ
き、財政計算を行わずに、当該特例掛金の設定を行えるよ

う、緩和頂きたい。
(2) 基金型確定給付企業年金では、毎事業年度の予算を
策定していることから、厚生年金基金同様、事業年度毎に
予算に基づき拠出する特例掛金を認めていただきたい。

(1) 次回再計算までに不足が見込まれる場合に、財政計算を
行わずに、柔軟に当該特例掛金の拠出を行うことを可能に
することで、財政の安定化を図ることができると思われる。
(2) 厚生年金基金と同様の取扱いを要望するもの。毎事業年
度の予算に基づく特例掛金の方が、より機動的に積立不足
を穴埋めすることができるため、財政の安定化を図ることが
でき、また、受給権保護の観点からも望ましいと考える。

確定給付企業年金
法施行規則第44条

厚生労働省

ばならない（厚生年金基金令第３８ 条）が、基金型の
確定給付企業年金の予算は、法律上、代議員会の
議決を経なければならないとしている（確定給付企業
年金法第１９ 条第２号）のみである。したがって、（１） 
で述べたような恣意的な掛金の拠出を防止する観点
から、厚生年金基金と同等に取り扱うことはできな

い。

・現状では、財政再計算を実施する場合の計算基準日に
ついて、

5053 5053055 G28 z13015 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法施行規
則第49条

財政再計算を実施する場合の計算基
準日について、

①適用日前1年以内のいずれかの日
②適用日前1年6ヶ月以内の確定給付

企業年金の決算日
の何れかで定める必要がある。

c  Ⅲ  

確定給付企業年金制度導入後において、他の制度
での決算データを基に財政再計算を実施することを
認めることは困難。また、初回決算を迎える前に財
政再計算を実施することは極めて希であると思料さ
れることから、改正の必要は無いと考えている。

- 社団法人信託協会 55 A 
確定給付企業年金における財政
運営の自由度向上（その３） 

①適用日前1年以内のいずれかの日
②適用日前1年6ヶ月以内の確定給付企業年金の決算日
の何れかで定める必要があるが、確定給付企業年金で初
回決算を行っていない場合、②を採用することはできず、

①に従って計算基準日を定める必要がある。
・この部分につき、確定給付企業年金で初回決算を行って
いない場合であっても、適用日前1年6ヶ月以内の適格年金
（権利義務承継の場合に限る）もしくは厚生年金基金の決
算月であれば、当該決算月を計算基準日とする取扱いも

・ 現状では確定給付企業年金の初回決算を行っていない場
合において、左記①により財政再計算を行う必要があり、決
算日以外を計算基準日として改めてデータ確定した後に財
政再計算を行うこととなるので、円滑な規約変更に係る認可
申請の妨げとなっている。本要望は、初回決算を行っていな
い場合であっても、初回決算後の取扱いと同様の取扱いを

要望するものである。

確定給付企業年金
法施行規則第49条

厚生労働省

認めていただきたい。
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・現状では、例えば財政計算における平成17年3月10日付
告示に定める新死亡率の適用は、計算基準日を平成17年
4月1日以降とする法第58条第1項に定める財政再計算ま
でに行えばよいわけではなく、平成17年４月１日以降の財
政計算があれば、その時点で行わなければならない。

5053 5053056 G28 z13015 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法施行規
則第４３条

確定給付企業年金の掛金の額の計算
に用いる予定死亡率は厚生労働大臣
告示で定める率（基準死亡率）を基準に
設定され、基準死亡率の改定があれ
ば、直後の財政計算からそれを基準と
した予定死亡率を適用することとしてい

る。

ｃ  Ⅲ  

年金財政の均衡を保つことにより受給権の保護を図
る観点から、財政計算は極力最新のデータに基づき
行われるべきであり、新たな予定死亡率の適用を遅

らせることは考えていない。

- 社団法人信託協会 56 A 
確定給付企業年金における財政
運営の自由度向上（その４） 

・財政計算における新死亡率の適用は、法第58条第1項に
定める財政再計算までに洗い替えればよいこととしていた
だきたい。（厚生年金基金と同様の制度とすることとした

い。）
（見直し案）

施行規則第43条第3項を以下のように見直しすることを検
討されたい。
 【修正前】

・確定給付企業年金法第58条第1項に定める財政再計算は
少なくとも5年に一度あり、当該計算の際には新死亡率を適
用するため、同法第58条第1項に定める財政再計算以外の

財政計算のタイミングで必要とは思われない。
・また、厚生年金基金では新死亡率の適用は財政再計算ま

ででよいとされること。

確定給付企業年金
法施行規則第43条

第3項
厚生労働省

・・・前回の財政計算において定めた基礎率（予定利率及び
予定死亡率を除く。）のうち・・・

 【修正後】
・・・前回の財政計算において定めた基礎率（予定利率を除

く。）のうち・・・

　確定給付企業年金および厚生
年金基金は、決算時に財政検証
を実施し、制度間移行等の有無

5057 5057057 G28 z13015 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法施行規
則第58条

　確定給付企業年金の財政検証につい
ては、確定給付企業年金の財政運営基
準上、最低積立基準額までの不足分を
一括して拠出するほか、シミュレーショ
ン方式（積立不足を一定期間内に償却
するように掛金引上げを設定する方式）
の選択肢をとることも可能となってい

る。

c  Ⅲ  
積立基準や積立期限の弾力化により、年金財政の
早期健全化が妨げられるおそれがあり、受給権保護

の観点から、認めれない。
-

（社）日本経済団体
連合会

57 A 
確定給付企業年金等の財政検証
に伴う掛金追加拠出の要件緩和

　厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の中に
は、責任準備金相当を代行返上したことにより、非継続基
準での積立水準が著しく低い制度も存在する。非継続基準
に抵触した時の積立基準を弾力化すべきである（掛金拠出

年数を延長する）。

　厳しい運用環境の中で、企業年金を維持していこうとする
基金や母体企業に対し、検証結果により新たな掛金拠出を
求めることは、かえって年金制度存続の道を険しくすることに

繋がるおそれがある。
　企業年金制度は長期にわたって継続されることに鑑み、環
境変動による制度運営負荷を軽減する観点から、特に代行
返上などの一時的な特殊事由に基づく非継続基準抵触時の

掛金拠出の要件緩和が必要である。

確定給付企業年金
法施行規則第58
条、第59条、第63

条
「厚生年金保険の
財政運営について」
（平成8年6月27日
年発第3321号）

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

に関わらず、非継続基準の適用
により一定期間内の積立基準確
保が求められている。積立比率
（積立金額／最低積立基準額）
が0.8未満の部分は5年、0.8以上
0. 9未満の部分は10年、0.9以上
の部分は15年で、それぞれ不足
分を解消する必要がある。ま
た、積立水準の回復計画を作成
する方法も認められている。
（2007年3月までは非継続基準
抵触ライン0. 9倍、回復計画期間
10年とする経過措置がある）

5053 5053034 G29 z13016 厚生労働
省

厚生年金
保険法、
確定給付
企業年金
法

厚生年金基金又は確定給付企業年金
の一部の実施事業所に係る権利義務
を他の厚生年金基金又は確定給付企
業年金に移転することができる。

c Ⅰ 
1つの制度から可能な限りまとめて支給した方が受
給者にとって便宜性が高いため、ご要望の内容を認

めることは困難である。
- 社団法人信託協会 34 A 

確定給付企業年金・厚生年金基
金における権利義務移転承継の

方法の多様化

・現状は、確定給付企業年金または厚生年金基金の 「一
部の実施事業所に係る権利義務承継」のように対象者を
区分して権利義務承継することは認められているが、以下
のように「一部の給付に係る権利義務承継」は現状認めら

れていない。
・「第1年金と第2年金からなる2階建ての制度において、一
部の実施事業所の第2年金部分を別の確定給付企業年金
制度へ権利義務承継する場合若しくは当該事業所のみで

新たに確定給付企業年金制度を実施する場合」
・ このような「一部の給付に係る権利義務承継」についても

可能として頂きたい。

・ 今後、複数事業主による確定給付企業年金が増加していく
につれて、上記のようなニーズも出てくると思われるので、企
業側のニーズに柔軟に対応できるよう要望するもの。

・ 例えば、複数事業主が1つの年金制度を実施している場合
で、全事業主共通の給付設計に加えて親会社のみが退職金
を移行しているケースにおいて、親会社の一部を共に確定給
付企業年金制度を実施している子会社に営業譲渡した場合
に、当該退職金移行部分に係る給付のみを子会社が実施す
る別の確定給付企業年金に権利義務承継することを可能と

するための措置。

確定給付企業年金
法第79条

確定給付企業年金
法施行規則第49条
厚生年金保険法第
144条の2、厚生年
金基金令第41条の

3 

厚生労働省

・現状、規約型確定給付企業年金間の統合、基金型確定 規約型確定給付企業年金と基金型確定給付企業年金を統

5053 5053038 G29 z13016 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法

規約型企業年金と基金型企業年金の
合併手続きは規定されていない。

c Ⅰ 
規約型と基金型とでは実施している法人格の種類が

異なるので、合併は不可能である。
- 社団法人信託協会 38 A 

確定給付企業年金における統合・
合併手続きの明確化

給付企業年金間の合併の規定はあるが、規約型確定給付
企業年金と基金型確定給付企業年金の統合手続きの規定

がない。
・規約型確定給付企業年金と基金型確定給付企業年金の

合する場合、一旦「型」を揃えてから統合（合併）するか、規
約型確定給付企業年金から基金型確定給付企業年金へ権
利義務承継することしか出来ない。事務手続の簡素化を図
るため、「型」が異なっていても統合できるスキームを規定し

確定給付企業年金
法第74条、第76条

厚生労働省

統合手続きを規定していただきたい。 ていただきたい。
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別

（規制改
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間開放
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具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

5053 5053039 G29 z13016 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法

社内年金・非適格年金からの確定給付
企業年金への資産移換は認められて

いない。
c Ⅰ 

社内年金・非適格年金については積立規制がない
ので、確定給付企業年金へ移行する場合には、過去
勤務債務の償却として一定ルールの下で償却するこ
ととしており、資産移換という枠組みを作ることは困

難である。

- 社団法人信託協会 39 A 
非適格年金等からの確定給付企
業年金への移行の容認

・現状では、社内年金、非適格年金からの確定給付企業年
金への資産移換は認められていない。

・以下の制度からの確定給付企業年金への資産移換を認
めていただきたい。
(1) 社内年金
(2) 非適格年金

適格年金や中退共からの移行と同様のスキームを要望する
もの。既存制度において積立金がある場合、当該積立金を
移換することにより、早期のファンディングが実現でき、受給
権の保護に繋がり、加入者の利益となるものと考える。

特になし 厚生労働省

【確定拠出 ・確定給付企業年金・厚生年金基金から確定拠出年金へ
年金への 資産移換する際、規約変更日における年金給付等積立金
移行関連】 の額が最低積立基準額、数理債務いずれか高い額を下回

厚生年金 る場合（積立不足が発生する場合）には、当該厚生年金基

保険法第 金は当該下回る額を一括拠出しなければならないとされて

5053 5053042 G29 z13016 厚生労働
省

１４４条の
５ 

厚生年金
基金令第
４１ 条の４
確定給付
企業年金
法第１１７ 
条

確定給付
企業年金
施行令第
８９ 条第１
項第６号
【確定給付
企業年金

・確定給付企業年金又は厚生年金基金
から確定拠出年金へ資産移換する際、
規約変更日における（年金給付等）積
立金の額が最低積立基準額、数理債
務いずれか高い額を下回る場合（積立
不足が発生する場合）には、当該厚生
年金基金は当該下回る額を一括拠出し

なければならない。
・また、確定給付企業年金終了時に
は、承認（認可）日における積立金の額
が最低積立基準額を下回る場合には、
当該下回る額を一括拠出しなければな

らない。

ｃ  Ⅰ  、Ⅱ  

・受給権保護の観点から、厚生年金基金又は確定給
付企業年金から確定拠出年金への移行に係る規約
変更日において積立不足がないことが必要であり、
規約変更申請時に作成した「企業型年金の資産管
理機関への資産の移換に係る必要事項」に記載した
額を一括拠出すれば良しとすることは、認められな

い。
・また、確定給付企業年金の終了についても、受給
権保護の観点から、終了日において最低積立基準
額に対する不足がないことが必要であり、承認（認
可）以前に作成した「終了時の積立金の額並びに最
低積立基準額及びその基礎を示した書類」における
不足額を一括拠出すれば良しとすることは、認めら

れない。

- 社団法人信託協会 42 A 

確定給付企業年金・厚生年金基
金から確定拠出年金へ資産移換
する際の一括拠出に係る要件の

緩和

いる。
・この一括拠出する金額の算定基礎となる最低積立基準
額、数理債務等は、確定給付企業年金規約の施行日の
５ ヶ月前の日の属する月の末日以降の日を基準日として算
定したものを確定給付企業年金規約を変更する際に添付
する「企業型年金の資産管理機関への資産の移換に係る

必要事項」に記載することが求められている。
・一方、実際に一括拠出を行う際は、企業型年金規約の承
認日からその規約の実施日（確定給付企業年金の規約変
更日以前であること）の前日までに払い込むことが必要とさ
れ、実際に払い込む一括拠出額は、「企業型年金の資産
管理機関への資産の移換に係る必要事項」に記載した金
額とすること（算定日以降の相場変動を無視することにな
る）は「不可」とされている（厚生労働省HPの確定拠出年金
Q＆A の№182）が、確定給付企業年金の積立金の一部を
確定拠出年金へ移換する場合、「企業型年金の資産管理
機関への資産の移換に係る必要事項」に記載した金額の
一括拠出を以って、「規約変更日において積立不足がな

の終了関
連】

い」ものと見なして頂きたい。（厚生年金基金も同様）
・また、確定給付企業年金解散時については、認可日以前

確定給付 の一括拠出額を「終了時の積立金の額並びに最低積立基

企業年金 準額及びその基礎を示した書類」における不足額としても

法第８７条 よいことを検討されたい。
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　下記のような現状の規制は、
合併等のスムースな企業再編を
阻害する要因の一つとなってい

5057 5057055 G29 z13016 厚生労働
省

①確定給
付企業年
金法

②確定給
付企業年
金法施行
令第91条
厚生年金
基金令第
41条の6
③厚生年
金保険
法、確定
給付企業
年金法

①規約型企業年金と基金型企業年金
の合併手続きは規定されていない。
②複数の事業主が1つの年金制度を実
施している場合において、一部の事業
所のみ確定拠出年金へ移行するには、
制度全体の最低積立基準額（もしくは
数理債務）に対する不足分を一括拠出

しなければならない。
③厚生年金基金又は確定給付企業年
金の一部の実施事業所に係る権利義
務を他の厚生年金基金又は確定給付
企業年金に移転することができる。

c 
①Ⅰ 
②Ⅱ 
③Ⅰ 

①規約型と基金型とでは実施している法人格の種類
が異なるので、合併は不可能である。

②　確定給付企業年金や厚生年金基金の一部を確
定拠出年金に移行する際の、全体としてのフルファ
ンディング規定を緩和することは、受給権保護の観

点から、考えていない。
③1つの制度から可能な限りまとめて支給した方が
受給者にとって便宜性が高いため、ご要望の内容を

認めることは困難である。

これらのケースは、企業のグループ再編、組織再編
などの動きにおいて阻害要因となっている場合があ

り、再検討を願いたい。
①このようなケースでは現状、一旦「型」を揃えてから
統合（合併）しなければならなず事務手続き、提出書
類が倍増する。事務手続きの簡素化のためにも「型」
が異なっても統合できるスキームを規定すべきであ

る。

③例えば、複数事業主がひとつの年金制度を実施し
ている場合で、全事業主共通の給付設計に加えて親
会社のみが退職金を移行しているケースにおいて、
親会社の一部をともに確定給付企業年金制度を実
施している子会社に営業譲渡した場合､当該退職金
移行部分に係る給付のみを子会社が実施する別の
確定給付企業年金に権利義務承継させたいとの

ニーズに対応できない。

（社）日本経済団体
連合会

55 A 
企業のグループ再編、組織再編

等を阻害しないための
企業年金制度の改善【新規】

　企業のグループ再編、組織再編などの動きを阻害するこ
とがないよう、以下のような措置を講じるべきである。

①確定給付企業年金において基金型と規約型の「型」を超
えた統合手続きを規定すべきである（現行では、同一型に
変更するか、規約型から基金型への権利義務承継しか途

がない）。
②複数事業主で1つの年金制度を実施している総合型の
企業年金において、一部事業所のみによる確定拠出年金
への移行は、当該事業所の積立不足分のみを一括拠出す

ることで可能とすべきである。
③同様に一部の実施事業所が第1年金と第2年金からなる
2階建ての制度を実施している場合、第2年金部分のみを
別の確定給付企業年金制度へ権利義務承継するような、
「一部の給付に係る権利義務承継」についても可能とすべ

きである。

　国際競争力の強化や経済の変化へ対応するため、企業の
組織再編等、アライアンスが活発化している中で、企業年金
制度に関する規制がそうした動きを妨げることとならないよ

う、制度が整備される必要がある。

確定給付企業年金
法第74条、第76条
確定給付企業年金
施行令第91条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

る。
①規約型確定給付企業年金間
の統合、基金型確定給付企業
年金間の合併の規定はあるが、
規約型確定給付企業年金と基
金型確定給付企業年金の統合
手続きの規定がない。

②複数事業主が1つの年金制度
を実施している場合に一部の事
業所が確定拠出年金へ移行す
る場合には、当該事業所のみな
らず全参加事業主により制度全
体の最低積立基準額（もしくは
数理債務）に対する不足分を一
括拠出しなければならない。
③確定給付企業年金または厚
生年金基金の「一部の実施事業
所に係る権利義務承継」のよう
に対象者を区分して権利義務承
継することは認められているが、
「一部の給付に係る権利義務承
継」は現状認められていない。

厚生年金
保険法第
130条
確定給付
企業年金
法第29条
確定給付
企業年金
法施行規
則第５条
第４号、規 加入者については、代行返上時に、いわゆる薄皮年
則第６条 金を全て一時金として清算することを認めているとこ

5053 5053043 G30 z13017 厚生労働
省

第１項第１
号

厚生年金
基金から
確定給付
企業年金
に移行（代
行返上）す
る際の手

加入者については、代行返上時に、い
わゆる薄皮年金を全て一時金として清
算することを認めている（ ただし、給付
減額に該当する場合には、法令に定め
る手続（規則第６条第１項第１号）が必

要）。

ｃ、ｄ Ⅲ 、Ⅳ

ろ（ ただし、給付減額に該当する場合には、法令に定
める手続（規則第６条第１項第１号）が必要）。加入者
及び受給者等の受給権保護という観点から、厚生年
金基金や確定給付企業年金においては、約束した
給付を確実に支給することが大原則であり、厚生年
金基金時代に約束した給付を、代行返上後は、代行
部分以外継続することを基本とする制度としている。
したがって、受給者の一時金清算については、本人
の同意なしに、受給者の不利益になりうる一律一時

- 社団法人信託協会 43 A 
厚生年金基金の代行返上に伴う
基本部分の上乗せ部分の一時金

清算の容認

現行、代行返上時のいわゆる薄皮年金の年金・一時金選
択は各個人の選択に委ねられているが、加入者・受給者の
給付減額時と同様、対象者の一定割合以上の同意を前提
に、代行返上時に一時金として全て清算することを認める

こと。

薄皮年金は一般に少額であるため、代行返上による確定給
付企業年金への移行に際して給付設計の見直しを行うケー
スがほとんどであり、一時金清算のニーズは高い。また、少
額の年金受給権者が多数存在することによる事務負荷が円

滑な移行の障害となっている。

特になし 厚生労働省

続及び物 金清算するという取扱いを認めることは適切ではな
納に係る いと考えている。
要件・手続
等につい
て（平成１
５年５月３ 
０ 日年企
発第０５３ 
０００１号・
年運発第
０５３０００ 
１ 号）第２

5057 5057061 G30 z13017 厚生労働
省

①厚生年
金保険法
第130条
確定給付
企業年金
法第29条
②確定給
付企業年
金法施行
令第4条第
2号

確定給付
企業年金
法施行規
則第5条第
2号、第3
号

①厚生年金基金の代行返上の際の基
本部分の上乗せ部分については、確定
給付企業年金に移行後（あるいは移行
と同時に）確定給付企業年金の基準に
則って給付設計の変更をして一時金の
選択肢を設けるといったことは可能。た
だし、年金の受給資格を有する者が一
時金で受給するかどうかは基本的には
本人の選択。また、過去期間分が確保
されたとしても、将来期間も含めてみた
場合に給付減額となるのであれば、給

付減額の手続が必要。
②受給権者等については、確定給付企
業年金法施行規則第５条第２号又は第
３ 号に定める給付減額の理由がない限
り、給付減額（不利益変更）は認められ

ない。

①c 
②c 

①Ⅰ～Ⅳ 
②Ⅲ 

①加入者及び受給者等の受給権保護という観点か
ら、厚生年金基金や確定給付企業年金においては、
約束した給付を確実に支給することが大原則であ
り、厚生年金基金時代に約束した給付を、代行返上
後は、代行部分以外継続することを基本とする制度

としている。
したがって、本人の同意なしに、受給者の不利益に
なりうる一律一時金清算するという取扱いを認めるこ

とは適切ではないと考えている。

②受給権者等については、既に法的に年金受給権
が確定している地位にあることから、規則第５条第２
号又は第３号に定める給付減額の理由がない限り、

このような取扱いは認められない。

①いわゆる薄皮部分については、年金原資としては
少額であるため年金支給額と等価な一時金で一律
に清算することが受給者の不利益になるとまではい
えない。例えば、一定の周知期間を設け、その間に
加入者からの特段の異議がないことを確認した上で
一律一時金清算を認めるべきである。企業の事務的

な負担は重く、再検討願いたい。
②本要望における給付減額は、代行返上によって国
の制度に合わせるための合理的な水準へ引き下げ
るものであり、一般に企業の業績悪化による給付減
額とは性質を異にするものである。例えば、一定の
周知期間を設け、その間に加入者からの特段の異
議がないことを確認した上で、要望に沿った一時金

清算を可能とすべきである。

（社）日本経済団体
連合会

61 A 
代行返上に伴う一時金清算方法

の見直し

　代行返上に伴う以下の規制を緩和すべきである。
①基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）部分については、年
金支給額と経済的に等価な一時金（財政上の予定利率に
よる過去分の給付現価）を支給する仕組みを設けるなら
ば、個人の選択によらず一律に一時金による清算を認める

べきである。
②代行返上時に国の制度へ合わせるため、結果的に受給
者にとって不利益となることがある（支給開始年齢の差異、
遺族・障害年金の併給の調整等）が、この変更は不利益変
更とみなされ、給付減額要件を満たさない限り、事業主が
補填しなければならない。給付減額要件に関係なく変更を
可能とし、また、不利益部分の一時金清算を可能とすべき

である。

　基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）部分については、選択
による一時金給付の仕組みが設けらているが、一時金給付
を選択しない者が残り続ける限り、事務的な負担は極めて重
い。受給者等にとっても、年金として支給を受けることが必ず
しもプラスでない面もあり、一律に一時金給付を行ったとして

も、必ずしも不当な扱いになるとは言えない。
　代行返上による不利益部分の給付減額については、代行
返上後の給付水準を恣意的に基金が切り下げているもので
はなく、国の制度に合わせるために発生する部分であり、合
理的な水準への切り下げであることから、一般的な企業業績
悪化等に伴う給付減額を前提とした給付減額要件及び手続
き要件より制約を緩和すべきである。現状は各基金で補填を
行っており、給付コストや事務コストが基金の財政を圧迫して

いる（特に小額の給付が多数発生している）。

「厚生年金基金か
ら確定給付企業年
金に移行（代行返
上）する際の手続
及び物納に係る要
件・手続等につい
て」（平成15年5月
30日年企発第
0530001号・年運発
第0530001号）
確定給付企業年金
法第5条1項5号
確定給付企業年金
法施行令第4条
確定給付企業年金
法施行規則第5条、

第6条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

　代行返上し、新型企業年金に
移行した場合、

①受給（権）者の基本部分の上
乗せ（いわゆる薄皮）部分につい
ては、選択による一時金支給
（清算）が認められているが、一
律に一時金とする清算は認めら

れていない。
②代行返上前の基金の中には、
厚生年金と比較して受給者に有
利な給付制度となっていた場合
があり、この支給義務が基金か
ら国に返上されることで、不利益
となる受給者が発生する。この
不利益部分については、確定給
付企業年金法施行規則第5条の
給付減額の要件（経営状況の悪
化など） を満たし、かつ同第6条
の手続き要件（受給権者等の3
分の2以上の合意など） を満たさ
なければ、給付減額は認められ
ず、基金が補填を行わなければ

ならない。

適格退職年金及び確定給付企業年金における事業
主負担の掛金は、法人税制上、損金に算入すること
が認められているところ、過去勤務債務の一括償却

確定給付 を認めない規制は、過大な損金算入を防止する観点

5053 5053037 G31 z13018 厚生労働
省

企業年金
法附則第
２５条

（法人税法
施行令附
則第１６ 

適格退職年金から確定給付企業年金
へ移行する場合に、適格退職年金にお
ける過去勤務債務の一括償却は認め

ていない。

ｃ Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ

から設けられているものであり、これを緩和すること
は困難。また、適格退職年金から確定給付企業年金
への移行（権利義務承継）時に、積立水準が高くな
かったとしても、確定給付企業年金においては、非継
続基準に抵触しない積立水準までは、掛金の一括拠
出を認めており（確定給付企業年金法施行規則第５

- 社団法人信託協会 37 A 
適格年金から確定給付企業年金
へ移行する際の過去勤務債務の

一括償却の容認

・適格年金から確定給付企業年金に移行する場合に、移
行前の適格年金の積立不足（適格年金制度における責任
準備金に対する積立不足）について、当該積立不足相当
額を一括拠出することにより償却することは認められてい

ない。
・上記の場合の積立不足相当額について、一括拠出による

償却を認めていただきたい。

・適年では財政検証が行われていないため、積立水準が必
ずしも高くないため、確定給付企業年金に移行した際に健全
な財政運営を行えるようにすることを要望するもの。

・なお、厚生年金基金からの権利義務承継を行う場合、最低
積立基準額を上限とした一括拠出を行うことができることと
なっているため、適格年金からの移行においても、同様に一

括拠出が可能となるようお願いしたい。

法人税法、法人税
法施行令附則第16

条

財務省
厚生労働省

条） ８ 条）、ある程度早期に積立水準を回復することが可
能であることから、移行（権利義務承継）時の過去勤
務債務の一括償却を認める必要性は高くないと考え

ている。



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

・現状では、適格年金の確定給付企業年金移行にあたって

5053 5053040 G31 z13018 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法附則第
25条

確定給付企業年金の規約の制定・変更
においては、特に軽微な変更を除き労

働組合等の同意が必要。
c  Ⅲ  

閉鎖適年から確定給付企業年金への移行は、企業
年金の給付設計や費用負担等は労使関係に関わる
ことであるため、労働組合等の同意を不要とすること

は困難である。

- 社団法人信託協会 40 A 
確定給付企業年金への移行手続

きの簡素化

は、被用者年金被保険者の過半数（もしくは過半数で組織
する労働組合）の同意等一定の手続きが必要となってい

る。
・閉鎖適年の確定給付企業年金移行にあたっては、被用
者年金被保険者の過半数（もしくは過半数で組織する労働

適格年金における年金給付をそのまま確定給付企業年金へ
権利義務承継することとなり、不利益変更が発生する訳では
ないので、通常の確定給付企業年金移行に比べ、簡便的な

取扱いを要望するもの。

確定給付企業年金
法附則第25条

厚生労働省

組合）の同意等を不要とする等、簡便的な取扱いを認めて
いただきたい。

5053 5053041 G31 z13018 厚生労働
省

法人税法
附則第20
条

確定給付
企業年金
法附則第5
条

適格退職年金は平成24年3月までに他
の企業年金制度へ移行しなければなら

ない。
c Ⅰ 

適格退職年金から確定給付企業年金への移行につ
いては、これまで積立義務がなかったところに、新た
に積立基準を適用することとなることや、給付設計等
についても見直しが必要となることから、十年間とい
う十分な経過措置を設け、周知も行ってきているとこ
ろである。引き続き円滑な移行を進めていくにあたっ
て特例を認めることは適切でないと考えている。

- 社団法人信託協会 41 A 
適格年金の確定給付企業年金移
行の特例の容認等の移行弾力化

・適格年金は、平成24年3月末まで経過的に存続することと
されている。

・平成24年3月末に向けて、適格年金の動向にご留意いた
だき、他制度への移行状況によっては、受給権保護および
混乱回避の観点から、例えば労使合意の遅延等のやむを
得ない理由により、平成24年3月末までに確定給付企業年
金移行の認可を得ることができないことが見込まれる場合
には、申請期限の平成24年1月末までに当該理由を記載し
た書面等を労使合意の上、提出することにより、特例によ
り1年程度の一定期間について従前の適格年金制度の設
計のまま権利義務承継を行うことを暫定的に認めていただ
く等、弾力的な措置の検討を行うことをお願いしたい。

・高齢者雇用安定法の改正による定年延長等による基本的
な雇用関係に関する他の労使協議との関係から、確定給付
企業年金の制度設計等の検討が労使間でやむなく遅延して
しまう可能性が想定されること、そのような制度について仮に
当該弾力的な措置が無い場合には課税制度となってしまう
ため年金資産が目減りし受給権保護の観点から支障がある

こと。
・具体的な措置の例としては、労使合意の遅延等のやむを得
ない理由により、平成24年3月末までに確定給付企業年金移
行の認可を得ることができないことが見込まれる場合には、
申請期限の平成24年1月末までに当該理由を記載した書面
等を労使合意の上提出することにより、特例により1年程度
の一定期間について従前の適格年金制度の設計のまま権
利義務承継を行うことを暫定的に認めていただく等が考えら

れる。

確定給付企業年金
法附則第25条

厚生労働省

5053 5053045 G31 z13018 厚生労働
省

確定拠出
年金法施
行規則附
則第13条

適格退職年金から確定給付企業年金
に移行する際の年金資産の払込みに
ついて、受託機関同士で直接移換する

ことは認められていない。

c  Ⅲ  
受託機関間における直接移換は、適年の契約解除
に関わる積立金の移換における権利関係が不明確

となるため、適切でないと考えている。
- 社団法人信託協会 45 A 

適格年金から確定給付企業年金
に移行する際の年金資産の払い

込み方法の簡素化

確定給付企業年金法施行規則附則第13条に基づく移行を
行う場合、現状は一旦年金資産を事業主に返還し、特別掛
金として払い込む手続きとなっているが、受託機関間で直

接移換することを認めていただきたい。

・適格年金からの円滑な移行を行うため、事務手続の簡素化
を要望するもの。

・また、事業主資産と混在すること等による不測の事態を回
避することは、受給権保護の観点から、より適当であると思

われるもの。

確定給付企業年金
法施行規則附則第

13条
厚生労働省

①適格退職年金及び確定給付企業年金における事
業主負担の掛金は、法人税制上、損金に算入するこ
とが認められているところ、過去勤務債務の一括償

①近年企業会計における退職給付の比重はますま
す高まっており、企業にとって財務体質を早期に健

①適格年金では財政検証が行われておらず、積立水準が必
ずしも高いとはいえないことから、確定給付企業年金に移行

5057 5057060 G31 z13018 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法附則第
２５条

（法人税法
施行令附
則第１６ 
条）

確定給付
企業年金
法第89条
第6項

①適格退職年金から確定給付企業年
金へ移行する場合に、適格退職年金に
おける過去勤務債務の一括償却は認

めていない。

②確定給付企業年金制度の終了時に
おける残余財産を事業主に返還するこ

とは認められていない。

①：ｃ 
②：c 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 

却を認めない規制は、過大な損金算入を防止する観
点から設けられているものであり、これを緩和するこ
とは困難。また、適格退職年金から確定給付企業年
金への移行（権利義務承継）時に、積立水準が高く
なかったとしても、確定給付企業年金においては、非
継続基準に抵触しない積立水準までは、掛金の一括
拠出を認めており（確定給付企業年金法施行規則第
５８ 条）、ある程度早期に積立水準を回復することが
可能であることから、移行（権利義務承継）時の過去
勤務債務の一括償却を認める必要性は高くないと考

えている。

②確定給付企業年金の積立金は年金事業に要する

全化することは、株主・加入者等への責務となりつつ
ある。また、受給権確保にも資することとなる。現在
の過去勤務債務の償却割合上限は企業の個別ニー
ズに十分応えたものではなく、税務当局とも相談いた
だいたうえで、より一層の弾力化を可能としていただ
きたい。なお、当然のことではあるがあくまで償却割
合を変更できる時期に変更することを想定しており、
企業の恣意的な時期に一括償却を要望するもので

はないことを申し添える。
②数理計算上、保護されるべき受給権が確保された
にもかかわらず、さらに残余財産が最終の受給者に
一括して分配されることは、受給者間の公平性を著
しく欠くものである。このようなケースでは、残余財産

（社）日本経済団体
連合会

60 A 
適格退職年金から確定給付企業
年金への移行を促進するための

対応【新規】

　適格退職年金からの円滑な移行を促す観点から、以下に
ついて措置すべきである。

①移行前の適格退職年金の責任準備金に対する積立不
足について、移行時に一括拠出による償却を認めるべきで

ある。
②適格年金から移行した閉鎖型確定給付企業年金制度が
終了する場合の残余財産について、事業主へ返還できるこ

とを規定すべきである。

した際に健全な財政運営を行えるよう要望する。なお、厚生
年金基金からの権利義務承継を行う場合、最低積立基準額
を上限とした一括拠出を行うことができることとなっており、適
格年金からの移行においても、同様に一括拠出を可能とす

べきである。
②適格年金からの移行により閉鎖型確定給付企業年金が実
施される場合がある。閉鎖年金では、制度終了時に最後の
受給者が最終給付時に残余財産のすべてを受け取る（分配
される）ことが想定されるが、バランスに欠ける取扱いであ
り、また、受給権者保護の観点からも実質的な問題が生じな
いため、事業主へ返還できるようにすべきである（一方、受給
権者等が少数となったときに、確定給付企業年金法第102条
6項の規定により、当該閉鎖型確定給付企業年金に係る規
約の承認の取消しをすることも考えられるが、この場合、規

法人税法附則第20
条

法人税法施行令附
則第16条

確定給付企業年金
法第89条6項

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課
国税庁

　適格年金から確定給付企業年
金に移行する場合に、移行前の
適格年金の積立不足（適格年金
制度における責任準備金に対す
る積立不足）について、当該積
立不足相当額を一括拠出するこ
とにより償却することは認められ

ていない。
　また、閉鎖型確定給付企業年
金について、受給権者等が存在
しなくなった（給付終了）ことに伴
い制度終了する場合の残余財
産の取り扱いが規定されていな

い。

費用に充てるべきものであり、事業主の利益として についてやむを得ず事業主に返還する方法を可能と 約承認取消しのタイミングにより、受給権者の間で相当な不

はならないため、残余財産についても全額を加入者 すべきである。 公平感が生じる恐れがあり、現実的ではない）。

等に支払うこととしている。
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以下の者については、現在、連合会への資産の移換が認
められておらず、結果的に年金受給の選択肢がない状態
にあるため、本人の選択により連合会への移換を可能とす

ることを認めていただきたい。
(1) 確定給付企業年金法第91条の3における終了制度加入
者等は、同条により残余財産の連合会への移換を申し出
ることができるとされているが、当該終了制度加入者等は
「終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した
日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた

5053 5053031 G32 z13019 厚生労働
省

（1）確定給
付企業年
金法第91
条の3第1
項

（2）確定給
付企業年
金法第41
条第4項

（1）確定給付企業年金の制度終了時に
おいて老齢給付金の受給権のない者
が残余財産を連合会に移換することは

認められていない。

（2）事業所脱退による資格喪失の場
合、脱退一時金の繰下げはできない。

c、d Ⅰ 

（1）確定給付企業年金法第91条の3第1項において、
終了した場合の残余財産を、老齢給付金の支給に
関する義務を負っていた者として加入者・受給権者
にかかわらず企業年金連合会に移換できることと

なっている。
（2）事業所脱退の場合は、事業主が据置利率に対
応する追加拠出を行わないため、繰下げ（当該時点
以降に支給開始をすること）を認めることは困難であ

る。

- 社団法人信託協会 31 A 
確定給付企業年金における制度
設計の自由度向上（その２） 

者に限る」とされており、老齢給付金の受給権のない者は
含まれていない。一方で、同法第91条の2で中途脱退者
は、脱退一時金相当額の連合会への移換を認められてい
るが、上述の老齢給付金の受給権のない者は、中途脱退
者に該当しないことから、また分配を受けたのが残余財産
であることから、移換ができない状況となっている。このよう
な者にも将来の年金受給の道を開くため、本人の希望によ
り連合会移換を可能とする法改正をお願いしたい。

《改正案》同法第91条の3の「（終了した確定給付企業年金
の事業所等がその終了した日において老齢給付金の支給
に関する義務を負っていたものに限る。以下この条及び第
93条の2第1項第2号において同じ。）」を削除する。（また
は、中途脱退者である制度終了加入者等については、制
度終了に係る分配額をもって中途脱退者の脱退一時金相
当額とみなして連合会へ移換することができると解釈す

る。）
(2) 確定給付企業年金法第41条第4項では、事業所脱退し
た場合（同法第27条第3項）には脱退一時金の支給の繰下
げができないとされている。一方で、脱退事業所の加入者

(1)「終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した
日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた
者」は分配額を連合会へ移換して老齢給付金を得ることがで
きるのに対し、「終了した確定給付企業年金の事業主等がそ
の終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を
負っていない者」は一時金でしか受け取ることができないた
め、ポータビリティの拡充との整合をとるべきであること。（な
お、厚生年金基金の解散基金加入員等には同様の制限が
なく、厚生年金基金が解散しなかったとしたら中途脱退者で
あったはずの者を含めたすべての解散基金加入員等が連合
会への分配額の移換が可能となっていると認識している。）
(2) 事業所脱退する前日に資格喪失した者と事業所脱退す
る日に資格喪失した者とで、連合会移換の可否が異なってし
まうため、ポータビリティの拡充との整合をとるべきであるこ
と。（なお、厚生年金基金において設立事業所が減少した場
合、当該減少事業所の加入員であった者も中途脱退者とし

て連合会への移換が可能。）

(1)法第91条の3
(2)法第41条第4項

厚生労働省

であったものでかつ同法第41条第2項第2号のものは、同
法第81条の2の中途脱退者に該当しないため（老齢給付の
受給権があるため）脱退一時金相当額の連合会への移換
もできず、脱退一時金の支給の繰り下げもできない状況に
ある。このような者の年金受給の選択肢を確保するため、

連合会への移換を可能としていただきたい。
《改正案》

同法第41条第4項の(　)内に法第27条第3項を加える。

①移換申出期限は次のように規
制される。

ア． 確定給付型企業年金(※)か
ら企業年金連合会への移換の
場合、「移換元制度における加

5057 5057051 G32 z13019 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法施行令
第50条の
2、第65条
の5第1
項、第73
条第5項、
第6項、第
7項

厚生年金
基金令第
41条の3の
4、第41条
の7

脱退一時金相当額の移換申出期限
は、政令により規定されている。

c、d Ⅰ 

①脱退一時金相当額の移換の仕組み（いわゆる企
業年金間のポータビリティ）は、離転職や年金受給に
おけるデメリットとならないインフラ整備が求められる
状況において、事業主等の事務負担も踏まえ今後
ポータビリティを発展させていく上で必要最低限の

ルールを法令に定めたものである。
②退職時点における脱退一時金の移換に係る選択
については、例外的に選択を留保した者以外は退職
時点で連合会または転職先に移換するか受給する

かを選択させる仕組みを認めている。
ＩＲＡ の導入については、昨年10月に施行されたポー
タビリティ制度により、給付建て制度から本人の申出
で確定拠出年金に持ち込めることとしたところであ
り、それにより十分対応できていると考えている。

企業年金のポータビリティは、あくまでも転職者本人
の自己責任に重点を置いた制度とし、事業主への過
度な負担は回避すべきである。そのためにも、事業
主が退職した元従業員の年金資産を管理すべき移
管申出期限については、各企業の実情に踏まえた
労使合意による期限の設定を容認すべきである。

（社）日本経済団体
連合会

51 A 

企業年金における脱退一時金相
当額の移換申出期限の弾力化
および移換時対応の見直し【新

規】

①脱退一時金相当額の移換申出期限については、個別企
業の状況を踏まえた労使合意により期限を定めるべきで、

法による一律的な規定は廃止すべきである。
②確定給付型企業年金のポータビリティについては、転職
者の年金化の途を確保するうえで通算の仕組みを設ける
ことは重要であるが、あくまでも転職者本人の自己責任に
重点を置いた制度とし、企業への過度な負担は回避すべ
きである。例えば、退職時点で、ア．転職先への移換、イ． 
受給可能な脱退一時金の受給、ウ．上記以外は企業年金
連合会への移換、のいずれかを選択する制度を原則とし、
説明すべき事項も簡素化すべきである。また、あわせて米
国のIRA のような制度の導入を検討すべきである。

　脱退一時金相当額の移換は、企業の私的年金制度におけ
る取扱いに係る問題である。申出期限等その詳細について
は、基本的に各企業の状況を踏まえて労使合意により決定
すべきであり、法令等により一律的に規定(規制)すべきもの
ではない。また、ポータビリティの活用は個人の自己責任を
原則とすべきであり、参加も制度や企業ベースでなく、個人
の自由意志でなされることが適当である。その通算を担う組
織も、独立性・透明性を重視した組織・スキームの構築を検

討すべきである。

確定給付企業年金
法施行令第50条の
2、第65の5、第73
条、第88条の2
確定給付企業年金
法第91条の2

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

入者資格喪失日から起算して1 
年経過した日」までの期間

イ． 確定給付型企業年金間、も
しくは確定給付型企業年金から
確定拠出年金への移換の場
合、ア． の期間または、「移換先
制度における加入者資格取得
日から3ヵ月経過した日」の何れ

か早い日までの期間
②確定給付型企業年金からの
中途脱退者については、脱退一
時金相当額の企業年金連合会
(連合会)への移換を申し出るこ
とが可能であり、申し出を受けた
年金基金等は対応しなければな
らないこととされている。なお、
移換元、移換先の規約に定めが
あれば、連合会から他の確定給
付型年金制度や、連合会を介し
ない年金制度同士の移受換が

可能となっている。
（※ 確定給付企業年金／厚生

年金基金）

5053 5053047 G33 z13020 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法第89条
第6項
確定給付
企業年金
法施行令
第56条、
第57条

　確定給付企業年金法における解散時
の残余財産の分配は解散時における
各人の「最低積立基準額」の比率に応
じて分配することとされている。

c  Ⅱ  

制度終了時までの加入者期間に見合う給付額（最低
保全給付額）を給付するための原資たる最低積立基
準額の比率による、現行の残余財産の分配基準を

改定することは考えていない。

残余財産の分配基準が硬直的であるため、分配額
が脱退時の予定利率に左右されてしまう。脱退時期
に左右されないよう脱退者間の公平性を保つために
は、従前の一時金原資を保証する方が納得性が高
い。労使合意に基づく分配方法を個々の実施企業が
実情に即して定めればよいが、法においては現状に
見合った分配方法の選択肢を準備すべきである。

社団法人信託協会 47 A 
確定給付企業年金における企業
年金解散時の残余財産の分配基

準の改定

・現状では、確定給付企業年金については、制度終了時の
残余財産分配に関する基準は最低積立基準額を基準とす

ることとされている。
・このため、保証期間付終身年金の場合、制度終了時に
「保証期間部分を優先的に配分する」といった分配を行うこ

とができない。
・確定給付企業年金の制度終了時に「保証期間の現価（終
身部分を除いたもの）を優先的に分配し、その後終身部分
を基準として分配する」ことも可能としていただきたい。

確定給付企業年金については退職一時金を移行原資とする
ことも多い。その際、確定給付企業年金につき、保証期間付
終身年金制度とした場合でも、当該退職一時金と保証期間
部分（終身部分を除く。以下同じ）の現価が対応するように制
度設計されることが通常であり、そのため、選択一時金につ
いても、保証期間部分に対応させることが一般的である。こ
のため、制度終了時においても「保証期間部分を優先的に
分配したい」というニーズが高いことから要望するもの。

確定給付企業年金
法第89条第6項
確定給付企業年金
法施行令第57条
確定給付企業年金
法施行規則第54条

厚生労働省

「残余財産についても全額を加入者等に支払うことと
している」との回答であるが、今回要望しているの
は、支払うべき加入者等が存在しなくなった場合の

残余財産の取扱いである。

現在、適格年金から確定拠出年金への移行が進ん
でおり、この際に、適格年金の受給者が存在する場
合には、受給者を確定拠出年金に移行することは出
来ない為、当該受給者の給付のためだけに、旧来の

5053 5053048 G33 z13020 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法第89条
第6項

確定給付企業年金制度の終了時にお
ける残余財産を事業主に返還すること

は認められていない。
c Ⅰ 

確定給付企業年金の積立金は年金事業に要する費
用に充てるべきものであり、事業主の利益としてはな
らないため、残余財産についても全額を加入者等に

支払うこととしている。

適格年金に年金資産を残して運営する方法（閉鎖型
適格年金）が一般的である。

平成24年3月の適格年金の廃止を受けて、このよう
な閉鎖型適格年金についても、受給者の不利益につ
ながらないように新たな受皿となる確定給付企業年
金へ移行して存続することが必須となっている。

ところが、必要となる受給者の給付が全うされた時点
でこの閉鎖型の確定給付企業年金の役目は終了
し、残余財産については事業主に返還するのが、合
理的かつ唯一の方法であるが、確定給付企業年金
における現行の法体系では、加入者・受給者が存在

社団法人信託協会 48 A 
閉鎖型確定給付企業年金におけ
る残余財産の取扱いの明確化

・閉鎖型確定給付企業年金について、受給権者等が存在
しなくなった（給付終了）ことに伴い制度終了する場合の残

余財産の取り扱いが規定されていない。
・このため、当該残余財産については事業主へ返還できる

ことを規定していただきたい。

この場合、閉鎖年金終了時の最後の受給者が最終給付時
に残余財産のすべてを受け取る（分配される）ことが想定さ
れるが、バランスに欠ける取扱いと思われ、また、実質的に
受給権者保護の観点からも問題が生じないため、事業主へ
返還できることを要望するもの。（一方、受給権者等が少数と
なったときに、確定給付企業年金法第102条第6項の規定に
より、当該閉鎖型確定給付企業年金に係る規約の承認の取
消しをすることも考えられるが、この場合、規約承認取消しの
タイミングにより、受給権者の間で相当な不公平感が生じる

恐れがあり、現実的ではないものと考える。）

確定給付企業年金
法第89条第6項

厚生労働省

しなくなる制度を想定しないために当該取扱が不可
能となっている。

この現状の法令では事業主側において閉鎖型の確
定給付企業年金の導入に消極的になり、結果とし
て、平成24年3月の適格年金の廃止を受けて大量の
閉鎖型適格年金の解除につながる可能性があること
から、これによる受給者本人の不利益を回避するた

めにも、本要望を認めて頂きたい。
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確定給付

5057 5057056 G33 z13020 厚生労働
省

企業年金
法第89条
第6項
確定給付
企業年金
法施行令
第56条、

　確定給付企業年金法における解散時
の残余財産の分配は解散時における
各人の「最低積立基準額」の比率に応
じて分配することとされている。

c  Ⅱ  

制度終了時までの加入者期間に見合う給付額（最低
保全給付額）を給付するための原資たる最低積立基
準額の比率による、現行の残余財産の分配基準を

改定することは考えていない。

残余財産の分配基準が硬直的であるため、分配額
が脱退時の予定利率に左右されてしまう。脱退時期
に左右されないよう脱退者間の公平性を保つために
は、従前の一時金原資を保証する方が納得性が高
い。労使合意に基づく分配方法を個々の実施企業が
実情に即して定めればよいが、法においては現状に
見合った分配方法の選択肢を準備すべきである。

（社）日本経済団体
連合会

56 A 
企業年金解散時の残余財産の分

配基準の改定

　
　確定給付企業年金の制度終了時に、保証期間の現価
（終身部分を除いたもの）を優先的に分配し、その後終身
部分を基準として分配することを可能とすべきである。

　確定給付企業年金については退職一時金を移行原資とす
ることも多い。その際、確定給付企業年金につき、保証期間
付終身年金制度とした場合でも、当該退職一時金と保証期
間部分（終身部分を除く。以下同じ）の現価が対応するように
制度設計されることが通常である。そのため、選択一時金に
ついても、保証期間部分に対応させることが一般的であり、
制度終了時においても「保証期間部分を優先的に分配した

い」というニーズが高い。

確定給付企業年金
法第89条6項

確定給付企業年金
法施行令第57条
確定給付企業年金
法施行規則第54条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

　確定給付企業年金について
は、制度終了時の残余財産分
配に際して最低積立基準額を基
準とすることとされており、保証
期間付終身年金の場合、制度
終了時に「保証期間部分を優先
的に配分する」といった分配を行

うことができない。
第57条

・ 現状の確定給付企業年金の承認・認可手続においては、
原則として事前の承認・認可手続が必要とされており、不利
益変更を除けば過度の規制となっていると考えられる。
・ また、厚生年金基金は最多でも1,800基金程度であったた

5053 5053057 G34 z13021 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法第5条、
第6条、第
12条、第
16条

　確定給付企業年金の規約の制定・変
更においては、軽微な変更を除き厚生
労働大臣の承認が必要。（軽微な変更
は届出。一部、届出を不要とするものも

ある。）
　確定給付企業年金の一部の事業所
に係る権利義務を他の確定給付企業
年金に承継する場合には、厚生労働大

臣の承認、認可が必要。

c（一部b） Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 

　　確定給付企業年金における規約の変更にかかる
承認・認可申請手続きについては、例えば、加入者
にとって将来の給付の額が減るなど不利益な変更と
なる恐れがあることから、必要最低限のものについ
て、承認・認可を必要としているところ。ただし、今
後、加入者や受給者の権利と直接関係のない規約
変更であって、届出制の導入が可能と考えられる具
体的事例が示されれば、届出制の適用範囲拡大に

ついて、検討することとしたい。

年金支給月、給付金の端数処理に関する受給者の
不利益とならない変更等については、事後届出制と
するなど、緩和対象範囲の拡大を図るとともに、申請
手続に係る提出書類の簡素化については早急に検

討すべきである。

社団法人信託協会 57 A 
確定給付企業年金における規約
の承認・認可手続きの緩和

・確定給付企業年金の規約の変更等に際しては、軽微な
変更を除き、厚生労働大臣の承認・認可が必要となってい

る。
・確定給付企業年金における承認・認可手続きについて、
現在の承認・認可に係る審査基準を明確化した上で、不利
益変更に該当しない場合等、一定の条件を充たす場合に
つき事後届出制を導入すること、及び届出不要とする範囲

を拡大することを要望する。

め認可申請制度でも運営が可能であったと思われるが、現
在の45,000件以上の適格年金（100人以上でも10,000件超）
が確定給付企業年金へ移行するにあたっては、スムーズな
許認可運営のためにも、手続きの緩和が不可欠と考える。
・ 確定給付企業年金の導入から約４年間が経過したところで
確定給付企業年金の実施件数は約1,400件を超えたところで
あるが、一方で、適格年金の廃止までの期間が約６年間であ
ることを踏まえると、今後、確定給付企業年金の承認・認可
申請の件数は大幅に増加するものと予想される。このため、
現実的には、受給権保護にも配慮しつつ承認・認可手続きの

確定給付企業年金
法第5条、第6条、
第7条、第12条、第
16条、第17条

確定給付企業年金
法施行規則第7条
～第10条、第15条
～第18条

厚生労働省

一層の合理化を図ることが求められる。
・ 上記を勘案し、審査基準を明確化した上で一定の条件を
充たす場合につき、事後届出制を導入すること、及び、届出

不要とする範囲を拡大することを要望するもの。

・確定給付企業年金における規約の承認・認可申請手続き
①、②については、ご要望を踏まえ、今後、見直しの においては、以下の①～④のとおりの書類等が必要とされ

確定給付 必要性を検討してまいりたい。 ている。
企業年金 ③については、規約型確定給付企業年金において ・認可申請における書類について、以下の措置をお願いし

の規約の は、企業の資産と企業年金の積立金を分別し、企業 たい。

承認及び 確定給付企業年金における規約の承 の倒産等の影響から年金資産を隔離することによ ①「加入者となる者の数を示した書類」について、計算基準 「確定給付企業年

5053 5053058 G34 z13021 厚生労働
省

認可につ
いて平成
14年３月
29日年企
発第
0329003 

認又は認可に必要な申請書類は、申請
内容に応じ、「確定給付企業年金の規
約の承認及び認可について（平成14年
３ 月29日年企発第0329003号・年運発
第0329002号）」別紙３で明確化してい

る。

c（一部b） Ⅳ 

り、加入者の受給権を保護する観点から、法律によ
り社外での積立を強制することとし、事業主が、運用
受託機関と資産管理運用契約を結ばなければならな
いとされている（法６５ 条）。規約の承認時において、
上記契約が締結されているかどうかを確認するため
には、「資産管理運用契約に関する書類」を審査する

①、②について検討のスケジュールを明確にされた
い。

社団法人信託協会 58 A 
確定給付企業年金における規約
の承認・認可申請手続きの簡素化

日時点での加入者数は「給付の設計の基礎を示した書類」
もしくは「財政再計算報告書」で確認できるため不要として

いただきたい。
②適年から権利義務承継により確定給付企業年金移行す
る場合、「権利義務移転の限度を示した書類」は、全部の

移転しかないため、不要としていただきたい。
③「資産管理運用契約に関する書類」および「業務委託に

・①～③については、上記のとおり。
・④は申請時の無用な混乱回避のため明確化すべきと考え

る。

金規約の承認及び
認可の基準等につ
いて」（平成14年3
月29日年企発第
0329003号・年運発
第0329002号） 別
紙3別添

厚生労働省

号・年運発 必要があり、必要書類からこの書類を除くことは、受 関する書類」は、受託機関の変更時等にも提出しないこと
第0329002 給権保護を図る必要性から、困難である。 から、不要としていただきたい。

号）別紙３ ④については、真に同意があったことを確認するた ④「･･･の同意を得たことを証する書類」は、基金・事業主が

め、「同意書」自体の提出も求めているところ。 証明する書類のみとし、「同意書」の提出が不要であること
を明確化していただきたい。

確定給付 厚生年金の一部を代行する厚生年金基金と異なり、

5053 5053059 G34 z13021 厚生労働
省

企業年金
法施行令
第３５条
確定給付
企業年金
法施行規

確定給付企業年金においては、加入者
が掛金の一部を負担することとなるとき
及び当該掛金の額が増加するときに
は、本人の同意を必要としている。

ｃ  Ⅱ  、Ⅲ  

確定給付企業年金は労使共助ではなく事業主負担
を基本とする制度であることに鑑みれば、加入者が
掛金を負担する場合には、事前に加入者本人の同
意を得て、本人の理解の下に制度運営が行われる
べきであり、事後的な規約の周知義務等があること
を理由に加入者本人の事前の同意が不要であると

- 社団法人信託協会 59 A 
確定給付企業年金における加入
者負担掛金導入時等の手続きの

簡素化

・確定給付企業年金において、加入者負担掛金の導入ま
たは額の引上げについては、加入者本人の同意を得ること

が必要とされている。
・加入者負担掛金の導入・引上げについて、本人の同意は

不要としていただきたい。

規約に加入者負担掛金の有無で給付額が異なる記載があ
ること、基金または事業主はその規約について加入者に周
知する義務があること、拠出に同意しない加入者はその旨を
選択できることから、同意の取得は不要としても差し支えな

いと考える。

確定給付企業年金
法施行令第35条
確定給付企業年金
法施行規則第37条

厚生労働省

則第３７条 考えることはできない。
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確定給付
企業年金
法（平成13
年法律第
50号）第11
条第７号
及び第19
条第１号

確定給付
企業年金
法施行令
（平成13年
政令第424
号）第５条
第１項

確定給付
企業年金
制度につ
いて（平成
14年３月
29日年発
第0329008
号）第二

○　いわゆる基金型確定給付企業年金
（以下「企業年金基金」という。） におい
ては、契約の相手方（以下「運用受託機
関」という。）の名称など基金資産運用
契約に関する事項を規約に定めなけれ
ばならないこととされており（確定給付
企業年金法（平成13年法律第50号、以
下「法」という。）第11条及び確定給付企
業年金法施行令（平成13年政令第424
号）第５条第１号）、かつ、企業年金基
金の規約の変更には代議員会の議決
が必要であるとされている（法第19条第

１ 号）。
○　ただし、迅速かつ効率的な業務執
行の必要性に照らし、規約に定めなけ
ればならないとされている事項のうち、
基金資産運用契約に関する事項につ
いては、厚生年金基金と同様に、規約
上に、規約とは別に「運用管理規程」を
定める旨を規定した上で、規約とは別
に運用管理規程を定めることができ、こ
の場合、運用管理規程に記載される事
項については、重ねて規約に記載する
ことを要しない(この旨は、厚生労働省
年金局長通知「確定給付企業年金制度
について」(平成14年３月29日年発第
0329008号)中の第二において示してい
るところ)。すなわち、運用受託機関の
名称は運用管理規程に記載されること

となる。
運用管理規程の変更については、規約
に変更手続が記載され、当該手続が受
給権保護のための意思決定過程の透

d 

○　いわゆる基金型確定給付企業年金（以下「企業
年金基金」という。） においては、契約の相手方（以下
「運用受託機関」という。）の名称など基金資産運用
契約に関する事項を規約に定めなければならないこ
ととされており（確定給付企業年金法（平成13年法律
第50号、以下「法」という。）第11条及び確定給付企
業年金法施行令（平成13年政令第424号）第５条第１
号）、かつ、企業年金基金の規約の変更には代議員
会の議決が必要であるとされている（法第19条第１

号）。
○　ただし、迅速かつ効率的な業務執行の必要性に
照らし、規約に定めなければならないとされている事
項のうち、基金資産運用契約に関する事項について
は、厚生年金基金と同様に、規約上に、規約とは別
に「運用管理規程」を定める旨を規定した上で、規約
とは別に運用管理規程を定めることができ、この場
合、運用管理規程に記載される事項については、重
ねて規約に記載することを要しない(この旨は、厚生
労働省年金局長通知「確定給付企業年金制度につ
いて」(平成14年３月29日年発第0329008号)中の第
二において示しているところ)。すなわち、運用受託機
関の名称は運用管理規程に記載されることとなる。
運用管理規程の変更については、規約に変更手続
が記載され、当該手続が受給権保護のための意思
決定過程の透明化の必要性に照らし、適正と認めら
れ、かつ、迅速かつ効率的な業務執行にも配慮され
たものであれば、必ずしも代議員会の議決を要しな
いものとすることができる（前掲年金局長通知参
照）。左制度の現状を踏まえれば、御要望について

は現行制度で対応可能である。

- 社団法人信託協会 60 A 
基金型確定給付企業年金におけ
る運用受託機関の変更手続きの

簡素化

・受託機関の変更を行う場合には、基金型確定給付企業
年金においては、代議員会の議決が必要とされている。
・受託機関の変更について、基金型確定給付企業年金で
は厚生年金基金同様に、理事会の議決により可能とする

取扱いを認めていただきたい。

運用管理規程の変更手続きを規約上明記することにより意
思決定が透明なものとなり、適正であると考える。

「確定給付企業年
金規約の承認及び
認可の基準等につ
いて」（平成14年3
月29日年企発第
0329003号・年運発
第0329002号） 別
紙1　2-7 ④

厚生労働省

・確定給付企業年金における規約の変更にかかる承
認・認可申請手続きについては、例えば、加入者に

　現状の確定給付企業年金は、原則として事前の承認・認可
手続が必要とされており、不利益変更を除けば過度の規制

とって将来の給付の額が減るなど不利益な変更とな 年金支給月、給付金の端数処理に関する受給者の となっている。 　確定給付企業年金制度では、

5057 5057054 G34 z13021 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法第5条、
第6条、第
12条、第
16条

　確定給付企業年金の規約の制定・変
更においては、軽微な変更を除き厚生
労働大臣の承認が必要。（軽微な変更
は届出。一部、届出を不要とするものも

ある。）
　確定給付企業年金の一部の事業所
に係る権利義務を他の確定給付企業
年金に承継する場合には、厚生労働大

臣の承認、認可が必要。

c（一部b） Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 

る恐れがあることから、必要最低限のものについて、
承認・認可を必要としているところ。ただし、今後、加
入者や受給者の権利と直接関係のない規約変更で
あって、届出制の導入が可能と考えられる具体的事
例が示されれば、届出制の適用範囲拡大について、

検討することとしたい。
・添付書類についても、承認等に当たり必要最低限
のものについて、添付を要請しているところ。ただし、
今後、添付を省略しても問題ないと考えられる具体
的事例が示されれば、当該添付書類の省略につい

不利益とならない変更等については、事後届出制と
するなど、緩和対象範囲の拡大を図るとともに、申請
手続に係る提出書類の簡素化については早急に検
討すべきである。検討のスケジュールについてお示
し願いたい。適格退職年金において自主審査による
届出を容認する事項については、ぜひ平仄を合わせ

てほしい。
　また、確定拠出年金におけるQ&A などは実務に役
立っており、確定給付企業年金においても手続効率
化、迅速化のため同様に判断事例等を広く開示いた

（社）日本経済団体
連合会

54 A 
規約の承認・認可申請手続きの緩

和

　確定給付企業年金における承認・認可手続きについて、
現在の承認・認可に係る審査基準を明確化したうえで、不
利益変更に該当しない場合等、一定の条件を充たす場合
につき事後届出制を導入する、および届出不要とする範囲

を拡大すべきである。
　また、事前の承認・認可手続を要する場合においても、申
請手続きに係る提出書類を簡素化すべきである。

　法令等の解釈の修正・追加、個別事例集もしくは確定給
付企業年金用Q&A を作成するなど、規約の承認・認可基準
をできる限り明確化し、手続きを効率化すべきである。

　厚生年金基金は最多でも1,800基金程度であったため、認
可申請制度でも運営が可能であったと想定されるが、現在
50, 000件以上ある適格年金（加入者数100人以上のものでも
10, 000件超）が確定給付企業年金へ移行するにあたっては、
スムースな許認可運営のためにも、手続きの緩和が不可欠

と考える。
　確定給付企業年金の導入から約3年間が経過したところで
確定給付企業年金の実施件数は約1,100件を超えたところで
あるが、一方で、適格年金の廃止までの期間が約7年間であ
ることを踏まえると、今後、確定給付企業年金の承認・認可
申請の件数は大幅に増加するものと予想される。このため、

確定給付企業年金
法第5条、第6条、
第7条、第12条、第
16条、第17条

確定給付企業年金
法施行規則第7条
～第10条、第15条
～第18条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

規約（制度）の制定・変更に係る
承認・認可申請手続きについ
て、適格退職年金制度からの移
行の場合を含め、原則として、厚
生労働大臣へ申請書を提出し、
事前に承認・認可を受けなけれ
ばならない。また、申請に要する
書類は多岐にわたっている。
　さらに、事前に当局に個別照
会を行わなければならない事例
が多く、規約の承認・認可手続

て、検討することとしたい。 だきたい。 受給権保護にも配慮しつつ承認・認可手続きの一層の合理 に時間を要している。

・確定給付企業年金制度に係る照会事例集について 化を図ることが求められる。

は、今後公表することとしたい。

5057 5057059 G34 z13021 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法施行規
則第5条、
第6条

給付減額を実施する場合には、減額対
象者の３分の２以上の同意取得等のほ
か、給付減額の理由が必要。また、受
給者の給付減額を行う場合には、当該
受給者等が希望したときには、最低積
立基準額相当を一時金として受け取る
ことができる等、減額前の最低積立基
準額が確保されるような措置が必要。

c  Ⅲ  、Ⅳ  

加入者や受給権者等の受給権保護を図るために
は、給付減額の実施について厳格な要件を定めるこ
とが必要であり、労使合意のみで給付減額を可能と

することは認められない。
　企業年金は、選択一時金を選択せず年金を選択し
た受給者に対しては、年金を支給する約束を行って
いるのであるから、給付減額の際に受給者が希望し
て受け取ることができる額を、一般に年金の現価より
も小さい選択一時金とするのは、適切ではないと考

えている。

従業員の雇用を守るためにも、各企業労使におい
て、自主的に給付引下げの意思決定ができる仕組
みが必要であると考えられることから、各年金制度に
おける給付引下げについて、基本的に労使合意さえ
あれば、給付引下げの理由は問わないものとすべき

である。
現行の一時金精算額の基準は、給付減額を行う際
の障害になっている。給付減額時の受給（権）者が希
望する清算一時金については、労使の合意に基づき
制度上の選択一時金額とすることを認めるべきであ
る。年金制度の維持のため、労使合意のうえやむを
得ず減額を行うにもかかわらずさらに財政を悪化さ
せる方向に向かうことは回避しなければならない。受
給者が最も受け入れやすく、また財政上も影響を最
小限に止められるのは、従前の選択一時金額を選
択肢とすることであり、認めていただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

59 A 
確定給付型の企業年金における
給付減額に係る承認基準及び手

続きの緩和

　各年金制度において、制度存続のための労使合意による
給付減額を可能とすべきである。また、給付減額時に受給
（権）者が希望した場合の一時金清算については、制度上

の選択一時金額とすることを認めるべきである。

（＊）したがって、制度を継続するためなど、やむを得な
い場合の給付減額時に、受給（権）者が希望した場合
の一時金清算については、労使の合意に基づき、制度
上の選択一時金額とすることを認めるべきである。

　制度の存続を図り、従業員の雇用を守るためにも、各企業
労使において、自主的に給付減額の意思決定ができる仕組
みが必要である。また、退職一時金からの移行が一般的で
ある実態を踏まえると、希望者に対する一時金清算を行う場
合、労使が退職一時金として認識している制度上の選択一

時金を用いるのが妥当である。
　現行の割引率を適用すると、最低積立基準額相当の支給
額は、概して選択一時金ベースと比較して過大となり、受給
(権)者の大多数が一時金清算を選択することが想定され、結
果として、年金制度の維持という趣旨に合致しないだけでは
なく、年金財政に致命的な影響を及ぼしかねない。

　例えば、現在、厚生年金基金の解散時には、当面の措置と
して「最低責任準備金以上、最低積立基準額以下で規約に
定める額(労使合意した額)」の資産を保有していれば、一括
拠出を行う必要がなく、最低積立基準額以下で規約に定める
額(労使合意した額)から最低責任準備金を除いた金額を分

配することが認められている。（＊）

確定給付企業年金
法第5条、第6条
確定給付企業年金
法施行令第4条
確定給付企業年金
法施行規則第5条、

第6条
「厚生年金基金の
設立認可について」
(昭和41年9月27日
年発第363号)

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

　現状の制度では、給付減額の
認可基準が厳しいため、現行の
運用環境下においても高い予定
利率を維持しなければならな
い。また、希望者に対して支給
する一時金は、最低積立基準額
相当とすることが義務付けられ
ており、減額前の最低積立基準
額を確保する措置が必要になっ

ている。

・確定給付企業年金規約の承認・認可は、事前の承認・認可
手続が必要とされており、過度の規制となっていると考えら
れる。適格退職年金制度では受託機関が自主審査を行い国
税庁へ届出を行うことにより実施することができたが、確定
給付企業年金では事業主等が厚生労働大臣へ承認・認可
申請を行わなければならず、企業年金制度を実施しようとす

5089 5089011 G34 z13021 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法第5条、
第6条、第
12条、第
16条

　確定給付企業年金の規約の制定・変
更においては、軽微な変更を除き厚生
労働大臣の承認が必要。（軽微な変更
は届出。一部、届出を不要とするものも

ある。）
　確定給付企業年金の一部の事業所
に係る権利義務を他の確定給付企業
年金に承継する場合には、厚生労働大

臣の承認、認可が必要。

c（一部b） Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 

　　確定給付企業年金における規約の変更にかかる
承認・認可申請手続きについては、例えば、加入者
にとって将来の給付の額が減るなど不利益な変更と
なる恐れがあることから、必要最低限のものについ
て、承認・認可を必要としているところ。ただし、今
後、加入者や受給者の権利と直接関係のない規約
変更であって、届出制の導入が可能と考えられる具
体的事例が示されれば、届出制の適用範囲拡大に

ついて、検討することとしたい。
　添付書類についても、承認等に当たり必要最低限
のものについて、添付を要請しているところ。ただし、
今後、添付を省略しても問題ないと考えられる具体
的事例が示されれば、当該添付書類の省略につい

て、検討することとしたい。

- 生命保険協会 11 A 
確定給付企業年金における規約
の承認・認可申請手続きの簡素化

・確定給付企業年金における規約の制定にかかる承認・認
可申請手続については、多くの書類を添付して厚生労働大

臣へ申請書を提出しなければならない。
・また、規約の変更にあたっては、部分的に届出制となって
いるものの、原則として規約制定時と同様に厚生労働大臣

へ申請書を提出する必要がある。
・ついては、届出で足りる（もしくは届出不要の）規約変更内
容の範囲を拡大するとともに、申請書類の簡素化を図って

いただきたい。
・さらに、一定要件を充たす場合は、規約の制定にあたって

も届出制を導入していただきたい。

る事業主等の負担が大きく増加している。
・厚生年金基金は最多でも1,800基金程度であったため認可
申請制度での運営が可能であったと思われるが、現在の
50, 000件以上の適格年金（100人以上でも10,000件超）が確
定給付企業年金へ移行するにあたっては、厚生労働省のス
ムーズな許認可事務運営のためにも、手続きの簡素化が不

可欠であると考える。
・確定給付企業年金の導入から約３年半が経過したところで
確定給付企業年金の実施件数は約1,200件を超えたところで
あるが、一方で、適格退職年金制度の廃止までの期間が約
６ 年半であることを踏まえると、今後、確定給付企業年金の
承認・認可申請の件数は大幅に増加するものと予想され、承
認・認可手続きの一層の合理化を図ることが求められる。
・さらに、確定給付企業年金の実施件数の増加に伴い、その
規約変更の件数が増加することは確実であり、さらなる承
認・認可手続きの簡素化を図らなければ厚生労働省の承認・

確定給付企業年金
法第5条、第6条、
第12条、第16条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

確定給付企業年金制度では、規
約（制度）の制定・変更にかかる
承認・認可申請手続きについ
て、適格退職年金制度からの移
行の場合も含め、原則として、厚
生労働大臣へ申請書を提出し、
事前に承認・認可を受ける手続
きを行われなければならない。
（届出で足りる範囲は限定的で
ある。）また、申請に要する書類
は多岐にわたっている。このた
め、円滑な規約の制定・変更に
支障をきたす恐れがある。

認可手続きが遅延することも想定される。
・上記を勘案し、かつ、現在の適格退職年金制度の運営を鑑
み、届出で足りる規約変更内容の範囲を拡大するとともに、
申請書類の簡素化を図ることが必要であると考える。

・さらに、一定要件を充たす場合は、規約の制定にあたって
も届出制を導入することが必要であると考える。
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5053 5053035 G35 z13022 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法施行令
第２４条
確定給付
企業年金
法施行規
則第２５条
から第２９ 
条

確定給付
企業年金
制度につ
いて（平成
１４年３月
２９ 日年発
第0329003
号）

（1）キャッシュバランスプランでは、法令
上、「加入者であった期間のうち規約で
定める期間ごとの各期間につき、定額
又は給与の額その他これに類するもの
に一定の割合を乗ずる方法により算定
したものの再評価を行い、その累計額
を規約で定める数値で除する方法 」と
規定されていることから、「累計額」に自
己都合減額率を乗じて給付額を算定す

ることは認められない。
（2）キャッシュバランス類似制度につい
ては、受給中の年金額を最低額を保証
しつつ、国債の利回り等に連動させて

改定することができる。
　 キャッシュバランスプランの再評価指
標については、客観的かつ合理的に予
測可能なものであり、ある程度安定的
なものについて、指標として用いること
を認めており、定率、国債の利回りに加
えて、「全国消費者物価指数」、「賃金
指数」を用いることができることとなって

いる。

ｃ Ⅱ 、Ⅲ、Ⅳ

（1）キャッシュバランスプランは、加入者であった期間
のうち規約で定める期間ごとの各期間につき、定額
又は給与の額その他これに類するものに一定の割
合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行っ
たものを確定的に給付原資として積み立てていくこと
としている制度であり、その給付原資（いわゆる「仮
想個人勘定残高」）を退職事由等に応じて、減額する

取扱いは認められない。

（2）キャッシュバランス類似制度においては、受給開
始後の最低保障額を指標に連動させて改定する取
扱いを認めていなかったが、平成15年の弾力化によ
り、一定の要件のもとでは、受給開始後の最低保障
額を指標に連動させて改定することが可能となって
いる。しかし、給付額に下限を設けない制度について
は、確定給付という趣旨にそぐわないため、導入は

困難である。
　 キャッシュバランスプランの再評価指標について
は、客観的かつ合理的に予測可能なものについて、
指標として用いることを認めているところ、定率、国
債の利回りに加えて、「全国消費者物価指数」、「賃
金指数」を用いることができるよう平成15年5月に弾
力化した。これ以上の指標の追加は困難である。

- 社団法人信託協会 35 A 
キャッシュバランスプランにおける

制度設計の選択肢拡充

・キャッシュバランスプランに関しては、自己都合減額率を
乗ずることができず、また、再評価率の下限等について制

限が存在する。
・キャッシュバランスプランに関する以下の制限を緩和する

こと
(1) キャッシュバランス制度においては法律上の記載から、
給付額の算出にあたって自己都合減額率を乗ずることが
できないため、規約に複数の給与や別表を規定して実質的
に同様の効果を得ている。規約上の表現を簡潔にするた
め、自己都合減額率を乗じる取扱いを認めていただきた

い。
(2) 給付額に下限を設ける場合の運営の弾力化、再評価
指標の拡大（市場インデックスを組み入れた複合ベンチ
マーク等の認容）等の規制緩和を認めていただきたい。

(1) 現在は法律上の記載から、給付額の算出にあたって自
己都合減額率を乗じることができないため、規約に複数の給
与や別表を規定して実質的に同様の効果を得ている。この
方法は、実質的に同様に近い効果を得てはいるが、規約上
の表現が複雑になること、残高管理を複数行う必要があり管
理コストが高くなること、企業が希望する「残高×自己都合減
額率」と端数処理によっては金額が異なる場合が生じること

から要望するもの。
(2) キャッシュバランスプランは、運用リスクの年金財政への
影響軽減が可能となる有意義な方式であり、たとえば市場イ
ンデックスを組み入れた複合ベンチマークのような市場連動
の指標を採用することが認容された場合、年金財政の安定
化へも寄与すると考えられることから、確定給付型の企業年
金の一層の普及・充実のため更なる選択肢の拡充を求める

もの。

(1)確定給付企業年
金施行令第24条第
1項第3号、確定給
付企業年金施行規
則第25条～第29条
(2)確定給付企業年
金施行法規則第28

条、29条
「確定給付企業年
金規約の承認及び
認可の基準等につ
いて」（平成14年3
月29日年企発第
0329003号・年運発
第0329002号）別紙

1 3-2(4) 

厚生労働省

確定給付
企業年金

①あらかじめ定めた給付を算定
する際の年金換算利率は、通

法施行令 ①キャッシュバランス類似制度においては、受給開 常、下限予定利率を用いるが、
第２４条 　キャッシュバランス類似制度について 始後の最低保障額を指標に連動させて改定する取 キャッシュバランスプランについて、一連の緩和が進 下限予定利率が低下した場合

確定給付 は、受給中の年金額を最低額を保証し 扱いを認めていなかったが、平成15年の弾力化によ められてきたことは評価できるが、より導入しやすく において年金換算利率の引下

企業年金 つつ、国債の利回り等に連動させて改 り、一定の要件のもとでは、受給開始後の最低保障 するためには要望した内容が是非とも必要である。 　キャッシュバランスプランは、運用リスクの年金財政への影 げを行うと、当初の下限利率で

5057 5057050 G35 z13022 厚生労働
省

法施行規
則第２５条
から第２９ 
条

確定給付
企業年金

定することができる。
　キャッシュバランスプランの再評価指
標については、客観的かつ合理的に予
測可能なものであり、ある程度安定的
なものについて、指標として用いること
を認めており、定率、国債の利回りに加

ｃ Ⅱ 、Ⅲ、Ⅳ

額を指標に連動させて改定することが可能となって
いる。しかし、給付額に下限を設けない制度について
は、確定給付という趣旨にそぐわないため、導入は

困難である。
②キャッシュバランスプランの再評価指標について
は、客観的かつ合理的に予測可能なものについて、

①給付額に下限を設けない制度であっても当然に労
使合意に基づくものであり、給与×給付率の金額（元
本）は確保され、一時金ベースでの減額は生じない。
また、給付建てという確定給付年金の趣旨を損なうも

のではないと考える。
②平成15年の弾力化から3年以上経過していること

（社）日本経済団体
連合会

50 A 
キャッシュバランスプランの選択肢

の拡充

　退職一時金制度や適格退職年金からの円滑な移行を促
進するため、以下のとおりキャッシュバランスプランに係る

選択肢の拡充を行うべきである。
①給付額に下限を設けない制度の導入、あるいは、下限を

設ける場合はさらなる運営の弾力化を行う
②市場インデックスなどを用い、従前の再評価率と組み合

わせた再評価指標の拡大を行う

響軽減が可能となる有意義な方式であり、確定給付型の企
業年金における一層の普及・充実のためには、さらなる選択

肢の拡充が必要である。
　特に、再評価率については、キャッシュバランスプランの魅
力を高めるため、あるいは資産運用との連動性を高めるため
にも、市場インデックスを組み入れた複合ベンチマークの指

標の採用を認めるべきである。

確定給付企業年金
法施行規則第26
条、第28条、第29

条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課

定める最低保証額を下回るケー
スが出る。2003年5月30日の厚
生労働省令改正により、規約に
改定方法を示し、受給者の事前
同意を得るなどの一定条件のも
とで、最低保証額の変動が可能

となっている。
制度につ えて、「全国消費者物価指数」、「賃金 指標として用いることを認めているところ、定率、国 から、再評価指標に関する今後の弾力化のスケ ②再評価率については、2003年
いて（平成 指数」を用いることができることとなって 債の利回りに加えて、「全国消費者物価指数」、「賃 ジュールをお示しいただきたい。 5月30日法令解釈（年発第
１４年３月 いる。 金指数」を用いることができるよう平成15年5月に弾 0530001号）の改正により、賃金

２９ 日年発 力化した。これ以上の指標の追加は困難である。 指数や物価指数も適用が可能と

第0329003 なったが、市場連動する評価率

号） は採用されていない。

適格退職年金においては、一時金の受給者が「事業主に対
して社内住宅融資等に基づく借入金の残高がある場合」また

5053 5053033 G36 z13023 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法第34条

確定給付企業年金においては、受給権
の譲渡・担保提供、差押えが禁止され

ている。
c Ⅰ 

確定給付企業年金においては、受給権者の権利を
保護する趣旨から、譲渡、担保提供、差押を法律上
禁止している（差押禁止債権は民法第510条により相
殺も禁止される）。また、そもそも確定給付企業年金
は、適格退職年金における受給権保護が不十分で
あったことから、その受け皿として制定されたもので
ある。したがって、適格退職年金において他の債権
との相殺が認められていることを理由に同様の取扱
いを求める本要望は、確定給付企業年金制度の立
法趣旨に沿わないものであり、認めることは困難で

ある。

- 社団法人信託協会 33 A 
規約型確定給付企業年金におけ
る一定の場合の本人以外への給

付の容認

・現状は、規約型確定給付企業年金における給付に際して
は、資産管理運用機関から受給者以外の者に給付するこ

とは認められていない。
・規約型確定給付企業年金における給付に際して、一定の
要件を満たす場合に資産管理運用機関から受給者以外の
者に給付する取扱を認めていただきたい。（適格退職年金
における一時金の事業主口座への送金に準じた取扱を想

定したもの。）

は「退職に際しやむを得ない事情により事業主から適年契約
に基づく一時金相当額の立替払いを受けた場合」等により、
事業主に対して債務を有する場合において、適年契約の受

託機関が
・受給者からの「適年契約に係る一時金の全部または一部

の受領する旨の委任状」の受領
・債務の存在または立替払いの事実の存在の確認

を行うことを前提に、一時金の事業主口座宛送金が認めら
れている。

上記の取扱いは、適格退職年金において一般化しており、規
約型確定給付企業年金において同様の取扱いが認められな
いことは、適格退職年金からの移行の阻害要因となってい
る。本件、受給者の委任意思確認を前提に実施されているこ

確定給付企業年金
法第34条

厚生労働省

とを勘案し、確定給付企業年金においても適格退職年金と
同様の取扱の容認を要望するもの。

確定給付 要望理由の一つに60歳超の雇用延長への対応を挙 ・60歳超の雇用延長や平均寿命の伸長への対応等、基金・

5053 5053036 G36 z13023 厚生労働
省

企業年金
法施行令
第２５条第

確定給付企業年金における年金給付
の保証期間の上限は２０ 年としている。

ｃ  Ⅱ  
げながら、５０ 歳支給開始を基準に保証期間を設定
すべきとする主張は妥当とは認めがたく、現行の上
限（２０ 年）を直ちに拡大する必要はないと考えてい

- 社団法人信託協会 36 A 
確定給付企業年金における年金
給付の保証期間の制限の緩和・

撤廃

・現状、保証期間の上限は20年とされている。
・現状20年である保証期間の上限を35年に拡大していただ

きたい。

事業主及び加入者の多様なニーズに合わせたより柔軟な制
度設計を可能とするために、要望するもの。

・日本人の平均寿命（男子約80歳、女子約85歳）及び規約に
定めた場合の50歳支給開始を勘案し、保証期間の上限を35 

確定給付企業年金
施行令第25条

厚生労働省

１号 る。 年に拡大することが適当であると考える。
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具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

厚生年金基金の給付は、代行部分を含んでいるとい
・事業所脱退時の一括拠出について、厚生年金基金は加
算部分に係る額も含めて、先取特権の順位が一般債権よ

5053 5053052 G36 z13023 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法

確定給付企業年金の掛金には、先取
特権が認められていない。

c Ⅰ 
う準公的性格を踏まえて、厚生年金基金の掛金に先
取特権が認められているものであり、代行のない確
定給付企業年金に同様の取扱いを認めることは困

- 社団法人信託協会 52 A 
確定給付企業年金の掛金に係る

先取特権の認容

り高いものとされているが、確定給付企業年金においては
そのような規定はない。

・受給権保護が強く求められる確定給付企業年金において

確定給付企業年金でも受給権保護が強く求められているた
め、厚生年金基金と同様の取扱いを要望するもの。

特になし 厚生労働省

難である。 も、当該一括拠出について、先取特権の順位を一般債権よ
り高いものとしていただきたい。

・　中小企

以下の要望を踏まえ、検討スケジュール（結論時期、
措置時期）を明示にされたい。

5057 5057062 G37 z13024 厚生労働
省

業退職金
共済法第
８条、第１ 
７条

・確定給付
企業年金
法第５６条
第３項
・確定拠出
年金法第
５４条、確
定拠出年
金法施行

中小企業退職金共済制度から確定給
付企業年金制度への移行は、中小企
業退職金共済制度に加入している中小
企業者が中小企業者に該当しなくなっ
たときのみ認められており、中小企業
退職金共済制度から確定拠出年金制
度への移行は認められていない。

b Ⅰ 

高齢社会が進展する中、企業における退職金・企業
年金制度について社会の関心が高まる一方、働き方
の多様化、企業の吸収・合併等経済社会の変化へ
の対応としてポータビリティの拡充など制度の充実が
求められている。このような現状を踏まえ、中小企業
退職金共済制度から確定給付企業年金制度や確定
拠出年金制度への移行を認めることについては、中
小企業を対象に調査を行い、先般取りまとめられた｢
企業における退職給付制度に関する調査研究報告
書｣の内容等を踏まえつつ、勤労者の福祉の向上等
の観点から、遅くとも平成１８ 年度中に検討を開始す

ることとしている。

①近年企業会計における退職給付の比重はますま
す高まっており、企業にとって財務体質を早期に健
全化することは、株主・加入者等への責務となりつつ
ある。また、受給権確保にも資することとなる。現在
の過去勤務債務の償却割合上限は企業の個別ニー
ズに十分応えたものではなく、税務当局とも相談いた
だいたうえで、より一層の弾力化を可能としていただ
きたい。なお、当然のことではあるがあくまで償却割
合を変更できる時期に変更することを想定しており、
企業の恣意的な時期に一括償却を要望するもので

はないことを申し添える。
②数理計算上、保護されるべき受給権が確保された
にもかかわらず、さらに残余財産が最終の受給者に

（社）日本経済団体
連合会

62 A 

中小企業退職金共済制度からの
確定給付企業年金、

確定拠出年金への移行の弾力適
用

①中小企業者が中小企業者のまま確定給付企業年金制
度を実施する場合にも、中小企業退職金共済制度の解約
手当金を確定給付企業年金の掛金に充当することを認め

るべきである。
②中小企業退職金共済制度の解約手当金を被共済者に
返還せず、移換できる対象として確定拠出年金も加えるべ

きである。

①企業のアライアンスが活発化している中で、中小企業者が
合併や営業譲渡などの組織変更を行うケースも多い。中小
企業退職金共済契約を実施している中小事業者が確定給付
企業年金を実施している中小事業者と合併するなど、確定
給付企業年金に解約手当金を充当したいとするニーズがあ

る。
②確定拠出年金の設立状況をみても、適格退職年金からの
資産移換が2005年9月末で50％を超えており、中小企業退
職金共済契約からの移換が可能となれば、さらに確定拠出

年金の導入は促進される。

中小企業退職金共
済法第8条、第17条
確定拠出年金法第

54条
確定拠出年金法施
行令第22条

厚生労働省年
金局企業年金
国民年金基金

課
労働基準局勤
労者生活部勤
労者生活課

①中小企業退職金共済制度か
ら確定給付企業年金制度への
移行は、現在、中小企業退職金
共済制度実施事業主が中小企
業者に該当しなくなったときにの
み、中小企業退職金共済制度
の解約手当金を被共済者に返
還せず、確定給付企業年金の
掛金に充当することが認められ

ている。
②中小企業退職金共済制度か
ら確定拠出年金への解約手当
金の移換は認められていない。

令第２２条 一括して分配されることは、受給者間の公平性を著
しく欠くものである。このようなケースでは、残余財産
についてやむを得ず事業主に返還する方法を可能と

すべきである。

高齢社会が進展する中、企業における退職金・企業
・中小企業 年金制度について社会の関心が高まる一方、働き方

5089 5089010 G37 z13024 厚生労働
省

退職金共
済法第８
条、第１７ 
条

・確定給付
企業年金
法第５６条
第３項

中小企業退職金共済制度から確定給
付企業年金制度への移行は、中小企
業退職金共済制度に加入している中小
企業者が中小企業者に該当しなくなっ

たときのみ認められている。

b Ⅰ 

の多様化、企業の吸収・合併等経済社会の変化へ
の対応としてポータビリティの拡充など制度の充実が
求められている。このような現状を踏まえ、中小企業
退職金共済制度から確定給付企業年金制度への移
行を認めることについては、中小企業を対象に調査
を行い、先般取りまとめられた｢企業における退職給
付制度に関する調査研究報告書｣の内容等を踏まえ
つつ、勤労者の福祉の向上等の観点から、遅くとも

「可能な限り早期の実現に向けた検討をお願いした
い。」との要望を踏まえ

検討スケジュール（結論時期、措置時期）を明示にさ
れたい。

生命保険協会 10 A 
中小企業退職金共済制度からの
確定給付企業年金への移行の弾

力適用

中小企業者が確定給付企業年金制度を実施する場合に
も、中小企業退職金制度の解約手当金を被共済者に返還
せず、確定給付企業年金の掛金に充当することを認めて

いただきたい。

企業のアライアンスが活発化している現状において、中小企
業者が合併や営業譲渡などの組織変更を行うケースも多
い。中小企業退職金共済契約を実施している中小事業者が
確定給付企業年金を実施している中小事業者と合併するな
ど、確定給付企業年金に解約手当金を充当したいとする

ニーズがある。

中小企業退職金共
済法第17条

厚生労働省労
働基準局勤労
者生活部勤労
者生活課

年金局企業年
金国民年金基

金課

現在、中小企業退職金共済制
度から確定給付企業年金制度
への移行は中小企業退職金共
済制度実施事業主が中小企業
者に該当しなくなったときのみに

認められている。

平成１８ 年度中に検討を開始することとしている。

5089 5089012 G37 z13024 厚生労働
省

確定給付
企業年金
法附則第
２８条

適格退職年金契約を締結するとともに
中小企業退職金共済契約を締結してい
る中小企業事業主は、適格退職年金契
約に係る資産を中小企業退職金共済
制度へ移換することができない。

b Ⅰ 

高齢社会が進展する中、企業における退職金・企業
年金制度について社会の関心が高まる一方、働き方
の多様化、企業の吸収・合併等経済社会の変化へ
の対応としてポータビリティの拡充など制度の充実が
求められている。また、適格退職年金制度について
は、平成２４ 年３ 月末までに廃止することとされてい
る。このような現状を踏まえ、適格退職年金契約を締
結するとともに中小企業退職金共済契約を締結して
いる中小企業事業主が、適格退職年金契約に係る
資産を中小企業退職金共済制度に移換することを認
めることについては、中小企業の実態等を踏まえな
がら、今後検討していきたいと考えている。

平成２４ 年３ 月末までに適格退職年金制度を廃止し
なければならない状況を踏まえ、具体的な検討時期
の明示をお願いするとともに、可能な限り早期の実

現に向けた検討をお願いしたい。

生命保険協会 12 A 
適格退職年金廃止にともなう他制
度への移行に関する規制緩和

すでに中退共を実施している団体の適格退職年金につい
ても、中退共へ移行を容認いただきたい。

加入者が少ない適格退職年金実施団体では、中退共への
移行を希望するケースが多いが、この要件のために移行を
断念せざる得ないケースがある。この規制をなくすことで廃
止される適格退職年金の移行がスムーズになると考えられ

るため。

法人税法
確定給付企業年金

法
中小企業退職金共

済法

国税庁および
厚生労働省

すでに中小企業退職金共済会
（中退共）に加入している団体
は、適格退職年金を中退共へ移

行できない。
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（特記事項）

　「保険」も「共済」も、一般消費者から見た保障の確実性に 　根拠法のある共済は、各々の
対する期待に変わりは無く、対象を組合員に限定している生 主務官庁の監督を受けて事業を
協であっても、生協の大規模化、商品の高額化・多様化と 行っているが、それぞれの根拠
いった実態を考慮すれば、右記の消費者保護のための規制 法によって監督内容が異なり、

は必要不可欠である。 規制の整合性がとれていない。
  現行、通知に規定されている規制は法的実効性に疑問が  特に消費生活協同組合法につ

5057 5057144 G38 z13025 厚生労働
省

消費生活
協同組合
法第１０条
第１項第４
号

　消費生活協同組合（生協）が行う共済
事業については、消費生活協同組合法
に基づき、生協の特質を踏まえた上で、
現時点において必要と考えられる規制

を行っている。

b Ｉ 

　生協においても、より一層の経営・責任体制の強
化、共済事業における契約者保護等を図る必要性
があるため、現在、有識者による検討会を設置し、検

討を行っているところである。

-
（社）日本経済団体

連合会
144 A 

共済事業にかかる契約者保護
ルールの整備

　消費者保護の観点から、消費生活協同組合法を改正し、
経営の健全性規制（責任準備金の積立基準、共済経理人
の設置、ソルベンシーマージン基準および早期是正措置
等）、情報開示規制、募集規制等については、保険業法、
農業協同組合法と整合的な規制を整備すべきである。ま
た、行政の透明性の観点から、現行の最高限度額や許可
基準等にかかる通知を法令で規定すべきである。

あり、改正の際にパブリックコメント手続に付されないなど、
行政の透明性にも欠いている。

  2006年4月施行の改正保険業法により、根拠法のない共済
については、特定・不特定を相手方とするかどうかに関わら
ず、共通の消費者保護ルールが適用されることを踏まえれ
ば、少なくともこれらの制度の整備状況と平仄を合わせ、消
費生活協同組合法についても抜本的な見直しを行う必要が

ある。

消費生活協同組合
法

厚生労働省社
会援護局地域
福祉課等

いては、保険業法、農業協同組
合法及び今国会に提出された中
小企業等協同組合法改正案と
比較して、健全性規制、募集規
制等の契約者保護ルールが不
十分であり、さらに具体的な
ルールは法令ではなく通達に
よって規定されるなど、透明性に

  金融審議会金融分科会第一部会報告「投資サービス法(仮
称）に向けて」においても、農業協同組合法、中小企業等協
同組合法以外の制度共済について「特に幅広く募集を行って

欠いたものとなっている。また、
今国会に提出された金融商品
取引法上の横断的な利用者保

いるものについては、利用者保護のための適切な措置（販
売・勧誘ルールの整備など） を講ずることが望ましい」と指摘

されている。

護規制も消費生活協同組合法
に基づく共済には適用されない

こととなっている。

・「保険」「共済」ともに一般消費者から見た保障の確実性に 根拠法のある共済は、各々の主
対する期待に変わりはなく、対象を組合員に限定している生 務官庁の監督を受けて事業を
協であっても、生協の大規模化、商品の高額化・多様化と 行っているが、それぞれの根拠
いった実態を考慮すれば、左記の消費者保護のための規制 法によって監督内容が異なり、

は必要不可欠である。 規制の整合性が取れていない。
・現行、通知に規定されている規制は、法的実効性に欠ける 特に消費生活協同組合法につ

消費者保護の観点から、消費生活協同組合法を抜本的に うえ、改正の際にパブリックコメント手続に付されないなど、 いては、保険業法、農業協同組
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消費生活
協同組合
法第１０条
第１項第４
号

　消費生活協同組合（生協）が行う共済
事業については、消費生活協同組合法
に基づき、生協の特質を踏まえた上で、
現時点において必要と考えられる規制

を行っている。

b Ｉ 

　生協においても、より一層の経営・責任体制の強
化、共済事業における契約者保護等を図る必要性
があるため、現在、有識者による検討会を設置し、検

討を行っているところである。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討
をお願いします。

可能な限り早期の実現に向けた検討をお願いした
い。

生命保険協会 5 A 
共済事業にかかる契約者保護

ルールの整備

改正し、経営の健全性規制（責任準備金の積立基準、共済
計理人の設置、ソルベンシーマージン基準および早期是正
措置等）、情報開示規制、募集規制等について、保険業
法、農業協同組合法と整合的な規制を整備する。

また、行政の透明性の観点から、現行の最高限度額や許
可基準等にかかる通知を法令で規定する。

行政の透明性に欠けている。
・１８ 年４ 月施行の改正保険業法により、根拠法のない共済
については、特定・不特定を相手方とするかどうかに関わら
ず、消費者保護ルールの抜本的な整備が図られることを踏
まえれば、少なくともこれらの制度の整備状況と平仄を合わ
せ、消費生活協同組合法についても抜本的な改正を検討す

消費生活協同組合
法　等

厚生労働省社
会援護局地域
福祉課　等

合法及び今国会に提出された中
小企業等協同組合法改正案と
比較し、健全性規制、募集規制
等の契約者保護ルールが不十
分な内容となっている。

また、具体的なルールは法令で
る必要がある。 はなく通達に規定されている。

・なお、金融審議会金融分科会第一部会報告「投資サービス なお、保険業法、農業協同組合
法（仮称）に向けて」においても、農業協同組合法、中小企業
等協同組合法以外の制度共済について「特に幅広く募集を

法等と異なり、消費生活協同組
合法に基づく共済は今国会に提

行っているものについては、利用者保護のための適切な措 出されている金融商品取引法に
置（販売・勧誘ルールの整備など） を講ずることが望ましい。」

と指摘されている。
おける利用者保護規制内容横
断化の対象ともされていない。

　有期労働契約期間の長期化について大きなニーズ
があるとは言えないものであり、３ 年の有期労働契
約すら十分に活用されていないという現状がある。ま
た、平成１５ 年の労働基準法改正により、有期労働
契約期間の上限を原則３年（一定の場合については
５ 年）に延長したところであるが、当該改正に対して
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労働基準
法第１４条

期間の定めのある労働契約について
は、契約期間の上限を原則３年（一定
の場合には５年）に制限されている。

c Ⅰ 

すら、国会における改正法案の審議過程において、
「常用労働者が有期契約労働者へ置き換えられると
いった常用代替や、事実上の若年定年制につながる
おそれがあるのではないか。」といった懸念が示され
たところであり、５ 年に延長することは、よりいっそう
常用代替を進めるという強い懸念が考えられること
から、御要望にはお応えできないものである。なお、
労働基準法第１３７条については、契約期間の上限
延長に伴い人身拘束の弊害が発生するのではない
かとの強い懸念から、国会審議において、設けられ

要望者からの再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

有期労働契約期間の延長は、労働者にはその期間
の雇用が保障され、安定性が高まること、また、使用
者にとっても人材確保や教育投資を積極的に行える
など、労使双方にメリットが大きい。有期労働契約に
ついて、施行後３年経過時点での見直しが予定され
ているのであるから、労使のニーズに応え、働き方
の多様性を拡充し、より活用が進む方向で対応を再

検討していただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

1 A 
有期労働契約に関する雇用期間

の上限の延長

　有期労働契約の契約期間の上限を、民法の定める5年と
すべきである。また、労働者は労働契約期間の初日から1
年を経過した日以降いつでも退職できるとしている、労働

基準法第137条を撤廃すべきである。

　有期労働契約期間の長期化は、労使双方のニーズであ
る。かつてのような長期労働契約による人身拘束はまれにな
り、仮にあったとしても労働基準法第5条で対処すれば足りる
ことから、民法の原則どおりとしても問題はない。期間が延
長されれば、労働者の働き方や企業の雇用形態に選択肢も
広がるほか、使用者は安心して教育投資を行うことが可能と

なり、労働者のメリットにもつながる。

労働基準法第14
条、第137条

厚生労働省労
働基準局監督

課

　2003年の労働基準法改正
(2004年1月1日施行)により、有
期労働契約の契約期間の上限
は原則3年とされたが、高度の
専門的な知識等を有する者や満
60歳以上の者に限っては、その
期間の上限が5年となっている。
また、民法でも、期間の定めの
ある雇用契約は5年を経過すれ
ば解除できるとされている。

たものであるが、当該規定は、労働基準法の一部を
改正する法律（平成１５年法律第１０４号）附則第３条
に基づく措置が講じられるまでの間の規定であり、同
措置について、労働政策審議会労働条件分科会に
おける労働契約法制の在り方に係る議論の中で御

検討いただいているところである。

　有期労働契約期間の長期化について大きなニーズ
があるとは言えないものであり、３ 年の有期労働契
約すら十分に活用されていないという現状がある。ま
た、平成１５ 年の労働基準法改正により、有期労働
契約期間の上限を原則３年（一定の場合については
５ 年）に延長したところであるが、当該改正に対して
すら、国会における改正法案の審議過程において、
「常用労働者が有期契約労働者へ置き換えられると
いった常用代替や、事実上の若年定年制につながる
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労働基準
法第１４条

期間の定めのある労働契約について
は、契約期間の上限を原則３年（一定
の場合には５年）に制限されている。

c Ⅰ 

おそれがあるのではないか。」といった懸念が示され
たところであり、５ 年に延長することは、よりいっそう
常用代替を進めるという強い懸念が考えられること
から、御要望にはお応えできないものである。なお、

-
社団法人　日本自
動車工業会

2 A 有期労働契約に係る規制の緩和

働き方・雇い方の選択肢を広げ、新たな雇用の創出と企業
活動の活性化を図るため、有期雇用契約期間について
は、全ての職種で最長5年の締結が可能となるよう要望す

る。

期間の定めのある労働契約については、契約期間の上
限を原則３年（一定の場合には５年）に制限されてい

る。

働き方・雇用形態の多様化に充分対応できず、企業と労働
者双方のニーズに応えられない。

労働基準法第１４ 
条

厚生労働省 ・平成17年10月度の再要望

労働基準法第１３７条については、契約期間の上限
延長に伴い人身拘束の弊害が発生するのではない
かとの強い懸念から、国会審議において、設けられ
たものであるが、当該規定は、労働基準法の一部を
改正する法律（平成１５年法律第１０４号）附則第３条
に基づく措置が講じられるまでの間の規定であり、同
措置について、労働政策審議会労働条件分科会に
おける労働契約法制の在り方に係る議論の中で御

検討いただいているところである。
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（特記事項）

　1年単位の変形労働時間制に

１ 年単位の変形労働時間制にかかる要 かかる要件は次のとおりであ
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労働基準
法第３２条
の４　労働
基準法施
行規則第
１２ 条の４

件は次のとおりである。①対象期間を１ 
か月以上の期間ごとに区分することとし
た場合においては、当該各期間の初日
の少なくとも３０ 日前までに厚生労働省
令で定めるところにより、当該各期間に
おける労働日ごとの労働時間を定めな
ければならない。②対象期間において
連続して労働させる日数の限度は６日
（特定期間においては１週間に１ 日の休
日が確保できる日数）。③１ 日の労働時
間の限度は１０ 時間、１ 週間の労働時
間の限度は５２ 時間。④対象期間が３
か月を超える場合、４８ 時間を超える週
の制限は連続３日以内、かつ、対象期
間をその初日から３か月ごとに区分した
各期間中に４８ 時間を超える週の初日

c Ⅰ 

　１ 年単位の変形労働時間制は、労働者の生活設計
を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、
週休２日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁
閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって労
働時間を短縮することを目的とするものである。しか
しながら、特定の期間に労働日及び労働時間を集中
させることは、過重労働による健康障害を発生させ
ることも懸念されることから、１ 年単位の変形労働時
間制をとる場合においても、労働時間の限度、連続
して労働させる日数の限度等の要件を維持する必要
があるものである。よって、御要望の内容は、上記の
変形労働時間制の趣旨や過重労働対策との整合性
を欠くこととなるため、御要望にお応えすることはで

きない。

現在、労働政策審議会労働条件分科会における労
働時間法制の在り方に係る議論の中で、自律的労
働にふさわしい労働時間制度の創設について、御検
討されていることから考えると、１ 年単位の変形労働
時間制についても働き方の多様性を拡充し、より活
用が進む方向で、要望のとおり規制緩和すべきであ
ると考えるところ、再度御検討いただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

5 A 
1年単位の変形労働時間制の規

制緩和

①区分された期間の労働日・労働時間の決定を、期間の
初日の1週間前までに緩和すべきである。

②対象期間における連続して労働させる日数の限度を12 
日とすべきである（週に1日の休日を確保）。

③1週間の労働時間の限度を60時間とすべきである（10時
間×6日）。

④対象期間が3ヵ月を超える場合の労働時間週48時間超
の週に係る規制を撤廃すべきである。

　経営環境の変化が急速な中では、30日前に翌月の負荷を
正確に予測することは困難である。そもそも通常の労働時間
制度の下で事前の休日、各日の所定時間数の特定は義務
付けられていないのに対し、1年単位変形労働時間制では各
区分毎の労働日数、総労働時間数を特定することが求めら
れており、労働者の生活の予定が立てられるようにする配慮
はされているため、労働者の保護に欠けるところもない。
　1999年4月の労働基準法施行規則改正以前は、連続して
労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日
数、すなわち最大で12日であった。対象期間3ヵ月以上の場
合における限度時間が通常より短く設定されているほか、就
労環境・作業負荷の軽減が進んでいるため、連続労働の日
数や1週間の労働時間の限度を延ばしても、「労働者の健

康、生活のリズム等に及ぼす影響」はない。

労働基準法第32条
の4

労働基準法施行規
則第12条の4

厚生労働省労
働基準局監督

課

る。①対象期間を1ヵ月以上の期
間ごとに区分することとした場合
においては、当該各期間の初日
の少なくとも30日前までに厚生
労働省令で定めるところにより、
当該各期間における労働日ごと
の労働時間を定めなければなら
ない、②対象期間において連続
して労働させる日数の限度は6
日（特定期間においては1週間
に1日の休日が確保できる日
数）、③1日の労働時間の限度
は10時間、1週間の労働時間の
限度は52時間、④対象期間が
3ヵ月を超える場合、48時間を超
える週の制限は連続3週以内、
かつ、対象期間をその初日から
3ヵ月ごとに区分した各期間中に

は３以内。等 48時間を超える週は、週の初日
で数えて3回以内。

１ 年単位の変形労働時間制にかかる要
件は次のとおりである。①対象期間を１ １ 年単位の変形労働時間制にかかる要件は次のとおり
か月以上の期間ごとに区分することとし 　１ 年単位の変形労働時間制は、労働者の生活設計 である。
た場合においては、当該各期間の初日 を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、 ①対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとし

の少なくとも３０ 日前までに厚生労働省 週休２日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁 た場合においては、当該各期間の初日の少なくとも30

令で定めるところにより、当該各期間に 閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって労 日前までに厚生労働省令で定めるところにより、当該各
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おける労働日ごとの労働時間を定めな
ければならない。②対象期間において
連続して労働させる日数の限度は６日
（特定期間においては１週間に１ 日の休
日が確保できる日数）。③１ 日の労働時
間の限度は１０ 時間、１ 週間の労働時
間の限度は５２ 時間。④対象期間が３
か月を超える場合、４８ 時間を超える週

c Ⅰ 

働時間を短縮することを目的とするものである。しか
しながら、特定の期間に労働日及び労働時間を集中
させることは、過重労働による健康障害を発生させ
ることも懸念されることから、１ 年単位の変形労働時
間制をとる場合においても、労働時間の限度、連続
して労働させる日数の限度等の要件を維持する必要
があるものである。よって、御要望の内容は、上記の
変形労働時間制の趣旨や過重労働対策との整合性

-
社団法人　日本自
動車工業会

4 A 
１ 年単位の変形労働時間制の規

制緩和

経営環境が激変する中においては、業務の繁閑に対し柔
軟に対応することが求められる。そのような中、1年変形労
働時間制は、年間を通じた業務の繁閑に対応するために
は大変有効な制度である。しかしながら、現行の厳格な要
件が急激な変動に対応できない場合が出てきている。突発
的な事情等への対応のために、例外措置を設けるなど、現

行の要件の緩和を要望する。

期間における労働日ごとの労働時間を定めなければな
らない。

②対象期間において連続して労働させる日数の限度は
6日（特定期間においては1週間に１日の休日が確保で

きる日数）。
③１ 日の労働時間の限度は10時間、１週間の労働時間

の限度は52時間。
④対象期間が３か月を超える場合、48時間を超える週
の制限は連続３週以内、かつ、対象期間をその初日か

経営環境の変化が急速な中では、30日前に翌月の負荷を正
確に予測することは困難である。

また就労環境・作業負荷の軽減が進む中で、現行の規制
は、業務の繁閑への柔軟な対応が妨げられている。

労働基準法第32条
の4

労働基準法施行規
則第１２ 条の４

厚生労働省
・平成17年10月度の再要望
・当会重点要望項目

の制限は連続３日以内、かつ、対象期 を欠くこととなるため、御要望にお応えすることはで ら３か月ごとに区分した各期間中に48時間を超える週

間をその初日から３か月ごとに区分した きない。 の初日は３以内。

各期間中に４８ 時間を超える週の初日 等

は３以内。

　フレックスタイム制は、始業・終業時刻の決定を労
働者の決定に委ねることで、労働者がその生活と仕
事との調和を図りながら効率的に働くことができる制
度であるが、労働者が労働しなければならない時間 　フレックスタイム制は、労働時間管理を労働者本人の決定
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省

労働基準
法第３２条
の３

すべての労働日について始業及び終業
の時刻を労働者の決定に委ねること
が、フレックスタイム制の導入要件と

なっている。

c Ⅰ 

帯（コアタイム）を労使協定に規定することにより、フ
レックスタイム制を導入することもできるものである。
コアタイムの時間帯は、労使協定で自由に定めるこ
とができ、コアタイムを設ける日とそうでない日があ
るもの、日によってコアタイムが異なるもの等も可能
であることから、御要望のような場合には、あらかじ
めコアタイムを設定することで対応可能であるもので
ある。また、そもそも、フレックスタイム制の下でも、

コアタイムの時間帯は、労使協定で自由に定めるこ
とができ、コアタイムを設ける日とそうでない日があ
るもの、日によってコアタイムが異なるもの等も可能
で、さらに、労働者個々にあらかじめコアタイムを設
定することで対応可能ということであれば、措置の内

容については、ｃ ⇒ｄとされたい。

（社）日本経済団体
連合会

6 A 
フレックスタイム制の全労働日適

用要件の緩和【新規】

　特定の日または曜日、あるいは清算期間内の一定の日
数について、あらかじめ就業規則等に定めることを条件
に、始業・終業時刻管理を通常の労働時間管理に戻すこと

を認めるべきである。

に委ねるもので、個々人のライフスタイルに合わせた柔軟な
働き方を可能にするとともに、労働時間の削減、健康管理、
子育て支援など様々な面で効果が見込まれる。しかし、現行
制度では、対象期間中の全労働日について、始業・終業時
刻の決定を労働者本人に委ねる必要があるため、例えば来
客対応や立会作業等で月のうち何日かは使用者が始業・終
業時刻を指定する必要がある労働者には適用することがで
きない。このため、そうした労働者もフレックスタイム制の恩
恵を受けられるようにし、制度の一層の普及を図るべきであ

労働基準法第32条
の3

厚生労働省労
働基準局監督

課

　すべての労働日について始業
および終業の時刻を労働者の
決定に委ねることが、フレックス
タイム制の導入要件となってい

る。

業務への包括的な指示は可能であり、労働者本人 る。
が当該指示を踏まえて、始業・就業時刻を決定する
ことも可能であることからも御要望にお応えすること

はできない。

フレックスタイム制の清算期間内における時間外労働
は、原則として「週法定労働時間×清算期間の暦日数
÷７ 」で計算される労働時間の総枠を超えた部分を時

　週休2日でフレックスタイム制を運用す
間外労働とするが、清算期間を１ 箇月としたときに、曜
日の巡り等により総労働時間が労働時間の総枠を超え

る場合、曜日の巡りによっては、法定労 　曜日の巡り等によるフレックスタイム制の運用の不 ることがある。このような問題に対応するため、行政解

5070 5070001 G41 z13028 厚生労働
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労働基準
法第３２条
の３労働
基準法施
行規則第
１２ 条の３
平成９年３
月３１日基
発第２２８ 
号

働時間数（8時間）どおりに勤務したとし
ても、一定時間を時間外労働扱いとし
なければならない月が発生する。こうし
た状況を回避するためには、フレックス
タイム制を適用しない日を設けるか、あ
るいは、平成9年3月31日基発228号の
通達で定める要件を満たす必要がある
（同通達は、①週休2日で、かつ、②29 
日を起算日とする7日間の実労働時間
が40時間を超えず、③各日の労働時間
がおおむね8時間以下等という要件を

c  Ⅳ  

都合を解消するため、当該通達により１ か月の端数
日の時間計算の特例を認めているところであり、この
場合には、労働時間の偏り等、不当な長時間労働を
助長するおそれがあるため、厳格な要件を設けてい
るものである。御要望の通り、どの月においても各週
及び各日に法定労働時間勤務するのであれば、現
行制度において特段の不都合はないものである。し
かしながら、例えば、２９ 日を起算日とする週の翌月1
日、２ 日、３ 日の労働時間が法定労働時間を超える
場合には、当該週の実労働時間が過剰なものとなる
可能性はあり、不当な長時間労働を助長させないた

-
社団法人　日本自
動車工業会

1 A 
週休２日制の場合のフレックスタ
イム制度の適用について

完全週休2日制を実施し、年所定労働時間協定において週
平均40時間を下回る協定を結んでいる場合においては、
清算期間1ヵ月の所定労働時間を「１日の所定労働時間（８
時間）×清算期間の所定労働日数」としても、ご懸念の不
当な長時間労働を助長することにはならないと考えられ
る。通達4要件のうち、特に「③29日目を起算日とする1週
間における実際の労働時間の和が週法定労働時間を超え

るものでないこと」との要件の緩和を要望する。

釈により、
①　清算期間が１箇月であること

②　清算期間を通じて毎週必ず２ 日以上休日が確保さ
れていること

③　当該清算期間の２９ 日目を起算日とする１ 週間（特
定期間）における労働者の実際の労働日ごとの労働時
間の和が週法定労働時間を超えるものでないこと

④　清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむ
ね一定であること

の４条件を満たす場合には、労働基準法第３２ 条の３に
規定する「清算期間として定められた期間を平均」した１ 
週間当たりの労働時間について、「（清算期間として定

通達で、時間外労働として扱わなくても差し支えないとされて
いる要件は、特定期間については実際の労働時間の和が、
週法定時間（４０ 時間）を超えるものではないなど、厳しいも
のとなっている。このため、実際問題としては、暦日数の多い
月でフレックスタイムの除外日の設定などの対応が必要に

なってくる。

労働基準法第３２ 
条の３

労働基準法施行規
則第１２ 条の３
平成９年３月３１ 日
基発第２２８号

厚生労働省
・平成17年10月度の再要望
・当会重点要望項目

満たす場合に限り、時間外労働として めにも御要望にお応えすることはできない。 められた期間を平均した１ 週間の労働時間）＝（（清算
扱わないこととしている）。 期間における最初の４週間の労働時間）＋（特定期間

における労働時間））÷５」としても差し支えないとしてい
る。
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医療法第
７ 条第２
項、第２７ 
条

医療法施
行規則第
１ 条第３
項、第２４ 
条

医療機関がエックス線装置を備え付け
る場合には、エックス線使用に係る安
全確保のため、構造設備について使用
前検査を行った上で都道府県知事等の
使用許可を受けることを義務付けてい

る。

d 

医療機関がエックス線装置を備え付ける場合には、
エックス線使用に係る安全確保のため、構造設備に
ついて使用前検査を行った上で都道府県知事等の
使用許可を受けることを義務付けている。一方で、構
造設備に関する使用前検査については、平成１２ 年
に簡素化を行い、エックス線装置の使用室の変更を
伴わない装置の更新又は増設等、都道府県等にお
いて軽微な変更と認める場合には申請者による自主
検査を認めているところである。したがって、要望の
CT 搭載車やMRI搭載車をレンタルして継続的に用い
る場合において自主検査を認めるかどうかについて
も各都道府県等の判断で対応可能である。

○以下の要望者意見を踏まえ、再度検討願いたい。

「分類[ｄ] で現行制度下で対応可能である」との回答
ですが、厚生労働省は各都道府県、政令指定都市
の実態を把握していない。自主検査を認めるかどう
かについては運用の基準が明確でなく、群馬県のよ
うに簡単なところから、川崎市、横浜市、東京都のよ
うに判断が厳しいところがあり、違いすぎる。もしＣＴ 
車を病院が5年間、毎月2回使用する場合、群馬県の
場合は1回／５年の使用前検査と使用許可と手続き
費用４８０００円だけでよいが、川崎市などは120回／
５ 年の使用前検査と使用許可と手続き費用576万円
が必要となる。手続き費用だけでも、群馬と川崎市
の差は約5万円と約５８０万円（１１６倍／5年。２４倍
／年）と大幅な違いが生じる。これは許容範囲ではな
い。何度も、担当に足を運んだが規制に少しずつし
か変化はない。また各都道府県等に判断が可能で
あるのなら、このような対応の違い（２４～ １１６倍以
上の手続き費用と手続き回数）は裁量権にはいるの
か理解できない。川崎市医療整備課は、「厚生労働
省の通達が出ないと絶対、規制緩和しない」とまで言
い切っている。全国に渡る案件であるので厚生労働
省に通達を出して頂きたいと思い今回申請したので
ある。群馬県、神奈川県も当初は現在の川崎市など
と同じであったが、説明して、理解していただくまでに
約5年かかった。今後も各都道府県47と政令都市13
を一つ一つ回り、何度も陳情し、説明し、解決してい
くは数十年の歳月と莫大時間とコストが発生する。現
実的に不可能である。この国では、これからも業者
はこのような事をしなければならないのか、ビジネス
スピードは遅く、かつチャンスも無くなる。国際的にも
遅れてしまう。このような各都道府県と政令都市のあ
いまい基準こそ国（厚生労働省）が統一するのが義

株式会社フリール 1 A 
レンタルＣＴ 搭載車・ＭＲＩ 搭載車、
レントゲン車の取り扱いを全国で

簡素化、統一。

医療機関がレンタルCT搭載車、ＭＲ Ｉ搭載車をレンタルする
時に、添付資料1）群馬県医第２２９ －3号「医療機関が診
療用エックス線装置を搭載した車輌を断続的に使用する場
合における医療法上の手続きについて」（要約：断続的に
使用される限り、使用の当初以外は使用前検査がなされな
いこととなる）　に添った対応を全国都道府県、政令指定指

定都市に望む。
すなわち、医療機関がCT車、ＭＲＩ 車をレンタルする時に、
初回のみ使用許可等を行い、レンタル契約（月1回、2回な
ど）が継続しているかぎり、破棄届けを出さない。よってレン
タル毎の使用許可等を行う必要性はない。また初回に限り
に手続き費用（約４８０００ 円）が発生し、契約が継続してい
る限り以後は手続き費用は発生しないない包括的手続き

求める。

厚生労働省より、通知を全国都道府県、政令指定指定
都市に出す。通知例：〔ＣＴ ・ＭＲ Ｉ車の取扱については医
療法に則り、届け入れ、または構造変更許可、使用許
可、Ｘ線装置届け入れが必要である。また使用をしなく
なったら破棄届が必要である。」よって月1回、毎週、４
回／年など継続されうるものは破棄届の必要性はな
い。継続性がある場合の証明はレンタル契約書、年間
計画書などを添付すれば十分である。〕などの通知を全

国に出す。

要望理由の続き: ④行政も 毎回、保健所の職員が毎
回、朝より検査の立会いをしなければならない。⑤業者
がレンタル毎に他県、政令都市ごとに交渉しなければな
らない。細かい点は添付資料２）神奈川県対応資料[１7 
年7月1日神奈川県医療課長より]添付資料３）神奈川県
要望書。添付資料４）　川崎市要望書　添付資料５）東
京都要望書。を参考にしてください。厚生労働省の見解
医薬局　安全対策課　専門官　　金井要様（平成１４ 年

１１ 月２１ 日厚生労働省内）
「以前通達をだしたＣＴ ・ＭＲ Ｉ車の取扱については医療
法に則り、届け入れ、または構造変更許可、使用許可、
Ｘ 線装置届け入れが必要である。また使用をしなくなっ
たら破棄届が必要である。」と通達しただけである。以
前の通知とは平成9年9月24日厚生省健康政策局指導

医業係より通知。
よって継続的に使用するもの（月1回、毎週、４回／年）

と継続されうるものは破棄
届の必要性はない。継続性がある物（レンタル契約書、
出来れば年間計画書などを添付）すれば十分である。

との回答を受けるも通知を出して頂けず。

要な期間、必要な人材と共に病院経営の負担を軽減しつつ
医療機関などに貸与する「メディカルモバイルサービス」を展
開して１４ 年が経ちます。すでに全国で月約３００ヶ所の診療
所、病院が定期・不定期に使用されております。貸し出し先
は全国の大学病院、国立病院、日本赤十字病院、県立病
院、市立病院、から開業医まで多肢多様に渡っています。ヘ
リカルＣＴ 車は１１ 台、ＭＲＩ 車は8台所有しています。１７ 年度
は約２０００ 件／年、10年間で約１８ 万日／年の稼動日の実
績がります。平成１８ 年１２ 月にはＰＥＴ 搭載車を製作運用予

定です。
諸外国の実例

アメリカではＣＴ 車１６００台,ＭＲＩ 車１７００台、ＰＥＴ 車４ ００台
が既にあります。イギリス、ドイツ、オランダ、フランスでも固
定装置の約５％は車載化されています。欧米諸国は１医療
機関が高額な装置を持つのではなく、共同利用することによ
り、合理化、採算化するために使用されています。このような
良いサービスですが、各県の医療法の解釈により規制を受

けています。もっと受けやすくすべきです。
しかし現在、医療機関がCT車、ＭＲＩ 車を週1回、月1回など
定期的にレンタルする場合には法令根拠通りの手続きが必

要である。
群馬県は初回のみ提出と手数料は必要であるが、レンタル
契約が継続している限り、それ以後は上記書類は必要なく、
手数料金も発生しない。（群馬県は厚生労働省とも協議済
み）しかし、東京都、茨城県、川崎市、横浜市などは実地毎
回に根拠法令１～４ の手続きが全て必要である。（年12回レ

ンタルなら12回手続きが必要）
神奈川県とさいたま市は毎回の必要生があったが交渉の結

果、年に1回の手続きとなった。
神奈川県と同じ県下の川崎市（政令指定都市）では対応が
全く違う。川崎市は厚生省より通知があれば直ぐに変更する
とことです。　問題点は①全国（同一県内でも）で法的解釈が
違う。②毎回、１０ 万円／回のレンタル料金に施設使用許可
に伴う手数料が約４万円（レンタル料金の４０ ％）も掛かるこ
とになり、レンタルが広がらない。③手続きが煩雑である。

以後は具体的事業の実施内容に記載

ヘリカルＣＴやＭＲＩ を車載して必要な場所に、必要な時、必

１． 医療法第７条第
２ 項及び医療法施
行規則第１条第３

項
　　　　建物の構造
概要及び平面図の

変更許可
２． 医療法第２７ 条
施設使用許可
３． 医療法第２７ 条
手数料令一　１８７ 

～８９ 
　　　　施設使用許
可に伴う手数料の

発生
（病院は約４２０００ 
円、診療所は約２１ 

０００円） 
４． 医療法施行規
則第２４ 条（ＣＴ 車の
レンタル時のみ）
　　　　Ｘ線装置の
設置及び廃止届け

厚生労働省

添付資料1）群馬県医第２２９－3 
号「医療機関が診療用エックス
線装置を搭載した車輌を断続的
に使用する場合における医療法
上の手続きについて」。添付資
料2）神奈川県に対してお要望
書。 添付資料3）　川崎市要望
書 。 添付資料4）東京都要望
書。　添付資料5）神奈川県対応
資料[１7年7月1日神奈川県医療
課長より各保健福祉事務所あて
「エックス線装置等を搭載した車
輌を医療施設に設置する場合
の医療法の諸手続の取扱いに
ついて」　]　添付資料６）事業内
容として株式会社フリールのパ

ンフレット

5019 5019002 z13034 厚生労働
省

毒物及び
劇物取締
法第３条
第３項、第
７ 条第１項

　毒物又は劇物の販売業の登録を受け
た者でなければ、毒物又は劇物を販売
し、授与し、又は販売若しくは授与の目
的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列して

はならないこととしている。
　毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を
直接に取り扱う製造所、営業所又は店
舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者
を置き、毒物又は劇物による保健衛生
上の危害の防止に当たらせなければな

らないこととしている

e -

毒物及び劇物取締法において劇物とされているの
は、JI S規格が定められているメタノールの原体（工
業用純品、濃度99.8%以上）のみである。このため、メ
タノールを含有する製品であっても濃度が99.8%未満
であれば、毒物及び劇物取締法における劇物には
該当せず、その販売等についても都道府県の登録を
受ける必要はない。なお、直接メタノール型燃料電池
用に使用されるメタノールの濃度は,通常99.8%未満で

あるものと思われる。

以下要望者意見を踏まえて、再検討されたい。
「直接メタノール型燃料電池(DMFC )用メタノール濃度
は通常99.8%未満とのご回答であるが、これは当該規
制があるため販売会社等がこの基準に抵触しないよ
うに運営していることによるものである。濃度100％
の方が燃焼の効率がいいため、こうした規制が存在
しないドイツにおいては濃度100%のメタノールを燃料
とするDMFC が普及している。そもそも、「劇物」とは
劇性を有する物、つまり人や動物に対する劇性の強
いものとして法令により物質を指定しているものと理
解するが、0 .2%の濃度の違いにより当該物質の劇性
の有無を論じるのは妥当であるとは考えられない。
特段の理由があるのであれば、その根拠を示された

い。」

株式会社三井物産
戦略研究所

2 A 

毒物又は劇物の販売業の都道府
県知事等への登録及び毒物劇物
取扱責任者の設置を要しない直
接メタノール型燃料電池(DMFC) 
用メタノールを取り扱う店舗の設

置

メタノールはDMF C用の燃料となるが、毒物及び劇物取締
法において劇物に指定されており、都道府県知事等の毒
物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、これ
を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、
運搬し、若しくは陳列してはならないこととされている。ま
た、メタノールを直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ご
とに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、メタノールによる
保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならないこと
とされている。DM FCの一般家庭への普及に当たってはメタ
ノールの簡易な流通が不可欠であるが、こうした規定によ
り、現状においては一般小売店で販売を行うのは困難と
なっている。そこで、メタノールを入れる容器の安全性の確
保前提に、毒物及び劇物取締法について規制緩和を求め

るもの。

DM FC用燃料としてのメタノール購入が一般の消費者に
も可能となるように、コンビニエンスストア等の小売店で
販売を行う。なお、販売するメタノールについては、液漏
れ等が発生しないよう密閉性の高い容器にメタノール取
扱業者が注入する。メタノール消費後の容器は、メタ
ノールを販売した小売店又はメタノール取扱業者が回
収する。当該容器にメタノールを再注入する場合にあっ

ては、メタノール取扱業者がこれを行う。

燃料電池の燃料として利用されるエタノールの貯蔵、取扱等
に係る規制の緩和を図ることにより、燃料電池の流通及び利
用を促進し、もってエネルギーの消費多様化に資するもの。

毒物及び劇物取締
法第４条及び第7条

厚生労働省
参考資料「直接メタノール型燃
料電池（DMF C）に用いるカート
リッジのイメージと安全対策」

5034 5034007 z13035 厚生労働
省

労働基準
法施行規
則第５７条

労働者の預金を受け入れた使用者は、
毎年、３ 月３１ 日以前１年間における預
金の管理状況を４ 月３０ 日までに所轄
の労働基準監督署に報告しなければな

らない。

b  Ⅲ  

　預金管理状況報告については、労働者の預金の
受入れを行う事業場の使用者が当該事業場の預金
の管理の状況につき記入し、報告すべきものである
が、同一企業の属する各事業場の預金が本社等に
おいて集中管理される等の場合にあっては、各事業
場の管理状況について記入することが困難な場合も
あることにかんがみ、その内容については一定の要
件を具備している限り、当該事業場に関する状況と
せず、当該事業場が属する企業全体に関する状況と
することを可とする等、これまでにおいても弾力的に
運用しているところである。このような状況の中で預
金管理状況報告の本社一括届出については、事業
場単位での届出に係る労働基準関係法令の考え方
の整理もしつつ、今後検討していくこととする。

他の届出についても検討するとともに、預金管理状
況報告については、結論に至るまでの具体的なスケ

ジュールについてお示しいただきたい。

（社）日本損害保険
協会

7 A 
労基署への届出書類の一括届出

化

  就業規則の変更届や三六協定の届出と同様に、例えば
労働基準法施行規則第５７ 条で義務付けられている預金
管理状況報告等についても、各事業場ごとの届出ではな

く、本社での一括届出を認めていただきたい。

　手続き方法を簡素化することで、各企業の人事労務
管理の効率化を図ることが出来る。

　支店や支社が多数あるため、各労基署への届出や報告に
相当なロードがかかっている状況にある。届出や報告の内容
については本社で一元管理をしていることから一括届出をし

ても問題はないと考えられる。

労働基準法
労働基準法施行規

則57条
厚生労働省

　圧力容器構造規格は、平成15年に性能規定化し、
例示基準として、ASME に基づき制定されたJIS 

B 8265を参照しているので、今後はご指摘のような問
題は生じないと考える。

　特に添付資料-2について、考え方を示せば次のと （１ ）問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・構造
おりである。 に関わる技術基準のうち高圧ガス保安法、労働安全衛生法

(1)　番号1について、圧力容器に係る国際標準規格 の技術基準、及びＪＩＳＢ 8265等については、ＡＳＭＥ を準用し
は制定されておらず、日本ではASME に基づきJIS た考え方に基づき規定されているが、許容応力、溶接効率の

5035 5035001 z13036 
厚生労働
省、経済
産業省

高圧ガス
保安法、
特定設備
検査規
則、製造
細目告示
労働安全
衛生法、
圧力容器
構造規格

　労働安全衛生法に基づく圧力容器構
造規格において、圧力容器の構造要件

を定めている。
e III 

B 8265が制定されている。圧力容器構造規格は平成
15年に性能規定化し、例示基準として当該JIS規格
を参照しているので、海外での製作は不可能ではな

く、行われているものである。
(2)　番号2について、労働安全衛生法に係る法令・告

示の英訳は、ホームページ
（http://www.jicosh.g r.jp/）で公開されている。また、
日本で申請する場合に和文で表記するのはやむを

得ないと考える。
(3)　番号11について、要望事項5057112を参照され

たい。
(4)　（海外より機器調達した場合の具体的な事例）の
番号2について、圧力容器構造規格では、JI S規格と
同等と認められる他の試験方法を用いることができ

ることとしている。
(5)　同事例の番号3について、韓国で実施した耐圧・
気密試験に問題があれば再度現地で実施する必要
があるが、指定外国検査機関が海外で検査した圧

・現状のASME 、JISB 8265、労働安全衛生法、及び高
圧ガス保安法間の差異については、18年度中早期

に修正されたい。
・ＡＳＭＥ の改訂に伴う国内基準の参照範囲と改定時

期の整合性を徹底して頂きたい。
以下要望者再意見も踏まえて、再検討されたい。
「①圧力容器構造規格は、ASME に基づき制定され
たJISを参照しているとするなら、条文にASME の準

用を明文化してほしい。
　②明文化によって、ASME 改定に伴う法令改正のタ
イムラグの解消、両基準間の差異照査に要する業務
量の解消、最新知見の導入等国際競争力に寄与す

る。」

石油連盟 1 A 
１. 各種基準／規格のグローバル

スタンダード化の推進

・各種法規による基準／規格を国際基準に準拠した内容に
統一するか、共通の技術基準を制定・参照できるようにす
ると共に、改定時期についても整合を取っていただきたい。
・最終的には、各種基準／規格をＡＳＭＥ に統一するか、共

通技術化を図る等対応していただきたい。
・ 第三者評価による特認制度を簡素化し、審査期間を短

縮して頂きたい。

考え方に一部差異があるため（添付資料-１参照）ユーザー
による照査にはそれぞれの規定を参照する必要がある。
・ 上記基準／規格は、ＡＳＭＥ 等が改定された場合に改定さ
れるが、改定の時期に差異があり、ASME との整合性にタイ
ムラグが生じる。　　　　　　　　　　　　・ 上記基準／規格は、Ａ
ＳＭＥ 等からの参照範囲が異なり、また各基準／規格とも英
訳されていないため「日本固有の基準」となっており、海外か

ら機器を導入するに際し大きな障壁となっている。
（２ ）生じている弊害（添付資料－２参照）

・海外規格に準拠しているものの各種基準／規格の整合が
取られていないため、安価なコストで製作が可能で、性能・コ
スト面に優れた機器を海外から調達しようとした場合、照査
に時間を要し、納期的に実現困難な状況が発生する。
・国内各法により許容応力、溶接効率の考え方に差異があ
り、プラント建設において機器を製作する場合、各法毎の技
術基準に従って照査する必要があり、プロジェクト業務量肥

大化、及び提出書類増大の一因となっている。
・上記技術基準／規格に合致しない場合、特認制度（添付資
料-３）を利用することも可能であるが、第三者評価機関によ
る審査及び主務省の決裁に1ヶ月以上の期間を要するため、

高圧ガス保安法、
特定設備検査規
則、製造細目告示
労働安全衛生法、
ボイラー構造規格、
圧力容器構造規格

厚生労働省、
原子力安全･
保安院

力容器については、原則、再度、日本国内で検査を 最新技術に基づく海外からの装置・機器類、或いは設計基

行う必要はない。 準の導入の妨げになっている。

(6)　同事例の番号4について、日本で申請する場合
に和文で表記するのはやむを得ないと考える。また、
材料は、本来、安全性を確認した上で使用を認める
べきものであるが、一定のJIS材であれば改めて安
全性を確認することなく使用を認めている。ASME 材
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・構造規格については、最新のＩＥＣ 規格を取り入れ

　可燃性ガス等が爆発危険濃度に達す
るおそれのある箇所において電気機械
器具を使用するときは、電気機械器具

るための調査研究を平成18年度に実施しており、そ
の結果を踏まえて平成19年度以降にできるだけ速や
かに改正することとしているので、改正後にはIEC規
格との不整合は生じなくなると考えている（「構造改 ・ＪＩＳ とＩＥＣ の整合性については、18年度中早期に結

（１ ）問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・防爆認証に対
する要求内容の相違により、海外電気機器、計装も含めた
電　子機器の国内における防爆認証の取得が困難な状況が
発生している。　　　　　　　　　　　　　　・国際基準に基づき防

労働安全 防爆構造規格に適合した防爆構造電 革特区の第8次提案に対する政府の対応方針」（平 論、19年度中できるだけ早期に実施すべきである。 ・現在、JIS とIE Cの整合および防爆指針とIE Cとの整合作 爆について承認された機器を輸入して使用する場合でも、さ
厚生労働 衛生法、 気機械器具としなければならない。 成18年2月15日構造改革特別区域推進本部）別表 ・指定検査機関の試験に合格した機器であっても、 業が行われているが、この作業進捗を加速していただきた らに（社）産業安全技術協会の防爆検定を受ける必要があ 労働安全衛生法、

5035 5035002 z13037 省、経済 電気機械 　なお、当該構造規格と関連する国際 a III ３） 。 国内の型式検定を合格するには、期間が平均3ヶ月 石油連盟 2 A ２． 防爆機器 い。　　　　　　　・国際基準の防爆検定に合格した機器は、 る。　　　　　　　　　　　（２）生じている／懸念される弊害 電気機械器具防爆 厚生労働省

産業省 器具防爆 規格に基づき製造された防爆電気機械 ・構造規格と関連する国際規格に基づき製造された 及びコストがかかっており、JI SとIEC の整合化後に 国内の防爆検定の省略もしくは簡素化を検討いただきた ・ 技術面、性能面で優れ、海外で認証され、かつ実績もある 構造規格

構造規格 器具であって、当該構造規格と同等以 防爆電気機器であって、構造規格と同等以上の防爆 は、指定検査機関でIEC 規格に合格した防爆機器に い。 電気機器､計装機器等が国内に容易に導入・適用されず、技

上の防爆性能を有するものについて
は、当該構造規格に適合するものと見

なされる。

性能を有するものについては、構造規格に適合する
ものと見なされる（構造規格第5条）。このため、IEC 
規格に適合した輸入品については、国内での防爆認

関しては、国内型式検定を免除すべきである。 術面で世界に遅れを取る一因となる。
・ 検定受験のための手続きや検定費用が発生すると共に、
検定に期間を要するため迅速な導入の障害となっている。

証の取得（型式検定合格）に困難を生じることはない
と考える。

【規制の現状】在留資格の変更又は在留期間の更新を受け
ようとする外国人は、法務大臣にこれを申請することができ、
法務大臣は、当該外国人の提出した文書に基づいて、在留
資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき
に限り、これを許可することができる。また、在留する外国人
が、「永住者」の在留資格への変更（特別永住者を除く）を希

5039 5039001 z13038 

警察庁、
総務省、
法務省、
財務省、
文部科学
省、厚生
労働省

出入国管
理及び難
民認定法

　在留資格の変更又は在留期間の更
新並びに「永住者」の在留資格への変
更に当たっては、具体的要望内容にあ
るような事項が要件として明示されてい

ない。

b Ⅰ 

　外国人の在留管理に関するワーキングチーム等に
おいて、今後の検討事項として、日系人等の在留許
可要件（更新許可要件も含む）の見直しも議論となり
うるところであるが、現時点においては具体的な回答

ができる状況にない。

　要望者からの以下の再意見を踏まえ、措置の概要
（対応策）を再検討いただきたい。

「「外国人の在留管理に関するワーキングチーム等
において、今後の検討事項として、日系人等の在留
許可要件（更新許可要件も含む）の見直しも議論とな
りうるところであるが、現時点においては具体的な回
答ができる状況にない」とあるが、外国人雇用に関
する条件やチェック体制についての現状および課題

把握はされているのか伺いたい。
また、平成18年７月31日に「規制改革・民間開放の
推進のための重点検討事項に関する中間答申」が、
規制改革・民間開放推進会議から発表された。この
中に、在留資格の変更、及び在留期間の更新に係る
要件の追加等が盛り込まれており、その内容は本要
望とほぼ一致する。「現時点においては具体的な回
答ができる状況にない」とのご回答であるが、その後
に公表された上記中間答申の内容を踏まえ、さらな

る回答をいただくことを希望する。」

外国人集住都市会
議　座長　四日市市
長　井上哲夫

1 A 
在留資格の変更、在留期間の更
新および永住者の在留資格への
変更の際の在留管理の適正化

在留資格の変更又は在留期間の更新並びに「永住者」の
在留資格への変更に当たっては、①外国人が就労してい
る場合、雇用・労働条件に法令違反がなく、社会保険に加
入していること、②国税及び地方税の滞納がないこと、③ 
学齢期の子どもがある場合その子どもが就学しているこ
と、④在留資格によっては日本語能力の程度、などを審査
項目に加え、それらの実施状況を正確に把握できる体制を
整える。これらの実施が不十分又は法令違反がある場合、
在留資格の変更又は在留期間の更新並びに「永住者」へ
の在留資格への変更を留保し、市区町村や関係機関と連
携して、その是正を図る。子どもの就学や日本語能力の程
度を審査項目に加える場合、すでに日本に在留している外
国人に、子どもの就学の機会や、本人の日本語学習機会
を十分に提供するために、国の責任において必要な環境を

早急に整備する。

望する場合、法務大臣は、①素行が善良であること及び② 
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること並び
にその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限
り、これを許可することができる。なお、①素行が善良である
ことを証明するために、国税の納付証明書の提出が義務付

けられている。
【要望理由】日本に在留する外国人の権利を保障し、同時に
義務の履行を図ることは、多文化共生社会を形成するため
に欠かすことのできない条件である。しかし、国内に合法的
に在留していながら、その賃金・労働条件が労働関係法令や
出入国管理関係法令に定める条件を満たしているかどうか
はチェックされず、社会保険加入、国税及び地方税の納入な
どの義務を十分に果たしていない場合がある。学齢期の子
どもの就学を保障することは、保護者や受入国にとって義務
的なものであり、これも十分に果たされていない。また、「永
住者」の在留資格を取得した外国人が、社会保険に加入して
いない場合は少なくないうえ、地方税の滞納についてもチェッ
クされていない。さらに、日本語が不十分な場合、日本の各
地域社会において、住民と共に幸せに暮らすことが困難に
なっており、在留資格によっては、日本語能力を証明するこ

出入国管理及び難
民認定法第20条、
21条及び22条、永
住許可に関するガ
イドライン（法務省
入国管理局平成18
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自治法第10条

法務省出入国
管理局、総務
省自治行政
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省労働基準
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局、総務省自
治行政局

とも必要であると考えられる。これらの実現のために、在留
資格の変更・更新及び「永住者」の在留資格への変更にあ
たって、法務省出入国管理局と市区町村及び関係行政機関
は、「共用データベース」の構築などを通じて効果的かつ効

率的に連携することが必要である。

　障害者雇用促進法においては、社会連帯の理念に 要望者の再意見を踏まえ、再度検討いただきたい。
基づき、各事業主に対して法定雇用率以上の障害 （要望者再意見）
者を雇用する義務を課している。そして、事業主の障
害者雇用義務の履行を確保するため、雇用率未達
成企業のうち、実雇用率が特に低い等の条件に該

　「障害者の雇用を刑罰などの直接的な制裁によっ
て実施しようとすることは必ずしも適切ではない」との
指摘について、雇用関係が「労使の信頼を基調とす

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下、「法」）では、
事業主に対し、法定雇用率1.8％以上の障害者の雇用を義

厚生労働省の調査によると、民間企業の障害者雇用率は、
全体としては近年増加傾向にあるものの、平成17年の段階
で1. 49％と、法定雇用率の1.8％には程遠い状況にある。障

障害者の雇用の促進等に関する法律 当する企業に対し雇入れ計画の作成を命ずることと る人的結合であり、特に障害者の適正な雇用を実現 務付けており、厚生労働大臣はその履行を図るため、障害 害者雇用促進法第37条は法定雇用率に達すべきことを事業

（以下「障害者雇用促進法」という。） に している。また、作成された計画が著しく不適当であ するには事業主の理解と協力が不可欠である」こと 者雇入れ計画作成命令の発出（法第46条第１項、障害者 主の義務と定めているが、現行の制度では、未達成企業で

おいては、障害者の雇用の促進を図る る場合又はその実施を怠っている場合には、計画の は理解できる。しかしながら、そのこと自体が、障害 の雇用の促進等に関する法律施行令第3条）を行なう。当 改善努力の見られない企業に対する有効的な法的手段を欠

ため、社会連帯の理念に基づき、事業 変更又は適正な実施に関する勧告を行うことにより、 者の雇用促進を目的とした法的規制手段が全て任 該雇入れ計画が不適当と認められる場合には、その変更 いている。日本の批准する「障害者の職業リハビリテーション

5043 5043001 z13039 
厚生労働
省

障害者の
雇用の促
進等に関
する法律
第37条、
第43条、
第46条及
び第47条

主に対して法定雇用率以上の障害者を
雇用する義務を課している。そして、障
害者雇用促進法においては、事業主の
障害者雇用義務の履行を確保するた
め、雇用率未達成企業のうち雇用率が
特に低い等の条件に該当する企業に
対し、雇入れ計画の作成を命ずることと
している。また、作成された雇入れ計画
が著しく不適当である場合又はその実
施を怠っている場合には、雇入れ計画
の変更又は適正な実施に関する勧告を
行うことにより、事業主が適正な計画に
従い、自主的な努力によって着実に障
害者の雇用を進めることを求めている。
さらに、事業主がこれらの勧告に従わ
ない場合には、障害者の雇用を確保す

c Ⅰ 

事業主が適正な計画に従い、障害者雇用に関する
自主的な努力によって着実に障害者の雇用を進める
ことを求めている。さらに、事業主がこれらの勧告に
正当な理由なく従わない場合には、障害者の雇用の
場の確保に関する自主的な努力を怠り、社会連帯の
趣旨に反することになることから、勧告に従わない旨
を公表するという社会的制裁を加えることとしてい

る。
このような措置を取っている背景としては、雇用関
係は労使の信頼を基調とする人的結合であり、特に
障害者の適正な雇用を実現するには事業主の理解
と協力が不可欠であることから、障害者の雇用の場
の確保に関する自主的な努力を促すことが重要であ
り、障害者の雇用を刑罰などの直接的な制裁によっ
て実施しようとすることは必ずしも適切ではないこと

によるものである。

意的であることを当然に要求するものではない。本
要望は、現行の雇入れ計画の作成命令と計画の変
更又は適正な実施に関する勧告により企業の自主
的な努力を促した上で、正当な理由なく勧告に従わ
ない「社会連帯の趣旨に反する」企業に対する最終
的な手段として、法的強制力を伴う「是正命令」を発
出することを求めているものであり、これが障害者雇
用における労使の信頼関係に影響を及ぼすとは考
えにくい。むしろ、そのような最終的な措置を強化す
ることが、労使の緊張ある信頼関係を醸成し、企業
の自主的努力を促すことにつながると考える。なお、
勧告に従わない旨を公表することを｢ 社会的制裁｣と
指摘されているが、行政手続法第三十二条第ニ項に
おいては、行政指導に従わなかったことを理由とする
不利益な取扱いを禁止しており、企業名の公表を
「社会的制裁」として実施することは行政手続法の趣

桒名展広 1 A 
障害者法定雇用率を達成していな
い事業主に対する措置の強化

を勧告（法第46条第5項）し、必要がある場合には適正実施
の勧告（法第46条第6項）を行なうこととされている。当該勧
告に従わず、一定の改善がみられない事業主については、
公表を前提とした特別指導を行ない、なお改善の見込みが
ない場合には企業名の公表（法第47条）を行なうこととして
いる。　本制度に基づく実際の運用として、まず、平成12年
10月に雇い入れ計画の作成命令を117社に対して発出し、
翌年から計画を実施した。2年後の平成14年10月には、こ
のうち21社に対して適正実施勧告を発出した。更に内14社
に対して平成16年7月から平成17年3月までの8ヶ月にわた
り、特別指導を行なった。指導対象14社中6社が雇用義務
を達成しているが、残り8社は達成できず、厚生労働省は平
成17年6月24日付で、特に改善の見られない2社の企業名
を公表するに至っている。この2社の雇用状況は、実雇用
率1％にも満たないきわめて低い水準であるが、指導や企
業名の公表では強制力がないため改善が図られていな
い。　したがって、民間企業の障害者雇用を促進するため、
企業名の公表に留まらず、正当な理由なく、第46条第5項

及び雇用に関する条約（1992年）」第2条と「職業リハビリテー
ション及び雇用（障害者）に関する勧告（1983年）」において、
国家が「障害者である労働者と他の労働者との間の機会均
等の原則」に基づき、障害者の職業リハビリテーション及び
雇用に関する国の政策を策定し、実施し及び定期的に検討
すると規定している。同条約第2条では、「国内事情及び国内
慣行に従い、かつ、国内の可能性に応じて」とされているが、
世界第二位の経済大国として我が国は率先して障害者雇用
促進のための強い措置を講じるべきであり、それが我が国の
責務であると考える。　なお、法定雇用率1.8％を達成してい
ない企業が多数存在する中で、特定の企業にのみ罰則を伴
う是正命令を発出することに対し、命令対象企業から、雇用
義務未達成の他の事業者との不平等な取扱いであるという
批判があるかもしれない。この点に関しては、障害者雇入れ
計画作成命令、変更勧告、適正実施勧告、及び新設する是
正命令に発出基準を明確に定める（例えば、是正命令では
法定雇用率1.8％を大幅に下回っており（1.0％など） 、数年の
猶予期間を経た後も障害者雇用の改善が見られない企業を

障害者の雇用の促
進等に関する法律
第37，43，46，47条
障害者の雇用の促
進等に関する法律

施行令

厚生労働省

ることが不可能であるので、勧告に従 　したがって、当該事業主が社会連帯の理念に基づ 旨に反するものと理解している。「社会連帯の趣旨に 又は第6項の勧告に従わないときは、厚生労働大臣は「是 対象、また、是正命令を免れる「正当な理由」の要件も具体
わない旨を公表するという社会的制裁 き事業主の理解と協力を得て障害者の雇用促進を 反する」「制裁措置」としては、上記の通り、最終的に 正命令」を発出できることとするとともに、同命令に違反し 化し、かつ公共職業安定所長と都道府県労働局によって障

を加えることとしている。 図る障害者雇用率制度の考え方に従えば、罰則を は是正命令違反企業への罰則がより望ましいと考え た場合には、「罰則」の対象とすることにより、法定雇用率 害者の雇用が極めて困難であると認められた場合とする等）

伴う「是正命令」を設けることにより、障害者の雇用を る。 の達成が低水準で改善努力の見られない企業に対する措 とともに、その基準を数次にわたる計画によって法定雇用率

刑罰などの直接的な制裁によって実現しようとするこ 　「指導を通じて、多くの企業の障害者雇用状況が改 置を強化すべきである。 に近づけていくことによって対応することが可能であると考え

とは適当ではない。 善している」との指摘については、現行制度における る。

　なお、こうした指導を通じて、多くの企業の障害者 諸措置を今後とも積極的に活用すべきであると考え
雇用状況が改善しているところであり、また平成17年 るが、それだけでは不十分である。問題は、平成17

○以下の要望者の意見を踏まえ、再度検討された
い。
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　あん摩
マッサージ
指圧師、
はり師及
びきゅう師
養成施設
指導要領

　医師以外の者で、はり又はきゅうを業
としようとする者は、それぞれ、はり師
免許又はきゅう師免許を受けなければ

ならない。
　免許は、学校教育法第五十六条第一
項の規定により大学に入学することの
できる者で、三年以上、文部科学省令・
厚生労働省令で定める基準に適合する
ものとして、文部科学大臣の認定した
学校又は厚生労働大臣の認定した養
成施設においてはり師又はきゅう師とな
るのに必要な知識及び技能を修得した
ものであって、厚生労働大臣の行うはり
師試験又はきゅう師試験に合格した者
に対して、厚生労働大臣が、これを与え

る。
　

c 

e 
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　はり師・きゅう師の養成については、養成所の設置
や教育内容について法令上厳格な規制を設けるとと
もに、国家試験を行うことにより、はり師・きゅう師とし
て必要な知識・技術が身に付いているかどうかの確
認を行うなど、その質の確保を図っているところであ
り、修業年限や教育内容を見直す必要があるとは考

えていない。
　また、はり師・きゅう師は、医業類似行為を行う専門
家として、他の医療関係職種と同様に、不断の自己
研鑽により質の更なる向上を図っていただきたいと
考えており、御指摘のような生涯教育の義務化や管
理鍼灸師の資格の創設等の必要はないと考えてい

る。
　なお、現在でも、はり・きゅうを業として行う場合に
は、はり師免許・きゅう師免許が必要であるとされて
おり、御指摘のように「法に関係なく無秩序に広が

る」ことはないと考えている。
　さらに、御指摘のような被施術者との間で情報を共

有することを妨げる法令上の規定はない。

日本国における鍼灸医療の確たる医療化はすでに
行われており、今回の提案は事実誤認であるとの回
答がなされました。いささか疑問が残りましたので、

更なる意見を述べます。

・「医業類似行為の専門家」という表現について

① 昭和２２ 年制定の、あんまマッサージ指圧師、はり
師、きゅう師等に関する法律第一条。「医師以外の者
で、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞ
れ、はり師免許又きゅう師免許を受けなければならな

い。」

これは、鍼灸医業（鍼灸施術業）を行える身分免許
は、医師免許、はり師免許及びきゅう師免許のみと
定義された法律です。すなわち、鍼灸は医業の一部
であるのです。医師の行う鍼灸治療は当然医業で
す。同時に、はり師、きゅう師の行う鍼灸治療も、鍼
灸治療に限定された医業になるのです。まさか、医
師の行う鍼灸治療が医業類似行為という事はありえ
ないと思いますが、はり師、きゅう師の行う鍼灸治療
を医業類似行為と呼ぶのであれば、医師の行う鍼灸

治療も医業類似行為という事になります。

② 昭和２５ 年２ 月１６ 日、医収９７ の回答２「然しなが
らあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第１条の
規定は、医師法１７ 条に対する特別法的規定であ

り・・・。」

社団法人　宮崎県
鍼灸マッサージ師会

1 A 
日本国における鍼灸医療の確た

る医療化

「日本国における鍼灸医療の確たる医療化」と、その後の、
「日本鍼灸医療の世界標準化の実現」を要望いたします。
すなわち、昭和29年6月29日仙台高裁判決に基づく、鍼灸

医療の確立を要望します。
判決内容は、以下です。

判決：「医業類似行為とは疾病の治療または保健の目的で
する行為であって医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅ
う師または柔道整復師等の法令で正式にその資格を認め
られた者がその業務としてする行為でないものをいう」
　鍼灸医業は上記の通り医師と鍼灸師が医療として行いま

す。
従いまして、昭和29年6月29日仙台高裁判決に基づき、日
本国における鍼灸医療の水準を確かなものとし、アメリカ
合衆国、英国等と同水準またはそれ以上にしなければなり

ません。

昭和29年6月29日仙台高裁判決に基づく、日本国鍼灸
医療の確たる医療化のために行わねばならない規制改

革。

①あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関す
る法律の全体的見直し。

②はり師、きゅう師養成学校の修業年限見直し。
③鍼灸師養成教育の見直し。

④卒後義務教育、生涯義務教育の創設。
⑤④を受けての管理鍼灸医師、管理鍼灸師の管理者

資格の創設と、その更新制度の創設。
⑥鍼灸医療を行う機関に「管理鍼灸医師」もしくは「管理

鍼灸師」の設置義務付け。
⑦現在、保険医療機関約1万件以上において鍼灸医療
が行われています。現在は法的統制化の下に行われて
いません。改革を断行し、高水準鍼灸医療を、保険医
療機関、鍼灸師の鍼灸医療提供施設等において、法令
と管理資格者の下に行えるよう、そして、将来の統合医

療実現に向けて要望致します。
⑧鍼灸医療の提供は根拠ある鍼灸医学であることを一

部義務付けることを法に追加。
⑨インフォームドコンセントについて。鍼灸師の行う鍼灸
治療に限定した、診察、診断、治療など、患者と情報を

共有しながらの施術ができるよう見直す。
⑩詳細は別紙をご参照ください。

日本の鍼灸医学のレベルアップを行うことで、ＷＨ Ｏの提唱
する鍼灸医学やアメリカ、イギリス等がその国民に対して提
供する鍼灸医学と同等以上の医学水準を目指さなければな

りません。
日本の鍼灸医学及び鍼灸医療提供体制が中国、韓国並び
に西洋の先進各国よりも下回る事は、日本国の恥でありま
す。現在の低レベル日本鍼灸医学が、特区第9次に提案の
通り「鍼灸医療の療養費取り扱いに関する規制緩和」のよう

な規制という弊害を作っています。
その鍼灸医学を日本国民に対して日本医療の一部として安
全に提供できるようにしなければなりません。また、現在のま
までは、鍼灸は法に関係なく無秩序に広がる事になり、法治
国家日本の国民にとって危険です。別紙の添付資料もご参

照ください。

①昭和29年6月29
日仙台高裁判決
（鍼灸医療は医業
であるとする確定

判決）
②あんまマッサー
ジ指圧師はり師
きゅう師等に関する
法律（医師法１７ 条
例外規定法）
③医師法第１７ 条
④164-参-予算委
員会-16号 平成18
年03月24日、統合
医療に関する内閣
総理大臣の答弁

厚生労働省

別紙に提案詳細を記載いたしま
した。

添付書類①：日本国における鍼
灸医療の確たる医療化(全文)
添付資料②：鍼灸医療の療養費
取り扱いに関する規制緩和の為

のニーズ
添付資料③：鍼灸医療の療養費
取り扱いに関する規制緩和（特

区提案）

あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関す
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本要望については、規制改革･民間開放推進会議の
○認可保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣 中間答申で取り上げられた事項であり、前向きに検
悪な保育環境を排除し、子どもの健全な発達のため 討されたい。
に必要な最低限のものであり、当該基準を満たす認

5049 5049001 z13041 
厚生労働
省

児童福祉
法

保育所の施設基準については、児童福
祉施設最低基準によって規定されてい

る。
c Ⅰ 

可保育所がサービス提供の基本であることから、当
該基準さえ満たしていない認証保育所について、国

が制度として認めることは困難である。
○なお、認可保育所の設置主体制限については、平
成12年に撤廃しており、また、多様な保育ニーズへ

全国一律の児童福祉施設最低基準の下では、就
労形態の多様化等による大都市の切実な保育ニー
ズに的確に対応できない。一方、認証保育所は、事
業者の創意工夫により、現在の認可保育所では対
応できない都民の保育ニーズに応えており、保育

東京都 1 A 保育所制度における規制緩和
大都市住民のニーズに即した新たな保育所として、都が創

設した認証保育所を制度的に認めること。

・現在の認可保育所では応えきれていない、大都市の保育
ニーズに対応できる。

・多様な事業者の参入とサービスの競い合いを促す制度に
改めることにより、多様化する保育ニーズに応えることができ

る新しい保育所設置が可能となる。

児童福祉法 厚生労働省

の対応については、子ども・子育て応援プランに基づ サービスの水準も適切に維持されている。制度創設
き、保育所のさらなる多機能化をめざすことにより対 以降、着実に定着、発展してきた実績も踏まえ、認証

応しているところである。 保育所を制度的に認めていただくよう、再度検討を
依頼する。

①について 本要望については、規制改革･民間開放推進会議の
直接契約方式の導入については、「規制改革・民間 中間答申で取り上げられた事項であり、前向きに検
開放推進3か年計画（再改定）」（平成18年3月31日閣 討されたい。
議決定）に基づき、平成18年10月から直接契約方式
により本格実施される認定こども園の実施状況等を ①②について
踏まえ、保育所において一体的に導入することの可 　現行制度下の認可保育所は大都市の多様な保育
否について長期的に検討することとなっている。 ニーズに的確に応えられていない。このため、早急

保育の実施を希望する保護者は、入所 ②について に抜本的な保育所制度の見直しを行うことを要望す

5049 5049002 z13042 
厚生労働
省

児童福祉
法

児童福祉
施設最低
基準

憲法

を希望する保育所等を記載した申込書
を市町村に提出する。

保育費用を支弁した都道府県又は市町
村の長は、保育所利用者から、保育費
用を徴収した場合における家計に与え
る影響を考慮して保育の実施に係る年
齢等に応じて定める額を徴収すること

ができる。

保育所の施設・設備の整備について
は、補助対象は社会福祉法人である。

保育所の施設基準については、児童福
祉施設最低基準によって規定されてい

る。

c  Ⅲ  

保育料の設定については、仮に保育所において自
由に保育料を設定することが可能となれば、特別な
配慮が必要な家庭の児童が保育サービスを受けら
れなくなる可能性があるため、慎重な検討が必要で
あり、① と同様、「規制改革・民間開放推進3か年計
画（再改定）」（平成18年3月31日閣議決定）に基づ
き、平成18年10月から直接契約方式により本格実施
される認定こども園の実施状況等を踏まえ、保育所
において一体的に導入することの可否について長期
的に検討することとなっている。なお、認可保育所に
おいて、運営費に基づく標準的なサービスに加えて
利用者ニーズに応じた独自の付加的なサービスを利
用者から追加料金を直接徴収して実施することにつ
いては、一定の範囲内において現在でも可能であ

る。
③について

公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設す

る。
　また、平成18年10月から実施される認定こども園に
おいては、直接契約方式が導入されるとともに、利
用料の設定についても低所得者層等への配慮の
上、柔軟な設定が可能となっている。認可保育所制
度においても、同様に、特別な配慮が必要な家庭の
児童に対する優先入所や保育料設定を行政が責任
をもって行うことで対応が可能であると考えている。

③について
　認可保育所の設置主体には制限は設けられておら
ず、全ての設置主体に対し、運営費補助が支出され
ている。こうした実態から、保育サービスを慈善・博
愛事業として一律的に解することには疑義がある。
　また、事業実施及び施設管理について、法律等に
よる公的な規制の下に置くことで、公の支配の担保

は可能であり、再度検討を依頼する。

東京都 2 A 保育所制度における規制緩和

現行の認可保育所制度について、多様な事業者の参入を
促し、サービスの競い合いによる利用者本位の制度となる

よう改革を行うこと。
①保育所利用方法について、利用者が施設と直接契約で

きる制度とすること
②保育料を一定の基準の下に、保育所が自由設定できる

ようにすること
③施設整備について、民間事業者も次世代育成支援対策

施設整備交付金の対象とすること
④保育所設置基準を緩和すること

①、②保育所の入所の決定権が区市町村にあるため、利用
者の選択権に実効性がなく、施設の努力と関わりなく児童が
入所する仕組みとなっている。利用者本位のサービス提供を
実現するため、事業者が競い合いを通じてサービス向上して
いく仕組みとしていく必要がある。なお、特別な配慮が必要な
家庭の児童に対する保育料の設定については、行政の責任

により対応が可能である。
③認可保育所は、設置主体に制限はなく、株式会社等でも
設置できることとなっているが、社会福祉法人等と同様の施

設整備補助は受けられない。
④保育所の認可権限は都道府県知事にあるものの、その基
準は全国一律の最低基準を必ず満たさなければならない。
そのため、利便性の良い市街地での保育所整備が進みにく
い。また、職員定数の全てに保育士資格を求めており、保育
士資格以外の資格者の活用による柔軟なサービス提供が出
来ないほか、調理員について常勤職員配置が原則とされて

いるため、短時間勤務職員の導入ができない。

児童福祉法
児童福祉施設最低

基準
厚生労働省

る場合については、憲法89条において「公金その他
の財産は（中略）公の支配に属さない慈善若しくは博 ④について
愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供 　大都市の実態に即した基準設定を可能とするよう
してはならない」と限定されていることから、施設整備 な柔軟な制度構築について、再度検討を依頼する。
費の補助対象とすることはできない。他方、保育所 また、職員定数の全てに保育士資格を求めているこ
運営費については、市町村に実施義務が課されてお とが緩和されると、児童の健康と心身の健全な育成
り、市町村が当該事業を委託することによって実施し に、何故、どのような支障が生じるのか、について具

ているものである。 体的に示されたい。

　労働者派遣事業では、「就業条件の明示」と「労働条件の
明示」を一体的に通知することが一般的に行われている。労

　労働基準法第１５ 条に基づく労働条件の明示につ
いては、労働条件の中でも労働契約の期間、賃金等

働者派遣法の改正により、就業条件の明示についてはファク
シミリ又は電子メールによる方法が認められたが、「労働条
件の明示」の方法についても同様の取扱いが認められない

5057 5057002 z13043 
厚生労働
省

労働基準
法第１５条
労働基準
法施行規
則第５条

　労働基準法第１５ 条及び労働基準法
施行規則第５条により、一定の労働条
件については、書面により労働者に明
示しなければならないとされている。

b  Ⅲ  

重要な事項を労働者に確実に示すために書面によ
る交付を義務づけており、労働者保護の観点から慎
重な検討が必要であると考える。なお、労働基準法
第１５ 条の労働条件の明示の在り方については、労
働政策審議会労働条件分科会における労働契約法

労働政策審議会における審議の具体的なスケ
ジュールについてお示しいただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

2 A 
労働条件の明示の方法にかかる

電子メール等の解禁

　派遣労働者に対して労働条件を明示する際に、派遣労働
者が希望する場合は、ファクシミリないし電子メールでの通
知方法を認めるべきである。結論の時期を示したうえで、早

期に実質的な検討を開始すべきである。

限り、規制改革のメリットが受けられない。「規制改革・民間
開放推進3か年計画（再改定）」では、「書面による場合と同
等の労働者保護を確保する観点から検討を行う」とされてい
るが、この点については、①派遣元以外の場所で就労すると
いう派遣労働の特殊性から、実務上は、書面による明示が

労働基準法第15条
1項、労働基準法施
行規則第5条

厚生労働省労
働基準局監督

課

　労働基準法第15条1項、労働
基準法施行規則第5条により、
労働条件の明示は書面によるも

のとされている。

制の在り方に係る議論の中で御検討いただいている
ところである。

郵送で行われても本人が気づかないケースが想定され、電
子メール等の方が確実に本人に伝わること、②郵送に比べ
迅速に労働条件の確認が可能となり、労働者の保護に資す
ることなどから、書面による場合と同等の労働者保護を図る

ことができる。

・個人情報
の保護に
関する法
律（平成15
年法律第

5057 5057003 z13044 
厚生労働
省

57号）
・雇用管理
に関する
個人情報
の適正な
取扱いを
確保する
ために事
業者が講
ずべき措
置に関す
る指針（平
成16年7月
1日厚生労
働省告示
第259号）
・雇用管理
に関する
個人情報
の適正な
取扱いを
確保する

　個人情報取扱事業者が個人データを
出向先や転籍先に提供する場合は、一
般的には第三者提供に当たり、労働者
等本人の同意を得るに当たっては、口
頭、書面等により、当該本人が個人情
報の当該提供について承諾する旨の意
思確認を、可能な限りその都度行うこと

が望まれる。

ｃ 

　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57
号）「以下「個人情報保護法」という。）第23条第1項に
おいて、個人情報取扱事業者は、同項各号あるいは
同条第2項から第5項に該当する場合を除き、あらか
じめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に
提供してはならないこととしており、ご要望の出向（候
補）先・転籍（候補）先に提供する場合についてもそ
の例外ではない。したがって、法に基づき策定された
雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保
するために事業者が講ずべき措置に関する指針（平
成16年厚生労働省告示第239号）（「以下「告示」とい
う。）及び同解説に、「具体的要望内容」の内容を明
示することは法に反するため不可能である。

　また、国としては、雇用管理に関する個人情報につ
いては、病気、収入、家族関係のような機微にふれ
る情報を含むことから、当該情報を第三者に提供す
る際の本人の事前同意については、第三者提供に
係る本人の意向が的確に反映されるよう、可能な限
りその都度、当該意思確認を行うことが望ましいと考

える。

　 -
（社）日本経済団体

連合会
3 A 

従業員の個人情報の第三者提供
に関する取扱いの見直し

　人事管理上必要な範囲で出向（候補）先・転籍（候補）先
に労働者の個人情報を提供することは第三者提供に当た
らない旨を、指針および同解説において明示すべきであ

る。

　個人情報提供の都度労働者本人の同意が必要となると、
労働者は開示に同意しないことによって出向･転籍人事に対
する事実上の拒否権を持つことになるほか、同意後に出向・
転籍候補先企業が当該労働者の受け入れを拒否すると本
人のモチベーションが下がるおそれがある等、人事管理上支

障が生じる。

雇用管理に関する
個人情報の適正な
取扱いを確保する
ために事業者が講
ずべき措置に関す
る指針（平成16年7
月1日厚生労働省
告示第259号）
雇用管理に関する
個人情報の適正な
取扱いを確保する
ために事業者が講
ずべき措置に関す
る指針　（解説）(平
成17年3月）

厚生労働省政
策統括官付労
働政策担当参
事官室

　雇用する労働者を出向・転籍
させる際、個人情報取扱事業者
は、出向先・転籍先に対して当
該労働者の個人情報を提供す
る場合に本人の同意を取得した
うえで提供する必要がある（「雇
用管理に関する個人情報の適
正な取扱いを確保するために事
業者が講ずべき措置に関する指
針（解説）」参考記述）。また、可
能な限りその都度、意思確認を
行うことが望ましいとされてい

る。

ために事
業者が講
ずべき措
置に関す
る指針（解
説）
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5057 5057004 z13045 
厚生労働
省

労働基準
法第３２条
の４の２

１ 年単位の変形労働時間制の対象労
働省であって、対象期間中に労働させ
た期間が当該対象期間より短い労働者
について、当該労働させた期間を平均
し１ 週間当たり４０ 時間を超えて労働さ
せた場合においては、その超えた時間
の労働については、割増賃金を支払わ

なければならない。

c Ⅰ 

　労働時間管理は各事業場の実情を考慮して、適切
に行われることが原則であり、１ 年単位の変形労働
時間制についても事業場ごとに、当該事業場の実情
を踏まえたうえで適切に労使協定を結び、事業場単
位で導入するものである。また、そもそも、１ 年単位
の変形労働時間制は、あらかじめ、業務の繁閑を見
込んで、それにあわせて労働時間を配分するもので
あり、そのような業務の繁閑も含めた労働の実態
は、事業場ごとに異なるものであるので、御要望にお

応えすることはできない。

要望者からの再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

労使協定・同意内容が異なる場合については回答の
とおりであっても、労使協定・同意内容が同じ場合に
ついての回答はされていない。異なる事業場であっ
ても、業務の繁簡も含め労働実態が全く同じ（例え
ば、同じ機器を製造する第1工場と第2工場）というこ
ともあるため、現行制度は企業の実態に合わず杓子

定規にすぎる。

（社）日本経済団体
連合会

4 A 

1年単位の変形労働時間制におけ
る変形期間途中の

異動者の時間外清算に関する適
用除外

　変形期間途中で他の事業場に異動した場合でも、異動前
事業場と同じ変形労働時間制の適用を受ける（年間の労
働日および各日の労働時間数が変わらない）ときは、賃金

清算の対象としないことを認めるべきである。

①対象期間を1ヵ月以上の期間毎に区分して運用している場
合であっても、「各期間における労働日数・総労働時間」「各
期間の初日の30日以上前に定める労働日・労働日ごとの労
働時間」等を定める労使協定内容と労働者代表等との同意
内容が、異動前の事業場と同じであれば、労働者に不利益

は一切生じない。
②事業場単位で1年単位変形労働時間制を運用するという
原則の趣旨は、労働時間の実態が事業場で異なりうるため、
導入の是非や条件を異にできるようにする点にあり、条件を
同じにした事業場間で清算を要求するものではない。

労働基準法第32条
の4の2

厚生労働省労
働基準局監督

課

　1年単位の変形労働時間制の
対象労働者であって、当初設定
した対象期間の途中で他の事業
場に異動した労働者について、
異動前の労働時間の平均が1週
間あたり40時間を超えていた場
合、当該超過時間分の労働につ
いては、割増賃金を支払わなけ

ればならない。

　週休2日でフレックスタイム制を
　週休2日でフレックスタイム制を運用す 運用する場合、曜日の巡りに
る場合、曜日の巡りによっては、法定労 　曜日の巡り等によるフレックスタイム制の運用の不 よっては、法定労働時間数（8時

5057 5057007 z13046 
厚生労働
省

労働基準
法第３２条
の３労働
基準法施
行規則第
１２ 条の３
平成９年３
月３１日基
発第２２８ 
号

働時間数（8時間）どおりに勤務したとし
ても、一定時間を時間外労働扱いとし
なければならない月が発生する。こうし
た状況を回避するためには、フレックス
タイム制を適用しない日を設けるか、あ
るいは、平成9年3月31日基発228号の
通達で定める要件を満たす必要がある
（同通達は、①週休2日で、かつ、②29 
日を起算日とする7日間の実労働時間
が40時間を超えず、③各日の労働時間
がおおむね8時間以下等という要件を

c  Ⅳ  

都合を解消するため、当該通達により１ か月の端数
日の時間計算の特例を認めているところであり、この
場合には、労働時間の偏り等、不当な長時間労働を
助長するおそれがあるため、厳格な要件を設けてい
るものである。御要望の通り、どの月においても法定
労働時間勤務するのであれば、現行制度において
特段の不都合はないものである。しかしながら、例え
ば、２９ 日を起算日とする週の翌月1日、２ 日、３ 日の
労働時間が法定労働時間を超える場合には、当該
週の実労働時間が過剰なものとなる可能性はあり、
不当な長時間労働を助長させないためにも御要望に

暦日数の多い月でフレックスタイムの除外日の設定
などの対応が必要になってくるという労務管理上の
煩瑣な手続が問題であり、厳密な取扱いを担保しつ
つ、この問題点を解決する方策について御説明（通
達の見直しなど検討を含め）いただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

7 A 
週休2日制の場合のフレックスタイ

ム制の適用

　平成9年3月31日基発228号の要件のうち、「週休2日の要
件」以外のものを削除し、これにより、週休2日でフレックス
タイム制を運用する場合、法定労働時間数通り勤務しても
時間外労働が発生することのないようにすべきである。

　現行制度は運用が煩雑であり、フレックスタイム制の導入
を阻害する要因となっている。週休2日制を条件とすれば、労
働時間の偏り等、不当な長時間労働を助長するおそれもな

い。

労働基準法第32条
の3

労働基準法施行規
則第12条の3

平成9年3月31日基
発第228号

厚生労働省労
働基準局監督

課

間）どおりに勤務したとしても、
一定時間を時間外労働扱いとし
なければならない月が発生す
る。こうした状況を回避するため
には、フレックスタイム制を適用
しない日を設けるか、あるいは、
平成9年3月31日基発228号の通
達で定める要件を満たす必要が
ある（同通達は、①週休2日で、
かつ、②29日を起算日とする7日
間の実労働時間が40時間を超
えず、③各日の労働時間がおお

満たす場合に限り、時間外労働として お応えすることはできない。 むね8時間以下等という要件を

扱わないこととしている）。 満たす場合に限り、時間外労働
として扱わないこととしている） 。

　企画業務型裁量労働制の対象業務
は、以下の要件のいずれにも該当する

ことが必要である。
１． 事業の運営に関する事項について

の業務であること
２． 企画、立案、調査、及び分析の業務

であること
３． 当該業務の性質上これを適切に遂
行するにはその遂行の方法を大幅に労
働者の裁量にゆだねる必要がある業務

5057 5057008 z13047 
厚生労働
省

労働基準
法第38条
の４

労働基準
法施行規
則第24条
の2の5
平成11年
12月27日
労働省告
示第149号

であること
４． 当該業務の遂行の手段及び時間配
分の決定等に関し使用者が具体的な
指示をしないこととする業務であること
　平成１６ 年１ 月１ 日から改正労働基準
法が施行され、企画業務型裁量労働制
については、使用者及び事業場の労働
者を代表する者を構成員とする労使委
員会を設置し、当該委員会がその委員
の５分の４以上の多数による議決によ
り法に定める事項に関する決議をし、
かつ、使用者が当該決議を行政官庁に
届け出た場合において、対象労働者に

b Ⅰ 

　裁量労働制の在り方については、現在、労働政策
審議会労働条件分科会における労働時間法制の在
り方に係る議論の中で御検討いただいているところ

である。

労働政策審議会における審議の具体的なスケ
ジュールについてお示しいただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

8 A 
企画型裁量労働制に関する対象

業務の早期拡大

　営業職を含め、ホワイトカラー労働者の業務全般に企画
型裁量労働制を適用するため、同制度の対象業務を大幅
に拡充する、もしくは対象業務の制限を原則撤廃すべきで

ある。

　企画型裁量労働制をホワイトカラー労働者に広く適用する
ことで、自律的で自由度の高い柔軟な働き方が可能となるほ
か、企業にとっても、労働者自身が「仕事の質・成果」を追求
することにより、生産性の向上、競争力の強化が期待でき

る。
　「今後の労働時間制度に関する研究会報告書」（2006年1
月27日）は、適用拡大に関する言及がなく検討が不十分であ
る。包括的な指示の下、業務遂行を自己裁量に委ねている
ホワイトカラー労働者は増えており、現行の対象範囲は狭す
ぎる。営業職であっても、個々人が異なるニーズ等を分析し
ながら企画提案を行うケースも多くみられ、対顧客営業という
だけの理由で対象外とすべきではない。対象範囲は、業務

実態を知る個別労使に委ねるべきである。

労働基準法第38条
の4

厚生労働省労
働基準局監督

課

　企画型裁量労働制の対象は、
「事業の運営に関する事項につ
いての企画、立案、調査及び分
析の業務であって、当該業務の
性質上これを適切に遂行するに
はその遂行の方法を労働者の
裁量にゆだねる必要がある」業
務であることとされている。

みなし労働時間を適用できることとなっ
ている。

　また、使用者は６か月以内ごとに労働
基準監督署長に企画業務型裁量労働
制に関する報告をしなければならない

こととなっている。
　企画業務型裁量労働制に関する規定
は、法第４章の労働時間に関する規定
の適用に係る労働時間の算定について
適用されるものである。したがって、み
　企画業務型裁量労働制の対象業務
は、以下の要件のいずれにも該当する

ことが必要である。
１． 事業の運営に関する事項について

の業務であること
２． 企画、立案、調査、及び分析の業務

であること

5057 5057009 z13048 
厚生労働
省

労働基準
法第38条
の４

労働基準
法施行規
則第24条
の2の5
平成11年
12月27日
労働省告
示第149号
平成15年
10月22日
厚生労働
省告示第
353号

３． 当該業務の性質上これを適切に遂
行するにはその遂行の方法を大幅に労
働者の裁量にゆだねる必要がある業務

であること
４． 当該業務の遂行の手段及び時間配
分の決定等に関し使用者が具体的な
指示をしないこととする業務であること
　平成１６ 年１ 月１ 日から改正労働基準
法が施行され、企画業務型裁量労働制
については、使用者及び事業場の労働
者を代表する者を構成員とする労使委
員会を設置し、当該委員会がその委員
の５分の４以上の多数による議決によ
り法に定める事項に関する決議をし、
かつ、使用者が当該決議を行政官庁に
届け出た場合において、対象労働者に
みなし労働時間を適用できることとなっ

ている。
　また、使用者は６か月以内ごとに労働

b Ⅰ 

　裁量労働制の在り方については、現在、労働政策
審議会労働条件分科会における労働時間法制の在
り方に係る議論の中で御検討いただいているところ

である。

労働政策審議会における審議の具体的なスケ
ジュールについてお示しいただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

9 A 
企画型裁量労働制に関する手続
きの簡素化の早期実施

①労使委員会の決議に替え、労使協定の締結等により制
度導入ができるようにするべきである。
②本人同意要件をなくすべきである。

③労働基準監督署長への届出が義務付けられている報告
書の届出頻度を現行の6ヵ月以内ごとから1年以内ごとに

延長するべきである。
④勤務状況の把握義務をなくすべきである。

①「今後の労働時間制度に関する研究会報告書」（2006年1
月27日）は、労使委員会の設置負担を理由に中小企業でそ
の設置を求めないことを提案しているが、設置や届出等の諸
手続きの負担は中小企業に限られるものではなく、広範かつ
大幅な手続き緩和が求められる。労使委員会の決議要件を
廃止することで、制度の利用拡大を図ることができる。

②専門型裁量労働制の場合、本人同意は要件となっておら
ず、企画型裁量労働制についても同様とすることが望まし
い。例えば、チームで仕事を行う場合、チームの中に企画型
裁量労働制適用に同意しない者がいると、業務に支障をきた
しかねない。また、同意した者と同意しない者を区分して管理

することは非効率である。
③労働基準監督署長に対する報告書の届出は、実務上負

担となっている。
④勤務状況の把握は、労働者の健康への配慮措置として義
務付けられているところ、健康への配慮は、企業実態に応じ
た様々なものがある。勤務状況の把握義務を一律に課すこ
とは、業務の遂行方法や時間配分等を大幅に労働者の裁量
に委ねるという裁量労働制の本来の趣旨に反する。

労働基準法第38条
の4

平成15年10月22日
厚生労働省告示第

353号
平成11年12月27日
労働省告示第149

号

厚生労働省労
働基準局監督

課

①企画型裁量労働制を導入す
るには、労使委員会を当該事業
場に設置し、労使委員会で決議
を行わなければならない。
②企画型裁量労働制を適用す
るには、適用しようとする労働者
本人の同意を得なければならな

い。
③制度運用上、使用者は6ヵ月
以内ごとに労働基準監督署長に
企画型裁量労働制に関する報
告をしなければならない。

④制度運用上、出退勤時刻又
は入退室時刻の記録等による
方法により、使用者が対象労働
者の労働時間の状況等の勤務
状況を把握しなければならな

い。

基準監督署長に企画業務型裁量労働
制に関する報告をしなければならない

こととなっている。
　企画業務型裁量労働制に関する規定
は、法第４章の労働時間に関する規定
の適用に係る労働時間の算定について
適用されるものである。したがって、み
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要望
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号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
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措置の
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5057 5057010 z13049 
厚生労働
省

労働基準
法第３７条
第４１条

管理・監督の地位にある者等について
は、労働時間規制の適用が除外されて
いるが、深夜に労働した場合には労働
基準法第３７ 条に基づき割増賃金が支

払われなければならない。

b Ⅰ 

　管理監督者に対する深夜業規制の適用除外につ
いては、現在、労働政策審議会労働条件分科会に
おける議論の在り方に係る議論の中で、管理監督者
の範囲等の見直しも含めて、御検討いただいている

ところである。

労働政策審議会における審議の具体的なスケ
ジュールについてお示しいただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

10 A 
管理監督者に対する割増賃金支
払い義務の見直しの早期実施

　現行の管理監督者に対する深夜業規制の適用除外につ
いて積極的に検討を行い、早期に実施すべきである。

　使用者と一体的な立場にある管理・監督職は必要に応じ深
夜業を行うことが求められる一方、製造現場における交替勤
務のように深夜業が常態となることは考えにくく、深夜業の規
制について適用を除外しても保護に欠ける危険性はない。
「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」（2006年3月
31日）では、管理監督者の範囲見直しとあわせて深夜業規
制の適用除外について検討するとしているが、一体的に検
討しなければならない理由はない。管理監督者の範囲の見
直しとは切り離して、現行の管理監督者に対する深夜業の

規制の適用除外を検討すべきである。

労働基準法第37
条、第41条

厚生労働省労
働基準局監督

課

　労働基準法第41条は同法第4
章、第6章及び第6章の2で定め
る労働時間、休憩及び休日の規
定を適用除外としているが、深
夜業の関係規定（第37条の関係
部分及び第61条の規定）は適用
除外とされるものではない。した
がって、管理監督者であっても、
深夜に労働させる場合は、深夜
業の割増賃金を支払わなけれ

ばならない。

　金銭賠償による解決策が労使双方に提示されることによ 　解雇については、判例におけ
り、紛争の解決方法の選択肢が増え、紛争の早期解決に資 る解雇権濫用法理および同法

5057 5057011 z13050 
厚生労働
省

b Ⅰ 

　解雇のいわゆる「金銭的解決制度」については、現
在、労働政策審議会労働条件分科会における労働
契約法に係る議論の中で御検討いただいているとこ

ろである。

労働政策審議会における審議の具体的なスケ
ジュールについてお示しいただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

11 A 解雇の金銭解決制度の早期導入
　2006年度の早期に結論が得られるよう、解雇の金銭解決
の導入要件について積極的に検討すべきである。

するとともに、労働力の流動化、中長期的には経済の活性
化につながる。使用者側からの金銭解決の申し入れについ
ては、いかなる解雇についても認めるのではなく、ネガティブ
リストにより一定の解雇を除外するなどすれば、使用者によ
る濫用の懸念を払拭できるので不都合はない。2002年12月
26日の労働政策審議会建議（「今後の労働条件に係る制度

労働基準法第18条
の2

厚生労働省労
働基準局監督

課

理を明文化した労働基準法第18
条の2によって厳しく制限されて
いる。また、争いが生じた場合、
裁判では当該解雇が有効である
か無効であるかの解決しかない
ため、妥当な紛争解決に至らな

の在り方について」）では、解雇の金銭解決制度の必要性を かったり、早期解決が妨げられ
謳っており、これ以上の結論先延ばしは問題である。 ている場合もみられる。

5057 5057012 z13051 
厚生労働
省

労働基準
法第41条

管理・監督の地位にある者等について
は、労働時間規制の適用が除外されて

いる。
b Ⅰ 

　自律的労働にふさわしい制度の創設については、
現在、労働政策審議会労働条件分科会における労
働時間法制の在り方に係る議論の中で御検討いた

だいているところである。

労働政策審議会における審議の具体的なスケ
ジュールについてお示しいただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

12 A 
ホワイトカラーエグゼンプション制

度の早期導入

　管理監督者に限らず、裁量性の高い労働者など一定の
要件を満たす労働者等を労働時間規制の適用除外とする
ホワイトカラーエグゼンプション制度について、対象者の要
件が客観的かつ包括的なものとなるよう留意しつつ検討を
行い、2006年度の早期に結論を得るべきである。

　ホワイトカラーの場合、労働時間と非労働時間との境界が
あいまいであり、ブルーカラーと比較して、労働時間と仕事量
との関連性が低いにもかかわらず、その賃金は労働時間を
基礎に計算されている。そのため、効率的に短時間で成果を
上げた労働者よりも非効率的に長時間働いて同じ成果を上
げた労働者の方が、結果として報酬が多くなるといった矛盾

が生じる。
　また、多様な働き方を実現するためには、労働者が自己の
裁量で労働時間を弾力的に運用できる制度が必要である。
ホワイトカラーエグゼンプション制度の導入により、職務の遂
行手段や方法、時間配分等を労働者の裁量に委ね、労働時
間にとらわれない自律的かつ自由で多様な働き方を可能と
する社会の形成を目指すべきである。「今後の労働時間制度
に関する研究会報告書」（2006年1月27日）が提案する適用
除外者の対象者は限定的であり、その基準も不明確である
ため、上記を十分達せられない制度となることが懸念され

る。

労働基準法第41条
厚生労働省労
働基準局監督

課

　管理監督者等に限って、労働
時間規制の適用が原則的に除

外されている。

○　職業安定法（以下「法」という。）第５条の５及び第
５ 条の６において、職業紹介事業者は求人及び求職
の申込みは全て受理しなければならないとされてい
るが、当該申込みの内容が法令に違反するとき等
は、これを受理しないことができるとされているところ

である。
○　ご提案の「求人企業の取扱基準を定め、問題あ 要望者からの再意見を踏まえ、再度検討されたい。

る企業の求人申込みを受理しないこと」については、 （要望者再意見）

法第５条の５において、求人申込みの内容が法令に 求職の申込の全件受理の緩和については、「法第32

5057 5057013 z13052 
厚生労働
省

職業安定
法第５条
の５、第５ 
条の６、第
32条の
12、第33
条

○職業紹介事業者は求人及び求職の
申込みは全て受理しなければならない
が、当該申込みの内容が法令に違反す
るとき等は、これを受理しないことがで

きる。
○職業紹介事業者等は取り扱う職種の
範囲その他業務の範囲を定めることが

できる。

c,d Ⅰ 

違反する等、明白な事由に限り全件受理原則の例
外規定を設けている趣旨に鑑みると、個々の企業の
恣意的な基準に基づき求人企業を限定することを容
認することにつながり、これを認めることは困難であ

る。
○　しかしながら、法第32条の12第１項及び第２項及
びそれを読み替えて適用する法第33条第４項におい
て、職業紹介事業者等は取り扱う職種の範囲その他
業務の範囲（以下、「取扱職種の範囲等」という。） を
定めることができ、取扱職種の範囲等を定め厚生労
働大臣に届け出た場合、厚生労働大臣が当該取扱
職種の範囲等が「特定の者に対し不当な差別的取
扱いをするもの」であると認め変更を命じない限り、
求人及び求職の申込みの全件受理原則（法第５条
の５及び第５条の６）は、その範囲において適用され

ることとされている。

条の12第１項及び第２項及びそれを読み替えて適用
する法第33条第４項において、職業紹介事業者等は
取り扱う職種の範囲その他業務の範囲（以下、「取扱
職種の範囲等」という。） を定めることができ、取扱職
種の範囲等を定め厚生労働大臣に届け出た場合、
厚生労働大臣が当該取扱職種の範囲等が「特定の
者に対し不当な差別的取扱いをするもの」であると認
め変更を命じない限り、求人及び求職の申込みの全
件受理原則（法第５条の５及び第５条の６）は、その
範囲において適用される」との回答だが、職業紹介
事業の業務運営要領の「第７ 　職業紹介事業の取
扱職種の範囲等」には、「当該届出を行う場合、その
方法はあらかじめ特定されるものではないが、目安
としては平成11年版労働省編職業分類の中分類に
よるものとする」とされ、職業による分類に限られて
いる。きめ細やかなサービスを提供するために、年

（社）日本経済団体
連合会

13 A 

民間職業紹介所における「求職の
申込み」と

「求人の申込み」の全件受理原則
の緩和【新規】

　民間職業紹介所における「求職の申込み」と「求人の申
込み」の全件受理原則を緩和すべきである。

（＊）年齢に限らず、卒業後の経過年数、主婦、子供を
持つ女性などさまざまな属性で対象者を規定しきめ細
やかなサービス提供を行えるようサービス対象者の規

定を明文化することを認めるべきである。
③求人の申込みについては、「法令違反」のみならず、
「問題ある求人」を排除することは、職業紹介の適正化
や求職者の安心安全な就職に欠かせないものである。
民間職業紹介所においては、個々の企業努力により、
過去の紹介においてトラブルの多い企業、消費者苦情
の多い企業、悪質・反社会的な企業等に係わる情報を
蓄積してきている。民間の職業紹介所が個々に「求人
企業の取扱基準」を定め、問題ある企業の求人申込み
を受理しないことができるよう全件受理の規制を緩和す

べきである。

①全件受理の原則のもとハローワークが全国に整備されて
おり、セーフティネットとして大きな役割を果たしているが、民
間職業紹介所についても同様に全件受理の原則を求めるこ

とは、社会的コストの重複となっている。
②民間職業紹介所における求職の申込みについては、年齢
や主婦等の求職者の属性により得意領域に特化することに
より、社会全体で見た場合、より効率的で効果的な雇用環境
を創造していくことが可能となる。求職者に混乱を生じさせな
いよう、対象分野となる領域について、広報段階で具体的に
周知するとともに、万一、規定外の申込があった場合はハ
ローワーク、あるいは当該規定を得意とする他事業所へ誘
導するなどの措置を講じることを条件に求職の申込みにおけ
る全件受理の原則を緩和すべきである。公的機関であるヤ
ングハローワークでは、「概ね30歳未満」という言い方でサー
ビス提供する利用者を暗に規定しているが、民間事業者に
は、年齢制限などを設けることが許されていないという現状

は不可解な状況である。（＊）

職業安定法第5条
の5、第5条の6

厚生労働省職
業安定局需給
調整事業課

　求職の申込みについては、ハ
ローワーク、民間職業紹介事業
者を問わず、すべて受理するこ
とが原則とされているが、申込
みの内容が法令に違反するとき
等、問題がある求職の申込みに
ついては、職業安定法第5条の6
の規定により受理しないことが

できる。
　求人の申込みについても、ハ
ローワーク、民間職業紹介事業
者を問わず、すべて受理するこ
とが原則であるが、申込みの内
容が法令に違反するとき等、問
題がある求人の申込みについて
は受理しないことができるとされ

ている。

　ここでいう「特定の者に対し不当な差別的取扱いを 齢、卒業後の経過年数、主婦、子供を持つ女性な

するもの」は、法第３条の職業紹介に係る均等待遇 ど、職業以外の属性でもサービス対象者を規定でき

の規定に鑑み、特定の属性を持つ者に対して差別を るようにすべきである。

行う意図を持っていると推定される場合等が該当す
るが、社会的弱者等についてのみ業務対象とするよ
うな場合には、個別にその可否を判断しているところであ
る。すなわち、ご提案の「さまざまな属性で対象者を規定し
きめ細やかなサービス提供を行えるようサービス対象者の
規定を明文化すること」は一律に否定されるものではなく
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厚生年金
保険法第
８１ 条の２

健康保険
法第159条

雇用保険
法第61条
の４

　育児・介護休業法に規定する育児休
業又は育児休業の制度に準ずる措置
に基づく休業期間について厚生年金保
険及び健康保険の保険料を免除すると
ともに、年金額の算定に当たっては、保
険料拠出を行った期間と同様に取り扱
うことにより年金権を保障する。

　育児休業給付は、労働者が１歳（子が
1歳を超えても休業が必要と認められる
一定の場合については1歳６か月）未満
の子を養育するための育児休業を行う

場合に支給する。
ただし、育児休業給付の対象となる育
児休業を行ったことのある労働者が当
該育児休業終了後、再度同一の子につ
いて取得する育児休業については、原
則として育児休業給付の対象に含まれ

ない。

c Ⅰ 

　育児・介護休業期間中の保険料免除措置は、世代
間扶養の仕組みである公的年金制度及びそれと類
似の観点も含まれる公的医療保険制度において、次
世代育成支援も重要な課題であることから、設けら

れているものである。
　この措置は、「保険料を負担しその実績に基づいて
給付を行う」ことが基本である厚生年金制度及び健
康保険制度において、極めて例外的な取り扱いであ
ることから、労働者の権利として広く社会的合意が形
成されている育児・介護休業法に定める育児休業等

の期間に限って対象としている。
　これを超えて一部の企業が独自に設けている育児
休業制度の利用者まで免除措置の対象とすること
は、法律という形で広く社会的合意が得られている
育児休業等を取得している者以外の者に対しても、
「拠出に基づく給付」の例外措置を広げることになり、

公平性の面から見て困難であると考える。
　また、育児休業給付の対象は、育児・介護休業法
により定められた社会的合意が得られた範囲に限定
されているものであり、育児・介護休業法によらない
育児休業の取得についてまで給付の対象とすること

は困難である。

本件は、企業の労使合意に基づく自主的な取り組み
を支援する観点から、現行の育児・介護休業法の規
定を変更することなく、運用上、育児休業を再度取得
する場合であっても1歳未満の子の育児休業期間中
であれば、社会保険料の免除および育児休業給付
の受給を可能とすることを要望しているものであり、

再検討をお願いしたい。

（社）日本経済団体
連合会

14 A 
育児休業期間中の社会保険料免

除の拡大【新規】

　法定の育児休業制度を上回る形で、企業が独自に、「1歳
未満で復帰し、1歳未満で再び育児休業を取得すること」が
可能な制度を導入している場合、1歳未満の子の育児休業
期間中については、社会保険料の免除を可能とし、育児休

業給付の受給も可能とすべきである。

　企業が、育児を行う従業員に対する支援策として、1歳未満
で復帰し、1歳未満で再び育児休業を取得できる制度を導入
しても、1歳未満で再度育児休業を取得する場合、社会保険
料が免除されず、育児休業給付金も受給できないため、結果
として子が1歳になるまでの育児休業取得を選択する従業員
が多くなり、早期の職場復帰を促せない矛盾が生じている。

育児･介護休業法
第5条2項

健康保険法第159
条

厚生年金保険法第
81条の2

雇用保険法第61条
の4

厚生労働省

　育児休業から1歳未満で復帰
し再び1歳未満で育児休業に
入った場合、育児休業法により1
歳未満の間は同一の子につい
て育児休業を取得できないとさ
れているため、社会保険の保険
料免除を受けられず、雇用保険
の育児休業給付金も受給できな

い。

勤労者財
産形成促

5057 5057015 z13054 
厚生労働
省

進法第6条
第2項(勤
労者財産
形成促進
法施行令
第13条の4
は要望内
容とは直
接関係な
いため削

財形年金貯蓄は勤労者財産形成促進
法に基づき、その要件が、①積み立て
期間は5年以上、②受け取り開始は60
歳以降でかつ積み立て終了から5年以
内、と規定されている。2年未満の積み
立て中断という制度を活用しても、最大
据え置きができる期間は7年未満となっ

ている。

c Ⅰ 

財形年金貯蓄は、勤労者が老後に年金の形で支払
いを受けその勤労者の老後生活の安定に資するた
めのものであることから、支給開始年齢を６０ 歳から

引き下げることは適当ではない。
また、財形貯蓄の基本は老後生活のための計画的
な貯蓄を促進することであるので、勤労者が継続的
に積立てる努力を終えて利子だけで年金原資を増大

させる期間を長くすることは適当ではない。

-
（社）日本経済団体

連合会
15 A 

財形年金貯蓄の受け取り要件の
緩和【新規】

　年金受け取り開始時期を「60歳」から「55歳」とすべきであ
る。また積み立て終了から受け取り開始までの据置期間5
年以内という要件を撤廃、あるいは10年程度に延長すべき

である。

　65歳までの雇用延長が進められる中で、労働者の働き方
は多様化しており、自らのライフプランに基づいて60歳以前
で受け取りを希望する者もいる。また、50歳代での労働条件
の変更に伴い、積み立ては早期終了を希望するが、その後
の65歳までの雇用継続により、受け取り開始まで10年程度
の据置期間が必要となる場合もある。1人1契約の原則を保
持しつつも、働き方の多様化に伴い、財形年金貯蓄の受け

取りについて柔軟性を持たせるべきである。

勤労者財産形成促
進法第6条2項
勤労者財産形成促
進法施行令第13条

の4

厚生労働省労
働基準局勤労
者生活部

　財形年金貯蓄は「勤労者財産
形成促進法」に基づき、その要
件が、①積み立て期間は5年以
上、②受け取り開始は60歳以降
でかつ積み立て終了から5年以
内、と規定されている。2年未満
の積み立て中断という制度を活
用しても、最大限据え置きができ
る期間は7年未満となっている。

除。） 

＜派遣受入期間制限の撤廃について＞
○　労働者派遣事業については、その利用の仕方に
よっては、労働者の安定した雇用機会の確保、長期
雇用慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効

5057 5057016 z13055 
厚生労働
省

労働者派
遣法第４０ 
条の２

○平成１６ 年３ 月から、専門的な業務等
（２６ 業務）を除いた労働者派遣に係る
派遣受入期間制限について、最長３年

とされたところである。

c Ⅰ 

発揮、安定した労使関係など我が国の雇用慣行に
悪影響を及ぼすおそれがあることから、臨時的・一時
的な労働力需給調整システムとして位置付けられる
べきものとして、関係者の合意形成がなされており、
派遣受入期間についても、常用雇用の代替のおそ
れが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活
用する場合の共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、派遣受入期間制限の撤

廃は不適当である。

＜過半数組合等の意見聴取について＞
○　派遣受入期間の制限については、平成１６ 年３ 
月から、３ 年までの期間で臨時的・一時的と判断でき
る期間に延長したところであるが、その際の労働政
策審議会において、「１ 年を超えても臨時的・一時的
と考えられる期間であると判断できるかどうかは、個
別事業所ごとに、派遣先の事業主が判断することと
し、派遣先の事業主が当該事業所の労働者の過半
数代表の意見を聴いた上で判断することが適当であ
る」と建議されたところであり、労働者派遣事業が派

経済社会環境の変化に伴い、多様な働き方を選択
する労働者が増える中で、自己の裁量を容易にし、
能力を存分に発揮できる環境を整備するためには、
労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行
を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安
定した労使関係などといった我が国の雇用慣行も変
化をせざるを得ないところ、派遣受入期間制限の撤
廃が自己の裁量を容易にするためには必要であると

考えており、再度御検討いただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

16 A 
自由化業務における派遣期間制

限の撤廃

　派遣受入期間の制限のあるいわゆる自由化業務（物の
製造業務を含む）について、派遣可能期間の制限を早期に
撤廃すべきである。また、自由化業務について、早期に撤
廃できない場合には、過半数組合等の意見聴取なしに、派

遣可能期間を一律に3年まで延長すべきである。

（＊）国際的な企業間競争の激化や経済動向の急激な
変化に企業が対応するためには、期間の問題に制限さ
れない多様な雇用ポートフォリオの実現が有効である。
派遣期間の制限は、専門性を持った優秀な労働者を確
保するために派遣労働者を活用している企業の妨げに
なるだけでなく、働き方の多様化へのニーズが高まって

いる労働者にとっても不要な規制である。

　派遣労働は就労形態の一つとして既に認知されており、派
遣労働者だけに働く期間を制限する理由はない。派遣労働
者として継続して働くことを希望する労働者の意思、ライフス
タイルを尊重し、同一の業務に従事する期間を法律で制限

するべきではない。
　派遣可能期間経過後は別な派遣先で派遣就労すればよ
く、職業選択の自由を侵害していないとの反論がありえよう
が、どこの派遣先を選択するかは、派遣労働者の自由であ
り、派遣労働者の意思が無視され、働き方の選択肢が制限

されるべきではない。
　派遣可能期間の制限は、正社員の代替防止を理由にして
いるが、各人の意思により就労形態（正社員あるいは派遣労
働者）を選択するのが最近の傾向である。すなわち、派遣労
働者として働くことを希望する労働者の意思も尊重されるべ
きであり、働き方の多様化を一律に法律で制限すべきではな

い。
　人事政策は企業経営上の重要事項であり、経営責任の負
えない労働組合の関与すべき問題ではないことから、労働組
合等への意見聴取を法律で義務付けるべきではない。（＊）

　

労働者派遣法第40
条の2

厚生労働省職
業安定局需給
調整事業課

　派遣受入期間の制限のあるい
わゆる自由化業務については、
派遣先の事業所その他派遣就
業場所ごとの同一業務につい
て、派遣可能期間が原則１年、
派遣先の労働者の過半数で組
織する労働組合ないしその労働
組合がない場合には労働者の
過半数を代表する者（以下「過
半数組合等」という。）の意見聴
取によって延長しても、最大3年
までに制限されている。派遣労
働者、派遣元を変えたとしても派
遣を継続することはできない。派
遣契約を更新する場合は、3ヵ月
間空白期間をおかなければなら
ない。また、物の製造業務への
派遣については、その期間は現
状1年、2007年3月からは3年ま
でに制限されている。

遣先の常用雇用の代替のおそれを内在していること
等にかんがみると、１ 年を超えて臨時的・一時的と判
断できる期間について過半数組合等の意見聴取を

行うことは、必要な手続であると考える。

労働者派
遣法第２６ 　派遣就労開始前に事前面接等をすることは、雇用のミス

条第７項、 ○　派遣労働者の決定については、雇用主である派 マッチや派遣就業開始後のトラブルを防止することで雇用機
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派遣元事
業主が講
ずべき措
置に関す
る指針（平
成１１年労
働省告示
第１３７号） 
の第２の１
１の(1)、派
遣先が講
ずべき措
置に関す
る指針（平
成１１年労

派遣先は、紹介予定派遣の場合を除
き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮
命令の下に就業させようとする労働者
について、労働者派遣に先立って面接
すること等派遣労働者を特定することを
目的とする行為をしてはならない。

b  Ⅰ  、Ⅲ  

遣元事業主が、派遣労働者の職業能力を評価した
上で、派遣先の必要とする労働力に相応しい労働者
を適切に判断し行うことが労働者派遣事業制度の基
本的な考え方であること等から、その趣旨にかんが
み、紹介予定派遣以外の労働者派遣における事前

面接を禁止しているところである。
○　「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」
（平成１８ 年３ 月３１ 日閣議決定）において、「紹介予
定派遣以外の派遣における事前面接の解禁のため
の条件整備等について、可及的速やかに検討を行
う」こととしていることから、現在、労働政策審議会に
おいて、この点を含め、平成１６ 年３ 月に施行された
改正労働者派遣法のフォローアップを行っているとこ
ろであるが、その結論については、公労使の委員の
合意が必要であり、現時点において、その内容や時

改正法（平成１５年法律第１０２号）附則第９条におい
て「施行後５年を経過した場合において、この法律の
施行の状況を勘案し、必要があると認める場合は、
この法律の規定について検討を加え、その結果に基
づいて必要な措置を講ずるものとする。」となってお
り、時限は設定されていると理解している。法律見直
しの具体的なスケジュールについて改めて御教示い

ただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

17 A 
派遣労働者を特定することを目的
とする行為の禁止の撤廃

　派遣労働者を特定することを目的にする行為は、現在紹
介予定派遣の場合のみ許されているが、これを通常の労
働者派遣についても、解禁すべきである。特に派遣労働者
を特定することを目的にする行為に、個人を特定するので
はなく、若年者に限ることとする等一般的属性を特定する
場合も含まれるとする解釈は、早急に改めるべきである。

（＊）派遣先が講ずべき措置に関する指針で、若年者に
限ること等も派遣労働者を特定する行為に該当すると
されているが、客観的な認定は困難であり、拡大解釈さ
れるおそれがあることから、特定する行為という概念は
一人ひとりを選考することに限定すべきである。法律で
は努力義務規定であるにもかかわらず、指針では義務
規定になっており矛盾が生じているため、早急に指針を

見直すべきである。
　「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」(2006
年3月31日閣議決定）でも、「事前面接の解禁のための
条件整備等について、可及的速やかに検討を行う」とさ
れており、解禁に向けて早急に結論を出すべきである。

会創出効果があり、派遣労働者、派遣元、派遣先にとって好
ましいものであることから、法律で一律に禁止すべきではな

い。
　近年の業務の多様化・専門化に伴い、派遣元を介した情報
提供だけでは不十分なケースが増加し、ミスマッチのリスク
が高まっているという現状を勘案し、派遣労働者と派遣先が
相互に条件を評価できる事前面接等は認められるべきであ
る。欧米諸外国でも、事前面接等を禁止している例はない。
　派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止の趣
旨は、事前面接等を認めると派遣先と派遣労働者との間に
雇用関係が成立し、労働者供給に該当する可能性があるか
らとされるが、事前面接等が行われたとしても、最終的に派
遣元が派遣労働者と雇用契約を結び雇用責任を果たす限

り、労働者供給に該当することはない。
　職業能力以外で、例えば年齢等に基づく選別が行われ、派
遣労働者の就業機会が不当に狭められるという議論につい
ては、そうした可能性は厳密に排除されなくてはならない。

労働者派遣法第26
条7項

派遣先が講ずべき
措置に関する指針
（平成15年厚生労
働省告示第449号）
派遣元事業主が講
ずべき措置に関す
る指針（平成15年
厚生労働省告示第

448号）

厚生労働省職
業安定局需給
調整事業課

　派遣先は、労働者派遣契約の
締結に際し、派遣労働者を特定
しないよう努めなければないとさ
れている（紹介予定派遣は除
く） 。「派遣労働者を特定すること
を目的とする行為」には、派遣先
がその受け入れる派遣労働者を
選別するために行う事前面接や
履歴書の送付要請等のほか、
若年者に限定すること等が該当

する。

働省告示 期を明確化することはできない。 （＊） 
第１３８号） 
の第２の３
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○派遣受入期間制限のある業務につ
いて、派遣先は、当該派遣受入期間制
限への抵触日以降も、派遣労働者を使
用しようとするときは、当該抵触日の前
日までに、当該派遣労働者に対して雇
用契約の申込みをしなければならな

い。
○派遣受入期間制限のない業務につ
いて、派遣先は、同一の業務に同一の
派遣労働者を３ 年を超えて受け入れて
おり、その業務に新たに労働者を雇い
入れようとするときは、当該派遣労働者
に対して雇用契約の申込みをしなけれ

ばならない。

b Ⅰ 

○派遣労働者に対する雇用契約の申込義務につい
ては、平成１５ 年改正により、派遣受入期間制限の
ある業務（２６ 業務以外の業務）は、派遣先による派
遣受入期間制限違反を未然に防止するために、ま
た、派遣受入期間制限のない業務（２６ 業務）は、派
遣労働者の希望を踏まえて派遣先での直接雇用の
機会を与えるために設けられたものである。

○「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」（平成１
８ 年３ 月３１ 日閣議決定）において、「雇用契約の申込み義
務について」、「その施行状況等を踏まえ」、検討を行うこと
としていることから、現在、労働政策審議会において、この
点を含め、平成１６ 年３ 月に施行された改正労働者派遣法
のフォローアップを行っているところであるが、その結論に
ついては、公労使の委員の合意が必要であり、現時点に
おいて、その内容や時期を明確化することはできない。

改正法（平成１５年法律第１０２号）附則第９条におい
て「施行後５年を経過した場合において、この法律の
施行の状況を勘案し、必要があると認める場合は、
この法律の規定について検討を加え、その結果に基
づいて必要な措置を講ずるものとする。」となってお
り、時限は設定されていると理解している。法律見直
しの具体的なスケジュールについて改めて御教示い

ただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

18 A 
派遣労働者への雇用契約申込義

務の廃止

　派遣受入期間の制限のある業務、派遣受入期間の制限
のない業務いずれの場合も、派遣先は、一定期間経過後、
一定要件のもと、受入れていた派遣労働者に対して雇用契
約の申込みをしなければならないが、この雇用契約申込義
務を廃止すべきである。特に特定労働者派遣事業の場合
は、既に雇用の安定が図られているため早期に廃止すべ
きである。また、派遣受入期間の制限のない業務について
も、3年を超えて受入れている業務に労働者を直接雇用し
ようとするケースに対して、3年を超えて受入れている派遣
労働者への雇用契約の申込みが義務づけられることは理
解しがたく早急に廃止すべきである。また、一定要件を満
たさない場合でも、労働者派遣法第48条を拡大解釈し、直
接雇用の申込についての行政指導がなされているが、法
48条の指導、助言及び監督に雇用契約の申込に関するこ

とは含まれないことを明確にすべきである。

（＊）3年超継続して就業した派遣労働者の交替を要求
するケースや、受入期間制限のある業務においては、
一定以上の派遣労働者の交替を要求するケースが見
受けられるが、これらが結果的に、派遣労働者の不安

定な雇用状況を招いていると言える。
　以上の通り、法の本来の目的に反し、派遣先企業、派
遣労働者双方にとって、雇用機会が縮小されている実
態があることを踏まえ、雇用契約申込義務は廃止すべ

きである。
　また、直接雇用の申込は法40条の4、法40条の5で具
体的に規定されている要件に当てはまらない限り、強制
されることは絶対に認められるべきではなく、法の定め

のない事項を行政は指導すべきでない。
　「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」(2006
年3月31日閣議決定）の中でも「改正労働者派遣法の施
行状況を踏まえ、必要な検討を行う」とされており、廃止

に向けて早急に結論を出すべきである。

　雇用契約申込義務は、判例でも認められる事業主による労
働者の採用の自由を侵害し、働き方の選択肢を狭めるもの

であるため、廃止すべきである。
　雇用契約申込は、当事者間で決めるべきことであって、直
接雇用の労働者と派遣労働者の人材活用を別個に考える企
業が多い現実を考えても、法律で一律に義務づけることはな
じまない。企業・労働者双方にとって、雇用機会を縮小する

要因にもなるため、廃止すべきである。
　特に、特定労働者派遣事業の場合は、既に法律の目的で
ある雇用の安定が満たされているほか、教育訓練を行った
自社の派遣労働者が派遣先に雇用されることによる損害は
小さくなく、そうした意味からも雇用契約の申込義務は適当で

はない。
　また、派遣受入期間の制限のない業務の場合については、
新入社員を採用する場合にも雇用契約申込義務が発生する
ため、新入社員の採用をためらう要因ともなり、適切な人事
配置が困難となるケースも頻発していることから、早急な廃
止が必要である。実態として、受入期間制限のない業務にお
いて、派遣先が雇用契約申込義務を回避するため、（＊） 

労働者派遣法第40
条の4、第40条の5

厚生労働省職
業安定局需給
調整事業課

　いわゆる自由化業務のように
派遣受入期間の制限のある業
務の場合、派遣先は、派遣受入
期間制限に抵触する日以降も、
派遣停止の通知を受けた派遣
労働者を使用しようとするとき
は、抵触日の前日までに、派遣
先に雇用されることを希望する
派遣労働者に対し、雇用契約の
申込みをしなければならない。ま
た、派遣受入期間の制限のない
業務の場合、派遣先は、①派遣
先の事業所その他派遣就業の
場所ごとの同一の業務に同一の
派遣労働者を3年を超えて受け
入れており、②その業務に新た
に労働者を雇い入れようとする
ときは、当該派遣労働者に対
し、雇用契約の申込みをしなけ

ればならない。

○　労働者派遣事業の派遣適用除外業務について
は、次のとおり、労働者保護や業務の適正な遂行の
確保の見地から設けられているものであり、「職業選
択の自由」を不当に制約するものではなく、これを撤

廃することは不適当である。
①　港湾運送業務については、業務の波動性等その
特殊性にかんがみ、労働者派遣法に基づく労働者派
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厚生労働
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労働者派
遣法第４
条第１項、
労働者派
遣法施行
令第１条、
第２条

①港湾運送業務、②建設業務、③警備
業務及び④病院等における医療関連
業務（当該業務について紹介予定派遣
を行う場合、産前産後休業中等の医療
関係労働者の業務を代替する場合及
びへき地にある病院等において医業を
行う場合を除く。） については、労働者
派遣事業を行うことはできない。

c  Ⅰ  、Ⅱ  

遣事業とは別に、港湾労働法において、港湾労働の
実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として港
湾労働者派遣制度が導入されているところであり、
労働者派遣法の労働者派遣事業の対象とすること

は適当ではない。
②　建設業務については、受注生産、総合生産等そ
の特殊性にかんがみ、建設労働者の雇用の安定を
図るため、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業と
は別に、建設労働者の雇用の改善等に関する法律
において、建設労働の実情を踏まえた特別な労働力
需給調整制度として建設業務労働者就業機会確保
事業制度が設けられたところであり、労働者派遣法
の労働者派遣事業の対象とすることは適当ではない
（上記制度の創設に係る国会審議においても、建設
業務については労働者派遣事業の適用除外を堅持
するべきであるとの附帯決議（平成１７ 年６ 月２９ 日衆
議院厚生労働委員会。平成１７ 年７ 月７ 日参議院厚
生労働委員会）が全会一致でなされたところ） 。
③　警備業務については、請負形態により業務を処
理することが警備業法上求められており、労働者派

示された派遣適用除外業務については、別の法律で
労働者の需給調整が行われていると理解するとこ
ろ、労働者派遣法に統合できない理由について、御

説明いただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

19 A 派遣禁止業務の解禁

　①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務、④病院等に
おける医療関係の業務（当該業務について紹介予定派遣
をする場合を除く）についても、労働者派遣を解禁すべきで

ある。
　なお、2006年4月から、医療関係業務に従事する産前産
後休業・育児休業・介護休業中の労働者の業務への派遣
および医師の確保が困難な地域への医師の派遣が認めら
れているが、こうした条件に限定することなく、全面的な解

禁を認めるべきである。

（＊）警備員指導教育責任者の現任教育を受講した派
遣警備員を活用するものであるから、適用対象業務とし
て適当でないと判断されることは納得性が低い。人命や
財産保護等警備業務の目的を遂行するため、警備要
員のフレキシブルな調整ができるよう、労働者派遣を解
禁すべきである。④病院等における医療関係の業務
は、病院等からの要望も多く、医師等の過疎地帯の人
手不足対策としても期待でき、労働者派遣の需給調整
機能が期待される業務であることから、労働者派遣を
解禁すべきである。病院等における医療関係の業務へ
の派遣を禁止している理由に、派遣労働者を入れた場
合、チーム医療が害され、患者の生命身体に害を及ぼ
すおそれがあるとする意見があるが、手術の際、大学
の医局から医師が派遣されたことでチーム医療が害さ
れたとの話は聞いたことがない。また、医療関係業務は
就業に際して国家資格の保有が前提になっているにも
関わらず、雇用形態による制限を設けることは合理性
に欠けることから、早期に解禁を図るべきである。

　国民の職業選択の自由は憲法に保障されており（憲法第
22条1項）、雇用形態によって差を設ける合理的理由はない。
派遣労働者だけを差別することは不適当であり、派遣労働
者であっても、多様な働き方の選択肢が認められ、他の労働
者と同様にあらゆる業務に自由に就労できるよう禁止業務を

撤廃すべきである。
①港湾運送業務については、港湾労働法に基づく港湾労働
者派遣制度の運用を踏まえつつ、速やかに労働者派遣法に

基づく制度への移行を検討すべきである。
②建設業務については、2005年10月の改正建設労働者雇
用改善法の施行により、事業主団体による一時的な労働力
過不足調整が認められているが、事業主団体の範囲につい
ては厳しい制限が設けられ、民間事業者が関与することはで
きない。昨今の建設投資の減少などによる建設労働者の需
給の急激な変化に適切に対応するためには、機動的な人材
派遣が必要である。そのためには、建設労働者雇用改善法
による労働力過不足調整では不十分であり、労働者派遣法

に基づく制度とすることを検討すべきである。
③警備業務については、公安委員会の厳正な審査を受け、
警備業務の適正な実施を確保できる体制を整えた警備業者

が（＊）

労働者派遣法第4
条

労働者派遣法施行
令第1条、第2条

厚生労働省職
業安定局需給
調整事業課

　労働者派遣法では、①港湾運
送業務、②建設業務、③警備業
務、④病院等における医療関係
の業務（当該業務について紹介
予定派遣をする場合を除く）につ
いて、労働者派遣を行ってはな

らないとされている。

遣を認めた場合、その業務の適正実施に問題が生
ずることから、労働者派遣法の労働者派遣事業の対

象とすることは適当ではない。
④　病院等の医療関連業務（当該業務について紹介
予定派遣を行う場合、産前産後休業中等の医療関
係労働者の業務を代替する場合及びへき地にある

＜派遣受入期間制限の撤廃について＞
○　労働者派遣事業については、その利用の仕方に
よっては、労働者の安定した雇用機会の確保、長期
雇用慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効
発揮、安定した労使関係など我が国の雇用慣行に
悪影響を及ぼすおそれがあることから、臨時的・一時
的な労働力需給調整システムとして位置付けられる
べきものとして、関係者の合意形成がなされており、
派遣受入期間についても、常用雇用の代替のおそ
れが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活

　26業務と自由化業務については労働者派遣法独自の区分
が設けられており、その業務によって派遣期間制限等の取り
扱いが細かく異なっていることから、理解が困難である。労働
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労働者派
遣法第４０ 
条の２、労
働者派遣
法施行令
第４条

○平成１６ 年３ 月から、専門的な知識、
技術又は経験や特別な雇用管理を必
要とする業務であって、労働者派遣が
労働者の職業生活の全期間にわたる
その能力の有効な発揮及びその雇用
の安定に資すると認められる雇用慣行
を損なわないと認められるものとして政
令で定める業務（いわゆる２６ 業務）等
を除いた労働者派遣に係る派遣受入期
間の制限について、最長３年とされたと

ころである。

c  Ⅰ  、Ⅱ  

用する場合の共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、派遣受入期間制限の撤

廃は不適当である。

＜いわゆる２６ 業務の見直しについて＞
○　労働者派遣事業については、その利用の仕方に
よっては、労働者の安定した雇用機会の確保、長期
雇用慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効
発揮、安定した労使関係など我が国の雇用慣行に
悪影響を及ぼすおそれがあること等から、派遣受入
期間の制限が適用されない業務（いわゆる２６ 業務）
としては、公労使の合意も経て、「専門的な知識、技
術又は経験を必要とする業務」又は「特別な雇用管

経済社会環境の変化に伴い、多様な働き方を選択
する労働者が増える中で、自己の裁量を容易にし、
能力を存分に発揮できる環境を整備するためには、
労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行
を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安
定した労使関係などといった我が国の雇用慣行も変
化をせざるを得ないところ、労働者派遣法上のいわ
ゆる26業種の見直し（拡大）が自己の裁量を容易に
するためには必要であると考えており、再度御検討

いただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

20 A 
労働者派遣法上のいわゆる26業

種の見直し

　労働者派遣法上の業務区分については、一本化を図って
あらゆる業務について派遣期間の制限を撤廃すべきであ
るが、それができないのであれば、現在派遣受入期間の制
限のない業務とされているいわゆる26業務の内容につい
て、現在の実態にあったものとなるよう内容を見直すべきで
ある。具体的には、労働者派遣法施行令第4条の26業種を
全面的に見直し、現代の業務形態に合致した業務に改め
るべきである。特に、以下の各号の業務定義については見

直すべきである。
①24号業務は商品、権利若しくは役務に関する説明等や

その売買契約等の締結等に限定せず認める。
②25号業務はセールスエンジニアの営業に限定せず、一

般機械の保守、点検、修理業務等も認める。

（＊）特に25号業務を営業関係に限定する必然性は認
められない。例えば、MR やCTといった操作に高度の専
門性が要求される医療機器の場合、営業に限らず、保
守･点検･修理業務にあたっても、電気工学や電子工学
など一定の知識を必要とし、放射線作業主任者等一定
の資格保有が望ましいとされている。適時適切な対応
についてのニーズが高いことも考慮し、認めるべきであ

る。

者派遣法上の業務区分を撤廃して一本化し、派遣受入期間
の制限も撤廃すべきである。

　また、施行令で定める26業務は、今日のような高度に技術
化・情報化した社会においては必ずしも専門性が高いとは言
えない。よって、現在の実態に即して、業務区分については

撤廃もしくは全面的な見直しを行うべきである。
　特に24号は、特殊な雇用管理を要するものであることを理
由に、電話その他の電気通信を利用して行うものに限定し
て、商品、権利若しくは役務に関する説明等やその売買契約
等の締結等を認めているものであるから、消費貸借契約に
基づく弁済計画の見直しを含む契約の更改に関わる業務等
についても同様であり、特に売買契約等に限定する必然性

は認められない。
　25号業務も、機械等の保守及びアフターサービスの業務が

労働者派遣法第40
条の2第1項1号
労働者派遣法施行

令第4条

厚生労働省職
業安定局需給
調整事業課労
働者派遣事業

係

　労働者派遣法第40条の2の第
1項1号、同施行令第4条では、
派遣受入期間の制限のない業
務として26業種が列挙され、26
業種に該当しない業務について
は派遣受入期間の制限が課さ
れるとともに、一定条件のもと派
遣先に直接雇用申込義務が発

生する。

理を行う必要があると認められる業務」であって、「当
該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全
期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用

明確に除外されているが、高度の知識・技術と経験が要求さ
れ、トレーニング等が必要である点では、機械の保守、点

検、修理も同様であり、（＊）

の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわない
と認められるものであること」を要するものとされてい

るところである。
○　いわゆる２６ 業務に含めるべき業務については、
当該業務の専門性や雇用管理の在り方、常用労働
者の雇用の安定に及ぼす影響などについて具体的
に検討することが必要であり、具体的要望、業務の
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厚生労働
省

労働安全
衛生法第
１８条

事業者は、常時５０ 人以上の労働者を
使用する規模の事業場ごとに、労働者
の健康障害防止、健康の保持増進、労
働災害の原因及び再発防止策で衛生
に関するもの等の基本的対策を調査審
議させ、事業者に対し意見を述べさせ
るために衛生委員会を設けることとされ

ている。

c Ⅰ 

　衛生委員会は、当該事業場の事業の実施を統括
管理する総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業
医、当該事業場の労働者で衛生に関する経験を有
する者等当該事業場の労使が参加し、当該事業場
における労働衛生に関する課題や対策について、そ
の実情に即して調査審議を行う委員会である。
　関係会社を一つの開催単位とした場合、それぞれ
の事業場の総括安全衛生管理者等の参加が確保で
きなくなるおそれがあるとともに、それぞれの事業場
の労働者代表が適切に指名されず、労働者の意見
が適切に反映されないおそれがある。また、労働衛
生に関する課題や対策はそれぞれの事業場の実情
に応じて異なるが、その実情に即した調査審議が行
われなくなるおそれがある。以上のことから、衛生委
員会の開催は事業場単位で行う必要があり、ご要望

にお答えすることはできない。
　なお、個別に衛生委員会を開催することを前提とし
た上で、複数の事業場が、共通の事項等について話
し合う場を自主的に設けることは何ら差し支えないも
のであり、各社横断的な対策、各社間の情報交換等
については、この中で対応が可能と考えている。

要望者からの再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

・各事業場の総括安全管理者等の参加が確保でき
なくなるという懸念はないものと考える。

・労働者代表の指名にあたっては、各事業場の過半
数労働組合ないし過半数労働者代表者による推薦
が法律上担保されている（安全衛生法第18条4項）。
したがって、各事業場の労働者代表が適切に指名さ

れないというおそれもない。
・同一敷地内、同一ビル内のグループ会社という条
件であれば、実情に即した調査審議を行うことができ
る。むしろ、グループ企業の他事業場の実態、問題
を共有し、グループ全体として問題解決に資する効
果が期待できる。とりわけ共有スペースの衛生対策
に対して効果的かつ効率的な取組みが可能となる。
事業場単位で形式的に考えるより、衛生委員会の効
果を実質的に高める方策を考えるべきである。

・本要望は、グループ会社を代表する持株会社等の
担当者が、グループ各社の衛生委員会を企画、運営
しているケースが多い実態を背景としたものであり、
情報交換で対応可能であるとの厚生労働省回答は、
要望の趣旨から外れるものである。また、労働者代
表が衛生委員会と情報交換のそれぞれに参加しても

らうことは事実上困難である。

（社）日本経済団体
連合会

21 A 
衛生委員会開催単位の見直し（持
株会社制度への対応）【新規】

　同一敷地内、同一ビル内のグループ会社においては、持
株会社等に設置する一つの衛生委員会で一括して対応す

ることを認めるべきである。

　衛生や安全に関わる事項はグループ全社に共通すること
であるため、実態として、グループ会社を代表する持株会社
等の担当者が、グループ各社それぞれの衛生委員会を企
画・運営しているケースが多い。このため、委員会開催頻度
が非常に高くなり、またその審議内容も同一となることが多
い。同一事業所内の関係会社を一つの開催単位と認定する
ことにより、会議の効率化や衛生に関する情報の共有化を

図ることが可能となる。

労働安全衛生法第
18条（衛生委員会）
労働安全衛生法施
行令第9条（衛生委
員会を設けるべき

事業場）
労働安全衛生規則
第22条（衛生委員
会の付議事項）
労働安全衛生規則
第23条（委員会の

会議）

厚生労働省労
働基準局安全
衛生部労働衛

生課

　労働安全衛生法第18条に基づ
き、事業者は、全ての業種で常
時50人以上の労働者を使用す
る事業場において、衛生委員会
（労使の代表者、衛生管理者、
産業医等で構成）を設置する義
務がある。衛生委員会は、毎月
1回以上開催して、労働者の健
康障害、労働災害防止対策等を
調査審議しなければならない。
　当該規定により、同一敷地内、
同一ビル内のグループ関係会
社の場合でも、衛生委員会は各
グループ会社単位で設置しなけ
ればならないこととなっている。



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

　法第８８ 条第１項に基づく届出は、相当数の危険有
①労働安全衛生法第88条では、
建設物、機械の設置・移転・変

害設備等を有する合計電気容量３００キロワット以上 更計画の届出等を規定してい

の事業場を対象としているところであり、合計電気容 る。同法第1項は「製造業等で電

5057 5057022 z13061 
厚生労働
省

労働安全
衛生法第
88条1項、
2項（計画
の届出等）
労働安全
衛生法施
行令第24
条1項（計
画の届出
をすべき
業種等）
労働安全
衛生規則
第88条（計
画の届出
をすべき
機械等）

製造業の一部、電気業、ガス業、自動
車整備業、機械修理業に属する事業場
で、電気使用設備の定格容量の合計が
300キロワット以上のものは、当該事業
場に係る建設物若しくは機械等を設置
し、若しくは移転し、又はこれらの主要
構造部分を変更しようとするときは、そ
の計画を当該工事の開始の30日前ま
でに、労働基準監督署長に届け出なけ

ればならない。

d Ⅰ 

量が大きいと重大災害発生のリスクが高まること等
の理由から、対象事業場に設置される定置式生産機
械等について、原動機の定格出力が１．５ キロワット
未満の機械等であって６ヶ月未満の期間で廃止する
もの等一定の仮設の機械等を除き、全て届出の対象

としているところである。
　また、平成８ 年３ 月１９日付け基発第１３３号によ
り、安全衛生確保の観点からの措置を講ずる必要の
ない空調、事務用、通信用の機器等や、事後におい
ても改善が容易な工事を伴わない可搬式の機械等、
レイアウト変更を伴わない同一形式、機能を有する
機械等の入れ替え等については届出を要さないこと
を明記し、届出範囲の明確化を図ったところである。
　なお、労働安全衛生法の改正により、平成１８ 年４ 
月より、法第８８ 条第１項ただし書の規定に基づき、
危険性又は有害性等の調査等の措置等が適切かつ
有効に実施され、かつ、その実績としての安全衛生
水準が高いとして労働基準監督署長の認定を受け

要望者からの再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

・仮に法定届出基準は明らかであったとしても、以下
の機械等が届出対象になるかどうかについて示され
る労働基準監督署の見解が地域によって異なり、実

態として基準が不明確である。
1　磁気テープパンケーキ用巻き直し機

2　レーザ測定器
3　製造用途ではないスパッタ装置
4　高温槽（オーブン） 、電気炉類

5　スプレーコーター
6　超音波洗浄器
7　UV 樹脂硬化装置

8　法定義務の無い熱プレス機
9　磁気テープ試作用カレンダー機

（社）日本経済団体
連合会

22 A 
労働安全衛生法第88条1項の「計
画の届出」範囲の特定【新規】

　法第88条1項の届出範囲を明確にすべきである。

①労働基準監督署の判断で解釈が分かれる曖昧な規定は
コンプライアンス上有害である。法第88条を遵守しようとする
当該事業所では、大変な負担増となっており、実質届出の範
囲を事業所が自主的に線引きするという事態を招いている。
②届出範囲が明確にされることで、事業所にとっては、不要

な届出を行う負荷を避けられる。

労働安全衛生法第
88条1項、2項（計画
の届出等）

労働安全衛生法施
行令第24条1項（計
画の届出をすべき

業種等）
労働安全衛生規則
第88条（計画の届
出をすべき機械等）

厚生労働省労
働基準局安全
衛生部安全課

気使用設備の定格容量の合計
が300キロワット以上の事業場」
に適用され、第2項は「それ以外
の事業者」に適用される。

②第2項の対象機械等は労働安
全衛生規則で特定されている
（ボイラー、第1種圧力容器、ク
レーン、移動式クレーン、デリッ
ク、エレベーター、建設用リフト、
ゴンドラ及び規則「別表第7」に

掲げる機械等）。
③第1項の対象機械等は第2項
の対象機械等を当然含むが、そ
れ以外の建設物もしくは機械等
を設置、移転、構造変更すると
きにも届け出るように規定されて

いる。
④製造業でどこまでの機械等を
届け出るべきかの問合せに対し
て示される労働基準監督署の見

た事業者に対しては、法第８８ 条第１項及び第２項に 解は、地域によってバラバラであ
基づく計画の届出を免除することとしているところで り、各企業が自主的に社内ルー

ある。 ルを作って行っているのが現状
である。

・技能実習

5057 5057023 1‐1 z13062 

警察庁、
法務省、
厚生労働
省

制度に係
る出入国
管理上の
取扱いに
関する指
針（平成5
年4月5日
法務省告
示第141
号）

・技能実習
制度推進
事業運営
基本法人
（平成5年4
月5日労働

　「技能実習制度」は、一定期間の研修
を経た上で研修成果等の評価等を行
い、一定の水準に達したこと等の要件
を満たした場合に、その後雇用関係の
下でより実践的な技術、技能等を習得
することができる制度であり、研修期間
と、技能実習期間からなるものである。
日本における滞在期間は、研修期間と
技能実習期間を合わせて3年以内とさ

れている。

c －

再技能実習については、技能実習時における技能
評価の実施状況、昨年度公表された再研修の基準
による再研修の活用状況及び送り出し国のニーズ等
を踏まえ検討する必要があり、現段階においては、

時期尚早であると考える。

　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2006」（平成18年７月７日閣議決定）における、「研
修・技能実習制度の見直し」の具体的な内容をお示
しいただくと共に、措置の分類をc（全国規模で対応
不可）からb（全国規模で検討）へと変更することにつ

いて再検討願いたい。

（社）日本経済団体
連合会

23 A 
外国人研修・技能実習制度の見

直し①－１ 

①－1再研修・再技能実習の制度化
　研修・実習期間が終了し一定レベル以上の技能を身につ
けた研修・技能実習生が、より高度な技能もしくは多能工と
して必要な関連技能を身につけ、出身国の技術レベル向
上に貢献することができるようにするため、再研修・再技能
実習の制度化もしくは技能実習期間の延長を図るべきであ

る。

　グローバル化の急速な進展と、技術や業務運営の革新・複
雑化に伴い、より多くの外国人がより高度な技能を身につけ
るために長期間、わが国国内で実務研修を行う必要性が生
じている。研修から技能実習への移行申請者が4万人を超え
る（2005年）など、外国人研修・技能実習制度がわが国およ
び開発途上国において欠かせない制度となった今、同制度
を適正かつ円滑に推進し、一層充実させていくためには、運
用の適正化とともに、制度自体の見直しもあわせて行う必要

がある。

出入国管理及び難
民認定法第7条1項
第2号の基準を定
める省令

在留資格「研修」に
係る基準省令に関
する法務省告示
（平成2年8月17日
法務省告示第246

号）
技能実習制度に係
る出入国管理上の
取扱いに関する指
針（平成5年4月5日
法務省告示第141

号）
技能実習制度の基

本的枠組

法務省入国管
理局

厚生労働省職
業能力開発局

ほか

　現行の研修・技能実習制度
は、①1年間の「研修（非実務研
修及び実務研修）」（生活実費と
して研修手当を支給）と2年間の
「技能実習」（労働の対価として
賃金を支給）の最長3年間で構
成され、②「技能実習」の対象職
種は、技能検定等の対象となる
62職種114作業に限定されてい
る。また、③受け入れ人数は当
該受け入れ企業の常勤従業員
数の5％以内（中小企業特例あ
り）となっており、④技能実習修
了後の就労は認められていな

い。

大臣公示）

・技能実習

5057 5057023 1‐2 z13063 

警察庁、
法務省、
厚生労働
省

制度に係
る出入国
管理上の
取扱いに
関する指
針（平成5
年4月5日
法務省告
示第141
号）

・技能実習
制度推進
事業運営
基本法人
（平成5年4
月5日労働

　「技能実習制度」は、一定期間の研修
を経た上で研修成果等の評価等を行
い、一定の水準に達したこと等の要件
を満たした場合に、その後雇用関係の
下でより実践的な技術、技能等を習得
することができる制度であり、研修期間
と、技能実習期間からなるものである。
日本における滞在期間は、研修期間と
技能実習期間を合わせて3年以内とさ

れている。

c －

技能実習期間の延長等については、技能実習生は
実習終了後に母国へ帰国し、修得した技術等を母国
の発展のために役立てることが当制度の趣旨である
ため、技能実習の期間を延長し、母国に帰国してか
らの技能移転を遅らせることは適当ではなく、いたず
らに期間を長くすることは、①定住化、不法就労の問
題、②家族の呼び寄せ問題、③労働市場への影響
などが発生するおそれがあることから適当ではな

い。

　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2006」（平成18年７月７日閣議決定）における、「研
修・技能実習制度の見直し」の具体的な内容をお示
しいただくと共に、措置の分類をc（全国規模で対応
不可）からb（全国規模で検討）へと変更することにつ

いて再検討願いたい。

（社）日本経済団体
連合会

23 A 
外国人研修・技能実習制度の見

直し①－2 

①－2技能実習期間の延長
　研修・実習期間が終了し一定レベル以上の技能を身につ
けた研修・技能実習生が、より高度な技能もしくは多能工と
して必要な関連技能を身につけ、出身国の技術レベル向
上に貢献することができるようにするため、再研修・再技能
実習の制度化もしくは技能実習期間の延長を図るべきであ

る。

　グローバル化の急速な進展と、技術や業務運営の革新・複
雑化に伴い、より多くの外国人がより高度な技能を身につけ
るために長期間、わが国国内で実務研修を行う必要性が生
じている。研修から技能実習への移行申請者が4万人を超え
る（2005年）など、外国人研修・技能実習制度がわが国およ
び開発途上国において欠かせない制度となった今、同制度
を適正かつ円滑に推進し、一層充実させていくためには、運
用の適正化とともに、制度自体の見直しもあわせて行う必要

がある。

出入国管理及び難
民認定法第7条1項
第2号の基準を定
める省令

在留資格「研修」に
係る基準省令に関
する法務省告示
（平成2年8月17日
法務省告示第246

号）
技能実習制度に係
る出入国管理上の
取扱いに関する指
針（平成5年4月5日
法務省告示第141

号）
技能実習制度の基

本的枠組

法務省入国管
理局

厚生労働省職
業能力開発局

ほか

　現行の研修・技能実習制度
は、①1年間の「研修（非実務研
修及び実務研修）」（生活実費と
して研修手当を支給）と2年間の
「技能実習」（労働の対価として
賃金を支給）の最長3年間で構
成され、②「技能実習」の対象職
種は、技能検定等の対象となる
62職種114作業に限定されてい
る。また、③受け入れ人数は当
該受け入れ企業の常勤従業員
数の5％以内（中小企業特例あ
り）となっており、④技能実習修
了後の就労は認められていな

い。

大臣公示）

・技能実習

5057 5057023 3 z13064 

警察庁、
法務省、
厚生労働
省

制度に係
る出入国
管理上の
取扱いに
関する指
針（平成5
年4月5日
法務省告
示第141
号）

・技能実習
制度推進
事業運営
基本法人
（平成5年4
月5日労働

　「技能実習制度」は、一定期間の研修
を経た上で研修成果等の評価等を行
い、一定の水準に達したこと等の要件
を満たした場合に、その後雇用関係の
下でより実践的な技術、技能等を習得
することができる制度であり、研修期間
と、技能実習期間からなるものである。
日本における滞在期間は、研修期間と
技能実習期間を合わせて3年以内とさ

れている。

c －

技能実習を修了した者が引き続き日本国内で就労
することについては、開発途上国への技能移転によ
る「人づくり」を通じた国際協力を目的とし、実習修了
生は母国でその修得技能を活用するとしている当該
制度趣旨に反するものであり、受け入れることはでき

ない。

　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2006」（平成18年７月７日閣議決定）における、「研
修・技能実習制度の見直し」の具体的な内容をお示
しいただくと共に、措置の分類をc（全国規模で対応
不可）からb（全国規模で検討）へと変更することにつ

いて再検討願いたい。

（社）日本経済団体
連合会

23 A 
外国人研修・技能実習制度の見

直し③ 

③受入企業・技能実習生双方のニーズに基づく在留資格
の変更

　研修・技能実習生の中には、研修・技能実習で得た技能
を出身国において活かすのみならず、将来的にわが国経
済社会の発展にも貢献したいと希望する者もいる。一方、
受入企業側にも、技能伝承の担い手として研修・技能実習
生の引き続きの滞在を希望するところが少なくない。そこ
で、わが国の産業競争力や国民生活、地域経済の維持・
強化に必要な分野で、特に高度な技能等を修得した研修・
技能実習生については、専門的・技術的分野の人材として
わが国において就労を認めることにつき、検討を進めるべ

きである。

　グローバル化の急速な進展と、技術や業務運営の革新・複
雑化に伴い、より多くの外国人がより高度な技能を身につけ
るために長期間、わが国国内で実務研修を行う必要性が生
じている。研修から技能実習への移行申請者が4万人を超え
る（2005年）など、外国人研修・技能実習制度がわが国およ
び開発途上国において欠かせない制度となった今、同制度
を適正かつ円滑に推進し、一層充実させていくためには、運
用の適正化とともに、制度自体の見直しもあわせて行う必要

がある。

出入国管理及び難
民認定法第7条1項
第2号の基準を定
める省令

在留資格「研修」に
係る基準省令に関
する法務省告示
（平成2年8月17日
法務省告示第246

号）
技能実習制度に係
る出入国管理上の
取扱いに関する指
針（平成5年4月5日
法務省告示第141

号）
技能実習制度の基

本的枠組

法務省入国管
理局

厚生労働省職
業能力開発局

ほか

　現行の研修・技能実習制度
は、①1年間の「研修（非実務研
修及び実務研修）」（生活実費と
して研修手当を支給）と2年間の
「技能実習」（労働の対価として
賃金を支給）の最長3年間で構
成され、②「技能実習」の対象職
種は、技能検定等の対象となる
62職種114作業に限定されてい
る。また、③受け入れ人数は当
該受け入れ企業の常勤従業員
数の5％以内（中小企業特例あ
り）となっており、④技能実習修
了後の就労は認められていな

い。

大臣公示）



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

・技能実習

5057 5057023 5 z13065 

警察庁、
法務省、
厚生労働
省

制度に係
る出入国
管理上の
取扱いに
関する指
針（平成5
年4月5日
法務省告
示第141
号）

・技能実習
制度推進
事業運営
基本法人
（平成5年4
月5日労働

・「技能実習制度」は、一定期間の研修
を経た上で研修成果等の評価等を行
い、一定の水準に達したこと等の要件
を満たした場合に、その後雇用関係の
下でより実践的な技術、技能等を習得
することができる制度である。

・技能実習制度推進事業運営基本方針
等に基づき、研修生送出国のニーズに
合致する職種かつ対象技能等の公的
評価制度が整備されている職種を技能
実習対象職種としている。研修成果の
基となる公的評価制度の仕組みとして
①職業能力開発促進法に基づく技能検
定（51職種）と②（財）国際研修協力機
構の認定する評価制度の仕組み（11職

種）がある。

d －

技能実習移行対象職種については、研修生送出国
のニーズがあること、研修成果を客観的かつ公正に
評価することができる公的評価制度が我が国内で整

備されている職種であることとしている。
公的評価制度について、 職業能力開発促進法に基
づく技能検定制度のない職種については、関係業界
団体等において、対象職種に関する評価試験制度を
構築し、研修成果の評価の元となる公的評価制度と
して（財）国際研修協力機構の認定を受ければ、技
能実習移行対象職種とすることが可能である。

-
（社）日本経済団体

連合会
23 A 

外国人研修・技能実習制度の見
直し⑤ 

⑤技能実習対象職種の見直し・拡大
　技能実習の対象職種は、現在、その大半が製造業に係
る職種であるが、サービス業を含め開発途上国等に高い
ニーズがあり、わが国において優れた知見・技術が蓄積さ
れている分野等（例えばチェーン展開されている各種サー
ビス事業等）について、必要に応じて公的評価制度のあり

方を見直し、対象職種を拡大すべきである。

　グローバル化の急速な進展と、技術や業務運営の革新・複
雑化に伴い、より多くの外国人がより高度な技能を身につけ
るために長期間、わが国国内で実務研修を行う必要性が生
じている。研修から技能実習への移行申請者が4万人を超え
る（2005年）など、外国人研修・技能実習制度がわが国およ
び開発途上国において欠かせない制度となった今、同制度
を適正かつ円滑に推進し、一層充実させていくためには、運
用の適正化とともに、制度自体の見直しもあわせて行う必要

がある。

出入国管理及び難
民認定法第7条1項
第2号の基準を定
める省令

在留資格「研修」に
係る基準省令に関
する法務省告示
（平成2年8月17日
法務省告示第246

号）
技能実習制度に係
る出入国管理上の
取扱いに関する指
針（平成5年4月5日
法務省告示第141

号）
技能実習制度の基

本的枠組

法務省入国管
理局

厚生労働省職
業能力開発局

ほか

　現行の研修・技能実習制度
は、①1年間の「研修（非実務研
修及び実務研修）」（生活実費と
して研修手当を支給）と2年間の
「技能実習」（労働の対価として
賃金を支給）の最長3年間で構
成され、②「技能実習」の対象職
種は、技能検定等の対象となる
62職種114作業に限定されてい
る。また、③受け入れ人数は当
該受け入れ企業の常勤従業員
数の5％以内（中小企業特例あ
り）となっており、④技能実習修
了後の就労は認められていな

い。

大臣公示）

健康保険
組合にお
ける診療
報酬の審
査及び支 ○以下の要望者の意見を踏まえ、再度検討された
払に関す
る事務の

い。 ①2005年6月の規制改革要望集中受付月間において厚生労
働省は、「具体的な相談を受けて、通知において具体的に定

5057 5057024 z13066 
厚生労働
省

取扱につ
いて

（平成１４ 
年１２月２ 
５ 日保発
第１２２５０ 
０１号） 
健康保険
組合にお
ける調剤
報酬の審
査及び支
払に関す
る事務の

医科及び調剤レセプトの直接審査・支
払を実施する際には、「健康保険組合
における診療報酬の審査及び支払に
関する事務の取扱について」（平成１４ 
年１２月２５日保発第１２２５００１号）及
び「健康保険組合における調剤報酬の
審査及び支払に関する事務の取扱に
ついて」（平成１７ 年３ 月３０ 日保発第０３ 
３０００５号） により、必要な条件を課した

上で認めている。

ｃ  Ⅳ  

①　レセプトの直接審査・支払にかかる認可基準に
ついては、通知において具体的に明らかにしている
ところであり、具体的な申請・相談を受けて適切に審

査することとしている。
②　「規制改革・民間開放推進３カ年計画（再改定）」
（平成１８ 年３ 月３１ 日）に基づき、現在検討していると

ころである。

①『規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）』
（平成18年3月31日閣議決定）に基づく、検討状況を
明らかにされたい。とくに、対象医療機関との合意を
必要とする要件、あるいは対象医療機関等の名称等
を組合規約に明記することなどは、直接審査・支払を
実施する上での阻害要因であると考える。レセプトの
直接審査・支払の早期実現のための環境整備を図
る観点からも、同要件を廃止をするべきである。
②厚生労働省の回答では、『規制改革・民間開放推
進3か年計画（再改定）』（平成18年3月31日閣議決
定）に基づき、現在検討しているところであるとのこと
であるが、調剤レセプトの直接審査・支払について保
険医療機関の事前同意を求める要件については、
必ずしも保険医療機関ごとに保険薬局が特定されて

（社）日本経済団体
連合会

24 A 
レセプトの直接審査・支払に係る

基準の見直し

①レセプトの直接審査・支払を実施する際の厚生労働大臣
の認可基準を具体的に明示した指針もしくはガイドラインを

作成すべきである。
②調剤レセプトの場合、「処方箋を発行した保険医療機関
の事前同意」については、「規制改革・民間開放推進3か年
計画（再改定）」に基づき、2006年度の早期に要件から削

除すべきである。

（＊）③今般の医療制度改革によって、2011年度より、
原則としてすべてのレセプトをオンラインで請求すること
から、レセプトの直接審査・支払を実現するための環境

づくりを一層進める必要がある。

めた要件に従い、適切に審査する」とした上で、保険者から
の具体的な相談を受けていると回答しているが、2006年5月
31日現在まで、医科・歯科・調剤レセプトにおける直接審査・
支払の実施例はない。保険者からは、組合規約の変更が要
因の1つであり、規約変更には、厚生労働大臣の認可が必要
となるが、その際の認可基準（審査体制、紛争処理機能など
の基準）が不透明なことが指摘されている。国民医療費の抑
制が期待されるレセプトの直接審査・支払の早期実現のため

には、認可基準の明確化が不可欠である。
②調剤レセプトにおける当該保険医療機関の事前同意は、
必ずしも保険医療機関ごとに保険薬局が特定されていない
ことから、実質的に実現困難である。2006年3月31日に閣議
決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」
では、処方箋を発行した保険医療機関の同意要件の削除に
ついて、2006年度早期に検討・結論、その後速やかに措置

「健康保険組合に
おける診療報酬の
審査及び支払に関
する事務の取扱い
について」（平成14
年12月25日保発第
1225001号）

「健康保険組合に
おける調剤報酬の
審査及び支払に関
する事務の取扱い
について」（平成17
年3月30日保発第
0330005号）

厚生労働省保
険局保険課

　レセプトの直接審査・支払につ
いては、医科・歯科レセプトが
2002年12月、調剤レセプトが
2005年3月にそれぞれ解禁に
なっている。しかし、2006年5月
31日現在、医科・歯科・調剤レセ
プトいずれの場合も、直接審査・
支払の実施例が一件もない。

取扱につ おらず実質的に困難であることから、その削除など する旨が明記されている。（＊）

いて について早期に実現すべきであり、検討状況につい
（平成１７ て明らかにしていただきたい。
年３月３０ 
日保発第
０３３０００ 
５号） 

健康保険

5057 5057025 z13067 
厚生労働
省

法第７６条
第６項
「療養の給
付、老人
医療及び
公費負担
医療に関
する費用
の請求に
関する省
令」（昭和
５１ 年厚生
省令第３６ 
号）及び同
省令の一
部改正（平
成１８年厚
生労働省
令第１１１ 
号）

「診療報酬
請求書等
の記載要
領等につ
いて」の改
正につい
て（最終改
正；平成１
８年３月３ 
０ 日付け
保医発第

①傷病名と診療行為の対応関係をそれ
ぞれ結びつけ限定することは行ってい
ない。また紙レセプトへ記載する傷病名
は、原則として診療報酬請求書等の記
載要領に基づき「レセプト電算処理シス
テム用傷病名マスタ（含修飾語マスタ）」
の傷病名を記載することとしているが、
傷病名コード及び傷病名番号の記載は
義務付けしていない。②医科・歯科レセ
プトと調剤レセプトとの対応関係をそれ
ぞれ結びつけ限定することは行ってい
ない。現行の紙レセプトでは調剤レセプ
トへの医療機関コードの記載は義務化
しておらず、患者名や生年月日等で突
合している。③市町村助成制度のデー
タベースは存在しない。また、レセプト
に市町村助成制度に関する内容の記
載の義務づけは行っていない。

ｃ  Ⅲ  

　① について、傷病名と診療行為の対応関係をそれ
ぞれ結びつけ請求方法を限定することは、結果的に
個々の患者に適切に対応すべき治療行為を制限す
ることとなり、医療の質を必ずしも向上させるもので

はないと考えている。

　② について、医科・歯科レセプトと調剤レセプトの対
応関係をそれぞれ結びつけ限定することは、それに
対応しうるコードが必要となるうえ、保険医療機関及

び保険薬局の業務を煩雑化させる。

　③の市町村助成制度については、
ア．個々の地方公共団体が個別に行っているもので
あるが、そのリストを公的に作成するためには、新た
に届出制度等を設ける必要があること、イ．本来レセ
プトは医療機関が診療報酬を請求する際の請求書
であって、その記載事項については請求事務上必要
最低限のものを定めているところであり、市町村助成
のように診療報酬の請求額を変更させる要素が全く
ない記載事項を増やすことは、法律上定められた本
来の目的以外の目的のために保険医療機関の請求

事務の支障となること、
などから困難である。

　さらに①、②及び③について、診療報酬請求書等
の記載要領の修正に伴って、大半の医療機関にあ
るレセプトコンピュータの改修が必要となるため、医
療機関への負担が多大となることも考えられる。以
上のような理由により、現状において、① 、②及び③ 

を行うことは困難である。

○以下の要望者意見を踏まえ、再度検討されたい。

①患者や保険者に対してどの傷病のためにどのよう
な治療をしたかを明確にすることは当然のことだと考
える。政府は保険者に対してレセプト点検の強化を
促すとともに、レセプトデータベースの構築を目指す
としており（IT戦略本部『重点計画-2006』（平成18年7
月26日）、その実現のためにも傷病名と診療行為を

結びつけることは必要であると考える。
②同様に、医科・歯科レセプトと調剤レセプトについ
ても本来は一体的に処理すべきものである。今後の
レセプトのオンライン請求も進めば、この一体的な処
理により、精緻な医療費の分析が可能となり、医療

費の適正化に寄与するものと考える。
③保険運営コストの合理化の観点から、行政におい
て、複雑な市町村助成の実態を調査し、保険者が参
照可能なデータ－ベースを構築すべきである。

○レセプトのオンライン化は、請求業務の電子化・オ
ンライン化だけが目的ではない。各種決定内容にお
いて示されているとおり、分析可能なデータ形式、分
析等の２次利用に使える形式など、情報処理システ
ムによるレセプトデータの分析・調査等の２次利用も

目的である。
　したがって、レセプトデータの電子化・オンライン化
に際しては、単なる紙から電子データへの書き替え
だけでなく、より解析に有意な要素、形式の在り方に
ついても当然に検討し、既存の情報に限らず情報を
追加すること等も含め慎重に設計を行うべきであると
考えるので、再度検討の上、回答されたい。

（社）日本経済団体
連合会

25 A レセプト様式の変更【新規】

　レセプトのオンライン請求の義務化に合わせて、特に以
下の点について、レセプトの様式を変更し、事務経費の削
減と疾病予防を含めた医療の質的向上に活用できるもの

とすべきである。
①傷病名と診療行為のリンク付け

②医科・歯科レセプトと調剤レセプトとのリンク付け
③市町村助成制度への対応

　現状のレセプト様式では、保険者機能の強化や医療の質
的向上に制限があることから、オンライン化に向けた改善が
不可欠である。レセプト様式の改善は、将来的な審査・支払
機関の業務見直しによる医療事務費全体の最適化にもつな

がる。
①傷病名と診療行為のリンク付け

　精度の高い医療費分析を可能とするために、レセプト記載
の傷病名は「レセプト電算処理システム用傷病名マスタ（含
修飾語マスタ）」に基づく記載と傷病名コードの記載を義務化
し、傷病名には傷病名番号を付与し、摘要欄の診療行為に
該当する傷病名番号の記載を通じてリンク付けを義務化す

べきである。
②医科・歯科レセプトと調剤レセプトとのリンク付け

　医科・歯科レセプトと院外処方に基づく調剤レセプトの突合
のために、調剤レセプトへの医療機関コードの記載を義務化

すべきである。
③市町村助成制度への対応

　市町村助成制度への対応に係る事務負荷を改善するため
に、助成制度のデータベースを早急に公的に構築するととも
に、レセプトに助成制度の適用の有無と助成額の記載欄を

設け、記載を義務化すべきである。
④その他

　健康保険組合等の意見を聞きながら、レセプトの管理水準
の向上のための改善を継続的に行うべきである。

健康保険法第76条
6項

「療養の給付、老人
医療及び公費負担
医療に関する費用
の請求に関する省
令」（昭和51年厚生
省令第36号）およ
び同省令の一部改

正

厚生労働省保
険局医療課

　健康保険法第76条第6項にお
いて、療養の給付に関する費用
の請求に係る必要な事項は厚
生労働省令で定めることとされ
ており、レセプトの様式は「療養
の給付、老人医療及び公費負
担医療に関する費用の請求に
関する省令」により定められてい

る。

0330006 

　保険者が医療機関と契約し医

5057 5057026 z13068 
厚生労働
省

健康保険
法第７６条
第３項
「健康保険
法第７６条
第３項の
認可基準
等につい
て」（平成
１５年５月
２０ 日保発
第０５２００ 
０１号） 

保険者と医療機関の直接契約について
は、「健康保険法第７６ 条第３項の認可
基準等について」（平成１５ 年５ 月２０ 日
保発第０５２０００１号）により、患者のフ
リーアクセスの確保の観点から必要な
条件を課した上で認められている。

ｃ  Ⅳ  

個別の契約が患者のフリーアクセスに与える影響を
勘案し、患者にとって適切な受診行動を確保するた
め、又地域の医療提供体制に影響を及ぼすことか
ら、契約当事者からの申し立てだけではなく、地域の
医療機関や被保険者代表などの意見を聞く必要が
あるので、都道府県ごとに設置する委員会における
審議を求めている。収支状況が良好でない医療機関
が割引を行う場合には、適切な医療が提供されない
おそれがあるため、認可に当たって収支状況を要件
の一つとしている。これらの要件は、いずれも直接契
約を認める上で必要な条件を整備したものである
が、「規制改革・民間開放推進３カ年計画（再改定）」
（平成１８ 年３ 月３１ 日）の内容を踏まえ、現行の契約
条件等について過度な阻害要件がないか等につい
て保険者の意見を踏まえつつ、条件の緩和について

逐次検討することとしている。

○以下の要望者意見に回答されたい。
厚生労働省の回答では条件の緩和について「逐次
検討する」とされているが、検討スケジュールや検討

の場を明らかにしていただきたい。

（社）日本経済団体
連合会

26 A 
保険者と医療機関の直接契約に

係る基準の見直し

　以下の契約条件等の規制を緩和すべきである。
①契約医療機関の運営状況

②各都道府県に設置される委員会による審議
③契約医療機関における、当該契約健保組合加入者およ
び当該契約健保組合加入者以外の患者に係る診療報酬
の額及びレセプトの件数についての報告義務（毎月）

　2006年5月31日現在、直接契約が成立していない現状に
鑑み、直接契約条件のあり方等について全般的に見直す

必要がある。

①医療費の効率的活用を一層促進する観点から、保険者側
で医療機関を評価できる場合には、当該委員会による審議
を簡略化するなど契約条件等を緩和すべきである。
②また、「規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）」

（2006年3月31日閣議決定）では、
　ｱ. 対象医療機関や対象薬局の名称等を保険者の組合規約

に明記する要件の廃止、
　ｲ. フリーアクセスを阻害していないことを証明する資料内容

の簡素化、
　ｳ. 契約後に行う各種報告の簡素化及び削減（当該契約健
保組合加入者以外の患者に係る診療報酬の額及びレセプト

の件数等）、
　ｴ. 価格設定についての要件緩和

など、現行の契約条件等について過度な阻害要件がないか
等について保険者の意見を踏まえつつ、条件の緩和につい
て検討する旨が確認されており、検討スケジュールを明確化

した上で、早急に検討すべきである。

健康保険法第76条
3項

「健康保険法第76
条3項の認可基準
等について」（平成
15年5月20日保発
第0520001号）

厚生労働省保
険局保険課

療費の割引契約を受けられる制
度が、2003年5月に解禁となっ
た。しかし、契約条件等として、

以下の規制がある。
①契約医療機関の運営状況に
ついて、直近2年間とも経常損益
が赤字の場合など、収支状況が
良好でないと認められる場合に

は認可されない。
②各都道府県に設置される委員
会（地方社会保険医療協議会）
による審議が必要である。

③保険者は契約後、毎月、契約
医療機関における　ｱ. 当該契約
健保組合加入者に係る診療報
酬の額及びレセプト件数、ｲ. 当
該契約健保組合加入者以外の
患者に係る診療報酬の額及び
レセプト件数を地方厚生（支）局
に報告しなければならない。
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構造改革特別区域以外における株式会社等による
医療機関経営の容認については、「経済財政運営と 医療法第7条5項、

構造改革に関する基本方針２００３」で示された方針 ①ｱ. 民間企業の有する経営のノウハウと資本を活用して医 第54条

5057 5057027 z13069 
厚生労働
省

医療法第
７ 条第５項

構造改革特区制度を除き、営利法人が
営利を目的として病院等を開設すること

は認めていない。
c Ⅰ 

に従い、特区における株式会社による医療機関経営
の状況をみながら全国における取扱いなどについて
更に検討を進めることとなっており、現時点において
は全国規模への拡大を検討することは困難である。
全国規模での営利法人の医療への参入について
は、営利を目的とする株式会社の本質から、

（１ ）患者が必要とする医療と株式会社にとっての利
益を最大化する医療とが一致せず、適正な医療が提

供されないおそれがあること
（２ ）利益が上がらない場合の撤退により地域の適切
な医療の確保に支障が生じるおそれがあること
（３ ）医療費の高騰を招くおそれがあり、最大の課題
の一つである医療費の抑制に支障を来しかねないこ

と
といった問題点があると考えている。

高度医療特区制度は、こうした問題点がある中で、
例外的に、営利法人の資金調達能力や研究開発意

-
（社）日本経済団体

連合会
27 B 

営利法人による保険医療機関の
経営参入の容認

①構造改革特区以外でも、株式会社等による医療機関経
営の参入規制を解除すべきである。

②構造改革特区で1件の承認が行われた程度であることに
鑑みて、地方公共団体が必要とする「高度医療」が幅広く
認められるように参入要件を緩和すべきである。

（例えば、地域偏在や医師不足が指摘されている救急、僻
地、周産期、小児などの救急医療等確保事業に該当する

医療も認めるなど。） 

（＊）②わずか1件だけの承認という現状からは、参入要
件自体が地方公共団体が望む住民への医療サービス
を反映していないと考える。地方公共団体や民間事業
者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制
の特例を導入するという制度の趣旨を踏まえて、参入

要件を緩和すべきである。

療サービスの効率化と質の向上が図られると同時に、医療
機関の経営を専門家に委ねることにより、医師が診療に専
念できることになる。配当分を確保するために、医療費の高
騰を招くとの考え方は、現在の医業経営のコスト構造を前提

とした議論である。
　ｲ. 営利法人による病院等の経営を認めても、実際に診療行
為を行うのは国家資格を有する医師であり、医療の安全性

や質の確保には影響がない。
　ｳ. 経営主体が非営利法人であっても、不採算の医療機関
が経営を継続することは困難である。僻地医療や緊急医療
については、セーフティネットの観点から別途、公的な関与が

必要である。
　ｴ. 患者選別や過剰診療等に対する懸念の払拭のために
は、参入規制ではなく、現行の応召義務等の規制や、情報公

開の徹底等によって対応可能である。
　ｵ.現存の株式会社立病院に何ら弊害が生じていないばか
りか、地域の中核病院の役割を果たしている医療機関もあ

る。（＊）

構造改革特別区域
法第18条

「構造改革特別区
域法第18条第１項
に規定する高度な
医療に関する指
針」（平成16年厚生
労働省告示第362

号）
「医療法の一部を
改正する法律の施
行に関する件」(昭
和25年8月2日発医

第98号)
「医療機関の開設
者の確認及び非営
利性の確認につい
て」（平成5年2月3
日総第5号／指第9

厚生労働省医
政局総務課

　構造改革特別区域法の改正に
より、構造改革特区において、
①自由診療の分野で、②「高度
医療」の提供を目的とする株式
会社立の医療機関を開設するこ

とが認められた。
　また、厚生労働省告示（2004
年10月１日施行）により、株式会
社が特区内で開設する医療機
関における高度医療の範囲は、
ｱ. 高度な画像診断、ｲ. 高度な再
生医療、ｳ. 高度な遺伝子治療、
ｴ. 高度な美容外科医療、ｵ.高度
な体外受精医療などとなってい

る。

欲を活かせるという点に着目して認めているもので 号）
あることから、参入要件の緩和は困難である。

○以下の要望者意見を踏まえ、再度検討されたい。
「診療録等
の保存を ①民間が行なうデータセンターの多くは、P マークの
行う場所 取得やISMS（Information Security Management 
について」 ①電子化された診療録及び診療諸記録の保存場所 System) 適合評価制度の導入等に努め、厳格に管
（平成17年 は、一定の要件を満たす場合において、行政機関が 理・運用されているため、行政機関が開設したデータ
3月31日医 開設したデータセンター等及び医療機関等が震災対 センター等及び医療機関等が震災対策等の機器管

5057 5057028 z13070 
厚生労働
省

政発第
0331010号
／保発第
0331006 
号）

「民間事業
者が行う
書面の保
存等にお
ける情報
通信の技
術の利用
に関する
法律等の
施行等に
ついて」
（平成17年
3月31日医
政発第

①診療情報の外部保存を行う際の基準
は、電気通信回線を通じて外部保存に
係るホストコンピュータ、サーバ等の情
報処理機器が医療法第１条の５第１項
に規定する診療所その他これに準ずる
ものとして医療法人等が適切に管理す
る場所に置かれるものであることとされ

ている。
②医療機関が個人情報に該当する医
療情報を第三者に提供する場合には、
個人情報保護法に基づき原則として本
人の同意を要することとし、セキュリティ
が確保できれば診療情報のインター
ネットでの共有等を可能としている。

①c 
②d 

Ⅳ 

策等の危機管理上の目的で確保した安全な場所に
ついては、オンラインによる外部保存を容認してい

る。
　外部保存を受託する機関については、蓄積された
情報を当該機関等が不当に利用することへの国民
の危惧があり、個人情報保護法や刑法等の関係法
律により、格別の安全管理措置を講じることが求め
られるため、その実現が可能な上記機関に限定され

るべきであり、対象の拡大は困難である。
　なお、医療機関等が震災対策等の危機管理上の
目的で確保した安全な場所で、一定の要件を満たす
場合においては、民間機関が受託機関になることを

妨げていない。
②平成17年度より地域診療情報連携推進事業等に
おいて、VPN 等によりセキュリティを確保しつつ、イン
ターネットを用いて診療情報を共有する等の事業の

支援を行ってきたところ。
　また、平成18年4月よりレセプトのオンライン化を進
め、平成23年度当初からは原則としてすべてのレセ

理上の目的で確保した安全な場所と遜色はない。
　また、費用の面からも、医療機関等が独自で設置・
運用するよりも、最新技術のもとで、安価で運用する
ことが可能であり、医療機関側の負担も軽減すること

が可能となる。

②レセプトのオンライン化推進として、オンライン回線
にIP-VPN の活用する予定とのことであるが、IP-VPN 
は両端での契約となるため、それぞれ法人の異なる
医療機関と支払機関、保険者を繋ぐ際、その契約形
態・責任の所在・費用負担が不明確であり、VPN 事
業者が異なると接続できない問題が生じる。
各法人が自由に契約先を選べるインターネットを
ベースにしたセキュアなネットワークの活用を検討す
べきであり、例えば、PK I技術とVPN 技術（広義。例え
ばインターネットVPN 等）の組合せ・併用による高い
セキュリティ確保を実現するなどが考えられる。
以上の点を踏まえ、利便性や社会的コスト等につい
ても比較をしながら検討をするべきである。

（社）日本経済団体
連合会

28 B 

営利法人による電子化された診療
録等の外部保存とインターネットを
ベースとしたネットワークによる情

報活用の推進

①適切な外部保存に必要な技術及び運用管理能力を有す
ることが公正かつ中立的な仕組みにより認定されている施
設においては、営利法人であっても電子化された診療録等

を保存できるようにすべきである。
②インターネットをベースとしたネットワークによる医療機
関・保険者・患者による医療情報（被保険者資格などを含
む）の共有化を進め、患者の利益につながる良質な保険医

療サービスを提供できるようにすべきである。

①外部保存を広く認めるとともに、インターネットをベースとし
たネットワーク基盤を構築することにより、医療機関や保険
者等は、通院履歴や病歴、さらには被保険者資格などの
データを共有することが可能となる。それにより、医療機関間
での連携の推進、医療費の無駄の排除、医療サービスの質
的向上、保険者による疾患予防プログラムの適正な実施な
どのメリットを患者、保険者、医療関係者等が得られる。
②個人情報保護法が2005年4月1日より全面施行され、医療
分野については、「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱いのためのガイドライン」が設けられて、法的な

整備は進んでいる。
　以上のことから、適切な外部保存に必要な技術及び運用
管理能力を有することを公正かつ中立的な仕組みにより認
定されている施設においては、外部保存について全面解禁

すべきである。

「診療録等の保存
を行う場所につい
て」（平成17年3月
31日医政発第
0331010号／保発
第0331006号）
「民間事業者等が
行う書面の保存等
における情報通信
の技術の利用に関
する法律等の施行
等について」（平成
17年3月31日医政
発第0331009号／
薬食発第0331020
号／保発第
0331005号）

保険医療機関及び
保険医療養担当規

則第3条

厚生労働省医
政局研究開発
振興課医療技
術情報推進室

　電子化された診療録及び診療
諸記録の保存場所は、①病院、
②診療所、③医療法人等が適
切に管理する場所（医師会）、④
行政機関が開設したデータセン
ター等、⑤医療機関等が震災対
策等の危機管理上の目的で確
保した安全な場所に置かれるも
のに限定されている。しかし、営
利法人が設置したデータセン
ター等に保存することは認めら

れていない。
　また、現在行われているレセプ
トのオンライン請求については、
ISDN 回線もしくは閉ざされたネッ
トワークに限定されている。

0331009号 プトがオンラインで提出される。なお、個人情報のセ
／薬食発 キュリティに配慮し、オンライン回線はIP-VPN を活用
第0331020 する予定。 ○「行政機関が開設したデータセンター等」及び「医
号／保発 療機関等が震災対策等の危機管理上の目的で確保
第0331005 した安全な場所」を診療録等を外部保存可能とする
号） ことをガイドラインに示されているが、そこで示される

外部保管の受託機関の要件は、受託機関の経営形

平成１８ 年度に保険導入されたポジトロン断層・コン
ピューター断層複合撮影においては、極めて高額な

　下記の機器を使用した検査を
実施し、診療報酬を請求する際

先進機器であることを踏まえ、算定の施設基準として には、施設基準として他の保険

5057 5057029 z13071 
厚生労働
省

平成18年
厚生労働
大臣告示
第92号、
第94号
通知平成
18年３月６
日保医発
0306001号

我が国においては従来から高額な画像
診断機器について欧米諸国と比較し配
置台数が多く、そのことが画像診断の
過剰な撮影につながっているとの指摘
がある。こうした背景の下に、限りある
保険財源を効率的かつ効果的に使用
する観点から、高額画像診断機器の適
正配置が求められており、特殊MRI,特
殊CT といった高度な機能を有する高額
な機器を用いた画像撮影については、
施設共同利用率を設定し、その適正利
用に努めてきたところである。

c  Ⅲ  

医師と放射線技師について要件を定めているほか
に、施設共同利用率の基準を設け、それを満たして
いない場合は算定点数が１００分の８０になるとし、
機器の配置の適正化及び有効利用を図っているとこ
ろである。共同利用率が低くても十分に利用されて
いる医療機関があるという指摘については、PET-CT 
による複合撮影が、今年度より新たに保険導入され
た項目であるため、今後の普及状況及び利用状況な
どを注視し、欧米諸外国の配置台数等とも比較しつ
つ検討されるべきと考えている。いずれにせよ、概ね
２ 年に１ 回実施されている診療報酬改定において
は、利用状況などの実態を基にした関係学会からの
要望に対しては、中医協の下に設置されている専門

-
（社）日本経済団体

連合会
29 A 

ポジトロン断層撮影、ポジトロン断
層・コンピューター断層複合撮影、
特殊CT撮影、特殊MRI 撮影にお
ける共同利用率の緩和【新規】

　急性期入院医療を担う特定機能病院等の保険医療機関
については、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コン
ピューター断層複合撮影、特殊CT撮影、特殊MRI 撮影にお
ける共同利用率の計算式を別途定め、転医目的で紹介さ
れた患者を撮影した場合についても、共同利用を目的とし

た患者数に含めるべきである。

　特定機能病院等の急性期の入院医療を提供する保険医療
機関において、右記の機器を使用した撮影は多くの診断に
用いられている。共同利用は、高額な医療機器の適正な稼
働率の維持、地域医療における医療機関の機能分化を目的
としており、他の保険医療機関から紹介された患者に対して
必要に応じて実施した検査を対象に含めることは理念に合

致している。
　例えば、施設共同利用率の算定式としては次のように考え

る。
　　　　　　　（②－③）／（①－③）×100％

　①当該機器の使用全患者数
　②他の医療機関から紹介された患者のうち当該機器の検

査を受けた患者数
　③特別の関係にある医療機関間での紹介の患者数

「特掲診療料の施
設基準等」（平成16
年2月27日厚生労
働省告示50号）
「特掲診療料の施
設基準及びその届
出に関する手続き
の取り扱いについ
て」（平成15年2月
27日保険局医政局
長通知　）

厚生労働省保
険局医療課

医療機関からの検査を依頼され
た患者数（共同利用率）が検査
機器の使用全患者数の一定割
合以上とならない場合、減算、あ
るいは算定ができないことになっ

ている。
〔ポジトロン断層撮影、ポジトロン
断層・コンピューター断層複合撮

影〕
　共同利用率が20％以上でない
場合、100分の80に相当する点

数を算定する。
〔特殊CT撮影、特殊MRI 撮影〕
　共同利用率が5％以上でない

組織において、専門的な検討を行っており、関係学 場合、算定不可。その場合、診

会等から要望が提出されれば、共同利用率のあり方
も含めて検討されることとなる。

療報酬の低い単純CT撮影、単
純MRI 撮影の点数を算定する。

①今回の医療法の改正においては、広告規制の緩
和を行っており、今後は、医療機関が有する医療機
器の名称を含め、客観的な事実については、広告可
能な事項を大幅に拡大することとしている。

　なお、医療の実績情報（アウトカム情報）について
は、適切なデータの開示方法についても検討の対象

5057 5057030 z13072 
厚生労働
省

①医療法
第６９条第
１項

医業若しく
は歯科医
業又は病
院若しくは
診療所に
関して広
告すること
ができる
事項（平成
14年3月29
日厚生労
働省告示
第158号）

②薬事法
第６７条

①医療法においては、医療等に関する
広告について一定の規制を設けてい

る。

②医療用医薬品については医療関係
者以外の一般人を対象とした広告はで

きない。

①b 

②c 

①Ⅲ 
　

②Ⅳ 

としながら、情報の客観性の確保等にも留意しつつ、
今後、厚生労働省内の検討会において広告可能と
する事項について検討する予定としている。

②医療用医薬品は、品質が十分に確保された製品
であっても、使用方法によっては重篤な副作用を発
生させるリスクを伴うものであり、高度な専門的知識
を持たない一般消費者に対する広告を無制限に認
めると、医薬品の適正な使用を誤らせるおそれが大
きく、また、適切な治療の機会を逸する結果にもなり
弊害が重大である。このため、医師又は薬剤師（以
下「医薬関係者」という。）の専門的判断の下に使用
すべきであるとの観点から、医薬関係者以外の一般
消費者を対象とした広告を制限しているところであ
る。　医療用医薬品の添付文書情報については、平
成１５ 年３ 月２８ 日付け医薬食品局長通知「医療用医
薬品等の情報提供と薬事法における広告との関係
について」（医薬監発第0328006号）において、製薬
企業等が自社のホームページ上で、医薬関係者以

-
（社）日本経済団体

連合会
30 A 

医療機関及び医療用医薬品に関
する広告規制の緩和

　患者中心の医療の実現に向けて、虚偽広告や誇大広告
等に関する取締り強化や第三者的な評価機能の充実を図
りつつ、医療機関及び医薬品（特に医療用医薬品）に関す

る広告規制を緩和すべきである。
　特に、客観的に検証可能な事項は原則、広告可能とすべ
きである（例えば、検査や画像診断の方法、導入している
医療用機器の種類、メーカー名、スペックなど）。

①利用者が医療機関を選択する上で、情報公開の役割は大
きく、広告規制を緩和して、サービス提供者と利用者との間
の情報共有を図り、医療サービスを安心して受けられる環境
を作る必要がある。患者自らが医療機関を選択しやすいよう

にすべきである。
　今般の医療制度改革では、広告可能事項の拡大が図られ
ている。政省令等を定める際には、医療の実績情報（アウト
カム指標）をはじめ客観性が確保できる内容について、国
民・患者による医療に関する適切な選択を支援するために

も、大幅に緩和すべきである。
②医療用医薬品については、厚生労働省の通知により、添
付文書情報が一般消費者（患者）でも入手しやすい環境は
整備されたが、内容については十分に理解できないことも予
想される。医療用医薬品に関する情報を一般消費者（患者）

が十分入手できる体制が必要である。

医療法第69条１
項、薬事法第66
条、第67条、第68

条
「医業若しくは歯科
医業又は病院若し
くは診療所に関して
広告することができ
る事項」（平成14年
3月29日厚生労働
省告示第158号）
「医薬品等適正広
告基準について」
（昭和55年10月9日
薬発第1339号）
「医療用医薬品等
の情報提供と薬事
法における広告と
の関係について」
（平成15年3月28日
医薬監第0328006

号）

厚生労働省医
政局総務課

①医療機関が広告を行える内容
は、医療法第69条1項と厚生労
働省告示第158号の範囲に限定
されており、定められている事項
以外は広告してはならないこと

になっている。
②医療用医薬品（医師もしくは
歯科医師の処方箋が必要な医
薬品）については、医薬関係者
（医師または薬剤師等）以外の
一般人を対象とした広告はでき
ない。一般人を対象に医療用医
薬品の添付文書情報を製薬企
業等のホームページ上で公開す
ることは可能だが、広告につい
ては認められていない。

外の一般人を対象として情報提供を行うことは、広
告には該当しない旨示しているところである。また、
平成１７ 年６ 月３０ 日付け医薬食品局長通知「『患者
向医薬品ガイドの作成要領』について」（薬食発第
0630001号）において、添付文書の内容に準拠してお
り、かつ有意性を強調する等広告的な内容となること
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平成18年 注射薬は内服薬とは異なり、その作用が強く取り扱
厚生労働 いも困難であるという側面を有し、その取り扱いに 　 2005年6月の規制改革要望集中受付月間において厚労省

大臣告示 よって生命を危険に及ぼすこともあり得る。このた は、「在宅療養指導管理において投与することができる注射

第92号、 め、在宅医療における注射薬の支給対象範囲拡大 薬は、長期にわたって頻回の注射が必要な薬剤ごとに、利 　在宅で患者が自ら行う「在宅中

5057 5057031 z13073 
厚生労働
省

第94号
通知平成
17年４月
27日保医
発0427002
号、平成

在宅医療において支給される注射薬に
ついては、在宅において患者が安全に
適正に実施されることが必要であり、十
分な安全性と有効性の確認されたもの
について認めているところである。

c  Ⅲ  

については、安全性について十分に検討される必要
があると考えている。要望のある個々の薬剤につい
ては、関係学会より在宅医療における安全性、およ
び治療上の必要性を示された上で、投与できる注射
薬の対象に含めるかの個別の検討が必要であり、概
ね２年に１ 回実施されている診療報酬改定時に注射

-
（社）日本経済団体

連合会
31 A 

在宅医療で使用する注射薬の追
加容認

　例えば高圧利尿剤や消化管機能異常治療剤など、医師
の指導により患者等に取扱いを任せても安全性が確保で
きると考えられるもので、中心静脈栄養法において併用頻
度の高い治療薬（注射薬）については、患者への投与を認

めるべきである。

便性の向上という利点と、病状の急変や副作用への対応の
遅れという問題点等を総合的に勘案して認めている。（中略）
随時検討を行っている」と回答しており、既に2005年4月の段
階で対象注射薬として治療薬2剤が追加されている。

　在宅医療は入院医療に代わる医療であり、患者のQOL （生
活の質）が改善することに役立つものとして期待されているこ
とから、医師の指導により患者等に取扱いを任せても安全性

保険医療機関及び
保険医療養担当規
則第20条2号

厚生労働省保
険局医療課

心静脈栄養法」においては、高
カロリー輸液、ビタミン剤、高カロ
リー輸液用微量元素製剤、血液
凝固阻止剤に限って投与が可
能となっており、その他の治療
薬（注射薬）の投与は認められ

ていない。
18年３月６ 薬に係る安全性を示すデータが添付された要望が出 が確保できると考えられる治療薬（注射薬）の範囲について
日保医発 されれば、中医協の下に設置されている専門組織に は、今後も拡大すべきである。

0306001号 おいて科学的に検討されることとなる。

①中医協の調査によれば、医療機関における給食業務は、
全面委託した場合、直営に比べて効率的で一定の質を確保
できることが明らかになっている。しかし、受託給食事業者に

平成18年
厚生労働
大臣告示 厚生労働大臣が定める特別食を医師

医療機関における医療関係職種の業務は、医師の
指示や指導に基づいて行われるものであり、医療の
提供は、医療機関の管理者の下で医療機関が自ら
の責任に基づいて行うべきものである。管理栄養士

○以下の要望者意見を踏まえ、再度検討されたい。

属する管理栄養士によるベッドサイド等での栄養食事指導等
は、診療報酬での評価が行われないことから、業務効率の

改善が進めにくい状況になっている。
②2005年6月の規制改革要望集中受付月間において厚生労
働省は、「医療の提供は、医療機関が自らの責任に基づいて

「入院時食事療養
の基準等」（平成16
年2月27日厚生労
働省告示第51号） 　食事療養受託事業者に属する

5057 5057032 z13074 
厚生労働
省

第92号、
第94号
通知平成

が必要と認めた者に対し、当該保険医
療機関の管理栄養士が医師の指示に
基づき栄養指導等を行った場合に、栄

c ー
の行う栄養指導の業務は、医療機関による医療の一
環として、「チーム医療」の理念に基づき、医療機関
の管理者たる医師の指揮命令の及ぶ管理栄養士に

直接雇用されているかいなかに関わらず、管理栄養
士の業務は医師の指示せんに基づいて行うものであ
る。よって、医療機関の責任の下で行われるという点

（社）日本経済団体
連合会

32 A 
受託給食事業者の管理栄養業務
における診療報酬上の評価

　受託給食事業者に属する管理栄養士による栄養食事指
導について、診療報酬上の評価を認めるべきである。

行うべきものであることから、医師の指示や指導があることを
もって、医療の提供について業務委託が可能となるものでは
ない」と回答しているが、管理栄養士の業務は医師の指示せ

「入院時食事療養
の基準等に係る届
出に関する手続き

厚生労働省保
険局医療課

管理栄養士が患者に対してベッ
ドサイド等で行う栄養食事指導
等は、診療報酬上評価されな

18年３月６ 養食事指導を評価している。 より行われる必要がある。以上のような理由により、 では何ら差異はなく、診療報酬上も同等に取り扱うべ んに基づいて行われるものであり、医療機関が自らの責任に の取扱いについて」 い。

日保医発
0306001号

医師の指揮命令の及ばない管理栄養士による栄養
食事指導について、診療報酬上の評価を認めること

は困難である。

きである。 基づいて行うものと認識される。雇用形態の違いにより機能
が異なるものとは言えない。

　よって、診療報酬上において、受託給食事業者に属する管
理栄養士を直接雇用されている者と同等に評価をすることは

（平
成16年2月27日保
医発0227004号）

妥当である。受託給食事業者に属する管理栄養士と、直接
雇用されている者とを同等に評価することで、多くの管理栄

養士の有効活用を図ることが可能となる。

①　従来、希少疾病用医薬品、その他医療上特にそ
の必要性が高い医薬品（重篤な疾病等を対象とする
新薬で医療の質の向上に明らかに寄与すると認めら

5057 5057033 z13075 
厚生労働
省

・　薬事法
第１４条第
７項

・　優先審
査の取扱
いについ
て（平成１
６年２月２ 
７ 日薬食
審査発第
０２２７００ 
１号） 

薬事法第１４ 条第７項の規定に基づき、
希少疾病用医薬品、その他医療上特に
その必要性が高いと認められる医薬品
については、優先的に審査を行ってい
る。　さらに、平成１６ 年４ 月からは、こ
れらの医薬品については、承認申請前
の治験相談についても優先的に実施す

ることとしている。

c Ⅰ 

れるもの）については、優先審査の対象とし、さらに、
平成１６ 年４ 月からは、これらについて独立行政法人
医薬品医療機器総合機構（総合機構）による優先的
な治験相談の対象としており、難治性疾患の治療薬
等の迅速な承認のための措置を講じている。

②　また、①の治験相談においては、相談内容に応
じた相談区分を設け、企業からの希望に応じて、規
格・試験方法や毒性試験等に関する指導・助言も
行っており、実質的には承認申請に先立った非臨床

試験データの評価等を一部行っている。
③　総合機構では、専門職員の計画的な増員による
審査担当職員の確保を図るとともに、審査業務等の
進行管理の強化や外部研修の活用等による審査担

-
（社）日本経済団体

連合会
33 A 

難治療性疾患等の治療薬等に関
する審査制度の弾力化

　難治療性の疾患の治療薬等に関する迅速な承認のため
に、申請に先立ち、申請資料のうち準備のできたものから
順次提出し、審査が受けられる「先行審査制度」を導入す

べきである。

　2005年6月の規制改革要望集中受付月間において厚労省
は、「難治療性疾患の治療薬等の審査の迅速化は重要な課
題と認識しており、今後、審査体制の整備状況等をみながら
将来的に検討することとしたい」と回答しているが、難治療性
の疾患等には、一刻も早い治療薬等の承認が必要である。
　そのためには、最終的な承認の可否を判断する前段階で、
先行して提出された資料を審査することにより、最終判断を

早めることができるようにすべきである。

薬事法第14条5項
薬事法施行規則第

18条の3

厚生労働省医
薬食品局審査
管理課

　医薬品医療機器総合機構が
2004年4月１日より発足し、優先
治験相談制度と優先審査制度
が整備された。しかし、審査案件
の処理が滞るなど、必ずしも審
査期間の短縮に結びついていな
いことから、2005年4月に業務改

善策が公表された。

当職員の質の向上を図っているところ、これらを通じ
て承認可否の最終判断を早め、審査期間の短縮に

努めている。

○以下の要望者の意見を踏まえ、再度検討された
い。 　外国で実施した臨床試験の受

入れについては、日米EU医薬品

薬事法第
薬事法第１４ 条第３項 「外国で実施された医薬品の
臨床試験データの取扱いについて」（平成１０ 年８ 月１ 

規制調和国際会議（ICH）での議
論に基づき、日米欧の共通指針

１４ 条第３ １日医薬発第７３９号）　に則り、外国データの受入が として、「外国臨床データを受け

項　　　「外 可能とはなっている。また、国際共同治験を促進する 入れる際に考慮すべき民族的要

国で実施 ため治験相談を優先的に実施する体制などが整えら 因について」（平成10年8月11日

された医 れつつあるが、現状の対応だけでは世界同時開発・ ①日本でも、国際共同試験等の臨床データを用いて承認を 医薬審第672号、いわゆるICH 

5057 5057034 z13076 
厚生労働
省

薬品の臨
床試験
データの
取扱いに
ついて」
（平成１０ 
年８月１１ 
日医薬発
第７３９号） 
外国臨床
データを受
け入れる
際に考慮
すべき民
族的要因
について
（平成１０ 

日米ＥＵ の三極は、平成８年にＩＣＨ の場
で合意した「医薬品の臨床試験の実施
の基準」、及び平成１０ 年にＩＣＨ の場で
合意した「外国臨床データを受け入れる
際に考慮すべき民族的要因についての
指針」に基づき実施された臨床試験
データの国際的な相互受入を実現して

いる。

c 

①Ⅳ 

②Ⅳ 

③-

①　外国で実施された臨床試験データの受入れにつ
いては、昭和６０ 年６ 月に一定の条件を満たすものに
ついては、承認審査資料として受入れを図り、さら
に、平成１０ 年８ 月にＩＣＨ における合意（ＩＣＨ／Ｅ５ ガ
イドライン） に基づき、可能な限り外国臨床試験デー

タを活用することとなっている。
②　ＩＣＨ／Ｅ５ ガイドラインは、世界規模における新
薬開発の進め方に対する指針が示されているが、そ
のＱ＆Ａの中で、世界的規模での同時開発が有効で
あると言及しており、外国の後追いで開発することを

前提としていない。
③　独立行政法人医薬品医療機器総合機構におい
ても、新医薬品の国際共同治験を促進するため、国
際共同治験に係る治験相談を優先的に実施する体

制としているところである。

承認を達成するには不十分であり、以下のような対
応についてもご検討いただきたい。

①ＩＣＨ／Ｅ５ ガイドラインにおける、世界的規模での
同時開発が有効であるとの記載は、当該ガイドライ
ンを柔軟に運用することによって国際共同治験にも
対応すべきとの趣旨であると考えられる。しかし、上
述の通知（薬事法第１４ 条第３項 「外国で実施された
医薬品の臨床試験データの取扱いについて」（平成１
０年８月１１日医薬発第７３９号））では外国データの
受入れに関して日本特有の要件が必要とされてお
り、国際共同治験を実施する上で障害となっている。
ICH で合意の得られたGCP に則って実施された国際
共同治験での国内試験データは受け入れるなど通

知を見直すべきである。
②外国の規制当局と協力して治験相談を実施する、
あるいは、外国の規制当局の開発内容等に関する
助言・評価等を日本の規制当局が適切かつ効果的

（社）日本経済団体
連合会

34 A 
外国臨床データの受入れ基準等
の抜本的な見直し【新規】

　日本でも、新薬が諸外国と同時期に開発・承認されるよう
にするため、外国臨床データの受入れ基準等の抜本的な

見直しを行うべきである。

（＊）実際にはほとんど実施された例がない。
③新薬の承認が海外より大幅に遅れていることが社会
的にも問題視されている中で、日本の患者にとって、新
薬が諸外国と同時期に開発・承認されるようにすること

の意義は大きい。

得ることは可能であるが、国際的に同時開発を行うことを前
提とした指針等は整備されていない。ICH E5 ガイドライン
は、外国の後追いで開発することを前提としており、また、国

際共同試験等にも厳格に適用されている。
　最近、厚生労働省及び医薬品医療機器総合機構では、外
国臨床データの受入れについて、国際共同試験等の多国間
での同時開発にも適合したものとすべく見直しに向けた検討
がようやく開始された。しかし、実際に日本が多国間での同
時開発に参画できるようになるためには、開発の計画・検討
段階からの効率的な国際協調の枠組みが不可欠である。
　よって、後追い開発で既存の外国臨床データを受け入れる
ことを前提とした現在の仕組みについて、外国臨床データの

受入れ基準等、早急に見直す必要がある。
②欧米では、ICH E5 ガイドラインの公表以前から、同一のプ
ロトコールの臨床試験を複数の国で同時に行う国際共同試
験を実施するなど、多国間での同時開発が主流であり、ま
た、同ガイドラインも柔軟に運用されていることから、ブリッジ
ング試験は一つの方法として示されているものの、（＊）

「外国臨床データを
受け入れる際に考
慮すべき民族的要
因について」（平成
10年8月11日医薬
審第672号）

「外国で実施された
医薬品の臨床試験
データの取扱いに
ついて」（平成10年
8月11日医薬発第

739号）

厚生労働省医
薬食品局審査
管理課、医政
局研究開発振

興課

E5 ガイドライン）が公表されてい
る。この指針に基づき、外国臨
床試験データを承認申請の添付
資料として加えることができるよ

うになった。
　しかし、希少疾病用医薬品等
を除き、外国臨床試験データを
日本での承認申請の際の有効
性及び安全性の評価を行うため
の資料として用いることが可能
か否かを判断するため、原則と
して、国内で実施された臨床試
験成績に関する資料を併せて提
出することとされている（「外国で
実施された医薬品の臨床試験
データの取扱いについて」平成
10年8月11日医薬発第739号）。
　この外国臨床データパッケー
ジを日本人に外挿するために行

年８月１１ に参照できる枠組を構築するなど、海外規制当局と われる国内臨床試験は、ブリッ

日医薬審 より緊密な協力体制のもとで情報を共有し、効率的 ジング試験と呼ばれ、一般には

第６７２号） な治験相談さらには承認審査体制を確立するべきで 外国で実施した臨床試験の一部

ある。 とほぼ同一の試験を国内で繰り

③治験届など日本語での当局への提出が求められ
るが国際共同治験の場合、諸外国と同様に原文が

返して実施するものである。
（＊） 

英語の場合は原文でも可などの対応すべきである。
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①承認審査の際に必要とされるデータの内容等につ
いては一般的なことは通知により示している。一方、
新規性、革新性の高い医療機器については、そもそ
も医療機器は多種多様であり、とりわけ、その新規

平成17年2 ①　新規性の高い機器も含め、医療機 性、革新性故に類似の機器が存在せず、安全性、有
月16日付 器の承認審査に必要なデータ等につい 効性を評価するために、どの程度のデータが必要か
薬食発第 ては、通知により示している。 についてあらかじめ示すことは困難である。ただし、
0216002号 　　　　　　　　また、IT 、バイオテクノロ 可能な限り透明性を高めることは重要であると考え 　現行の薬事法の下では、新規
（医療機器 ジーなど多様な最先端の技術を用いた ており、IT 、バイオテクノロジーを応用した最先端の 性や革新性が高い医療機器の

の製造販 医療機器に対する取組として、審査時 医療機器について、安全性、有効性の評価のための 承認審査において、データの内

5057 5057035 z13077 
厚生労働
省

売承認申
請につい
て）、平成
17年2月16
日付薬食
機発第
0216001号
（医療機器
の製造販

に用いる技術評価指標等をあらかじめ
作成し、公表することにより、製品開発
の効率化及び承認審査の迅速化を図
るための事業を平成１７ 年度から5年計
画で進めているところである。

② 承認審査の概要をまとめた審査報
告書を公表している。

また、審査の過程において、申請者に
は、面談の際に申請者自ら説明する機

① c 

② d 
Ⅳ 

指標（技術評価指標）の策定を５ 年計画で進めてお
り、順次公表することとしている。また、申請に必要
な臨床試験のデータの種類、規模等について相談で
きるよう、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に
おける治験前や申請前の相談制度を設けており、医
療機器の承認申請が円滑に行われるよう取り組んで

いる。
② 承認審査に関わる情報の提供については、承認
審査を行った際の審査の過程や結論を導き出すた

○今後とも、「規制改革・民間開放推進３カ年計画
（再改定）」（平成１８ 年３ 月３１ 日）に基づき、医療機
器の承認審査体制の充実と運用の円滑化を図られ

たい。

（社）日本経済団体
連合会

35 A 
新規性、革新性の高い医療機器
における承認審査の透明化【新

規】

①新規性、革新性の高い医療機器について、承認審査に
必要なデータの内容、項目、規模（量）等の詳細な要件を

申請者に明示すべきである。
②同様に、承認審査における審議内容を開示するととも
に、申請者が積極的に参画できる環境を整えるべきであ

る。

　審査申請を行うにあたり必要となる要件が明示されれば、
申請者は、エビデンスデータ提出のため負っている多大な負
荷を避けることができる。また、審議内容が申請者に開示さ
れること、あるいは、審議での申請者による直接説明が認め
られることになれば、承認審査における行政・申請者間の業
務効率化が実現できる。これにより、当該分野での技術革新
スピードが加速し、画期的な製品（技術）の創出が期待でき

る。

薬事法第14条、第
68条

厚生労働省医
薬食品局審査
管理課

容、項目、種類、規模といった、
申請者が審査申請を行うにあた
り必要となる要件が明示されて
いない。また、承認審査のプロセ
スにおいて、審議内容が申請者

に開示されない。
　そのため申請者は、①審査に
必要十分なエビデンスデータの
提出のため、また、②審議会後
の再申請においても同様に、時

売承認に 会が設けられているほか、申請者側と めの根拠などを整理した審査報告書を作成し公表し 間的、作業的に多大な負荷を

際し留意 審査側の専門家により行う面接審査会 ている。また、申請品目の審査の過程において実施 負っている。

すべき事 があり、審査中における申請者側から している、申請者と審査担当官の面談や、申請者、
項につい の直接の説明が可能である。 審査担当官、申請者側専門家、審査側外部専門家
て） により行う面接審査会において、有効性や安全性に

ついて積極的に説明できる機会を設けており、承認
審査の過程における申請者の説明の機会は確保さ

れている。

5057 5057036 z13078 
厚生労働
省

薬事法第
23条の2

平成１４ 年に薬事法が改正され、国際
的なリスク分類の考え方を導入して規
制を類型化し、リスクの低い医療機器
については、第三者認証機関による認
証制度とするなどリスクに応じた規制に
変更し、リスクの高い機器に審査リソー

スの集中を図っている。
　　　　　　　リスクが比較的低く、技術的
な要件が確立できたものについては、
第三者機関が認証を行うための認証基

準を作成している。
　　　　　　　高度な性能を有する医療機
器については、引き続き、医薬品医療
機器総合機構で審査をすることとなる
が、全く基準を示すことができず個別審
査が必要なものと技術的に確立された
認証基準を作成できるものとの中間に
位置するものとして、ある程度定型化が
可能なものについて承認基準を作成し

ている。

c Ⅰ 

　不具合が発生したときに生命の危険に直結する恐
れがある高度管理医療機器については、その有効
性、安全性などを評価するには高度に専門的な知識
が必要であることから、医薬品医療機器総合機構に
おいて承認審査を行うこととしている。人体へのリス
クが比較的低いと考えられる管理医療機器について
は、その有効性、安全性などの評価に必要な技術的
要件が確立され、定型化できたものから順次認証基
準を作成し、認証基準のできたものから認証機関に
よる認証の対象へと移行することとしている。一方、
管理医療機器であっても、技術的要件が確立でき
ず、定型化できないものについては、その安全性、有
効性などの評価には専門的な知識が必要であること
から、総合機構において承認審査を行うこととしてい
る。承認基準は、承認申請者の円滑な申請と審査の
効率化を図るため、技術的要件について定型化でき
ないまでも大まかな指標を定めることができる医療
機器について定めたものであり、承認基準の定めら
れた医療機器の有効性、安全性などの評価に当たっ

ては、専門家による審査が必要である。

○以下の要望者の意見を踏まえつつ、「規制改革・
民間開放推進３カ年計画（再改定）」（平成１８ 年３ 月
３１ 日）に基づき、第三者認証制度の対象となる医療
機器の拡大を含め医療機器の承認審査体制の充実

と運用の円滑化を図られたい。

少なくとも、ISO/IEC 国際基準に基づき作成された承
認基準に関しては、国内の認証基準とすることを早
期に検討し、その結果を踏まえ第三者機関による認

証の対象に移行させていくべきである。
また、その他についても、安全性に十分留意しつつ
民間企業の要望の高いものから順次認証の対象へ

と移行すべきである。

（社）日本経済団体
連合会

36 A 
第三者認証機関による審査範囲

の拡大【新規】

　承認基準がある医療機器（例えば、MR I、骨密度測定装
置など国際規格に適合している機器など）の審査について
は、登録認証機関で審査できるようにすべきである。

　承認審査については、基準がある場合、登録認証機関によ
る「認証」に置き換えることによって早期に承認（認証）が得ら
れることになり、患者・利用者への早期提供に資することに
なる。一方で、医薬品医療機器総合機構（PMDA） としては、
基準のない医療機器の審査に注力できることになり、限られ

た審査リソースを有効に活用できることになる。

薬事法第23条の2
～第23条の19

厚生労働省医
薬食品局審査
管理課医療機
器審査管理室
（独）医薬品医
療機器総合機
構機器審査部

　改正薬事法においては、第三
者認証制度が採用され、医療機
器の認証プロセスが大幅に改善
された。しかし、第三者認証制度
に基づく登録認証機関による審
査は、認証基準がある医療機器

に限られている。
　一方、医薬品医療機器総合機
構（PMDA ）の審査対象である医
療機器についても、認証基準と
ほぼ同じ考え方に基づき承認基

準を作成している。

①商社を通して薬剤を販売する場合、薬剤自体は製造元の

・医薬品は、保管状況の悪化、容器の破損等によ
工場から直接顧客に配送され、商社では伝票処理だけという
状態である。このように、毒性もなく、薬理作用の少ない薬剤

り、品質及び有効性が損なわれるおそれがあること 原料に関して、所有権を有するか否かに関わらず、実態とし
から、その製造段階のみならず、流通段階において て医薬品を取扱わず薬剤原料に触れることのない商社など

も適正に管理する必要がある。このため、他者への では薬剤師の他に一定以上の専門知識を有する者に試験

5057 5057037 z13079 
厚生労働
省

薬事法第
27条にお
いて準用
する法第7
条

一般販売業の許可を受けている店舗に
おいては管理薬剤師の配置が必要で

ある
c Ⅰ 

販売等を目的として医薬品を所有する者について
は、医薬品の専門家を配置しておくことが必要であ
り、また、医薬品の販売を行う営業所等においても、

医薬品の専門家を配置する必要がある。

・プロピレングリコールやグリセリンはいわゆる調剤
原料として用いられる医療用医薬品であり、医療用
医薬品としての品質及び有効性を担保するには薬剤

-
（社）日本経済団体

連合会
37 A 

販売業における管理薬剤師の必
置規制の見直し

　毒性もなく、薬理作用の少ない薬剤原料（プロピレングリ
コール、グリセリン等）について、①商社、②販売業におけ
る営業所、倉庫等では、一定以上の専門知識を有する者
に試験等を実施し、その合格者を管理者として認めるべき

である。

等を実施し、その合格者もその管理者として認めるべきであ
る。

②2005年6月の規制改革要望集中受付月間における厚労省
の回答では、「医薬品の回収、廃棄などの対応が必要となっ
た場合には、当該医薬品を所有した業者において、措置を講
ずることが必要であり、伝票処理だけでなく医薬品を現実に
取り扱う可能性がある」ために、医薬品の専門家である薬剤
師を配置しておくことが必要であるとされているが、毒性もな
く、薬理作用の少ない薬剤原料の場合、一定以上の専門知

薬事法第8条、第9
条、第9条の2、第
26条、第27条

厚生労働省医
薬食品局総務

課

　薬事法では、販売業（卸売販
売業）において、管理薬剤師の
配置が義務付けられている。

師の持つ専門知識が必要不可欠であり、医薬品の 識を持った者でも十分対応可能であり、必ずしも薬剤師であ
販売を行う営業所等において、医薬品の専門家であ る必要はない。

る薬剤師を配置し、医薬品を管理する必要がある。 ③販売業における営業所や倉庫等では、同様に、毒性もなく
薬理作用の少ない薬剤原料を扱うのであれば、必ずしも薬
剤師ではなく、一定以上の専門知識を有する者を管理者とし

て認めるべきである。

○以下の要望者の意見を踏まえ、再度検討された
い。

特定保健用食品の許可（承認）申請にあたっては、
試験のやり直し等による不測のコストを避け、効率的
に試験を実施するためにも事前相談制度を求めるも

　特定保健用食品の許可（承認）申請に際し必要な
試験については、申請食品に含まれる成分や形態

のである。平成17年２月1日付食安新発第０２０１００ 
２ 号においても考え方は示されているが、これはあく

5057 5057038 z13080 
厚生労働
省

健康増進
法第２６条
第１項
健康増進
法施行規
則第１２条
第４項

健康増進法第２６ 条第１項の規定に基
づき、特定保健用食品に係る表示をし
ようとする者は、厚生労働大臣の許可
を受けなければならないこととなってい
る。また、健康増進法施行規則第１２ 条
第４項において、厚生労働大臣は許可
について必要があると認めるときは、申
請者に対して基礎実験資料等の提出を
求めることができることとなっている。

c  Ⅳ  

により検証方法を選択すべきものであって、多種多
様な食品が開発されている今日、画一的な方法で検
証することは困難である。また、許可を行う主体であ
る厚生労働省の立場からは、必要な試験の方法を
個別の申請者に開発段階で示すことは適切ではな

い。
　なお、代表的な保健の用途ごとの試験の留意事項
については、これまで既許可品の審査過程において
蓄積した考え方をご指摘の「特定保健用食品の審査
申請における添付資料作成上の留意事項について」

までも目安であり、また、厚生労働省の指摘にもある
ように申請食品に多種多様な形態があることから、
食品形態によって試験デザインは変わるものと考え
る。特にヒト試験に関しては摂取量、摂取期間、被験
者属性など、考慮すべき点は多い。このようなことか
らも、試験を実施する前に予定している試験デザイン
について不足が無いか相談できる制度を設ける事に
より、効率的な申請に加え、審査の短縮化が図られ

るものと考える。
　また許可を行う主体である厚生労働省が個別企業

（社）日本経済団体
連合会

38 A 
特定保健用食品の事前審査制度

の創設【新規】

　特定保健用食品の申請前に効率的な試験等を行えるよ
うに、試験方法等についての「事前相談制度」を創設すべ

きである。

　特定保健用食品の申請に当たり、食品機能の有効性を科
学的に証明するための試験等を過去の事例を参考に行って
いるものの、申請後に拒否された場合、資源の浪費となる。
事前に試験方法等の相談が可能となれば、効率的な申請が
行えるようになり、質の高い特定保健用食品を世に送り出す

ことが可能となる。

「特定保健用食品
の審査申請におけ
る添付資料作成上
の留意事項につい

て」
(平成17年2月1日
食安新発第
0201002号)

厚生労働省医
薬食品局審査
管理課

食品安全部基
準審査課新開
発食品保健対

策室

　「特定保健用食品の審査申請
における添付資料作成上の留
意事項について」(平成17年2月1
日食安新発第0201002号)によ
り、審査申請の際の添付資料に
ついては定められている。しか
し、試験方法等までは定められ
ていないことから、申請後に拒
否されることが多い。

（平成１７年２月１日付け食安新発第０２０１００２号）
においても示しているので、参考とされたい。

の相談に応じる事が適切でないとの回答であるが、
許可にあたって評価されるのは試験から得られる
データ等の質であり、試験方法等について事前に企
業からの相談に応じること自体が審査に悪影響を及
ぼすことは考えにくい。以上の点を踏まえ事前相談

制度に関して再考を願いたい。
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○保育サービスの水準の向上を図っていくために
は、保育士の資質を向上させていく必要がある。保
育士試験については、保育士養成施設を卒業した者
以外にも、児童の保育に情熱を持つ有為の人材を確
保するため、幅広く資格取得の機会を与えようとする

①女性の社会進出の進展に伴い、都市部を中心に保育所等
が急速に整備されており、保育サービスを担う保育士（保育
士資格を持つ者）の確保が重要となっている。しかし、当該改

もの。保育士資格取得者の9割程度を占める保育士 正により、1991年4月1日以降、高等学校の普通課程を卒業

5057 5057039 z13081 
厚生労働
省

児童福祉
施設施行
規則第6条
の２

○保育士試験の受験資格については、
①学校教育法における大学（短期大学
を含む） に２ 年以上在学し６２ 単位以上
取得した者　②高等学校を卒業し、児
童福祉施設において２年以上児童の保
護に従事した者等としている。

c  Ⅲ  

養成施設の卒業者が、短期大学相当の修学年数・
科目数を課されていることに照らせば、保育士試験
の受験要件についても、原則として、学校教育法に
おける大学又は短期大学に2年以上在学し62単位以
上取得することとの学歴要件が必要としているとこ

ろ。
○一方で、児童の保育に情熱を持つ有為の人材を
排除しないため、①高等学校を卒業し、児童福祉施
設において2年以上児童の保護に従事した者、② 中
学を卒業し、児童福祉施設において5年以上児童の

下記要望者再意見を踏まえて再検討されたい。
「保育課程専攻でない短大卒業の者と、高等学校普
通課程卒業の者とを比較した場合、前者と後者との
間には保育という専門分野における経験や知識につ
いて、差異はないものと考える。よって、後者に保育
士試験の受験資格すら与えないことに対する厚生労
働省の回答には納得できない。本来は学歴に関係な
く保育分野における必要な知識で判断すべきである

と考える。再考を願いたい。」

（社）日本経済団体
連合会

39 A 保育士試験の受験要件緩和
　保育士試験について、高等学校卒業程度又はこれと同
等以上の資格を有する者の受験を認めるべきである。

（＊）③保育士という職種は、特に若年女性に人気が高
く、また子育てを終えた専業主婦の中にも、これまでの
育児経験を活かして保育士として再就職したいと考えて
いる者がいる。現行制度は、そうした人材の有望な就職
先・再就職先を得る機会を奪うことにもなりかねないこと

から、早急な見直しが必要である。

しただけでは保育士試験を受験することができなくなってい
る。

②2005年6月の規制改革要望集中受付月間における厚労省
の回答では、保育士試験について、保育士養成施設の卒業
者以外にも、「児童の保育に情熱を持つ有為の人材を確保
するため、幅広く資格取得の機会を与えている」とし、具体的
に、大学又は短期大学で62単位以上取得した者や児童福祉
に関する実務経験を有する者などを列挙している。

　しかし、受験資格が短期大学卒業程度に引き上げられたも
のの、保育科等の専攻が求められているわけではないこと
から、短期大学の卒業生であっても実務経験がない場合も

児童福祉法第18条
の6

「児童福祉法施行
規則の一部を改正
する省令の施行に
ついて」（昭和63年
5月28日児発第480

号）

厚生労働省雇
用均等・児童
家庭局保育課

　保育士試験の受験資格は、
1988年の改正により高等学校卒
業程度から短期大学卒業程度
に引き上げられ、1991年4月1日
以降は、高等学校の普通課程を
卒業しただけでは保育士試験を
受けられなくなった（1996年3月
31日までに高等学校保育科を卒
業した者については特例が認め

られている）。

保護に従事した者等にも受験資格を認めているとこ ありうる。したがって、例えば、独学で勉強する高等学校普通

ろ。高等学校卒業後何ら児童福祉施設における実務 課程の卒業者に受験する機会自体を与えないこととの整合

経験等もないままに、試験結果のみによって、高校 性はない。（＊）

卒業後2年以上の修業年限を要する保育士養成施
設を卒業した者と同一の資格を付与することは適当

ではないと考える。

健康保険 ○以下の要望者の意見を踏まえ、再度検討された 　継続して被保険者期間2ヵ月以

5057 5057063 z13082 
厚生労働
省

法第３条４
項、第３７ 
条、第３８ 
条、第４７ 
条、第１６ 
５条

健康保険
法施行令

資格喪失前日まで継続して２ヶ月以上
被保険者であった者が資格喪失の日よ
り２０ 日以内に任意継続被保険者とな
ることの申請を行った場合、任意継続
被保険者の資格を取得する。、

ｃ Ⅰ 
被保険者保護の観点から、ご要望の要件は一律に
法令で規定する必要があり、健康保険組合の任意に

設定できるようにすることは困難である。

い。

雇用関係のない任意継続被保険者に対して、健保
組合による保険者機能を及ぼすことは困難であり、
居住地把握等のための事務処理コストが保険財政
を圧迫する結果、他の被保険者に影響が及ぶ。任意
継続期間および保険料前納における控除額を任意

化すべきである。

（社）日本経済団体
連合会

63 A 任意継続被保険者制度の見直し

①任意継続被保険者制度の存廃について、健保組合が選
択できるようにすべきである。

②制度の存続を選択する場合でも、健保組合が、ｱ. 任意継
続期間（2年以内）、ｲ. 資格取得に必要な健康保険被保険
者期間、ｳ. 前納する保険料額における控除額について、そ

れぞれ任意に設定できるようにすべきである。

①被用者保険の給付率が統一されたことで制度間の差がな
くなり、任意継続被保険者制度の意義が薄れている。同制度
は、退職者保護という例外措置として、申請により暫定的に
被保険者になることを認めるものであり、仮に、申請しなけれ
ば、国民健康保険の被保険者となる道も開かれている。
②現行制度を維持するための事務処理負担等が、健保組合
の運営を圧迫していることから、早急な見直しが求められる。

健康保険法第3条4
項、第37条、第38
条、第47条、第165

条
健康保険法施行令

第49条

厚生労働省保
険局保険課

上の者が資格喪失後、保険者に
申し出ることで最長2年間、任意
継続被保険者として資格が継続

される。
　今次の医療制度改革により、
任意継続被保険者には、傷病手
当金を支給しないことになった
が、保険料を前納した場合、年
4％で控除されるなど、合理的で

第４９条 ない枠組みが残っている。

　2005年6月の規制改革要望集中受付月間において厚生労
働省は、「健康保険組合は、（中略）加入事業所には同一の
企業や業種といった一定の共通基盤を求めているが、当該

○以下の要望者の意見も踏まえつつ、規約変更の 要件を満たしているかどうか確認する必要があることから、
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「健康保険
組合の事
業所編入
について」
（平成１４ 
年３月２２ 
日保発第
３２２００３ 
号）

健康保険組合の事業所編入について
は、「健康保険組合の事業所編入につ
いて」（平成１４ 年３ 月２２ 日保発第３２２ 
００３ 号）により、企業経営の実情に適
合するように規制緩和しているところで

ある。

c  Ⅳ  

健康保険組合は、国の健康保険事業を代行する公
法人であることから、安定的かつ円滑な事業運営を
確保するための根幹である企業・業種といった共通
基盤の確認は、認可とすることが適当と考えている。

届出制化等については、「規制改革・民間開放推進
３ カ年計画（再改定）」（平成１８ 年３ 月３１ 日）に基づ

き、本年度中に検討・結論を得られたい。

同一健保組合内での事業所設立の場合、加入者の
権利・義務に何ら影響を及ぼさないため、規約変更
に係る認可制を事後の届出制に変更するとともに、
添付書類の簡素化を図るべきである。健保組合の規
約変更が企業の機動的な組織再編の妨げとなって

（社）日本経済団体
連合会

64 A 

新規事業所編入（同一健保組合
内事業所における会社設立）に関

する
規約変更の緩和

　健保組合に既に加入している事業所が会社設立により新
規に当該健保組合に編入する場合は、厚生労働大臣の認
可を不要とすべきである（認可事項から届出事項への変

更）。
　また、添付書類は簡素化を図るべきである。

認可を必要とする」と回答している。
　企業は国際競争力を維持するため、アウトソーシングや分
社化、子会社統合など機動的な組織再編を行っており、それ
に伴い健保組合への設立事業所の編入･統合が必要とな
る。その際、同一健保組合における会社設立の場合、現行
制度のもとでは認可の前提となる登記簿等（登記簿謄本、株
主名簿、出資証明書、役員名簿、定款）の準備の都合上、設
立後に認可申請せざるを得ず、被保険者証の交付が遅れる
などの事態が生じている。そうした事態を回避し、手続きにか
かる負担が企業の機動的な組織再編を妨げることのないよ

健康保険法第16条
健康保険法施行規
則第5条2項

厚生労働省保
険局保険課

　健康保険組合の規約に関し
て、健康保険法施行規則第5条2
項に規定されている規約の変更
（設立事業所の増加または減
少）を行う場合には、厚生労働
大臣の認可を要するとされてい

る。

おり、早期の見直しが求められる。 う、柔軟な対応が求められる。同一健保組合における会社設
立について、資本関係や役員構成など共通基盤を有すると
認められる一定の用件を満たすならば、届出制への移行を

認めるべきである。

①健保組合では、被保険者番号により全ての被保険者に係
わる情報をシステム管理し、また、被保険者番号の取扱い
は、当該健保組合の加入時に発行した番号を資格喪失まで
継続使用している場合がある。この場合には、当該健保内事
業所の間を人事異動しても、「事業所記号」、「事業所名」、

5057 5057065 z13084 
厚生労働
省

健康保険
法施行規
則第４８条

健康保険被保険者証には、事業所の
名称及び所在地を記載することとなって
おり、これに変更があったときは、遅滞
なく被保険者証を保険者に提出しなけ

ればならない。

b  Ⅳ  
「規制改革・民間開放推進３カ年計画（再改定）」（平
成１８ 年３ 月３１ 日）に基づき被保険者証の記載事項

の見直しを行う予定である。

○以下の要望者の意見を踏まえ、早期に措置された
い。

健保組合は被保険者証のカード化を進めており、健
保組合の事務処理負担軽減の観点から、早期に記

載事項の見直しを行なうべきである。

（社）日本経済団体
連合会

65 A 
健康保険被保険者証(カード保険
証）の券面表示の見直し

　ICカード保険証の券面表示については、次の内容で印字
することを可能とすべきである。

①記　号：編入事業所の固有番号→全事業所の共通番号
②名　称：編入事業所の固有名詞→○○健康保険組合加

入事業所
③所在地：編入事業所の所在地→○○健康保険組合の所

在地

「事業所所在地」は、データベースでシステム管理され、事由
発生時に更新している。

　したがって、現行の規制では人事異動の都度、カード保険
証の更新が生じることとなるが、改善により継続使用が可能
となり、再発行のコストが軽減できる。所在地変更などの場
合、被扶養者も含めた加入者全員分の回収・配布の手間が
発生している。また、カードの券面表示を要望内容に変更し
ても、医療機関等での事務処理に障害がないことから、固有

名称等の券面表示の必要性がない。
②2005年6月の規制改革要望集中受付月間において厚生労
働省は、「医療機関において疾病又は負傷が業務上か業務

健康保険法施行規
則第23条

「健康保険法施行
規則等の一部を改
正する省令」（平成
13年2月14日平成
13年厚生労働省令

第12号）

厚生労働省保
険局保険課

　現在、IC カード保険証の発行
は、省令により次の規制を受け

ている。
　一般被保険者が在籍する事業
所について、①記号（3桁）、②名
称、③所在地の印字は、人事異
動等で変更した場合、速やかに
変更（保険証の差し替え）するこ

とになっている。

外か事業所に確認する必要があること等の理由から」省略
困難であるとしているが、被保険者本人なり、加入している
健保組合などに確認することで代替できる場合が大半であ

り、かかる指摘は当たらない。
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健康保険
法第48
条、健康
保険法施
行規則第
24条、厚 健康保険法第48

5057 5057066 z13085 
厚生労働
省

生年金保
険法第27
条、厚生
年金保険
法施行規
則第15
条、第22

政府管掌健康保険及び厚生年金保険
の資格取得・喪失届は社会保険事務所
に、雇用保険の資格取得・喪失届は公
共職業安定所に対し行うこととなってい

る。

b  Ⅳ  

社会保険と雇用保険の資格取得届及び資格喪失届
については、平成１８ 年10月から、全国の社会保険
事務所に設置している「社会保険・労働保険徴収事
務センター」においても受け付けることについて検討

している。

検討スケジュール（結論時期、措置時期）を明示にさ
れたい。

（社）日本経済団体
連合会

66 A 
厚生年金保険・健康保険・雇用保
険の資格取得・喪失に係る
届出手続の一元化【新規】

　社会保険と雇用保険の資格取得・喪失に係る届出手続を
一元化し、社会保険事務所あるいは公共職業安定所のい
ずれかの窓口で双方の手続を完了できるようにすべきであ

る。

　社会保険や雇用保険の届出手続きについては、添付書類
の削減・省略など簡素・合理化を進める一方で、届出窓口及
び書類の一元化を図ることにより、企業の事務処理負担だけ
ではなく、行政の事務処理負担も併せて軽減される。

条、健康保険法施
行規則第24条
厚生年金保険法第
27条、厚生年金保
険法施行規則第15
条、第22条

雇用保険法第7条、
雇用保険法施行規

厚生労働省保
険局保険課
職業安定局雇
用保険課

　同一社員に対する届出手続
（資格取得・喪失）であるのに、
社会保険の場合は社会保険事
務所、雇用保険の場合は公共
職業安定所というように別々の
窓口に届出なければならない。

条、雇用 則第6条、第7条
保険法第7
条、雇用
保険法施
行規則第6
条、第7条

①労働社会保険諸法令に係る申請は多岐にわた
り、その申請洩れや誤った申請等は国民の権利に重
大な影響を及ぼすものであるから、国民に不利益な

5057 5057067 z13086 
厚生労働
省

社会保険
労務士法
第2条、第
27条

①行政機関等に提出する申請書類等
の作成や提出の事務を、社会保険労務
士及び社会保険労務士法人以外への

業務委託を認めていない。
②社会保険労務士の資格を持たない
者が社会保険労務士法第２条に規定さ
れた独占業務を受託して、その雇用す
る社会保険労務士に業務を行わせるこ

とは認めていない。

ｃ Ⅰ 

結果をもたらさないよう、その業務を行う者の能力を
担保する必要があり、社会保険労務士の資格を持た
ない者に業務委託することを認めることはできない。
②　社会保険労務士の資格を持たない者が社会保
険労務士法第２条に規定された独占業務を受託し
て、その雇用する社会保険労務士に業務を行わせよ
うとする場合、使用者は委託事業主の意向を優先す
る可能性がある一方、実際の業務を行う社会保険労
務士は雇用関係にあるためその使用者の指示に従
わざるを得ない。したがって、仮に、労働社会保険諸
法令を悪用しようとした委託事業主がいた場合、適
正な労働社会保険諸法令が実施が損なわれ、労働

要望者からの次の意見に対し回答願いたい。『行政
機関への申請書類の作成・届出等については，本来
事業主が行うべきものであり、過去から多くの企業に
おいて、社労士に委ねることなく、事業主の責務にお
いて自社で適切な処理を行ってきた状況にある。近
年の企業のアウトソーシング化や分社化の進展を踏
まえると、例えば資本関係（１００％子会社など）のあ
る企業であれば企業自らが申請書類の作成・届出等
を行っているのと同様と考えられることから、少なくと
もこれに限って認めることなどについて再検討いただ

きたい。』

（社）日本経済団体
連合会

67 A 
社会保険労務士法による社会保
険業務委託の制限見直し【新規】

①行政機関等に提出する申請書類の作成や届出等の業
務を、社会保険労務士（事務所または法人）以外に業務委

託することを可能にすべきである。
②社会保険労務士の資格を持たない者（企業等）であって
も、社会保険労務士の資格を有する者を雇用することによ
り、社会保険労務士事務所及び社会保険労務士法人を株
式会社として設立し、他企業の社会保険労務士法第2条に
規定された業務が受託できるようにすべきである。

①近年、企業では、経営効率化や業務の高度化等の観点か
ら、人事労務関係業務等についてアウトソーシング化や分社
化により集中処理を進めている。しかし一方で、法人がこれ
らの業務をより組織的・専門的・機動的に行う際には制約を

受けていることから、規制改革が求められる。
②社会保険労務士事務所及び社会保険労務士法人を株式
会社等として設立することが可能になれば、グループ企業等
他企業における社会保険労務士法第2条に規定された業務
を受託して集中処理することができる。併せて、代行サービ

ス市場の拡大が期待できる。

社会保険労務士法
第2条、第3条、第
14条の2第2項、第
25条の6～11、第27

条

厚生労働省労
働基準局労働
保険徴収課
社会保険庁運
営部企画課

①社会保険労務士（事務所）ま
たは社会保険労務士法人では
ない者は、他人の求めに応じ報
酬を得て、社会保険労務士の業
務（行政機関等への届出、申請
書類の作成等）を行ってはなら

ない。
②社会保険労務士の資格を持
たない者（企業等）が出資して、
社会保険労務士事務所または
社会保険労務士法人を設立す

ることはできない。

者の権利に重大な不利益を生じるおそれが高く、要
望にあるような株式会社の形態を認めることはでき

ない。

2003年7月より、平日の17時から21時お
よび土、日、休日の8時半から17時の時

執務時間外の対応については、輸入者等から検疫
所に対し事前に執務時間外の届出及び輸入食品監

　現在、検疫所の開庁時間内（8：30～17:00）に食料品等の
輸入する際には、通関情報処理システム（NACCS ）と電子的
に接続している輸入食品監視支援システム（FAINS) が広く利

検疫所の開庁時間（平日の8時
30分～17時）外で、検疫所の執

5057 5057071 z13087 
厚生労働
省

食品衛生
法

間帯に執務時間外連絡窓口を設置す
るとともに、東京、横浜、名古屋、大阪、
神戸、福岡の主要6海港検疫所におい
ては平日夜21時まで食品衛生監視員を

d ー

視支援システム(FAIN S)の利用を行いたい旨の申し
出があった場合には、執務時間外であってもFAINS 
を利用した届出手続が可能となるようシステムの運

用を図っているところである。

当該運用の周知徹底する時期と方法を明確に示さ
れたい。

（社）日本経済団体
連合会

71 A 
検疫所の臨時開庁の際の輸入届
出済書発行手続きのFAINS による

処理【新規】

　検疫所の執務時間外連絡窓口の開庁時間（平日の17時
～21時、土日祝日の8時30分～17時）に輸入手続きを行う
際にも、輸入食品監視支援システム（FAINS) を利用できる

よう措置すべきである。

用されている。2003年7月より、税関の通関体制の整備に合
わせて、検疫所も主要港湾において執務時間外連絡窓口
（平日は21時まで、土・日曜日・休日は17時まで）が開設され
ているが、検疫所の執務時間外連絡窓口で輸入申請を行う

食品衛生法27条
食品衛生法施行規

則32条

厚生労働省食
品監視課

務時間外連絡窓口が開庁してい
る時間帯（平日の17時～21時、
土日祝日の8時30分～17時）に
輸入手続きを行う際には、輸入

配置し、港湾の24時間フルオープン化 なお、当該運用について、今後とも引き続き検疫所 ためには、輸入届出書を紙媒体で提出することが求められて 届出済書を書面で提出しなけれ

の促進を図っているところ。 に対し周知を図ることとする。 いることから、利用者は開庁時間内と時間外で別々の対応
を行わなければならない。

ばならない。

食品衛生法（昭和２２年法第２３３号）第１１条第１項
に基づき食品中に残留する農薬、飼料添加物及び
動物用医薬品（以下「農薬等」という。） について残留
基準を設定した物質にかかる残留性のデータについ
ては、農薬等の製造者が所有するものであることか
らそのすべてを公表することは困難であるが、各農
薬等の残留基準の設定の際に必要なデータについ
てはこれまでも審議会資料として公開しているところ
である。なお、これらの物質等の主な使用用途につ

食品衛生法第11条
第1項、第3項
「食品衛生法第11
条第3項の規定に
より人の健康を損

5057 5057072 z13088 
厚生労働
省

食品衛生
法第11条

　平成１５ 年の食品衛生法の改正にお
いて、食品中に残留する農薬、飼料添
加物及び動物用医薬品（以下「農薬等」
という。）について、ポジティブリスト制度
（残留基準の設定されていない農薬等
が一定量を超えて残留する食品の流通
を禁止する制度）が導入することとさ
れ、約３年あまりの準備期間を経て、平
成１８ 年５ 月２９ 日から施行された。

d ー

いては、厚生労働省ホームページ等でお示しするこ
ととする。

　また、食品衛生法第１１ 条第１項の規定に基づく食
品中の農薬等の残留基準の設定は、農薬取締法
（昭和２３ 年法律第８２ 号）に基づく農薬の登録申請、
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
（昭和２８ 年法律第３５ 号）に基づく飼料添加物の指
定、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）に基づく動物
用医薬品の承認申請、「国外で使用される農薬等に
係る残留基準の設定及び改正に関する指針ついて」
（平成１６ 年２ 月５ 日付け食安発第0205001号）に基づ
く要請があった場合に行っているところであるが、従
前から基準設定の過程において、行政手続法（平成
５ 年法律第８８ 号）に基づくパブリックコメントの募集を
行っており、寄せられた意見を踏まえ基準の設定を

海外で使用される農薬等についても調査を行い、公
開するべきとの指摘があるが、見解を示されたい。
また、制度導入の際に新たに基準を設定した農薬等
については「今後、計画的に内閣府食品安全委員会
に食品健康影響評価を依頼し、その評価結果を踏ま
え必要に応じ基準値を見直す」とされているが、今後
の具体的な評価依頼や見直しについて、具体的なス

ケジュールを示されたい。

（社）日本経済団体
連合会

72 A 
残留農薬等のポジティブ・リスト制
度に係る運用体制の整備【新規】

　規制対象となる食品中の残留農薬、動物医薬品、飼料添
加物について、単なるリストを示すだけではなく、農薬等の
残留性や主要用途等に関する情報を公開すべきである。
また、対象品目、残留基準等については、制度の運用実態
や事業者等の意見を踏まえ、定期的に見直しを図るべきで

ある。

　2006年3月31日に厚生労働省が公表した「ポジティブリスト
制度について　Ｑ&Ａ 」では、「残留農薬等のポジティブ・リスト
制度は、食品に残留する農薬等の分析を生産者や食品事業
者等に義務付けるものではありません」としている。しかし、
事業者としては、消費者の信頼に応え、自社製品の安全性
に万全を期すためには、自主検査は不可欠である。

　こうした自主検査が的確かつ効率的に実施されるために
は、個別の農薬等の基準値のリストを公表するのみにとどま
らず、農林水産省とも連携を図り、その残留性や主要用途等
に関する情報を合わせて公開する必要がある。また、海外で
使用される農薬等についても調査を行い、自主検査を行う際
の参考となるガイドライン等の作成を行うべきである。

　さらに制度の実施状況や農薬等における技術革新を踏ま
え、定期的に対象品目や残留性などの規準の見直しを図る

べきである。

なうおそれのない
量として厚生労働
大臣が定める量を
定める件」（平成17
年厚生労働省告示

第497号）
「食品衛生法第11
条第3項の規定に
より人の健康を損
なうおそれのないこ
とが明らかであるも
のとして厚生労働
大臣が定める物質
を定める件」（平成
17年厚生労働省告
示第498号）

厚生労働省医
薬食品局食品
安全部基準審
査課、乳肉水
産基準係、残
留農薬係

　2003年の食品衛生法の改正に
より、本年5月29日より「食品中
の残留する農薬等の基準に係
るポジティブリスト制度」が施行
された。本改正は大幅な改定で
あるにも係らず、告示から施行
までの時間的猶予や情報開示
が不十分であるなど、円滑な制
度の導入に向けた十分な環境
が整備されていない状況にあ

る。

行っているところである。 「食品、添加物等の

　なお、食品中の農薬等の残留に関する新たな制度
（ポジティブリスト制度）の導入に際し新たに基準を設
定した農薬等については、今後、計画的に内閣府食
品安全委員会に食品健康影響評価を依頼し、その

規格基準の一部を
改正する件」（平成
17年厚生労働省告
示第499号）

評価結果を踏まえ必要に応じ基準値を見直すことと
している。
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具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

　日本国内で使用が認められている800種類弱の添加物のう

我が国の食品は、供給熱量ベースで６０％ を輸入に
ち、JECFA によって承認されているのは約300種類しかない。
その一方、JECFA から安全と認められているその他600種類 食品衛生法第4条、

5057 5057073 z13089 
内閣府、
厚生労働
省

食品衛生
法第10条
食品安全
基本法第
24条

　食品添加物については、厚生労働大
臣が人の健康を損なうおそれがないも
のとして定める場合を除いては、使用
等が禁止されている(食品衛生法第10
条)。また、厚生労働大臣が食品添加物
について人の健康を損なうおそれがな
いものとして定める場合には、食品安
全基本法に基づき食品安全委員会の
意見を聴くことが義務づけられている
（食品安全基本法第24条）。

d ー

　日本国内での食品添加物の使用を認めるに当たっ
ては、使用を希望する者（企業等）からの要請を受け
て、検討を開始することとしている。食品添加物の指
定の要請については、要請に必要な資料やその手
続きについて、平成８年３月２２ 日衛化第２９ 号　「食
品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針に
ついて」で既に示しているところであり、当該指針に

沿って行われたい。
　なお、JECFA での評価対象品目は、基本的には国
際政府間組織であるコーデックス委員会の要請に応

じて決定されるものと承知している。

依存している。一方、輸入食品は現行の食品衛生法
に基づき検疫チェックされているが、食品添加物に係
る違反事件は少なからずあり、違反貨物は経済的な
損失であると言える。また、食品添加物の検査・確認
にも労力、コストを要する。この点に鑑み、業界から
の要請だけではなく、食糧政策としても海外で流通し
ている添加物については、企業からの申請がなくて
も審査を行い、国際的な整合性が取れるように現状
を改善するべきである。またJECFA での評価対象品
目がコーデックス委員会の要請に応じて決定される
ものであるならば、政府としてコーデックス委員会に

働きかけを行うべきである。

（社）日本経済団体
連合会

73 A 
食品添加物の国際的整合化【新

規】

　JECFA（FAO／WHO 合同食品添加物専門家会議）におい
て安全性が評価され、海外で流通している食品添加物につ
いては、国内においても使用できるよう、食品安全委員会
は、迅速な審査を行うべきである。また、国内でのみ流通
が認められている添加物が、JECFA で審査されるよう働き

かけを強めるべきである。

（＊）また、日本国内での使用が認められていても、
JECFA のような海外で信用のある機関で安全性が確認
されていない添加物を含む製品を輸出することが困難
となっていることから、当該添加物について、JECFA に
おける審査が行われるよう働きかけを行うべきである。

以上の物質は、世界中で広く使用されている多数の添加物
を含め、日本では使用が認められていない。

　2002年7月26日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛
生分科会で厚生労働省は「FAO／WHO 合同食品添加物専門
家会議（JECFA ）で一定の範囲内で安全性が確認されてお
り、かつ米国及びEU 諸国等で使用が広く認められ、国際的
に必要性が高いと考えられる添加物については、企業から
の要請がなくとも、指定に向け、個別品目毎に安全性及び必

要性を検討していく」としている。
　こうした方針を受けて現在食品安全委員会では、上記の条
件を満たした添加物を国内で使用するために検討が行われ
ているが、その品目数は香料を除く46品目であり、指定に向
けた手続きが行われているのはその内30品目のみであるな

第10条、第11条、
第19条

食品衛生法施行規
則別表1

食品衛生法に基づ
く添加物の表示に
ついて別添1（平成
8年5月23日　衛化
第56号　厚生省生
活衛星局長通知）
食品、添加物等の
規格基準（昭和34
年12月厚生省告示

厚生労働省医
薬食品局食品
安全部

内閣府食品安
全委員会

　海外で流通している食品添加
物と、日本国内で認可されてい
る食品添加物の種類が異なり、
国際的な整合性が取れていな

い。

改めて見解を示されたい。 ど、審議のスピードは遅く、検討対象品目の拡大も図られて
いない。（＊）

第370号）

テロの未然防止に
関する行動計画

　当該措置の趣旨は十分に理解できるが、その目的は､旅
館・ホテルが外国人宿泊者に旅券の呈示を求め､宿泊者名

（平成16年12月10
日国際組織犯罪

5057 5057090 z13090 

内閣官
房、警察
庁、法務
省、厚生
労働省、
国土交通
省

・テロの未
然防止に
関する行
動計画（平
成１６年１ 
２月１０日
国際組織
犯罪等・国
際テロ対
策推進本
部決定）

・旅館業の経営者は、宿泊者が日本国
内に住所を有しない外国人である場合
には、その者の国籍及び旅券番号を宿
泊者名簿に記載しなければならない。
・氏名及び旅券番号等を宿泊者名簿に
記載する際には、当該宿泊者に対し、
旅券の呈示を求めるとともに、その写し
を宿泊者名簿とともに保存することとす

る。

c  Ⅳ  

外国人宿泊者に係る旅券の写しの保存の指導につ
いては，「テロの未然防止に関する行動計画（平成１
６ 年１２ 月１０ 日国際組織犯罪等・国際テロ対策推進
本部決定）」を踏まえ，外国人宿泊者に係る宿泊者
名簿の記載事項の正確性を担保することによって関
係行政機関による外国人テロリストに関する正確か
つ迅速な情報収集や追跡調査等に支障を来さない
ようにすることを目的として措置したものであり、テロ
に対する国民の安全等を確保するための施策の一
つとして、その必要性が高いことから、これを廃止す

ることは困難である。

　要望者からの以下の再意見を踏まえ、措置の分
類、措置の内容、措置の概要（対応策）につき再検

討願いたい。
「本要望の趣旨は、全ての外国人旅行者の旅券写し
の取得・保存の廃止を求めるものではない。

　外国人団体ツアーの場合であれば、国籍や旅券番
号等を記載したリストを旅館・ホテルが旅行会社から
入手することで、宿泊者名簿の記載事項の正確性を
担保して関係行政機関による外国人テロリストに関
する正確かつ迅速な情報収集や追跡調査等に支障
は来さないため、旅券の写しの取得・保存を省略でき

るようにすべきである。」

（社）日本経済団体
連合会

90 A 
旅館・ホテルにおける外国人宿泊
者の旅券写しの取得・保存の見直

し【新規】

　外国人宿泊者に係る旅券の写しの取得・保存を省略でき
るようにすべきである。

簿記載事項の内容と照合することで十分達成し得る｡この運
用を見直すことにより、外国人宿泊者及び旅館・ホテル双方
の負担の軽減を図り、外国人宿泊者のより円滑な受入れを
推進すべきである。現に､旅券のコピーをとる際に､外国人宿
泊者が視認できない場所（事務室等のバックヤード）で旅券
を一時的に預らざるを得ない場合があり､外国人宿泊者から
不安や不信が表明されるといった事態が生じていることに留
意されたい｡また､外国人団体ツアー客の場合､旅行会社を通
じて事前あるいはチェックイン時に国籍及び旅券番号を記載
したツアー客リストが提供されるため、旅券の呈示のみにて
国籍･旅券番号を確認できる。にも拘らず､個々人について旅
券のコピーをとらなければならないため､ 長時間待たせ､ク
レームが発生する事態も少なからず生じている｡

　運用の改善により外国人旅行者に対する接遇が向上すれ

等・国際テロ対策本
部決定）

旅館業法施行規則
第4条の2

旅館業法施行規則
の一部を改正する
省令の施行につい
て（平成17年2月9
日厚生労働省健康
局長通達）

旅館業法施行規則
の一部を改正する
省令の施行に関す
る留意事項につい

厚生労働省健
康局生活衛生

課

　「テロの未然防止に関する行
動計画（平成16年12月10日国際
組織犯罪等・国際テロ対策本部
決定）」に基づき、旅館業法施行
規則（昭和23年厚生省令第28
号）が改正され､2005年4月1日よ
り、旅館・ホテルの宿泊者名簿
に外国人宿泊客の国籍ならびに
旅券番号の記載が義務づけら
れるようになった｡併せて､厚生
労働省健康局長通達により､当
該外国人宿泊者の旅券のコ
ピーをとり､宿泊者名簿とともに
保存するよう指導されている。

ば、ビジット・ジャパン・キャンペーンをはじめとする観光立国
の推進に資するものと考える。

て（平成17年2月9
日厚生労働省健康
局生活衛生課長通

達）

5057 5057112 z13091 

総務省、
厚生労働
省、経済
産業省

消防法
高圧ガス
保安法
労働安全
衛生法
石油コンビ
ナート等災
害防止法

　労働安全衛生法においては、圧力容
器又は化学設備について、構造要件、
検査の実施、設置届等を義務付けてい

る。

b  Ⅱ  

　ご指摘のとおり、「規制改革・民間開放推進3か年
計画(再改定)」（2006年3月31日閣議決定）に従い、
再度、今年度中に、経済産業省、厚生労働省、消防
庁において、石油精製事業者を交えて検討し、更な
る合理化・簡素化について結論を得るとともに、それ

について、周知徹底を図ることとしている。

具体的な検討内容及び検討スケジュール（結論時
期、措置時期）を明確にされたい。

（社）日本経済団体
連合会

112 A 保安法令の重複適用の排除

　装置を構成している個々の機器・設備が、複数の法令に
よって重複して規制を受けることのないよう、各法の適用範
囲に係る指定基準を策定し、それに則って、申請・届出書
類の様式統一に止まらない合理化を実施すべきである。
　早期に措置することが困難な場合は、少なくとも、機器・
設備に適用される適用法令を装置ごとに一括して適用す

べきである。
　そのためには、まず改造・増設を伴わない変更（維持補
修等）について、法令の重複適用を解消すべきである。
　さらに、以下の点についても検討すべきである。

①設備設置・変更の許認可制（事前審査型規制）から規定
遵守状況を適宜確認する方法（実行監視型保安規制）へ

の移行
②技術的事項（設備設置、検査等）に関する法令の性能規

定化
③国際整合性のとれた保安規制の整備

　コンビナート事業所の機器、設備は全体で一つのシステム
として機能しており、保安諸法による現状の規制はプラント全

体の総合的な保安確保の目的にそぐわない。
　「石油コンビナートに係る保安4法の合理化・整合化促進に
関する実務者委員会」では、保安4法の重複適用を排除し、
整合化等合理化を進めるとしているが、法改正を伴う抜本的
な合理化は検討されていない。「規制改革・民間開放推進3
か年計画(再改定)」（2006年3月31日閣議決定）においても、
「再度(中略）検討し、更なる合理化・簡素化について結論を
得るとともに、それについて、周知徹底を図る」とされている。
　一設備または一装置について一法令の適用となれば、許
認可にかかる手続が簡素化され、負担が軽減される。また、
形式規定から性能規定へと変更することで民間企業の先端
技術を用いることが可能になり、規制を国際的に整合性がと
れたものにすることで事業者の国際競争力の強化に寄与す

ることが期待される。

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法
石油コンビナート等
災害防止法

総務省消防庁
危険物保安室
経済産業省原
子力安全保安
院保安課

厚生労働省労
働基準局安全
衛生部安全課

　石油コンビナートに適用される
保安諸規制は、法ごとに異なる
省庁が所管するので、技術基
準、申請・立会要件等が異なり、

重複規制を受ける。
　例えば、石油精製、石油化学
のプロセスは、貯蔵タンクを除き
ほとんどが気液混合の、大気圧
を超える状態なので、消防法、
高圧ガス保安法または労働安全
衛生法が複数適用され、許可申
請、完成検査（落成検査）、検査
記録の作成・保存等において、
重複して行わなければならな
い。（高圧ガス保安法と労働安
全衛生法は運用上、適用区分さ

れている。）
　こうした規制の重複は、技術基
準の性能規定化を推進する上で
妨げとなり、事業者は、基準の
解釈と整合性の確保、申請手続
き、検査への対応等、多大な負

担を強いられる。

5057 5057115 z13092 
厚生労働
省

労働安全
衛生法ボ
イラー及び
圧力容器
規則第38
条、第40
条、第75
条

　ボイラー又は第一種圧力容器検査証
の有効期間の更新を受けようとする者
は、登録性能検査機関において実施さ
れる性能検査を受けなければならな

い。

b I 

　「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」
（2006年3月31日閣議決定）に従い、平成18年度中
に、一定の安全管理基準を満たす事業場において
自主検査が可能となる認定制度・基準の導入（可否
を含む） について、安全の確保を前提に検討すること
としており、その結果、認定制度・基準の導入を行う
こととなった場合には、平成19年度以降に認定制度・
基準の具体的内容について検討を行うとともに、そ

の導入のための制度整備を行う。

-
（社）日本経済団体

連合会
115 A 

労働安全衛生法の認定制度にお
ける自主検査の導入

　労働安全衛生法に定める認定制度に自主検査を導入
し、自主検査を基本としている高圧ガス保安法の認定制度

との整合を図るべきである。

　事業所の安全管理、設備管理は装置ごとに行っているが、
検査主体は装置を構成する設備毎に異なるため、事業所運

営の効率低下を招いている。
　「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」（2006年3月
31日閣議決定）では、「一定の安全基準を満たす事業者にお
いて自主検査が可能となる認定制度・基準について、安全の
確保を前提に検討する」とされているが、明確な時期や内容

が示されていない。

労働安全衛生法ボ
イラー及び圧力容
器規則第38条、第
40条、第75条

厚生労働省労
働基準局安全
衛生部安全課

　労働安全衛生法の認定制度
の性能検査は性能検査代行機
関が行うこととされており、事業
者が自主検査で判断することが

できない。
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5057 5057139 z13093 全省庁

厚生労働省においては、既に平成13年
12月より売掛債権担保融資保証制度を
利用する場合の債権譲渡特約の部分
解除を実施し、更に平成17年4月により
その譲渡対象者の範囲の拡大を措置し

たところである。

c  Ⅳ  
各省庁及び地方公共団体に適用する統一的な共通
ルールの策定については、制度を統一的に調整する
権限がないため、当省として回答できる立場にない。

-
（社）日本経済団体

連合会
139 A 

国・地方公共団体向け金銭債権
の証券化に係る譲渡禁止特約の

解除

　各省庁・地方公共団体向け金銭債権につき、速やかに譲
渡禁止特約を廃止すべきである。そのため、各省庁共通の
ルール（①譲渡先が金融機関の場合は債権譲渡禁止特約
の適用除外とする、②事前承認手続を大幅に簡素化する、
③債権譲渡に対する取扱いを統一する）を策定し、売買契
約・請負契約に反映すべきである。地方公共団体について

も同様の統一的な取扱うべきである。

　資産流動化を促進する上で、債権譲渡禁止特約の存在が
障害となっている。債権譲渡禁止特約の廃止に向けて、各省
庁、地方自治体が共通ルールの下で着実に取り組むことが

求められる。

全省庁、地方
公共団体

　国の機関及び地方公共団体
向けの金銭債権については、譲
渡禁止特約が付されていること
が多く、当該金銭債権の証券化
等を行うことができない。
近年、一部の省庁においては
事前に承認を得ることにより譲
渡を認めたり、特定の譲渡先に
ついては債権譲渡禁止条項適
用の例外とする等、企業におけ
る売掛債権を活用した資金調達
の支援・促進が図られている。
しかしながら、依然として省庁
による対応のバラツキ、事前承
認手続きの煩雑さ、不透明さ等
の問題が残されている。

要望者からの再意見を踏まえ、再度検討されたい。
（要望者再意見）

現状のボイラー技士免許試験制度では、特級資格を
受験するには、1級を取得していなければならず、1 
級を受験するには、2級を持っていなければならな

特級ボイラー技士免許、一級ボイラー
　ボイラー技士試験については、直下下位級の資格
がなくても実地修習を経た者については、受験でき

い。いわゆる飛び級受験が出来ない実態である。平
成16年3月の法改正は、実務の経験がなくとも受験
が可能となったが、従来同様、直下下位級の資格が
なければ、受験資格がないことに変わりはない。今

　ボイラー技士免許試験の受験については、高度な知識を持
つ上位級の資格者をできるだけ早く育成するニーズがあるに
も関わらず、直下位級の有資格者でなければ上位級の免許
試験を受験できないことにより、技術者育成の妨げになって

　ボイラー技士資格は特級、一
級、二級の3分類があり、それぞ
れの級に応じた業務範囲が定め

られている。

5057 5057187 z13094 
厚生労働
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ボイラー及
び圧力容
器安全規
則第101条

技士免許及び二級ボイラー技士免許に
係る免許試験の受験資格を定めたもの
（それぞれ、一定の資格を有したり、一
定条件の実地修習を経た者等が受験

d  Ⅲ  

る。
　なお、平成16年3月26日にボイラー及び圧力容器
安全規則を改正し、同年3月31日よりボイラーの実務
経験がなくても特級ボイラー技士及び一級ボイラー

回の要望は、1を取得していなくとも、特級資格を受
験でき、また、2級を取得していなくとも持っていなくて
も、1級を受験できるよう制度の見直しをお願いする

ものである。

（社）日本経済団体
連合会

187 A 
ボイラー技士免許試験の受験規

制の緩和　【新規】
　ボイラー技士免許試験の受験については、直下位級の有

資格者でなくとも受験できるようにすべきである。

いる。
　例えば、高圧ガス製造保安責任者、危険物取扱者、冷凍機
械責任者などについて、同様に3段階の資格制度になってい
るが、これらについては、直下位級の資格を取得していなくて

ボイラー及び圧力
容器安全規則第

101条

厚生労働省労
働基準局安全
衛生部

　ボイラー及び圧力容器安全規
則第101条により、ボイラー技士
免許試験の受験に関して、特級
を受けるものは一級資格者、一

資格を有する。） 技士の免許試験を受験することができるようにしたと
ころである。

　わが国産業においては、優れた技術者の養成が急
務な状況が続いている。既に、高圧ガス製造保安責
任者の甲種、乙種、丙種、冷凍機械責任者の一種、
二種、三種、さらには危険物取扱者の資格試験にお

も、上位級の資格試験を受験することが認められている。
　できるだけ多くの技術者に早い段階でより広範により深く勉
強する機会を与えることは、技術水準の向上につながり、大

きなメリットがある。

級を受けるものは二級資格者に
限定されており、二級から順番
に受験することが定められてい

る。

いては、全ての資格区分において、直下下位級の資
格がなくとも受験が可能となっている。

　これらの試験制度と比較して、ボイラー技士の免許
試験のみが、直下下位級の資格取得を受験時の要
件としている理由を明らかにしていただきたい。

　要望者からの以下の再意見、また、副大臣会議
「外国人労働者問題に関するプロジェクトチーム」に 　日比経済連携協定（2004年11

よる「外国人労働者を巡る考え方のとりまとめ」（平成 月大筋合意）に係る基本的枠組
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　介護業務に従事することを目的とした
在留資格は存在しない。

c Ⅰ 

　介護福祉士資格は、業務独占資格ではなく、実際
に従事している業務は、実態上、資格を有しない者と
も同一の労働市場を形成しているため、日本人介護
労働者と競合、代替するなどの悪影響を及ぼすおそ
れがあることから、「専門的・技術的分野」として外国
人を積極的に受け入れるべき分野には該当しない。
　なお、日比経済連携協定交渉においては、我が国
の介護福祉士資格取得など一定の要件の下に受け
入れることを大筋合意しているが、これは経済連携
協定締結の促進の観点から、一定の枠組みを作った
上で特例的に我が国での就労を認めることとしたも

のである。
　また、介護員養成研修事業者（訪問介護員養成研
修事業者）については、サービスの質を確保するた
め、講師の水準、教授する科目、演習の時間等を法
令で定めるとともに、当該基準を満たしているかどう
かを都道府県が確認を行い、これを満たさないもの
については指定を取り消すことになっており、研修を
海外で実施する場合、その研修内容が基準を満たす
に足る水準に達しているかどうかを都道府県が確認
することが困難であるので、海外で研修事業を行うこ

とは適当でないと考える。

18年６月）において、介護福祉士等の高度技能者等
の受入れについてさらに検討を重ねることが適当と
されたことを踏まえ、措置の分類をc（全国規模で対
応不可）からb（全国規模で検討）へと変更することに

つき再検討願いたい。
　また、介護福祉士が「専門的・技術的分野」として
外国人を積極的に受け入れるべき分野には該当し
ない理由として、「介護福祉士資格は、業務独占資
格ではなく、実際に従事している業務は、実態上、資
格を有しない者とも同一の労働市場を形成している
ため、日本人介護労働者と競合、代替するなどの悪
影響を及ぼすおそれがあること」を挙げているが、介
護福祉士と同じく業務独占資格ではない保健師や情
報処理技術者は、現行の出入国管理法令において
我が国での就労が認められている。貴省が挙げた理
由の是非について、外国人保健師や外国人情報処
理技術者が日本人の労働者と競合、代替するなどの
悪影響を及ぼさないと判断する根拠と併せて、見解

をあらためてお示しいただきたい。
　【要望者再意見】

「少子高齢化が一層進展する一方で、日本人介護福
祉士の離職率の高さにより、要介護者の十分なケア
がなされない実態が深刻化する状況下、わが国の介
護福祉士国家資格を取得した外国人については、専
門的・技術的分野に該当する労働者と位置付けるべ

きと考える。
　しかしながら、今般の回答は、業務独占資格か名

（社）日本経済団体
連合会

193 A 
外国人の介護分野での在留資格

の整備

　当面、介護業務に関する専門性を有するとされている介
護福祉士については、介護事業者等からの要望を踏まえ
て新たな在留資格を設け、わが国における外国人の介護
分野での就労を認めるべきである。同時に、わが国の高校
卒業と同等程度の中等教育を修了した外国人で一定の日
本語能力を有する者については、「留学」等の在留資格に
おいてわが国に2年間滞在し、厚生労働大臣の指定した養
成施設において介護福祉士として必要な知識および技能
を修得することを認め、介護福祉士の資格取得後、新たな

在留資格に変更することを可能とすべきである。
　将来的には、介護福祉士試験の受験による国家資格を
取得するための準備活動の一環として、一定の日本語能
力を有する者がホームヘルパー等の公的資格を取得して
わが国で就労することを認めるとともに、これらの資格取得
を支援すべく、わが国の訪問介護員養成研修事業者等が
日本語教育ならびに日本と同様の課程を実施する分校を
海外で設置できる制度を設けることを検討すべきである。

　介護は、少子・高齢化が進む中、将来的に労働力不足が
深刻化すると予想される分野であり、わが国の介護サービス
の維持・充実の観点から、諸外国から優秀な人材を受け入
れることが重要である。右記の日比大筋合意は、とりわけこ
れまで専門的・技術的分野とみなされていなかった介護分野
での外国人の就労の途が開かれた点で、その第一歩として
評価できるが、わが国の介護サービスの維持・充実の観点
からも、経済連携協定交渉において合意した場合に限らず、
同分野での外国人受け入れの一層の促進に取り組むべきで

ある。

出入国管理及び難
民認定法第7条1項
第2号の基準を定
める省令

社会福祉士及び介
護福祉士法
介護保険法

法務省出入国
管理局

厚生労働省

みの下で、一定の要件を満たす
フィリピン人の介護福祉士候補
者の入国を認め、日本語等の研
修修了後、日本の国家資格を取
得するための準備活動の一環と
して就労することを認める（滞在
期間の上限4年）とともに、国家
試験を受験後、国家資格取得者
は介護福祉士として引き続き就
労が認められることとなった。同
時に、日本語の研修修了後、課
程を修了した者に介護福祉士の
国家資格が付与されることとな
る日本国内の養成施設へ入学
する枠組も設けられることとなっ
たが、具体的な受入れ人数につ
いては、両国政府間で最終合意
に達しておらず、与えられる在留
資格も「特定活動」と暫定的な対

応となっている。
　また、他の外国人については、
たとえ介護福祉士の国家資格等
を取得しても、介護分野での就
労を目的とした入国は認められ
ていないが、現行、日本・インド
ネシア経済連携協定交渉（政府
目標では、2006年夏頃までに交
渉の主要点について実質的な妥
結を目指す）においても、インド
ネシア側から看護・介護等に係

称独占資格かという資格の類型のみを論拠に、名称 る人材の受入れなどについて要
独占資格たる介護福祉士は専門的・技術的分野とし 望が出されている。
て積極的に受け入れるべき分野には該当しないと断
　要望者からの以下の再意見、また、「経済財政運
営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７
月７日閣議決定）における「現在専門的・技術的分野
と評価されていない分野の受入れについて、その問
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　専門的、技術的分野の外国人労働者
については、受入れを積極的に行って
いるが、いわゆる単純労働者について

は受入れを行っていない。

c Ⅰ 

「専門的・技術的分野」の範囲は、入管法において、
国民生活に与える影響等を勘案して定められるもの
とされているところ、現行の在留資格「技能」につい
ては、一定レベルの熟練労働者を受け入れた場合
に、企業の若者育成努力を阻害し、円滑な技能承継
に支障を来す恐れがあることなど、国内労働市場に
与える影響が考慮され、日本人では代替困難など産
業上特殊な分野に限られているものである。したがっ
て、「技能」の範囲をより柔軟に解釈して安易に拡大
することは、「専門的・技術的分野」とそれ以外の分
野との区分の意義を曖昧にすることから不適切であ

る。
また、受入れの条件として、一定の技能や日本語能
力等が挙げられているが、その定義・範囲が不明確
であり、実態上単純労働者と区別することが困難で
あり、実質的に単純労働者を受け入れることになる
おそれが強く、①労働市場への悪影響（雇用機会の
少ない高齢者や女性との競合、若年者の職業能力
の伸長・発揮の機会の喪失、非正社員の正社員化
や労働条件格差是正の妨げ）②低生産性部門の温
存等、産業構造高度化の阻害③滞在の長期化、定
住化に伴う社会的コストの発生等の基本的視点をな

いがしろにすることになり、不適切である。

題点にも留意しつつ検討する。」との記載を踏まえる
と、措置の分類をc（全国規模で対応不可）からb（全
国規模で検討）へと変更することにつき再検討願い

たい。
【要望者再意見】

「日本経団連が受入れの条件として例示している諸
基準（①高校卒業若しくはこれと同等程度の中等教
育を修了していること、②一定以上の実務経験等を
有すること（例えば、海外の日系企業等で４年以上や
研修・技能実習で３年修了など） 、③一定以上の日本
語能力及び技能評価を受けていること（例えば、技
能検定若しくは厚生労働大臣が認定する企業の社
内検定など））について、その定義・範囲が不明確、と
指摘されているが、理解しがたい。日本経団連の要
望は、産業上、特殊な分野に属する熟練した技能を
要する業務に従事する活動を柔軟に解釈し、一定以
上の日本語能力や技能を有する外国人を受け入れ
ることによって、わが国の産業競争力、地域経済、な
らびに国民生活の維持・強化を目指すものである。
　折しも、自民党・外国人労働者等特別委員会方針
（７ 月18日）や、規制改革・民間開放の推進のための
重点検討事項に関する中間答申（７月31日）におい
ては、専門的・技術的分野の外国人労働者の範囲・
要件の見直しについて提言されているところである。
所掌省庁は、こうした政府・与党・経済界の広範な意

（社）日本経済団体
連合会

195 A 
専門的・技術的分野の外国人労

働者の範囲の見直し

　現状、専門的・技術的分野に該当するとは評価されない
分野の外国人労働者の受入れについて、政府は、徒に結
論を先送りすることのないよう、期限を明確にした上で可及

的速やかに検討を進めるべきである。
　当面、例えば「技能」の在留資格で認められる活動とし
て、入管法別表第1の2に定められている「産業上の特殊な
分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」
をより柔軟に解釈して基準省令を見直し、わが国の産業競
争力、地域経済、ならびに国民生活の維持・強化の観点か
ら必要な外国人受け入れを推進すべきである。具体的に
は、①高校卒業若しくはこれと同等程度の中等教育を修了
していること、②一定以上の実務経験等を有すること（例え
ば、海外の日系企業等で4年以上や研修・技能実習で3年
修了など） 、③一定以上の日本語能力及び技能評価を受
けていること（例えば、技能検定若しくは厚生労働大臣が
認定する企業の社内検定など） を条件とし、「技能」の在留
資格の下で日本国内での就労を認めるべきである。

　同時に、「企業内転勤」の在留資格についても、上記見直
しに合せて、現在認められている「技術」又は「人文知識・

国際業務」に加え、（＊）

（＊）「技能」の在留資格に該当する活動も適用されるよ
う検討すべきである。

　わが国では労働人口減少や2007年問題の顕在化を受け、
一部の製造業、サービス業などの現場において、熟練技術・
技能労働者不足が深刻化している。このため、現在は専門
的・技術的とみなされていない分野についても、質の高い技
術・技能を有する外国人材を受け入れるよう、その範囲の見
直しを検討することが喫緊の課題である。とりわけ、わが国
産業の国際競争力の源泉である生産現場に不可欠な技術・
技能、知識・ノウハウを有する人材や、豊かな国民生活や地
域経済を維持する上で不可欠な人材などをより積極的に受

け入れる必要性が高まっている。
　こうした中、日本・インドネシア経済連携協定交渉において
は、インドネシア側より、看護・介護や旅行・ホテル業に係る
人材の受入れ、さらには、わが国が実施する外国人研修・技
能実習制度の見直しについて要望が出されている。

　よって、わが国としては、研修・技能実習受入れ対象職種を
拡大するとともに、現行の外国人研修・技能実習制度の期間
の見直しや研修・技能実習修了後の就労の許可、さらには、
ODA 活用による送り出し国での日本語教育など人材育成面
の経済協力について、積極的に対応すべきである。

出入国管理及び難
民認定法第7条1項
第2号の基準を定
める省令

法務省出入国
管理局

　現在、就労を目的とする在留
資格として出入国管理及び難民
認定法（入管法）上、「投資・経
営」、「研究」、「技術」、「人文知
識・国際業務」、「企業内転勤」、
「技能」等の14資格（「外交」、
「公用」を除く）が定められてお
り、その具体的な要件は、出入
国管理及び難民認定法第7条1
項第2号の基準を定める省令に

て規定されている。
　『第三次出入国管理基本計
画』（2005年3月29日策定）では、
「専門的、技術的分野における
外国人労働者の受入れを一層
積極的に推進していくことが重
要であり，専門的、技術的分野
と評価できるものについては、経
済、社会の変化に応じ、在留資
格や上陸許可基準の見直しを
行っていく」と指摘するとともに、
「現在では専門的、技術的分野
に該当するとは評価されていな
い分野における外国人労働者
の受入れについて着実に検討し

ていく」としている。

見・要望を踏まえつつ、政府横断的な取り組み体制
を整備し、現在は専門的、技術的分野に該当すると
は評価されていない分野における外国人労働者の
受け入れについて、可及的速やかに「国民的コンセ



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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　地方公共団体の予算には単
年度主義が採用されているた
め、原則として単年度契約しか
結べない。複数年度契約を結ぶ
ことができるのは、債務負担行
為による場合や、電気、ガス若し

5057 5057213 z13097 
総務省、
厚生労働
省

・地方自治
法第二百
三十四条
の三

・地方自治
法施行令
第百六十
七条の十
七

　地方自治法においては、翌年度以降
にわたる物品の借り入れ又は役務提供
を受ける契約で、その契約の性質上翌
年度以降にわたり契約を締結しなけれ
ば当該契約に係る事務の取扱いに支
障を及ぼすもの等に限り、例外として、
債務負担行為として予算で定めること
なく、長期継続契約を締結することがで

きるものとされている。

ｃ Ⅰ 

　地方自治法では、翌年度以降にわたる物品の借り
入れ又は役務提供を受ける契約で、その契約の性
質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当
該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもの等
に限り、例外として、債務負担行為として予算で定め
ることなく、長期継続契約を締結することができるも
のとされているが、ご提案の特定健康診査等の委託
は、このような性質のものとは客観的に認められな

い。

-
（社）日本経済団体

連合会
213 A 

特定健康診査等の委託における
複数年度契約の容認【新規】

　 特定健康診査等による医療費削減の効果を単年度で示
すことは困難であることから、同一事業者が中長期的に事
業に取り組めるよう、複数年度契約を認めるべきである。

　 医療費削減の効果は、複数年度にわたって同一事業者が
特定健康診査等を実施した方が把握しやすいため、複数年

度契約を認めるべきである。

地方自治法第214
条、第234条の3
高齢者の医療の確
保に関する法律第

28条
健康保険法第63条
第3項各号

総務省自治行
政局行政課
厚生労働省保
険局国民健康
保険課

くは水の供給等について長期継
続契約を結ぶ場合に限定されて

いる。
　2009年度から健康保険（医療
保険）の運営主体に、40歳以上
の加入者などへの生活習慣病
向け健康診断（特定健康診査）
と特定保健指導の実施が義務
づけられる。保険者は、特定健
康診査等について、健康保険法
第63条第3項各号に掲げる病院
又は診療所その他適当と認めら
れるものに対し、その実施を委
託することができることになる
が、制度の詳細は今後定められ

る。

　労働安全衛生法（以下「安衛法」という。） に基づく
新規化学物質の届出制度は、労働安全衛生担当部
署において、当該化学物質へのばく露による労働者
の健康障害防止の観点から、新規化学物質の有害

5057 5057224 z13098 

厚生労働
省、経済
産業省、
環境省

労働安全
衛生法
化学物質
の審査及
び製造等
の規制に
関する法
律

　労働安全衛生法においては、化学物
質による労働者の健康障害を防止する
ため、新規化学物質を製造し、輸入しよ
うとする事業者は、当該化学物質の名
称、有害性の調査結果等を厚生労働大
臣に届けることとされている。事業者は
有害性の調査の結果に基づき労働者
の健康障害を防止するための必要な措
置を講じなければならない。また、厚生
労働大臣は学識経験者の意見を聞き、
必要に応じ設備の設置等を講じるよう

勧告することができる。
　化審法においては、有害な化学物質
が環境を経由して人の健康又は動植物
の生息・生育に与える影響を未然に防
止することを目的に、新規化学物質を
製造又は輸入しようとするものは、あら
かじめ厚生労働大臣、経済産業大臣及
び環境大臣に必要事項を届け出ること

とされている。

c  Ⅱ  

性の有無について把握、審査するとともに、必要な
場合に労働衛生上の対策を講じるよう指導するもの
である。化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律（以下「化審法」という。） においては、有害な
化学物質が環境を経由して人の健康又は動植物の
生息・生育に与える影響を未然に防止することを目
的に、新規化学物質を製造又は輸入しようとするも
のは、あらかじめ厚生労働大臣、経済産業大臣及び
環境大臣に必要事項を届け出ることとされている。
制度の目的、審査の観点が異なることから、それぞ
れへの届出が必要であり、両法を適切に運用してい
くためには、窓口を一本化することは適切ではない。
　また、安衛法においては、化審法に基づく届出が
免除されている製造中間体についても届出の対象と
している等のほか、有害性の調査結果のみならず、
「当該新規化学物質について予定している製造又は
取扱いの方法を記載した書面」を添えて提出しなけ
ればならないこととされており、化審法による届出内

容とは異なっているところである。
　したがって、化審法による届出があれば、安衛法に
よる届出を不要とした場合、労働者保護の観点から

厚生労働大臣に届出する内容のうち化審法と労安
法で重複している部分については、化審法に届出を
一本化し、「当該新規化学物質について予定してい
る製造又は取扱いの方法を記載した書面」について

は、追加で届出すべきである。

（社）日本経済団体
連合会

224 A 
化審法と労働安全衛生法におけ
る新規化学物質に関する重複届

出の簡素化【新規】

　新規化学物質に関する変異原性試験とがん原性試験の
結果について、化審法に基づいて届出をした場合は、労働

安全衛生法の届出を不要とすべきである。

　 新規化学物質に関する変異原性試験とがん原性試験の
結果について、化審法に基づく届出と労働安全衛生法に基
づく届出の内容は同一であるため、届出業務の簡素化により

事業者の負担を軽減することができる。

化学物質の審査
及び製造等の規制
に関する法律第4
条第2項

新規化学物質に
係る試験並びに第
1種監視化学物質
及び第2種監視化
学物質に係る有害
性の調査の項目等
を定める省令第2条

第3項
労働安全衛生法
第57条の3
労働安全衛生規
則第34条の3

経済産業省製
造産業局化学
物質管理課
厚生労働省医
薬食品局審査
管理課、労働
基準局安全衛
生部化学物質
対策課

　 化審法において、新規化学物
質を製造し、又は輸入しようとす
る者は、新規化学物質の名称等
を経済産業省に届け出ることが
義務づけられている。その際、
人の健康を損なうおそれ（有害
性）があるものについては、変異
原性試験や、がん原性試験等を
実施することとされている。

　 労働安全衛生法では、新規化
学物質を製造し、輸入しようとす
る者は、有害性の調査の結果を
厚生労働省に届け出ることが義
務づけられている。有害性の調
査では、変異原性試験、化学物
質のがん原性に関し変異原性
試験と同等以上の知見を得るこ
とができる試験又はがん原性試
験のうちいずれかの試験を行う

こととされている。

審査ができなくなり、労働者の健康確保に大きな支
障を生じるおそれがある。

　よって、化審法による届出が行われたからといっ
て、安衛法の届出を不要とすることはできない。

　労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）は、労働
者の安全衛生を確保することを目的としており、化学

　化審法においては、有害な化学物質
が環境を経由して人の健康又は動植物

物質については労働環境等を通じた直接的な曝露
による労働者の健康影響防止が主眼となっている。

化学物質の審査及
び製造等の規制に

の生息・生育に与える影響を未然に防 一方、化学物質の審査及び製造等の規制に関する 関する法律第3条、
止することを目的に、新規化学物質を 法律（以下「化審法」という。）は、化学物質が環境を 第4条
製造又は輸入しようとするものは、あら 経由して人の健康又は動植物の生息・生育に与える 　 不純物を1重量％以上含んだ化合物が新規化学物質と扱 化学物質の審査及

かじめ厚生労働大臣、経済産業大臣及 影響を未然に防止することを目的としている（間接的 以下要望者意見を踏まえて、再検討されたい。 われると、不純物全てについて衛生性試験を行うことになる び製造等の規制に 経済産業省製

化学物質
び環境大臣に必要事項を届け出ること

とされている。
な曝露）。

　安衛法においては、出来るだけ不純物を分離した
「化審法では、不純物が1重量％以上含有されている
物質は新規化学物質として扱われて届出が必要で

が、個々の物質ではなく、実際に流通する化合物の全体を
チェックすることで安全性を担保できる。

関する法律の運用
について（2004年3

造産業局化学
物質管理課

5057 5057225 z13099 

厚生労働
省、経済
産業省、
環境省

の審査及
び製造等
の規制に
関する法
律

　労働安全衛生法においては、化学物
質による労働者の健康障害を防止する
ため、新規化学物質を製造し、輸入しよ
うとする事業者は、当該化学物質の名
称、有害性の調査結果等を厚生労働大

c  Ⅳ  

ものを用いて試験することを原則としているが、仮に
不純物が１０ 重量％混入していたとしても、少なくとも
実際に労働者に曝露される姿での化学物質で試験
を行うため、労働者の健康影響の可能性を確認する
ことが可能である。一方、化審法に基づく審査におい

あるが、これは諸外国（米国、EU 、カナダ等）に比べ
て非常に厳しい基準である。不純物の届出の必要性
について、諸外国よりも厳しい基準を課している理由
を明示すべきである。その上で届出が必要と考える
ならば、不純物の衛生性試験によって事業者の競争

（社）日本経済団体
連合会

225 A 
化審法における不純物規制の見

直し【新規】

　 不純物が新規化学物質として取り扱われるようになる含
有割合（1重量％）を、労働安全衛生法の運用上の含有割

合である10重量％へ引き上げるべきである。

　 また、衛生性試験では8～9種類の試験を行う必要があり、
1つの新規化学物質あたり最大2000万円程度の費用と、7～
8か月程度の期間がかかり、事業者に負担が生じている。
　この点、労働安全衛生法では、不純物の含有割合を10重
量％以上として運用することで新規化学物質の安全性が担
保されており、見直しにあたり参考とすべきである。

月25日　薬食発第
0325001号、2004年
3月19日第3号、環
保企発第
040325001） 

有害性情報の報告

厚生労働省医
薬食品局審査
管理課

環境省総合環
境政策局環境
保健部企画課

　不純物として含まれる化合物
については、その含有割合が1
重量％以上の場合は、当該化
合物は新規化学物質として取り

扱われる。

臣に届けることとされている。事業者は ては、届出化学物質に少量に含まれる他の化学物 力が落ちないように、費用補助や審査期間の短縮等 　なお、諸外国（米国、EU 、カナダ等）では不純物に関する届 に関する運用につ 化学物質審査
有害性の調査の結果に基づき労働者 質が環境中で濃縮されることによって、人の健康や の措置を行うべきである。」 出は不要とされており、衛生性試験により化学物質の製造販 いて（2004年3月25 室
の健康障害を防止するための必要な措 動植物の生息・生育に影響を与える可能性があるた 売時期が遅れると、国際競争の観点から不利である。 日　薬食発第

置を講じなければならない。また、厚生 め、１ ％重量以上含まれる物質については、原則とし 0325002号、2004年

労働大臣は学識経験者の意見を聞き、 て個別に届出を行うこととしている。 3月19日製局第5

必要に応じ設備の設置等を講じるよう
勧告することができる。

　このように、両法の目的は異なっているため、化審
法第３条の届出に係る化学物質に含まれる他の化

号、環保企発第
040325003） 

学物質の取り扱いに係る基準を安衛法と同様にする
ことはできない。

　フォークリフトについては、重量物の昇降を伴う積
み卸し、旋回等の荷役作業が頻繁に繰り返し行われ
るため、制動装置及び走行装置等を含めて単一機
能の貨物自動車と比べ過酷な使用状況にあること、
また、年次の特定自主検査では、新車使用後１年目
であっても約９割の検査車両で何らかの不良箇所が
見出されている（フォークリフトの約３万台の新車を対

5059 5059005 z13100 
厚生労働
省

労働安全
衛生法第
４５条、労
働安全衛
生規則第
１５１条の
２１ 

フォークリフトについては、一年を超え
ない期間ごとに一回、定期に、資格を
有する労働者による自主検査を行わな

ければならない。

c  Ⅲ  

象とした平成１６ 年７ 月の調査データ）ことから、当該
機械による労働災害を防止するためには、１ 年ごと
に所定の項目について検査（専門的知識・技能を有
する検査者による分解検査）を行う必要があり、貨物
自動車の車検に合わせて、特定自主検査の期間を２ 

年に延長することは適当でない。
また、月次の自主検査では外観検査を基本としてお
り、専門的知識を必要とする重要項目についての検

-
（社）全日本トラック

協会
5 A 

フォークリフトの特定自主検査期
間の延長

フォークリフトの特定自主検査期間の延長 フォークリフトの特定自主検査期間の延長

フォークリフトの特定自主検査期間の延長については、以前
より１年から２年に延長していただきたい旨要望を行ってい
る。それに対して、一昨年、平成１６ 年７ 月の調査データによ
ると、新車使用後１年目であっても約９割の検査車両で不良
箇所が見出されていると回答を受け、メーカー名、不良箇所
名、検査実施機関を早急に公表するよう要望しているが、無
回答である。速やかに、公表するよう、再度、要望いたした

い。

労働安全衛生法第
４５ 条、労働安全衛
生規則第１５１条の

２１ 

厚生労働省

査が行われず、これをもって年次の特定自主検査に
代えることはできない。

　 「特定自主検査フォークリフト実態調査結果」につ
いては、社団法人建設荷役車両安全技術協会が実
施したものであり、不良箇所名を含む結果を平成１６ 
年８月にお示ししている。なお、当該調査において
は、メーカー名及び検査実施機関については調査・

集計していない。
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（特記事項）

障害者の雇用の促進等に関する法律 除外率制度については、障害者が障害のない者と同
（以下「障害者雇用促進法」という。） に 等に生活し活動する社会を目指すノーマライゼーショ
おいては、障害者の職業の安定を図る ンの理念から見て問題があること、除外率制度創設
ことを目的として、労働者を雇用して事 時に比べ職場環境の整備等が進んでいる実態と合
業活動を行うすべての事業主に、身体 わなくなっていること、障害者の雇用機会を少なくし、
障害者又は知的障害者（以下「身体障 障害者の職域を狭めるおそれがあること等から、不

障害者の 害者等」という。） を雇用する共同の責 合理な制度となっている。このため、平成十四年の
雇用の促 任があるという基本的な考え方に基づ 障害者雇用促進法の改正により、除外率制度を平
進等に関 き、身体障害者等の雇用義務を課して 成十六年四月一日から原則廃止することとし、経過
する法律 いる。この共同の責任を分担する上で 措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外
（昭和３５ 平等性を担保するために、原則として 率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外
年法律第
１２３号） 第
４３条、附
則第３条

一律の障害者雇用率（以下「雇用率」と
いう。） を定め、各事業主が雇用する労
動者数に応じて、身体障害者等の雇用
義務を負うこととしているところである

率を引き下げ、縮小を進めていくこととしたところであ
り、廃止へ向けた縮小の第一段階として、平成十六
年四月一日より、全業種一律一〇％ポイント縮小す

ることとした。

当業界としても、障害者雇用については、法制度の主旨を十
分に理解し、会員事業者に対して、啓発活動を行っていると
ころである。しかしながら、トラック運送事業従事者の約８割
は現場作業員で労働負担が多く、多数の過労死認定者を生

5059 5059006 z13101 
厚生労働
省

第２項、障
害者の雇
用の促進

が、身体障害者等の就業が一般的に
困難であると認められる職種が相当の
割合を占めている業種については、暫

c Ⅰ 
　この除外率制度の見直しは、障害者に係る欠格条
項に関する政府の見直しの方向性に沿って行われ
たものである。また、障害者の雇用の促進法等に関

-
（社）全日本トラック

協会
6 A 

障害者雇用に係る「除外率」の見
直しと雇用実態公表

障害者雇用に係る「除外率」の見直しと雇用実態公表 障害者雇用に係る「除外率」の見直しと雇用実態公表
じており、その対策に苦慮しているような現状であります。今
後も障害者雇用については、努力してまいりますが、除外率
については、バス・タクシーと同等にしていただきたい。また、

障害者の雇用の促
進等に関する法律

第１４条
厚生労働省

等に関す
る法律施
行規則（昭

定的な措置として除外率を設定し、各
事業主の法定雇用障害者数を算定す
る際の基礎となる常用労働者数の計算

する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決
議（衆議院：平成十四年四月一〇日、参議院：平成
十四年四月二十三日）においては、それぞれ「除外

平成１６ 年以降、国、地方自治体等においても、除外職員の
見直しが行われたが、現在の障害者雇用実態について公表

されたい。

和５１年労 にあたり、除外率に相当する労動者数 率制度については、除外率縮小の日程などを早期に
働省令第 を控除することで、身体障害者等の雇 明確にし、廃止に向けた取り組みが着実に進められ
３８ 号）附 用義務を軽減している。 るよう努めること」「除外率制度については、廃止に
則第１条 この除外率制度については、平成十四 向けた取組が着実に進むよう、本法に基づいて策定
の３、別表 年の障害者雇用促進法の改正により、 される障害者雇用対策基本方針等の中で除外率縮
第４ 平成十六年四月一日から廃止すること 小の日程などを明確にすること」とされ、障害者基本

としている。ただし、経過措置として、当 計画（平成十四年十二月二十四日閣議決定）におい
分の間、除外率設定業種ごとに除外率 ても「除外率制度については、平成16（2004）年度よ
を設定するとともに、廃止の方向で段階 り段階的に縮小を進め、一定の準備期間を置いて廃
的に除外率を引き下げ、縮小を進めて 止を目指す」こととされているところであり、除外率制
いくこととし、廃止へ向けた縮小の第一 度の廃止に向けた取組みを着実に進めることが求め
段階として、平成十六年四月一日より、 られているものである。

5061 5061001 z13102 
厚生労働
省

指定施設
における
業務の範
囲等及び
介護福祉
士試験の
受験資格
に係る介
護等の業
務の範囲
について
（昭和6３
年2月12日
社庶第29
号各都道
府県知事
あて厚生
省社会局
長・厚生省
児童家庭
局長通知）

①介護力強化病床により構成される病
棟又は診療所②療養病床により構成さ
れる病棟又は診療所（平成９年７月より
適用）、③指定介護療養型医療施設
（療養病床等に限る。）④老人性認知症
疾患療養病棟（平成１２ 年７ 月より適
用）のいずれかにおいて看護の補助の
業務に従事し、その主たる業務が介護
等の業務を行っている者であれば、介
護福祉士の受験資格である実務経験と

して認めている。

b  Ⅳ  

介護福祉士は、専門的知識及び技術をもってその
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活
を営むのに支障がある者に対する介護及び介護に
関する指導を行うものであることから、そのために必
要な専門的知識・技能等を習得するため、法律上国
家試験の受験資格として、３ 年以上の介護業務に係
る実務経験が必要とされており、その具体的範囲と
して施設・事業を特定しているところである。

　医療機関のうち療養病棟に勤務する看護助手で
あって、その主たる業務が特別養護老人ホームや介
護老人保健施設と同様に介護等の業務を行ってい
る者については、現在でも、介護福祉士の受験資格

である実務経験として認めている。
　今回ご要望のあった急性期病棟の看護助手の実
務経験については、その主たる業務が特別養護老
人ホームや介護老人保健施設と同様に介護等の業
務を行っている者について、介護福祉士の受験資格
である実務経験の範囲に含めるかどうかについて検

討することとしたい。
　なお、介護支援専門員の実務経験の範囲の見直し
の実施状況、介護福祉士の養成のあり方の見直しを
踏まえ、来年予定される社会福祉士及び介護福祉士

法改正後に、検討することとする。

検討スケジュール（結論時期、措置時期）を明示にさ
れたい。

㈱日本教育クリエイ
ト名古屋支社

1 A 
介護福祉士の資格取得する際の
実務経験に看護助手経験を含め

てほしい。

急性期医療機関でも、ほぼ療養型医療機関に近い介護業
務を要する患者がいるため、当該医療機関（急性期病院）
も看護責任者（看護師長等）もしくは院長が認めた場合に

限り、実務経験として認めて欲しい。

急性期医療機関の看護助手の募集に必要な資格の1
つとして2級ヘルパー以上の資格になってくるが、ヘル
パー資格を保持しながら、長年業務に従事していても将
来性がとても低いため定着率が非常に低いかたちにな
る。また、将来性が低いために募集も大変困難を極め
ている。そこで、規制を緩和することで、現在急性期医
療機関で大変不足している看護助手の募集活動が現
状より容易になり、さらに定着率が向上すると思われ
る。また、今後の介護福祉士が現状より多くなり、福祉
業界の人材不足を解消するとっかかりになる。

福祉・介護の利用者ニーズが高くなっていくなかで、介護福
祉士の人材不足はま逃れない事実。そのなかで、急性期・及
び療養型病院の病棟看護助手業務は、入院患者さんの介
助業務が中心にもかかわらず、対象業務になっていない。
よって、今後は、対象職種に病棟看護助手をいれる事によっ
て、①介護福祉士の対象人口がふえる。②看護助手業務は
ステップアップしずらい職種であったが、将来性が高い職種と
なる。③比較的に若い世代（20～30代）でも、助手を経験し、
将来が更なるステップアップする事で、将来より安定的な介

護福祉士として就業することができる。

社会福祉士及び介
護福祉士法

厚生労働省

5062 5062001 z13103 

総務省、
法務省、
財務省、
厚生労働
省

社会保険
労務士法
第27条、
社会保険
労務士法
施行令第2
条

既に士業間の「相互乗り入れ」は認めら
れている。

e 

社会保険労務士の独占業務について社会保険労
務士法第２７ 条但書は、「政令で定める業務に付随し
て行う場合には、この限りではない。」と規定し、これ
を受け、同法施行令第２条で、「公認会計士、税理士
が行う財務書類の調製等の業務」を規定しており、
既に士業間の「相互乗り入れ」は認められている。

- 三木　常照 1 A 

法律関連士業の業務制限条項を
士業間でのみ緩和、若しくは隣接
法律専門職資格の一元化を講ず

る措置。

法律関連隣接専門職種の行政書士、司法書士、税理士、
社会保険労務士等は各士法でそれぞれ主たる業務が定め
られているが、主たる業務受託の際に他士法で制限されて
いる業務を付随業務として各士業の相互乗り入れや垣根
を低くし容認すること。但し他士法で制限されている「付随
業務」のみの受託はこれを認めない。税理士法第51条の2
に定められている行政書士も特定の租税に関しては税務

書類の作成を可としているのが良い例である。

例えば法人設立し許認可事業を営もうとする場合。会
社定款は行政書士、設立登記は司法書士、許認可手
続は行政書士、設立届・税務申告は税理士、社員の社
会保険手続は社会保険労務士と一連の手続であるにも
関わらず様々な資格者が関与しているが各士法で許容
される範囲の「付随業務」を他士業にも認めるようにす
る。その際、当然のことながら、能力担保が要求される
が、それは各担当省が法定講習の受講義務、効果測
定を課す等して検討すれば解決される。また法務省は
行政書士への商業・法人登記の解放を能力面の問題
で反対しているがそれならば、他士業が商業・法人登記
を行い得るか否かの実証実験を実施しその実績（却下
率、補正率）を元に判断するなどの方法もある。

わが国の法律関連資格はあまりにも細分化され過ぎ依頼者
である国民は利用し辛い。これは行政の割拠主義がもたらし
たもので省益優先の既得権益に他ならない。また諸外国に
目を向けても細分化された資格者を有するのはわが国の特
徴である。国の推し進めている規制改革に正に逆行してい
る。一方では業務に必要な資格を取得すれば良いとの議論
もあるが国民にとっては依頼した業務が確実、迅速、廉価で
あればその目的は達成される。各士業にそれぞれ依頼する
のはコストとベネフィットの観点からもはるかにコストが上回り

国民負担の軽減にはなっていないからである。

行政書士法第19
条、司法書士法第
73条、税理士法第
52条、社会保険労
務士法第27条

総務省、法務
省、財務省、厚
生労働省

5065 5065001 z13104 
厚生労働
省

食品衛生
法第51
条、第52
条

　食品衛生法により、飲食店営業等公
衆衛生上影響の著しい営業について、
政令で定める業種別に、都道府県知事
等の許可を要する。施設の基準は都道
府県が条例で定める。乳類販売業は政
令で定める業種であり、その施設基準
については各都道府県の条例において

定められている。

a  Ⅳ  

　食品衛生法では、飲食店営業等公衆衛生上影響
の著しい営業について、その営業許可に係る施設基
準を都道府県が条例で定めることとなっていることか
ら、いわゆるコンビニエンスストアについて国が全国
統一的な基準を設定することは困難であるが、平成
１７ 年度にコンビニエンスストアの営業許可要件に係
る要望をうけ、その要望内容について各都道府県等
に周知しており、平成18年度中に、コンビニエンスス
トアにおける食品の衛生確保に必要な施設基準等に
関し、都道府県、関係業界団体、学識経験者等から
意見を聴取し、都道府県が条例の改正を行う際の参
考に資するガイドラインを作成し全国に周知を図るこ

ととしている。

-

社団法人日本ﾆｭｰﾋﾞ 
ｼﾞﾈｽ 協議会連合
会・JNB総合研究所

1 A 
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝ ｽ・ｽﾄｱ （例：病院施設内）
の食料品販売許可に係る要件の

緩和と統一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食品衛生法第５
２ 条によって乳類販売業では食料品等販売業の営業許可
が必要である。フタが紙の栓になっていた時代の名残で手
洗器の設置が必要で配管、排水工事によるコストアップで
困っている。現在、乳類はパック入りで販売されており、手
洗器不要と考える。また、都道府県、保健所毎に許可条件
が違っており、手洗器は店外でもよいとか、不要としている
保険所もある。この許可条件の統一を図ってほしい。

食品衛生法第５２ 条によって乳類販売業では食料品等
販売業の営業許可が必要である。フタが紙の栓になっ
ていた時代の名残で手洗器の設置が必要で配管、排水
工事によるコストアップで困っている。現在、乳類はパッ
ク入りで販売されており、手洗器不要と考える。また、都
道府県、保健所毎に許可条件が違っており、手洗器は
店外でもよいとか、不要としている保険所もある。この

許可条件の統一を図ってほしい。

食品衛生法第５２ 条によって乳類販売業では食料品等販売
業の営業許可が必要である。フタが紙の栓になっていた時代
の名残で手洗器の設置が必要で配管、排水工事によるコス
トアップで困っている。現在、乳類はパック入りで販売されて
おり、手洗器不要と考える。また、都道府県、保健所毎に許
可条件が違っており、手洗器は店外でもよいとか、不要とし
ている保険所もある。この許可条件の統一を図ってほしい。

　
食品衛生法第５２ 

条
厚生労働省
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実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

　規制緩和推進計画（平成7年3月31日閣議決定）に
おいて、営業許可の申請書等についてその簡素化・
標準化を図ることが決定されたことから、平成7年9月

5065 5065004 z13105 
厚生労働
省

食品衛生
法第52
条、食品
衛生法施
行規則第
67条

食品衛生法により、飲食店営業等公衆
衛生上影響の著しい営業について、政
令で定める業種別に、都道府県知事の
許可を要する。営業許可を受けようとす
る者は、食品衛生法施行規則第67条に
規定する事項について、都道府県で定
めた様式にて、営業所所在地を管轄す
る都道府県知事あてに申請することと

している。

d ー

27日付け衛食第176号・衛乳第186号・衛化第115
号、及び平成16年3月31日付け食安監発第0331004
号にて、営業許可申請書等の標準的な様式を定め、

全国に周知している。
　また、食品衛生法上、営業許可申請書の提出方法
は規定されておらず、電子化に係るシステム導入等
については各都道府県等に委ねられるものである
が、規制緩和推進三か年計画（平成12年3月31日閣
議決定）において、電子化の進展を踏まえ、申請書
類の受付法の合理化について助言することとされ、

以下要望者意見を踏まえて、再検討されたい。
「標準的な様式を定め、全国に周知されている、ま
た、提出方法の合理化にも相談に乗る予定とのご回
答であるが、実際に周知されているのか、実態調査
をお願いしたい。当方の会員企業の現場（東京都を
含め）では全国バラバラであるとの報告を受けてい

る。」

社団法人日本ﾆｭｰﾋﾞ 
ｼﾞﾈｽ 協議会連合
会・JNB総合研究所

4 A 
飲食店営業許可申請書の自治体

の様式統一の要望

　
例えば、東京都では６２ の市町村の数の申請書のフォーム
が存在する。また、申請書は保険所に直接、出向いて届け
なければならず、Ｅメールや郵送は認められていない。民
間の事業運営の効率化が阻害されていると判断され、政
府から自治体に、様式の統一、また、届け方も手渡しを要
求されているところもあり、Eメールによる提出も含め、効率

化の指導をお願いしたい。

　
例えば、東京都では６２ の市町村の数の申請書の

フォームが存在する。また、申請書は保険所に直接、出
向いて届けなければならず、Ｅメールや郵送は認められ
ていない。民間の事業運営の効率化が阻害されている
と判断され、政府から自治体に、様式の統一、また、届
け方も手渡しを要求されているところもあり、Eメールに
よる提出も含め、効率化の指導をお願いしたい。

　例えば、東京都では６２ の市町村の数の申請書のフォーム
が存在する。また、申請書は保険所に直接、出向いて届けな
ければならず、Ｅメールや郵送は認められていない。民間の
事業運営の効率化が阻害されていると判断され、政府から
自治体に、様式の統一、また、届け方も手渡しを要求されて
いるところもあり、Eメールによる提出も含め、効率化の指導

をお願いしたい。

食品衛生法 厚生労働省

平成16年3月31日付け食安監発第0331004号にて、
本件に関し、自治体からの技術的な相談に応じる旨

通知している。
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医療法第
１５ 条の２
医療法施
行規則第
９ 条の１０ 
（厚生労働
省令第１１ 
６号） 

医療法施行規則第９条の１０ において、
病院、診療所又は助産所における患
者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の
提供の業務を病院等が委託する場合
の委託先が備えるべき基準を定めてい

る。

e 

給食受託業者の基準については、国として最低基準
は設けているが（医療法施行規則第９条の１０） 、病
院等が給食業者の入札をする際に、これを超えた基
準を設定することについては特段の規制を設けてお
らず、仮に設けるとなると、むしろ規制強化となること

から、当要望事項は事実誤認である。

○以下の要望者意見を踏まえ、再度検討をお願い致
したい。

病院が上乗せの委託基準を設定していても本省は
関知ぜずとのご回答であるが、病院を主管している
本省として実態を調査し、現実の規制となっている状

況を改善して戴きたい。

社団法人日本ﾆｭｰﾋﾞ 
ｼﾞﾈｽ 協議会連合
会・JNB総合研究所

5 A 
公的医療機関のおける給食委託
先の勤務者資格要件の緩和の要

望

給食委託の入札において委託先に対して勤務者の資格を
制限している。例えば、受託業務責任者は、病院給食７年
以上経験の管理栄養士１名、栄養担当責任者は同５年以
上の経験の管理栄養士１名、調理担当責任者にも指定が
ある。元来病院側は入院時食事療養Ⅰの特別管理加算の
ため管理栄養士を配置している。病院側だけでなく、更に
給食の委託先に厳しく資格者配置を要求している。（財）医
療関連ｻｰﾋﾞｽ振興会の医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ 制度要綱では
受託業務責任者には栄養士の場合、病院給食の経験は不
要としている。過剰な資格を要求しないよう厚生労働者より

公的医療機関に指導してほしい。

給食委託の入札において委託先に対して勤務者の資
格を制限している。例えば、受託業務責任者は、病院給
食７年以上経験の管理栄養士１名、栄養担当責任者は
同５年以上の経験の管理栄養士１名、調理担当責任者
にも指定がある。元来病院側は入院時食事療養Ⅰの特
別管理加算のため管理栄養士を配置している。病院側
だけでなく、更に給食の委託先に厳しく資格者配置を要
求している。（財）医療関連ｻｰﾋﾞｽ振興会の医療関連ｻｰ
ﾋﾞｽﾏｰｸ 制度要綱では受託業務責任者には栄養士の場
合、病院給食の経験は不要としている。過剰な資格を
要求しないよう厚生労働者より公的医療機関に指導し

てほしい。

給食委託の入札において委託先に対して勤務者の資格を制
限している。例えば、受託業務責任者は、病院給食７年以上
経験の管理栄養士１名、栄養担当責任者は同５年以上の経
験の管理栄養士１名、調理担当責任者にも指定がある。元
来病院側は入院時食事療養Ⅰの特別管理加算のため管理
栄養士を配置している。病院側だけでなく、更に給食の委託
先に厳しく資格者配置を要求している。（財）医療関連ｻｰﾋﾞｽ 
振興会の医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ 制度要綱では受託業務責任
者には栄養士の場合、病院給食の経験は不要としている。
過剰な資格を要求しないよう厚生労働者より公的医療機関

に指導してほしい。

業務委託に関する
規定（平成5年健政
発第98号）「第3　業
務委託に関する事
項」に病院側の業
務として献立の確
認、食材の点検な
ど多数の業務が規
定されている。

厚生労働省

はり・きゅうの施術については、科学的メカニズムが
未だ解明されていないものの、鎮痛等一定の効果が
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健康保険
法　薬事
法　　　通
知　昭和
42年９月
18日　保
発第32号

診療行為や医薬品、医療技術等の保
険適用に当たっては、保険適用につい
て検討を求める学会から提出される
データ等の資料をもとに、あくまで「必要
かつ適切な医療は基本的に保険診療
により確保する」という国民皆保険の理
念を前提としつつ、検討が行われてい

るところである。

d ー

経験的に認められていることから、①慢性病（神経
痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸
椎捻挫後遺症等）に対して実施される場合であって、
②医師による適当な治療手段がない場合に限り、療
養費の支給対象としているところである。保険診療に
用いる医療用医薬品については、有効性・安全性等
についての資料を添付し、申請を行った上で、薬事
法における製造販売承認を得ることが前提となって
おり、その承認後については、適切に保険収載の手
続きを行っているところである。平成18年度調剤報酬
改定においては、基本的にはマイナス改定であった

-

社団法人日本ﾆｭｰﾋﾞ 
ｼﾞﾈｽ 協議会連合
会・JNB総合研究所

7 A 
医療／健康保険制度における東

洋医学導入の拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在、健康保険
が適用される範囲として、東洋医学の診療が保険対象に
なっている範囲が狭く、例えば、ほとんどの針灸治療が保
険対象になっていない。また、東洋医学による医薬品も健
康保険の対象はごく一部に限られている。従って、東洋医
学の診療収入が低く、専門の東洋医学の病院経営は成り
立たない。薬価についても薬局の調剤における労務が正
当に評価されていない。西洋医学の治療効果の限界が指
摘されるなかで、東洋医学の治療効果に対する期待が高
まっており、医療制度における東洋医学の導入の拡大を検

討してほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在、健康保
険が適用される範囲として、東洋医学の診療が保険対
象になっている範囲が狭く、例えば、ほとんどの針灸治
療が保険対象になっていない。また、東洋医学による医
薬品も健康保険の対象はごく一部に限られている。従っ
て、東洋医学の診療収入が低く、専門の東洋医学の病
院経営は成り立たない。薬価についても薬局の調剤に
おける労務が正当に評価されていない。西洋医学の治
療効果の限界が指摘されるなかで、東洋医学の治療効
果に対する期待が高まっており、医療制度における東

洋医学の導入の拡大を検討してほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在、健康保険が
適用される範囲として、東洋医学の診療が保険対象になって
いる範囲が狭く、例えば、ほとんどの針灸治療が保険対象に
なっていない。また、東洋医学による医薬品も健康保険の対
象はごく一部に限られている。従って、東洋医学の診療収入
が低く、専門の東洋医学の病院経営は成り立たない。薬価に
ついても薬局の調剤における労務が正当に評価されていな
い。西洋医学の治療効果の限界が指摘されるなかで、東洋
医学の治療効果に対する期待が高まっており、医療制度に

おける東洋医学の導入の拡大を検討してほしい。

　医療／保険制度 厚生労働省

ものの、薬局コスト調査の結果を踏まえ、浸煎薬及
び湯薬についての調剤料の評価の引き上げ（120点

→190点）を行ったところである。

育児休業の分割取得については、労働者が細切れ
に休業を取得することに伴う代替要員の確保や業務

育児休 分担の変更等事業主の負担が大きいと考えられるこ
業、介護
休業等育
児又は家
族介護を

　育児休業をしたことがある労働者は、
原則として再度の育児休業取得の申出

をすることはできない。

と等から、全ての事業者に適用される最低基準とし
て法に規定することは困難である。なお、個別の事
業主が法を上回る措置として育児休業の分割取得を

認めることを妨げるものではない。
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行う労働
者の福祉
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法律

厚生年金
保険法第
８１ 条の２

健康保険

育児・介護休業法に規定する育児休
業又は育児休業の制度に準ずる措置
に基づく休業期間について厚生年金保
険及び健康保険の保険料を免除すると
ともに、年金額の算定に当たっては保
険料拠出を行った期間と同様に取り扱
うことにより年金権を保障する。

c Ⅰ 

　育児・介護休業期間中の保険料免除措置は、世代
間扶養の仕組みである公的年金制度及びそれと類
似の観点も含まれる公的医療保険制度において、次
世代育成支援も重要な課題であることから、設けら

れているものである。
　この措置は、「保険料を負担しその実績に基づいて
給付を行う」ことが基本である厚生年金制度及び健
康保険制度において、極めて例外的な取り扱いであ
ることから、労働者の権利として広く社会的合意が形

-

社団法人日本
ニュービジネス協議
会連合会、JN B総合

研究所

10 A 
育児休業中の社会保険料免除の

拡大

同一の子について、法定の育児休業を複数回に分けて取
得する場合、当該休業中においてその都度、社会保険料

を免除する
同左

育児に係る多様な働き方を促進するためには、法定の育児
休業を複数回に分けて取得することも可能とし、その場合、
その都度、当該期間中の社会保険料の徴収を行なわないこ

ととする。

育児・介護休業法
第5条2項、健康保
険法第159条、厚生
年金保険法第61条

の4

厚生労働省
少子社会対策の一環として本措

置の実現を望みます

法第159条 成されている育児・介護休業法に定める育児休業等
の期間に限って対象としている。



全国規制改革及び民間開放要望書(2006あじさい） 

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

統合
管理コー
ド

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体
要望
事項番
号

要望種
別

（規制改
革A/民
間開放
B） 

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の

所管官庁等
その他

（特記事項）

要望者の再意見を踏まえ、再度検討されたい。
職業安定
法第３０ 
条、第３３ 

（要望者再意見）
意見①

前回の要望理由に述べましたように、市場では紹介
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条
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等の雇用
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に関する
法律の一
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する法律
（平成１６ 
年法律第
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条、高年
齢者等の
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する法律
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改正する
法律（平成
１６ 年法律

職業紹介事業を行おうとする者は厚生
労働大臣の許可を受けなければならな

い。
ｃ,ｄ Ⅰ 

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部
を改正する法律（平成１６年法律第１０３号）により廃
止され、経過措置に基づき事業を行っている高年齢
者職業経験活用センターに指定法人として新たな事

業を追加することは適切ではない。
　また、高年齢者職業経験活用センターは、健康、体
力、能力、資産の状況について個人差が拡大する６ 
０ 歳以上の高齢者の多様な就業ニーズに対応する
ため、短期的な雇用による就業に係る無料の職業紹
介事業等を実施し、高年齢者の再就職の促進を図る
法人として厚生労働大臣の指定を受け、業務を行う
ものであり、その事業の公益性にかんがみれば、指
定法人としての業務に有料の職業紹介を追加するこ

とは適当ではない。
　一方、指定法人として実施する無料職業紹介事業
等の事業とは別に、高年齢者職業経験活用センター
の事業目的に合致し、指定法人としての業務に支障
が生じない範囲で適正に実施できるのであれば、職
業安定法上の許可を申請をした上で、許可が得られ
れば有料職業紹介事業を行うことは可能であるとこ
ろ、全国規模の規制改革として検討することは適当

ではない。

予定派遣を切望する声が多く、その要求は日ごとに
増加しおります。当センターとしては、適正な取扱の
上で市場のニーズ、時代のニーズに対応していくこと
が公益法人としての役務であると考えますし、有料
職業紹介事業を導入し紹介予定派遣に対応していく
ことは、高齢者雇用促進を図る当センターの事業目
的に合致するものとも考えております。また、有料職
業紹介は収益事業ということから認可されないので
あれば、派遣事業は全くの収益事業であり、その観
点から見るならば公益法人としての当センターの有
り方自体を否定するものではないでしょうか。

意見②
一方、無料職業紹介事業とは別に、センターの事業
目的に合致し業務に支障のない範囲で適正に実施
できるのであれば、職業安定法上の許可申を請した
上で許可が得られれば、有料職業紹介事業を行うこ
とが可能という見解についてですが、その判断される
所管省庁もまた厚生労働省であり、前回の回答の前

半部分と整合性が無いように思えます。
意見③

高年齢者職業経験活用センターの指定法人は全国
に四施設しかなく、当センターからの要望事項は全
国規模の規制改革として検討することは適当ではな
いとのことですが、きせいに改革提出するに相応しい

社団法人日本
ニュービジネス協議
会連合会、社団法
人福岡県高齢者能
力活用センター

12 A 有料職業紹介事業の導入許可

社団法人福岡県高齢者能力活用センターは、長年に渡る
職業経験を通じて得られた知識・技能を持つ６０ 歳以上の
高齢者に対し、その就業ニーズに即した就業機会の確保・
提供を図るため、一般労働者派遣事業および無料職業紹

介事業を展開して参りました。
しかしながら、高齢者の就業ニーズの多様化と併せて企業
の雇用ニーズも変化し続けており、そのニーズに対応すべ
く就業形態の一つとして企業の直接雇用が前提の紹介予
定派遣ができるよう、有料職業紹介事業の許可を再度要

望致します。
（平成１７ 年１１ 月受付分に要望書提出）

この数年、高齢者雇用に対する企業の意識は高まり、派遣
を通じた就業機会は急増して参りました。

高齢者の就業ニーズの多様化が進み、加速する少子高齢化
や労働力不足を背景に、ここに来て企業もまた高齢者の能
力を見直し始め、高齢者に対する企業ニーズも変化しており

ます。
そして、これまで派遣を高齢者の単なる活用手段としていた
企業が、昨年来より本人の能力次第では直接雇用に切り替
える傾向にあり、当センターに対する紹介予定派遣の要望は

日増しに強くなっております。
前回、この要望が却下された理由は「公益法人として有料職
業紹介事業を追加することは適当でない」とのことでしたが、
当センターが雇用状況の変化に対応出来ないままでは、今
後、公益法人としての役務を担うことが出来ないと危惧して

おります。
また、団塊の世代の大量定年を来年に控え、これからの高
齢社会を勘案すると、紹介予定派遣の対応が出来る有料職
業紹介事業の導入は高齢者の就労意欲向上と企業の雇用
意識改革を促すところであり、当センターの公益性をなんら
損なうものではなく、当センターの健全な発展に大いに寄与

するものと確信致しております。

職業安定法第３０ 
条、第３３ 条

厚生労働省

第１０３号） 
附則３条

要望書か否かの質に対する回答であり、当センター
の要望する内容に対する回答になっていないと感じ

ます。

近年、医療過誤は大きな社会問
題の１つとなっており、中でも投
薬過誤の占める割合が最も多い

5065 5065013 z13110 
厚生労働
省

薬事法施
行規則第
284条

あらかじめ書式が設定されているもの
については一部を除いて、ＦＤ（ フレキシ
ブルディスク）を用いることが可能であ
るが、申請に必要な添付資料などその
他書式の定めがなされていないものに
ついては、書面で対応している。

c  Ⅲ  

申請書類について、電子化を進めるためには、記入
すべき項目などについて申請書類の様式を統一化
する必要があるが、埋め込み型の心臓ペースメーカ
-や、粒子線治療装置など多種多様な医療機器につ
いて、統一的な様式を定めることは困難である。
また、そもそも医療機器の有効性・安全性について
は、単に様式上記載を必要とする項目について、記
載があればよいというものではなく、申請されたデー
タの内容により有効性・安全性を確認できるか否か
が重要である。この有効性、安全性の検証に要する
時間が審査期間の大部分を占めており、申請書類を
電子化することが、直接審査期間の短縮につながる

ものではないと考えている。

新医療機
器の標準
的な事務
処理期間
は１２ヶ月
であり、平
成１７年度
の審査側
審査期間
の中央値
は７．７ ヶ
月である。

○今後とも「規制改革・民間開放推進３カ年計画（再
改定）」（平成１８ 年３ 月３１ 日）に基づき、医療機器の
承認審査体制の充実と運用の円滑化を図られたい。

社団法人日本
ニュービジネス協議

会連合会
13 A 医療機器の許認可制度の簡略化

医療機器は薬事法上４つに分類され、それぞれ承認・認証
の手順が異なりますが、簡素な機器でない限り、許可が下

りるまでには多くの時間がかかります。
医療現場が抱える課題の早期解決を図るためには、この
承認・認証にかかる期間を短縮し、市場に出るまでの時間

のスピードをアップさせることが重要となります。
そのためには、審査事務処理期間の短縮が不可欠と言え
ます。医薬品の標準的な審査期間は原則として１２ か月と
されているものの、医療機器についてはそのような定めも
なく、審査期間が２年以上かかる場合もまれではありませ

ん。
また、同じ医療機器を海外で申請した場合に日本の半分
以下の期間で許可が下りるというデータもあります。

審査期間を短縮することにより、許認可制度の簡素化を図
ることが必要であると考えます。

医療機器は、直接人間の生命に関わるものであるた
め、審査期間を一定にするなど一概に簡略化すること
ができないのは理解できますが、医療機器の審査期間
を短縮することにより、市場に出るまでのスピードも短
縮され、これまで救えなかった生命が救われる可能性も

増えると考えています。
生命に害を及ぼすか否かを判断するような臨床試験の
実施などにかかる期間の短縮は困難であると考えます
ので、機器の審査期間を短縮するための手法として申

請の電子化を提案します。
電子化をすることにより、申請時の書類やデータの不備
をなくし、申請者と審査機関の照会・回答などのタイム
ロスが発生しないような質の高い申請書の提出が可能
になり、申請者・審査機関両者の負担が軽減され、結果

審査期間の短縮に繋がると考えます。

現在、当社では、医療現場での投薬過誤の撲滅を目指し、
市場への流通を最終目的として、自動薬液調合システムの

開発を進めております。
投薬過誤は医療現場での最重要課題となっており、早期解
決が求められていますが、市場化までのプロセスが複雑であ
るため、市場に出るまでに長い時間を費やすことが予想され

ます。
これは、当社に限った問題ではなく、医療機器の開発を行う

企業の多くが抱える問題です。
医療機器の分類によって承認・認証の手順が異なるものの、
申請の電子化をすることにより、審査期間の短縮が可能とな
ると考えますので、市場化を早め、医療現場での課題をより
早く解決するために、医療機器の許認可制度の簡略化を求

めます。

薬事法第１４ 条、
２３ 条の２

厚生労働省

ために、今や、これらをなくすこ
とは、医療現場での最重要課題

の１つといえます。
当社が研究開発中の自動薬液
調合システムにより、医療現場
において、高い精度とスピード
アップが図れることは、医療過誤
撲滅の有効な手段となり得ま

す。
また、過重役務が改善されるこ
とにより、医療従事者の負担の
軽減と当該機器による二重の医
療過誤対策を行うことが可能と
なるため、早期の市場化が待た

れています。
医療機器の許認可制度が簡略
化することにより、医療現場にお
ける重要課題をより早く解決す
ることができると考えておりま

す。

厚生労働省においては、既に平成13年

5066 5066004 z13111 全省庁

12月より売掛債権担保融資保証制度を
利用する場合の債権譲渡特約の部分
解除を実施し、更に平成17年4月により
その譲渡対象者の範囲の拡大を措置し

c  Ⅳ  
各省庁及び地方公共団体に適用する統一的な共通
ルールの策定については、制度を統一的に調整する
権限がないため、当省として回答できる立場にない。

-
社団法人リース事

業協会
4 A 

国・地方自治体向け金銭債権の
証券化に関する債権譲渡禁止特

約の解除

各省庁及び地方自治体において、統一的かつ早急に債権
譲渡禁止特約の解除の対象となる契約（リース契約等）及
び譲渡対象者の拡大（特定目的会社等）を望む。

各省庁及び地方自治体ごとに対応が異なり、引き続き、統一
的かつ早急な対応が求められる。

全省庁、地方
自治体

たところである。

5066 5066015 z13112 
厚生労働
省

薬事法第
39条、薬
事法施行
規則第170
条

高度管理医療機器や特定保守管理医
療機器を業として販売・賃貸しようとす
る場合には都道府県知事の許可が必
要。ただし、特殊な取引形態であるファ
イナンスリース取引のみを行う事業者
に対しては、適用していない。ファイナ
ンスリース取引以外に、売却や割賦販
売などの販売行為を行う場合には、販
売業の許可を取得する必要がある。
　また、販売業者等が使用された医療
機器の販売等を行う場合には、医療機
器の製造販売業者にあらかじめ通知す
る必要がある。また、販売業者等は、医
療機器の製造販売業者から、品質確保
や注意事項について指示を受けた場合
には遵守しなければならないとされてい

る。

c  Ⅰ  、Ⅲ  

　高度管理医療機器や特定保守管理医療機器につ
いては、不具合が生じた場合において人の生命及び
健康に重大な影響を与えるおそれがあることからそ
の適切な管理を行う必要があり、これらの医療機器
を業として販売又は賃貸する場合には、都道府県知
事の許可が必要である。特殊な取引形態であるファ
イナンスリース取引については、医療機器を購入しよ
うとする者に対し必要となる資金を貸し付けていると
いう実態にあることから許可を不要としているが、
リース業者が資金供給のみでなく、リース終了物件
の売却、割賦販売などの販売行為を行う場合には、

販売業の許可が必要である。
　また、医療機器は、一般的にその使用により、製品
の摩耗、損耗を生じる恐れがあり、特に高度管理医
療機器等は、人の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがあることから使用状況等に応じてその
適切な管理が必要である。このため、リース終了後
の医療機器について、中古品として販売等を行う場
合には、当該医療機器が本来備えているべき品質、
性能を有しているか等について確認する必要があ
る。こうしたことから、中古の医療機器の販売に当
たっては、使用年数や使用頻度に応じたメンテナン
スや部品交換の必要性など、製品についての情報を
もっとも詳しく把握している製造販売業者への通知が

必要である。

○以下の要望者意見を踏まえ、再度検討をお願い致
したい。

・製造販売業者に対する通知の必要性は理解できる
が、リース会社が中古医療機器販売業者に医療機
器（リース期間が終了したもの）を売却し、後日（即日
の場合もある）、当該中古医療機器販売業者が第三
者（医療機関等）に当該医療機器を売却するような
場合、リース会社の行う通知は過重な負担となって
おり、中古医療機器の流通過程における通知の必

要性も含め、再検討をお願いしたい。

社団法人リース事
業協会

15 A 
薬事法の販売業規制に関する
リース会社の特例措置

リース会社のリース終了物件売却、割賦販売について、販
売業の許可を得て行う必要があるが、規制内容が取引実

態からみて過重な負担となっている。

リース会社のリース終了物件売却、割賦販売について、販売
業の許可を得て行う必要があるが、規制内容が取引実態か
らみて過重な負担となっている。特に中古品として売却する
場合の製造販売業者に対する通知について、リースのユー
ザーに売却する場合、あるいは、業者間で売買する場合も必
要であり、過重な負担を軽減するための特例措置が必要。

薬事法 厚生労働省
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○労働者派遣事業については、その利用の仕方に

5070 5070003 z13113 
厚生労働
省

労働者派
遣法第４０ 
条の２第１
項第１号

○平成１６ 年３ 月から、専門的な業務等
（２６ 業務）を除いた労働者派遣に係る
派遣受入期間制限について、最長３年

とされたところである。

c Ⅰ 

よっては、労働者の安定した雇用機会の確保、長期
雇用慣行を前提とした雇用の安定、職業能力の有効
発揮、安定した労使関係など我が国の雇用慣行に
悪影響を及ぼすおそれがあることから、臨時的・一時
的な労働力需給調整システムとして位置付けられる
べきものとして、関係者の合意形成がなされており、
派遣受入期間についても、常用雇用の代替のおそ
れが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活
用する場合の共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、派遣受入期間制限の撤

経済社会環境の変化に伴い、多様な働き方を選択
する労働者が増える中で、自己の裁量を容易にし、
能力を存分に発揮できる環境を整備するためには、
労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行
を前提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安
定した労使関係などといった我が国の雇用慣行も変
化をせざるを得ないところ、派遣受入期間制限の撤
廃が自己の裁量を容易にするためには必要であると

考えており、再度御検討いただきたい。

社団法人　日本自
動車工業会

3 A 
労働者派遣法における派遣期間
制度の見直し(通常派遣)

多様な働き方が論じられ、「長期雇用慣行を前提とした雇
用の安定」という考え方自体が見直され、個々人の就業意
識がますます多様化し、仕事と生活のバランスの取れたラ
イフスタイルの選択が認められる方向にある中において、
派遣期間の規制は、派遣労働を選択した者にとってもその
選択の自由を阻害されるものと考えられることから、規制を

なくすことを要望する。

平成１６ 年３ 月から、専門的な業務等（２６ 業務）を除い
た労働者派遣に係る派遣受入期間制限について、最長

３年とされたところである。

業務量の変化に対して、フレキシブルに対応出来ない。ま
た、短期のみならず、中長期の派遣社員を活用するニーズ

に対応できない。

労働者派遣法第４
０ 条の２

厚生労働省
・平成17年10月度の再要望
・当会重点要望項目

廃は不適当である。

○「労働者派遣事業」については、中間搾取、強制
労働者派 労働、使用者責任の不明確化、不適切な就業管理・

5070 5070005 z13114 
厚生労働
省

遣法第２
条第１号、
労働者派
遣事業と
請負によ
り行われ
る事業と
の区分に
関する基
準を定め
る告示（昭
和６１年労
働省告示
第３７ 号）、
労働者派
遣事業関
係業務取
扱要領（職
業安定局

○労働者派遣事業は、厚生労働大臣
の許可を受け、又は厚生労働大臣に届
出を行った場合を除き、禁止されてい

る。
○請負により行われる事業と労働者派
遣事業との判断を的確に行うため、「労
働者派遣事業と請負により行われる事
業との区分に関する基準」を定め、この
基準（業務の遂行に関する指示その他
の管理を自ら行うものであること等自己
の雇用する労働者の労働力を自ら直接
利用するものであること、請負契約によ
り請け負った業務を自己の業務として
当該契約の相手方から独立して処理す
るものであること）に該当しないものは、
契約の形式が請負契約であっても、労
働者派遣事業であると判断している。

c  Ⅰ  、Ⅲ  

雇用管理等の弊害が生じるおそれがあるものであ
り、労働者派遣法により、厚生労働大臣の許可を受
け、又は厚生労働大臣に届出をした場合に限り、一
定のルールの下に適法に事業を行えることとしてい
るところである。これに関して、請負契約の形式を
とって、労働者派遣ではないとする脱法行為が行わ
れる場合があるので、「労働者派遣事業と請負によ
り行われる事業との区分に関する基準」を定めてい

るところである。
○この基準のうち、ご指摘の「自己の責任と負担で
準備し、調達する機械、設備若しくは器財（業務上必
要な簡易な工具を除く。）又は材料若しくは資材によ
り、業務を処理すること。」の要件については、機械、
資材等が相手方から借り入れ又は購入されたものに
ついては、別個の双務契約による正当なものである
ことを求めているところであるが、この要件を撤廃し、
貸借契約でも可とすることにより、違法な状態で労働
者派遣を行うことによる中間搾取、使用者責任の不
明確化、不適切な就業管理・雇用管理等の弊害が生

本件における貸借契約と別個の双務契約の違いに
ついて御説明いただきたい。

社団法人　日本自
動車工業会

5 A 
労働者派遣事業と請負により行わ

れる事業区分の見直し

請負元会社での常駐委託時の場合等、「自己の責任･負担
で調達した機械、設備、材料等で業務を処理すること」が規
定され、賃貸借契約による確保が求められており、これに
より賃貸借する機械・設備等の分割・金額評価が求められ
るが、これらの算定は極めて難しく、実務的な負担が大き
い。このようなことからも、請負元会社の機械・設備を使用
するにあたっては、その使用するための貸借契約のみと
し、分割・金額評価に関する事項の撤廃を要望する。

○労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可を受け、又
は厚生労働大臣に届出を行った場合を除き、禁止され

ている。
○請負により行われる事業と労働者派遣事業との判断
を的確に行うため、「労働者派遣事業と請負により行わ
れる事業との区分に関する基準」を定め、この基準（業
務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うもので
あること等自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接
利用するものであること、請負契約により請け負った業
務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して
処理するものであること）に該当しないものは、契約の
形式が請負契約であっても、労働者派遣事業であると

判断している。

・請負元会社での常駐委託時の場合等、「自己の責任･負担
で調達した機械、設備、材料等で業務を処理すること」が規
定され、賃貸借契約による確保まで求められているが、賃貸
借する機械・設備等の分割・金額評価が極めて困難であり、

実務的な負担が大きい。

・また、この条件が、労働者派遣事業と請負の事業区分と示
されているが、これは労働者派遣と請負事業の区分基準とし

ての本質的な要素ではない。

労働者派遣法第２
条第１号、労働者
派遣事業と請負に
より行われる事業と
の区分に関する基
準を定める告示（昭
和６１ 年労働省告
示第３７号） 

厚生労働省
・平成17年10月度の再要望
・当会重点要望項目

長通達） じるおそれがあることから、不適当である。

１ 　中期計 １ 　中期計画による人員数の上限関係
画による 　「独立行政法人医薬品医療機器総合
人員数の 機構の業務運営並びに財務及び会計
上限関係 に関する省令」基づき、中期計画にお
　①　独立 いて、期末（平成２０ 年度末）の常勤職
行政法人 員数（３４６ 名）を定めている。
通則法（第
３０ 条第２
項第７号）

２ 　民間企業出身者の従事制限関係
　「独立行政法人医薬品医療機器総合

総合機構の中期計画（平成16年度～20年度）による要
員数は346人であるが、このうち、新薬承認審査及び治

総合機構の要員不足による審査の遅れにより、世界ですで
に開発、使用されている新薬のうち日本では未承認の薬が

　②　独立
行政法人
医薬品医
療機器総

機構法」の国会審議等を踏まえ、製薬
企業等との不適切な関係を疑われるこ
とのないように、民間企業出身者につ
いては、総合機構に採用後２年間は、

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（総合機構と略
す）の中期計画による要員数の上限、参議院厚生労働委

験相談に当たる要員は本年4月1日現在92人に過ぎな
い。平成17年度の治験相談における実施数は申込数
の6～7割に留まっている。また、2004年における通常品
目の新薬承認審査期間は21.9ヶ月で、FDA の1.7倍を要

多数存在している。このことは、日本国民は、世界の最先端
の科学技術の結晶である画期的新薬の恩恵を充分に受けて
いないことを意味している。また、多大な研究開発費のかか
る新薬の承認が遅れることは、その企業の国際競争力を著

中期計画（平成16
－20年度）における
要員数346人。

・米国FDA の新薬審査部門
CDER の職員数は約2,200人。
・欧州医薬品審査庁EMEA の職
員数は248人（2002年)。但し、実
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厚生労働
省

合機構の
業務運営
並び財務
及び会計
に関する
省令（第４
条第２号）
２ 　民間企

当該企業に在籍していたときの業務と
密接な関係のある総合機構における業
務に就けないこととしており、審査業務
についても同様の措置を講じている（ 例
えば、出身企業で研究開発部門に在籍
していた者について、採用後２年間は
審査関係業務に就けない等）。

e -

本要望は、独立行政法人の機構定員の決定や職員
の採用のルールそのものに関する要望であり、個人
や企業の日々の活動に係る規制について緩和・撤廃

を求めるものではない。

-
日本製薬工業協

会 1 A 
総合機構に対する要員数等の制
限の撤廃による承認審査の迅速

化

員会決議に基づく企業からの就業制限規定、閣議決定に
よる公務員人件費５％削減の総合機構への適用等によ
り、現状でも大幅な遅れが出ている新薬の承認審査、治験
相談が今後さらに悪化することが懸念されている。

これらの規制を撤廃して、申請の実情にあった要員を確保
すべきである。

なお、要員の増加にかかる費用は、申請者である製薬企
業の手数料でまかなわれるため、国費の負担は増加しな

い。

している。これらを新薬開発が可能な先進国並にするた
めには、当面要員を倍増する必要がある。このため、①
そもそも、申請者の手数料でまかなっている承認審査、
治験相談業務への要員は、中期計画を速やかに見直
して、その上限を撤廃すること、②総合機構設立時の参
議院決議に基づく、企業から採用された人は過去5年間
に従事した業務について2年間は同じ職種での就業を
認めない、との就業規則を廃止して、優秀な人材の確
保の道を開くこと（企業との癒着の弊害は、厳しい制裁

しく弱めることとなる。この結果、現在では、わが国の製薬産
業は、その担税力は機械に次いで4位であるが、グローバル
な競争が激しくなるなか、このままで行けば、衰退せざるを得
ない。これは、ひとつの産業が駄目になることだけでなく、日
本国民に対し良質な医薬品を安定的に供給することが出来
なくなるとともに、わが国の先端的な科学技術の基盤が崩れ

ることをも意味する。
独立行政法人化の目的は、硬直的になりがちな行政から、
出来るだけ柔軟な業務遂行を目指して行われたものである

閣議決定された公
務員人件費一律
5％削減策の総合
機構への適用

総合機構が設立さ
れた際の参議院厚
生労働委員会決議

厚労省
内閣府
総務省

質的な審査を行う外部専門家が
2, 100人程度存在し、加盟各国に
300－500人程度の要員を有す

る審査機関がある。
・添付資料：製薬協医薬産業政
策研究所リサーチペーパー
N0. 25「日米の新医薬品の承認
審査に関する比較」、N0.30「日
本における新医薬品の承認審

業出身者 ３ 　審査員増員関係 規定を別途設ければすむ。）、③国費のかからない要員 はずであるにも拘らず、一律に様々な規制をかけることは、 査期間と臨床開発期間」、N0.31 

の従事制 　独立行政法人については、一般的に については、公務員並みの削減の必要は一切ないので その趣旨にそぐわないだけでなく、上記のような弊害を招い 「医薬品の世界上市から各国に

限関係
　①　参議
院厚生労

平成１７ 年度の人件費（決算）をベース
として５ 年で５％以上の人件費削減を行
うことが原則となっている中で、医薬品

あるから、総合機構については公務員人件費5％削減
の対象からはずすこと、等により、世界の趨勢、日本の
実態に合った新薬承認審査の迅速化を図る。

ている。費用は申請者側が負担するのであるから、一日も早
く、実態に合った業務が行える体制が出来ることが必要であ

る。

おける上市までの期間」

働委員会 医療機器総合機構については、現在の
「独立行政 中期目標の最終年度である平成２０ 年
法人医薬 度までの増員予定分を含めた職員数
品医療機 （３４６ 名）をベースとして、給与体系の
器総合機 見直し等により人件費を５ 年で５％以上
構の在り 削減し、人員削減は行わないこととして
方に関す いるところである。
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人事院、
総務省、
厚生労働
省

育児休
業、介護
休業等育
児又は家
族介護を
行う労働
者の福祉
に関する
法律

育児休業をしたことがある労働者は、
原則として再度の育児休業取得の申出

をすることはできない。
c Ⅰ 

育児休業の分割取得については、労働者が細切れ
に休業を取得することに伴う代替要員の確保や業務
分担の変更等事業主の負担が大きいと考えられるこ
と等から、全ての事業者に適用される最低基準とし
て法に規定することは困難である。なお、個別の事
業主が法を上回る措置として育児休業の分割取得を

認めることを妨げるものではない。

- 新座市 1 A 育児休業取得方法の柔軟化

　育児休業について、民間労働者は子が１歳に達する日ま
での間に、また国家公務員及び地方公務員は子が３歳に
達する日までの間に、原則としてそれぞれ全日・長期の休
業を子一人につき１ 回取得できると保障されている。

　現状でも、各育児休業法に示されたものより労働者に有
利な条件を設定することは、労働者の福祉の増進を目的と
する法律の趣旨からも当然許されるものであるが、その裁

量は事業主に委ねられている状態である。
　男女がともに職業生活と家庭生活を両立していくことが望
ましい中で、現実には、夫婦の勤務先により育児休業制度
が異なっていては、両者が育児休業制度を利用して育児に
参加しようとする際の妨げになる。また、長期を単位とする
休業は、特に男性の取得者数が伸び悩む一因となってい

る。
　そこで、例えば、１週間を単位として夫婦が交互に育児休
業を取得できるよう、取得方法の柔軟化、選択肢の拡大に
ついて、官民ともに最低基準の全国的な底上げを図ってい

ただきたい。

　現状の制度下で育児休業を取得しようとした場合、ど
うしても長期間休まざるを得ないため、職業技能の低下
やキャリア形成への影響を心配し、男性の取得者が伸
び悩んでいる。また、男性の育休取得が進まない理由
としては、「職場で男性が取得する雰囲気がない」という

職場や社会の風潮が挙げられる。
　そこで、１週間という短期間を単位として夫婦が交互
に取得できるようにすれば、男性もこれまでよりも気軽
に育児休業を取得できるようになると考えられる。徐々
にでも男性の育休取得者が増えていけば、依然として
残る「育児は女性」という社会全体の意識を変えていく

ことができるのではないか。
　また、育児休業の選択肢が増えることで、これまでの
女性の育児負担が軽減され、出産退職を減らし、出産
後の復職の可能性が向上するとも考えられる。

　さらには、両親が自らの手で子どもを育てることで、保
育所の需要が緩和され、待機児童の減少や自治体の
逼迫した財政状況の改善につながるといった効果もあ
る。そして、何よりも親子の絆を深めるという効果も見込
まれるところであり、少子化対策を考えた上でも大変重

要である。

　本市は、次世代育成支援対策推進法に基づく「特定事業
主」として、特定事業主行動計画を策定し、「男性職員の育
児休業、部分休業の取得率を平成２１ 年度までに５ ％以上と
する。」ことを目標に掲げているが、これまで男性職員の育児
休業取得者は１人もいないのが現状である。また、全国的に
見ても男性の育休取得率は０．５ ％にとどまっている（平成１

６ 年度厚労省調べ）。
　この原因として、「育児は女性」という意識を持つ男性が依
然として多いことと、長期間の育児休業により職場を離れる

ことへの抵抗感があると考えられる。
　新聞報道等では、育児に当たっては利用しやすい労働環
境の整備を望む声が高いこと、また取得単位を短くするなど
利用しやすい制度が整備されていれば男性でも育児休業の

取得が進むことが明らかになっている。
　そこで、１週間を単位として夫婦が交互に育児休業を取得
できるよう育児休業の取得方法の柔軟化、選択肢の拡大を
お願いするものだが、制度の改善に当たっては、夫婦の勤務
先により利用できる制度に差があっては結局のところ利用の
促進にはつながらないため、民間事業者・公務員の別なく全

国的な制度改善を要望するものである。

・育児休業、介護休
業等育児又は家族
介護を行う労働者
の福祉に関する法
律第５条、第７条

・国家公務員の育
児休業等に関する
法律第３条、第４条

・地方公務員の育
児休業に関する法
律第２条第１項、第
３ 条第２項

・厚生労働省
・人事院
・総務省

〔添付資料〕
①平成18年6月21日付け日経新

聞

②平成18年6月25日付け毎日新
聞

※　本市では、市役所職員が１
週間以上の単位で交互に育児
休業が取得できるよう条例改正
等を行う方向で検討を進めてい
る。（平成18年9月定例市議会に

上程予定）
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（特記事項）

　社団法人日本臓器移植ネットワークによれば、平成１８ 年５ 
月３１ 日現在で心臓・肺・肝臓・脾臓・腎臓・小腸の移植を希
望して同ネットワークに登録されている者数は１万２２６８人
である一方、毎年5～６千人の脳死者が存在するにもかかわ

・臓器の移 らず、実際の臓器移植の総件数はわずか１７５ 件で、圧倒的

植に関す にその数が不足している。その結果、上記に示したような事

る法律（平
成９年法
律第104
号）第６条
・臓器の移
植に関す
る法律の

臓器移植法では、脳死下での臓器提供
は、脳死判定に従う意思及び臓器提供
の意思について、本人の書面による意

例が見られるが、例えば日本国内での脳死体からの肝臓移
植に要する平均的費用が８００ 万であるのに対し、外国で移
植を受ける場合は３２００万も要するとされる。他方、平成16
年8月内閣府世論調査によると、１５ 歳未満の者からの臓器
移植を「できるようにすべきだ」とする者の割合が60.7%であ
り、また、提供者の意思の尊重については、「15歳未満の者
の判断であっても、本人の意思を尊重すべき」と答えた者の
割合が26.0%、｢15歳未満の者は適正な判断を出来ないの

運用に関 思表示があり、かつ家族がこれを拒ま 　第１６４ 回国会において、臓器摘出の要件の改正 で、他の者(家族を含む)が代わって判断すればいい」が36.

5081 5081001 z13117 
厚生労働
省

する指針
（ガイドラ

ない場合に可能とされており、法の運
用に当たっては、臓器提供に係る意思

b Ⅰ 
等を内容とする臓器移植法の改正法案２案が提出さ
れ、継続審議となっているところであり、今後国会等

- 個人 1 A 臓器移植提供者の年齢制限撤廃人向けの臓器売買が行われているとの噂も絶えず、日本人は 　
２％ だった。つまり、国民の過半数は、15歳未満であっても本
人の意思が示されている場合や本人の意思が不明な場合に

臓器移植法　第六条 厚生労働省

イン）の制
定につい

表示の有効性については、民法上の遺
言可能年齢を参考として、１５ 歳以上の

において議論が行われることとされている。 遺族の判断で臓器提供をすることに賛成している。
　なお、15歳未満の者からの臓器提供を可能とすることへの

て（平成９
年１０月８ 
日健医発
第１３２９ 
号厚生省

者の意思表示を有効なものとして取り
扱うこととされている。

反対論として、子供の人権侵害を主張する意見があるが、児
童の権利条約第13条と14条において、子どもも自己を主張
する権利を有していることが明示されている。また、そもそも
脳死は人の死ではないとの考えを有する本人および家族を
有する者に対しては、(例えば、上記世論調査でも、脳死下で
も臓器提供したくないという者が32・8%、本人の意思の表示

保健医療 がない場合は、本人の意思が確認できないので臓器移植す
局長通知） るべきでないという者が35.4%存在する)、上記要望により、法
第１ 改正が行われた場合でも、脳死下での臓器提供を拒否する

意思を書面で表示することによって、または家族が臓器の摘
出を拒否することによって、個々人の死生観について対応す

ることが出来る、と考えられる。

　政府省庁の審議会の資料が後日（１～２ 週間後）そのホー

5083 5083004 z13118 全省庁 ― 
厚生労働省所管の審議会については、

原則公開としている。
d ― 

厚生労働省所管の審議会については、事務の一部
が行政処分、不服審査、試験等を行う場合等を除

き、公開しているところである。
-

特定非営利活動法
人「子どもに無煙環
境を」推進協議会

4 A 
政府省庁の審議会は原則的に公

開（傍聴可能）とすべき

　例えば厚生労働省の審議会（厚生科学審議会地域保健
健康増進栄養部会や中央社会保険医療協議会など）は公
開（傍聴可能）で，事前にホームページで広報させている。
　しかし，例えば財務省の財政制度等審議会たばこ事業等
文科会，税制調査会など）は，財務省のホームページの週
間予定には掲載されているが，非公開となっている。これら

審議会等は，公開（傍聴可能）とすべきである。

政策決定のための審議会の審議を国民が傍聴すること
により，審議の透明性が高まり，かつ国民も情報を速や
かに知ることにより，早期の情報入手と対応が可能にな

る。

ムページで公開され，１～数カ月後には議事録が公開されて
いるようであるが，国民が審議情報の詳細を知るには余りに

タイムラグがあり過ぎる。
　マスメディアにのみ公開したり，会後，審議会長が記者発
表や会見をする場合もあるが，あわせて公開（傍聴可能）を

制度化すべきである。
　動きが早くなっている政策決定や実施にあたって，国民の
知る権利を保証し，合意形成を進めるためには，これは不可

全省庁

欠な制度である。

保険会社が、本人の同意に基づき保険者から診療
報酬明細書の電子的取り付けを行うことは可能であ
る。なお、医療制度改革大綱（平成１７ 年１２ 月１ 日政

自賠責保険の支払いに際しては、診療報酬明細書を徴求
し、これを確認しているが、その殆どが紙ベースでの取り付

5086 5086005 z13119 
厚生労働
省

ー
自賠責保険の求償事務に際しては、保
険者から診療報酬明細書を送付してい

る。
ｄ ー

府・与党医療改革協議会決定）において、「医療機関
等が審査支払機関に提出するレセプト及び審査支払
機関が保険者に提出するレセプトについて、平成１８ 
年度からオンライン化を進め、平成２３ 年度当初か
ら、原則としてすべてのレセプトがオンラインで提出
するものとする。」とされたところであり、パブリックコ

-
損害保険労働組合

連合会
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民間保険会社による診療報酬明
細書の電子的取り付け

診療報酬明細書の電子化を早期に実現するとともに、本人
同意に基づき、保険会社等第三者による電子的取り付けを

促進するよう検討を進めて頂きたい。
同右

けであるとともに、取り付けには一定の時間を要することか
ら、保険金の迅速な支払いにも影響を及ぼしている。医療分
野におけるＩＴ化推進の一環として、カルテ・診療報酬明細書
発行等の電子化が行われることになっており、医療関係機
関、審査支払機関、保険者については、原則全てのレセプト
をオンラインで提出・受領することが検討されているが、民間

療養の給付、老人
医療及び公費負担
医療に関する費用
の請求に関する省
令第３条　等

厚生労働省

メントを経て関係省令を平成１８ 年４ 月１０ 日付けで公
布施行し、診療報酬明細書のオンライン化について

保険会社による電子的取り付けが促進されるよう、その対策
について検討を進めて頂きたい。

法令上の手当てを講じたところ。


